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令和６年３月11日～13日 総務建設分科会・委員会 令和６年度当初予算審査 

 

開会 午前 ９時４０分 

 

○議会事務局（瀬々  君）  それでは、互礼をもって会議を開始いたします。相互に礼。 

 それでは、最初に分科会長よりご挨拶お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  改めましておはようございます。先ほどは全体会のほうお疲れさ

までした。それでは、３．11ということで、まず最初に危機管理部ということでしっかり審

議をしていきたいと思いますので皆さまよろしくお願いいたします。 

挨拶は以上となります。 

○議会事務局（瀬々  君）  ありがとうございます。それではここから先の進行につきまし

て分科会長お願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  ただいまから一般会計予算決算特別委員会総務建設分科会を開会

いたします。 

 本日は、一般会計予算決算特別委員会に付託されました議案第20号 令和６年度菊川市一

般会計予算の審査を行います。 

 議会基本条例第11条第１項に議会は、言論の府であって、議長は、市長等に対する会議等

への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならな

いと定められていることから、今回の議案審査でも、質疑よりも自由討議を充実させ議員相

互間の議論を尽くして合意形成した内容にて、基本条例の第11条に基づく分科会報告書とし

たいと思います。 

 自由討議では、議案審査の中から委員全員で討議したいことをテーマとし、議論を行いた

いと思います。自由討議を充実させたいことから、分科会報告でも委員間討議の内容を重視

していくため、審査内容を精査し自由討議の記載を充実し、分科会報告でも自由討議の読み

上げをいたします。また３月25日の予算決算特別委員会では分科会での審査内容を確認する

ための質問をすることがないよう分科会の会議録を作成でき次第、全議員に周知させていた

だきますが、その際に周知する会議録は校正を行っていないものとなるため、議員のみの確

認資料として取り扱っていただくようお願いいたします。審査内容の質問が当日出た場合に

は、会議録にて確認してくださいと回答させていただきますので、ご了承ください。 

 初めに、危機管理部の審査を行います。竹内危機管理部長、所管する課名等を述べてくだ
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さい。竹内部長。 

○危機管理部長（竹内浩巳君）  危機管理部長です。危機管理部の所管する課は危機管理課、

それから防災強靭化室の２つになります。 

 以上になります。 

○分科会長（西下敦基君）  次に、馬渕危機管理課長、出席者の紹介をお願いします。馬渕課

長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。本日の出席者ですけど、済いま

せん、危機管理課長、私、馬渕です。よろしくお願いします。左手にいるのが専門監になり

ますよろしくお願いします。その左側ですけど笹瀬主管になりますのでよろしくお願いしま

す。あと、後ろですけど、白松係長になります。よろしくお願いします。 

 以上のメンバーでやりますのでよろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、課ごと順番に質疑を行います。質疑、答弁に当たって

は必ず事前に挙手をし、指名を受けてから発言するようお願いします。委員は質疑通告一覧

順に質疑を行うようお願いします。また発言する際には必ず冒頭で番号、役職名等を述べ、

はっきりと大きな声で発言するようお願いします。 

 限られた時間を有効にするために、議員個人の意見については、後に予定しております自

由討議で述べていただき、簡潔明瞭な質疑答弁にご協力をお願いします。 

 なお、本件につきましては、３月25日に開催予定の一般会計予算決算特別委員会にて採決

を行います。 

 それでは質疑を行いますが、初めに事前通知を提出された委員の質疑から行います。質疑

の事前通知を提出された委員は、挙手の上、事前通知を行ってください。ということで１番

目は須藤委員さんお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。タブレットページ、４ページ水防団の活動費につい

てお伺いいたします。 

 水防団報酬費大幅増の要因は。算出根拠は。２点お伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。水防団の報償費の大幅増の要因

と算出根拠になりますけど、まず水防団の報償費につきましては、風水害時の水防団の出動

報酬、それと水防訓練の水防団の出動報酬となっております。 

 まず報酬費の大幅増の要因ですけど、出動回数、水防団の出動回数を令和５年度の当初予
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算では１回を想定しておりましたが、近年の異常気象が頻発しているということを鑑みて、

令和６年度の当初予算では想定回数を２回とさせていただいた点と、出動単価が増えていま

すので、そちらが大幅増の要因となっております。 

 次に、算出根拠ですが、風水害時の水防団の出動報酬分ですが、出動単価が１万2,000円で、

出動人数を令和４年度台風の15号のときに水防団の出動実績人数が137名、それと令和５年度

の台風２号のときの出動人数が94人いましたので、その平均をとって115人というような形で

算出をさせていただいて、それと出動回数を２回として算出をしました。なもんですから、

単価が１万2,000円掛ける115人分掛ける２回分ということで、276万円としております。 

 それと、水防訓練の出動報酬分につきましては、出動単価が1,100円ということで、参加人

数の想定を225人と見込んで1,100円掛ける225人の24万7,500円としております。なもんです

から、風水害時の水防団の出動報酬分276万と水防訓練の出動報酬分24万7,500円、両方合わ

せて300万8,000円、そちらが令和６年度の当初予算として計上させていただいているもので

ございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連質疑とかはございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、２番目の質問を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。２番目の質問、お願いします。 

 ９款１項５目防災施設等管理費ということで、需用費のうちの消耗品費の減額理由につい

てお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。防災施設等管理費の需用費のう

ち、消耗品費の減額の理由ですけど、消耗品費としてデジタル地域防災無線のバッテリーの

交換を実施しております。減額の理由としますと、令和６年度に実施するバッテリーの交換

の数が令和５年度と比較すると少ないことが理由となります。令和６年度は携帯格納無線局

６局分のバッテリー交換を計上しております。 

 令和５年度の当初予算では、半固定局の無線16局分と携帯無線局の７局分のバッテリー交

換を計上しておりました。令和６年度は携帯型無線の６局分のバッテリー交換のみとなって
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おりますので、令和５年度と比べますと、半固定局の16局分、それと携帯型無線局の１局分

ということが少ないもんですから、そちらが減額の理由となっております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりましたが、再質問ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ３番目を陽仁委員からお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  説明資料、タブレットの９ページ、９款１項５目消耗品費1,632万

2,000円なんですけど、同じものを継続的に購入する予算ということだと思うんですけど、毎

年購入するのはどのようなものですかという質問です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。大規模地震対策と総合支援事業

費など消耗品費の予算につきましては、菊川市防災資機材備蓄計画に基づいて計画的に購入、

買換えをしております。毎年購入しているものとしますと、食料ではアルファ化米、お粥、

パン、粉ミルク、水といったもので、防災資機材では生理用品だとかおむつとか、間仕切り、

それとか携帯トイレ、それとか給水用の水を入れる袋、そういったものになっております。

防災資機材の購入、買換えは欠かすことができないものですから、ご予算をお認めいただく

中で計画的に配備、備蓄していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番です。食料品については期限があるものですから、５年に１回

いわゆる更新という形で毎年更新していかなきゃいけないんですが、先ほど言ったトイレと

か間仕切り、これ更新する必要がないものですから、使わないとそのままある。それが量的

にどの程度までそろえるために、この1,800万が続くよということだと思うんですけれどもや

っぱりそこら辺は消耗品と、消耗品でない消耗品、いわゆる取っておけるものというのはや

っぱりちょっとこの一括じゃなくて、分けてもらえばいいかなと思いますので、その点でよ

ろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  ご意見ということですか。 

○１１番（横山陽仁君）  一応回答でいいですか。 
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○分科会長（西下敦基君）  回答を、じゃあ、馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  消耗品だとか、そういったもの後ほどこの後松本委員さんの

答えにもちょっと重複する部分があるんですけど、資機材の備蓄計画の中でそういった消耗

品の更新時期だとかそういうものについて指針を今年度計上させていただいております。基

本的には、耐用年数というのがあるものですから、基本的には耐用年数というのを考えて、

ただそうはいってもその時々にそういった物品を確認をして、まだ使えるか使えないかとか、

そういうものを確認した上で、使えるものは使っていくと。使えないものについては入れ替

えて更新していくとか、そういうような形で進めていきたいと思っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。すいません。１点自

分から確認させていただきたいんですけど、耐用年数って携帯トイレなんか自分持っている

のは10年ぐらいだと思ったんですけど、おむつとか間仕切り、トイレ、水の入れる袋そこら

辺は大体どれくらいの耐久年度となっているのかお伺いします。もし分かれば。 

 答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。おおむね大体が３年、３年とか

っていったものが多いです。生理用品だとか紙おむつの系統につきましては３年、あと組立

て用のトイレだとかそういったものについては10年、水の入れる袋、そういったものを10年

ということになっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  はい、分かりました。私からは関連質疑は以上となります。ほか

に関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、４番目の質問を松本委員、お願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  同じところなんですけれども、事業名のほうは大規模地震対策総合

支援事業費ということで、今横山委員の方から消耗品のいわゆる継続的な購入になっている

けれども、予算の使い方についても説明をいただきましたけれどもこの中で、令和６年の

２月、恐らく更新の理由としては、能登半島地震の関係があったもんでだと思うんですけれ

ども、それに付随をしまして、防災資機材の整備計画の更新のポイント、それと見直しされ

た項目、こういったものについてお伺いしたいと思います。一般質問とか、そういったもの

でも答弁されておりますので、内々は分かっているんですけど、よろしくお願いいたします。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。令和６年の２月に一部改正をさ

せていただいた菊川市防災資機材備蓄計画ですが、今回の更新のポイントにつきましては、

防災資機材の更新とあと廃棄などに関する指針というのを追加をさせていただいたところで

ございます。防災資機材としては、大きく言うと食料などと資機材などの２つに分類をして、

先ほど横山委員のちょっと質問にお答えさせていただいたんですけど、使用期限のある資機

材などについては、使用期限を遵守すると。あと使用期限のないその他の資機材については、

耐用年数を経過したものについては定期的にサンプル調査を行って、使えるかどうかを確認

して、修理の対応をするかだとか、新たに入替えの購入をするのかを判断して対応すること、

廃棄処分を極力発生させないための方策を明確させていただいているところでございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。今説明がありましたけれども、この中には今日のテレビ

の番組でもやっておりましたけれども、能登半島で一番苦労した点というのがトイレの関係、

こういったものの関係のものをやっていたんですけれども、電動の簡易トイレのセットとい

うのが基本的にすごくいいよということを言われているんですけれども、その中で、こうい

ったこの前説明があったのは仮設トイレと簡易トイレと携帯トイレは基本的に備蓄資機材の

中に入れて整備をしますよということはあったんですけれども、こういったニュース報道が

流れた中で、電動簡易トイレのセットの備蓄の関係をどのように考えているのか、お伺いし

たいなと思っています。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。先日も一般質問の中でお答えを

させていただいたんですけど、松本委員の質問にお答えさせていただいた内容の中で、防災

資機材いろんな備蓄の食料だとか資機材なんかについてもいろんな新しい商品が開発された

り、販売をしている中でいいものについては取り入れていきたいという考えを持っておりま

す。松本委員さんがおっしゃった電動トイレなんかにつきましても、いろんなものをどうい

ったものかというのを確認をする中で、情報を収集して、検証していきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  竹内部長。 

○危機管理部長（竹内浩巳君）  危機管理部長です。ちょっと補足説明させてください。備蓄
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の考え方の中で、松本委員からいろんな今回能登地震を受けてのちょっと答弁が議会のとき

かな、一般質問でもお答えさせてもらって、１月の３日の日に静岡県を通じて石川県からの

備蓄のうちがもし出せるものがどんなのかリストしました。１回ちょっと答弁させていただ

きましたが、大半のものはうちは備蓄ができています。数字も合わせてですけど。もちろん

例えば後でちょっとお話させてもらいますコンロとかカイロ、それから灯油類はうちは備蓄

していませんでした。先ほどトイレの話も出ましたが、全てがやはり避難所の備蓄としてい

ろんなものをそろえるのがちょっと難しいというのが正直あります。見直しというのが、こ

の間どんなときにやったかというのをちょっと１つ例を挙げさせていただきますと、３年ぐ

らい前にコロナの感染症対策があったときに備蓄品は中に例えば扇風機の大きいものを入れ

たりとか、ガウン、それから消毒とか、そういうのは一気に見直しかけて、２年くらいで消

毒液も含めて整備させていただきました。そういう避難所の運営上必要なものの例えば皆さ

んに影響が出そうなものはうちで用意させていただくような形で進めまして、トイレについ

ては避難所委員会で何回もいろんな形で協議させていただいた中で、やはりトイレは使った

人が必ず片付けるという癖をつけていかないと、みんな役員さんがトイレを片付けるという

のは、避難所委員会を立ち上げるときにいろいろな避難所を回って、そういう話がありまし

た。ですので、今のトイレのところに袋を入れて、そこで自分でした人が片付ける、そうい

う癖をつけていかないと誰かがトイレを片付けてくれる、掃除してくれるというのは、14万

くらい袋を用意して、最終的には17万袋を用意してできたやつを今度備蓄品の中でも買わせ

ていただくんですけど、そういう形でトイレは考えています。市によっては車でできるとか、

いろいろあるようですけど、トイレについては、今のトイレで袋を入れて、用を足したら足

した人が責任を持って片付けてやる、それが避難所を衛生的にもそうですし、避難所の役員

の方の負担を減らすという考え方だったら、いろんな本当に設備のことでも出てくるものが

あると思いますので、それを今課長が言ったとおり、見ながら、どうしても全ての避難所に

いると思いますので内容を確認させてもらいながら、見直していただきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  どうもありがとうございました。１点、自分から関連じゃないん

ですけど、他市において、トイレトレーラーとか備蓄をしているとこもあるんですけど、そ

ういったのってもしあれば答弁願います。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。トイレトラックとかというもの

が島田市さんだとか、そういうようなほかの行政さんも持っているというような情報を持っ
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ていますし、能登半島のほうにも行かれたというような話を伺っております。そういったも

のについては、確かに物自体はいいものだというふうに認識はしておりますけど、現状です

と、そういったものを市として配備するとか、そういうようなことは考えておりません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  わかりました。関連質疑はほかにございますでしょうか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、５番目の質問を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。国民保護計画費ということで国民保護協議会の成果

物について公表されているかお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。国民保護協議会の成果物の関係

なんですけど、こちらについては国民保護協議会というものが国民保護計画を修正するタイ

ミング、修正する必要があるときに開催するというようなものになってございます。今回、

今年度もそうなんですけど、国民保護計画を修正することがなかったものですから、そうい

った成果物は現時点ではございません。ただ国民保護計画につきましては、市のホームペー

ジのほうで公表をしている状況でございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  これ、過去をたどればわかるんでしょうけど、保護計画を変えたとい

う場面というのはございましたか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  前回の修正したタイミングが令和２年のタイミングで修正を

行っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連質疑ある方は挙手にてお願いします。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、６番目の質問をまた坪井委員からで、３番。 

○３番（坪井仲治君）  続いて、３番 坪井です。防災啓発事業費ということで需用費のうち
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の消耗品費の減額についてお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。防災啓発事業費の需用費のうち

消耗品費の減額の理由となりますけど、今年度、令和５年度はワークショップで使用する材

料費と啓発事業の消耗品費で計上をさせていただいておりましたけど来年度、令和６年度は

女性向けのワークショップを計画していることから別事業の女性の防災啓発事業のほうで計

上ということで変更させていただいております。出前行政講座とか、イベントを実施した際

に防災関係資料を一緒に配布していた防災啓発物品の購入を取りやめたということが減額と

なった理由でございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑がございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、７番目の質問を坪井委員からお願いします。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。７番目これにつきまして工事内容ということで水道

課のほうでご説明いただきますのでここでは割愛させていただきます。 

○分科会長（西下敦基君）  ８番目の質問に移ります。山下委員からお願いします。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。９款１項５目の防災施設等整備事業費ということで、小

笠地区基地局の更新とあるが、更新場所及び耐用年数、設置からの経過年数はどの程度か。

また、今後その他の基地局でも同様の更新工事が行われるのか。そして、完了後の小笠地区

の何割の地区をカバーできるのかということで。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。小笠地区の基地局についてのご

質問に回答させていただきたいと思いますけど、まず、耐用年数ですけど、耐用年数は15年

となっております。 

 次に、設置からの経過年数についてですけど、平成３年に導入されたものでございますの

で、32年が経過しております。 

 次に、今後その他の基地局でも同様の更新工事が行われるのか、完了後の小笠地区の何割

の地区をカバーできるのかですが、本庁舎の２階に菊川地区の同報無線の個別受信機用のア
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ナログ基地局と市内全域の屋外スピーカーに音を流している屋外用のデジタルのデジタル基

地局がございます。それぞれを適正な時期に更新をしていく計画でいます。今回実施する工

事につきましては、老朽化した基地局を単純に更新するものであって、更新と同時に機能の

強化を行うものではないため、現在の状態が変わることはないということで考えております。

ただし、現在の機器が老朽化が進んでいることから電波を発信する強度が下がっていること

は定期点検において確認をできております。 

 今回更新して新しい基地局になることによって、本来の強度で電波を発信することが可能

となりますので、今までよりは音の聞こえがよくなるといった効果が期待できると考えてお

りますけど、完了後、小笠地区の現在の電波状況により入り方が悪い地域がありますので、

そちらが解消するかというのは現時点では分からない状況でございます。やってみて、その

ときどきの天候だとかそういったもので影響がございますので、やった時点でどういうもの

になるかというのが明確ではございません。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  再質問というよりもちょっと聞き逃しちゃったから、小笠地区の基

地局はどこにあるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。旧小笠地区、今の水道事務所の

中にございます。 

○分科会長（西下敦基君）  再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ありますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。小笠地区の何割の地区をカバーできるかということ

についてなんですが、上昇するだろうと、カバーは。広くカバーできるようになるだろうと

いうことなんですが、やってみなきゃわからないんですけど、現在何戸くらいのところがカ

バーできていないというのか、聞き取れないというか、そういうものは把握されているんで

すか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。済みません。戸数までは把握は

できていない状況でございます。基本的に小笠の南の地区の旧浜岡に近い部分である、山下
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議員のお宅よりもうちょっと南側の富士という地区とか、そういうところがちょっと電波の

状況によって入りが悪いというようなことでは確認はされております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  竹内部長。 

○危機管理部長（竹内浩巳君）  危機管理部長です。ちょっと説明させてもらうと、屋外にあ

るラッパがついたあれは、全てどこでも入ります。屋内には。今委員が言ったのは屋内のほ

うだと思うんですけど、屋内は最近ですけど、新しく建てたお宅なんかで壁の状況とか、入

らないお宅というのはよく聞きます。菊川の地区は大きいお弁当箱みたいなまだ古いのを持

っている方もいらっしゃいますし、小笠でも縦長のグレーの濃いやつですけど、あれを使わ

れているから、能登半島があってから大分機械を変えているものですから、そういうのによ

って電波状況が、全てが入らないとかというのがご家庭の事情ですか、お年寄りの方が冷蔵

庫の方に置いてあるよって、冷蔵庫だとそういうのはちょっとできるだけ外してもらって、

入り口の近いほうに置いてもらえませんかって言ったら入ったよということもあったりする

もんですから、いろんな形で電波が入らないという状況が個々によって違いますので、今課

長に言ったように全てはしません。ただ、今回入れる機種はちょっとでも流れがうまくでき

る機種を入れるような形にはやっていますので、以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  再質疑ありますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。確認といいますか、そうすると屋外の同報無線です

か、あれから流れるやつでいくと小笠地区よりもほとんどの地域で受信といいますか聞き取

りができるという、そういうことでよろしいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。屋外同報無線の外のラッパがつ

いたやつ、そちらについては基本的には全てクリアしているというふうに認識しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。１点、自分から、気

になったことがあったんですけど、耐用年数が15年と言われたんですけど32年経過して、今

更新をするということで、今までそれで不具合がなかったのか今度は15年でちゃんと更新を

していくのか、その点についてお伺いします。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。委員長おっしゃられるように、

耐用年数につきましては、かなり実際、今回経過をしております。今まで、いろんな部品を
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交換するだとか、そういうような形で対応してきて、今回、今のタイミングでということに

なってしまっているものでございますけど、今後において、こういった防災機器というのは

非常に大切なものなもんですから、基本的には耐用年数というものを十分注意する中で更新

というのを考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  自分からは再質疑はございません。関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ９番目の質問を須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。９款１項５目防災対策総務費についてお伺いいたし

ます。タブレットページで16ページになります。県費補助対象事業について、また原子力災

害広域避難計画概要版印刷費の内訳をお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。防災対策総務費のうち、県費補

助対象になっているものにつきましては、普通旅費と印刷製本費、それと自動車の借り上げ

料といったものになります。原子力災害広域避難計画概要版の印刷製本費につきましては、

冊数を１万8,000部、単価については44円に消費税というような形で積算をさせていただいて

おります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ある方は挙手にてお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、10問目の質問を山下委員からお願いします。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。９款１項５目、防災訓練企業費災害時医療救護者保険料

の災害時とはどの程度を想定しての保険料かというのをお聞かせください。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。災害時医療救護者保険料の災害

時とはどの程度の想定としての保険料で訓練のときだけが対象なのかにつきましてですけど、

災害時の程度というものにつきましては、市の災害対策本部が設置されるレベルの大規模地

震などということで考えております。保険の対象になるものにつきましては、大規模災害時
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などの災害時において市の災害対策本部からの要請によって救護活動実施中の事故というよ

うな形となっており、医師とか看護師そちらが対象としております。実災害だけではなくて、

訓練のときも対象になるものでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、11番目は陽仁委員、お願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。９款１項５目情報伝達避難体制対策事業、説明資

料17ページです。ＡＩ災害状況収集システムについて、具体的な商品名と試験導入の期間の

実績を伺う。それから、令和５年度の当初予算審議の際は、本格導入の66万円程度と答弁が

ありましたが、システム使用料が約200万円が計上されている理由は何か。システム使用料の

詳細についてお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。ＡＩの災害情報収集システムに

ついてですけど、市民などがＳＮＳに投稿した災害時の被害状況などを収集してＡＩでリア

ルタイムに情報を処理できるシステム導入に係る利用料を計上させていただいております。

現時点で、ただ具体的な商品名というのは今後は見積もりだとかそういうようなものがあり

ますので、具体的な商品名というのは現時点ではお答えすることはできないんですけど、今

年度令和５年度に試験導入をしたものにつきましては、７月の１日から10月の31日まで７、

８、９、10、４か月間となりますけど、そちらで試験導入をしております。そちらについて

は一般の風水害で２件の情報を入手をしております。令和５年度の済みません、ちなみに今

年度試験導入とかした部分の商品名につきましては、４か月導入したものにつきましては、

スペックＴ社のスペックＴプロといった商品、そちらともう一つがＪＸ通信社のファストア

ラートといった商品を今年度試験導入とかをしていくものでございます。 

 令和５年度の当初予算審議の際は本格導入を66万円程度としていたものが、今回システム

使用料が約200万円計上されている理由についてですけど、令和５年度の当初予算の審議の際

にお示しした66万円程度というものについては、情報の入手範囲が静岡県内の状況に限った

ものを考えておりました。１月の能登半島地震のときにも痛感したんですけど、本市だけ、

静岡県だけの情報だといろいろ情報の入手というのが問題があったものですから、本市だけ

静岡県だけのものでなく、遠方の今回の能登半島の地震なんかで、協定先の富山の４市とか、
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そういうようなところの情報を入手するというような必要性も感じたものですから、静岡県

版だけじゃなくて全国版の情報を入手できるようなものというようなことで、範囲を広げた

ということで当初66万円というような形で説明をさせていただいたものを、今回は195万

4,000円というような形で範囲を広げさせていただいたものですから、こういった金額になっ

てしまっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  分かりました。こういう災害の場合はやはり広域だということ、こ

れは必要だと思いますのでそのとおりに頑張っていただきたいと。 

○分科会長（西下敦基君）  ご意見でよろしいでしょうか。関連質疑ありますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。今のスペックＴ社のスペックＴプロとＪＸ通信社の

ファストアラートと２社使用されたということなんですけれども、本格導入に当たって相み

つを取られてどちらから選ばれるのかもう決まっていらっしゃるのか、そこの確認をさせて

いただきたいというのと、あと、能登半島を受けて県外の情報も入手されたと思うんですけ

れども、有効性をどの程度感じていらっしゃるのかお伺いできればと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  今後の発注の見込みが４月１日からの導入を考えております。

今そういった見積もり２社から複数の業者から取るのかとか、そういったものも今検討して

いるところでございます。ただし４月１日からの導入というような形では確実に進めたいと

考えております。 

 それと、もう１点、富山の情報につきましてですけど、富山というか、この前の能登半島

地震の関係につきましては、発災直後、富山の４市、原発の広域避難先になっている富山の

４市の情報を、もちろんテレビだとかそういったもので情報収集というものはしてはおりま

した。ただし、石川県の情報はいろいろテレビで流れてはいたんですけど、富山県のこうい

う協定を結ばさせていただいている４市の情報につきましては、テレビとかではあんまり流

れなかったというようなものがございました。そちらを今回試験導入したもので、情報をピ

ンポイントで４市の情報ということで検索できましたので、そういったものがすごく有効に

活用できたなと思っています。 

 これも一般質問だからお答えさせていただいた部分になるんですけど、被災直後、先方も

災害対応で非常に苦慮している中で、電話を入れて状況を聞くというのは非常に相手方とす
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ると大変失礼に当たるというようなことで考えまして、自分たちも電話でのやり取りという

のは控えさせていただいておりました。そういったシステムの中で情報を確認して、電話の

対応、電話のやり取りについては少し落ち着いた段階で相手のほうに連絡を入れてやるとい

うような形で心がけてやっておりましたのでそういったことを考えるとこういった情報を収

集できるシステムというのは今回有効に活用できたというふうに考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。ちょっと細かくなってしまうかもしれないんですけ

れども、こうした大規模災害においての有効性というものは、今非常に分かったんですけれ

ども、菊川市での通常の風水害だと、２件しか情報がなかったとおっしゃったように、そも

そもの情報量が少ないじゃないかというのがちょっと懸念されまして、大規模災害以外の災

害に備えることを考えると、年間200万支出し続けるのが妥当なのかというところが、ちょっ

と私としても判断が難しいなというところでして、使用頻度が少なければ減額ができるのか、

その辺と、あと有効性をどの程度考えていらっしゃるのか、お伺いできればなと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。今年度、試験導入したものにつ

きましては、菊川市は本年度、大雨だとか、そういうような大きな被害がございませんでし

た。近隣の磐田市さんとか浜松市さんと比べると、被害の状況が少なかったことから、そう

いった情報の数というものが少なかったんではというふうに認識をしております。 

 実際そうした、今回、磐田市さんだとか浜松市さんレベルの災害がもし菊川にあった場合

に、どれくらいのこういった情報が入ってきたという部分はちょっと分からない部分がある

もんですから、今回２件だけだったということが現実的にはあったんですけど、そういった

ものが実災害のときにどんだけ入ってくるかという部分を、令和６年度本格導入する中で検

証していきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。なければ、自分から。ファストアラート

は自分も使ったことがあるんですけど、災害、水害、地震はもちろんのこと、火災とか事故

とか、その他事変についても拾うことができて、そういったほかの活用とか、消防の方と連
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携するとかそういったことは、ファストアラートのほかのものはどういうシステムか分から

ないんですけど、そういったことについての検討はされたのかお伺いします。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。ファストアラート社製のものに

つきましては、消防のほうとも話をさせていただいております。災害の情報というのは、も

ちろん電話連絡だとか、いろんな情報として入ってくるものでございます。そういった情報

と、そういった今回のＡＩシステムの情報収集システムの入ってくる情報とかを合わせなが

ら確認をするというような形で、令和６年度本格導入するに当たって、そういった運用の

ルールだとか、そういうようなものを具体的に詰めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  あと、もう一個再質問させてください。多分、他市でも入れてい

るようなところがあると思うんですけど、そこら辺の他市と同じようなものをそろえていく

とか、そういった話とかは特にされていないのかお伺いします。 

 答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  基本的に今他市の状況なんかを確認する中で、今回、ファス

トアラートさんの製品とスペクティの商品と検証させていただいた中で、どちらかと言って

はあれなんですけど、いい商品というものを導入していきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。自分からは再質問ございません。関連質疑、ほか

にある方は挙手にてお願いします。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  次の質問を自分から、最後の危機管理課のところでさせてもらい

ます。 

 ９款１項５目で女性の防災啓発事業ということで、説明資料ですと18ページ。内容は、防

災ワークショップを女性向けで実施とあるが、対象者はどのような方でどのような内容か伺

う。また、その後、どのような活動を期待をするのか。以上、質問となります。 

 答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。女性向けの防災ワークショップ

について回答させていただきます。 

 まず、対象は、家事や子育てが忙しくて、長時間となる講演会には参加できない方であっ

たり、防災活動にはなかなか参加できていなかったり、参加していない女性の方を対象に実
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施を考えております。 

 内容につきましては、災害ボランティアを行っている女性や防災士の女性、実際に災害現

場で活動経験のある女性を講師として招いて、防災について、同性に伝えたいことをお話し

していただき、その話を聞いて感じたことなどを参加者内で共有するといった内容で、１時

間程度のワークショップを計画しております。 

 将来的には、地元の防災活動の役員として活動していただくような人材になっていただく

といったことを期待しておりますけど、いきなりは難しい状況と考えておりますので、まず

防災を人ごとではなくて自分ごとと捉えて、各家庭から備蓄など備えを進めていただいたり

とか、地域防災訓練など活動に参加していただいたり、少しでも防災に関心を持っていただ

ける女性を増やしていけたらなと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑させていただきます。 

 これ９月から11月の間で小笠地区、菊川地区で３回ずつ６回ということですけど、これっ

てシリーズになっていて、１、２、３回通うようなものとかも、単品でそれぞれ通うような

ものなのか、そこら辺、もし内容が分かればお伺いします。 

 答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。継続的に参加していただくよう

なものではございません。単発的にというか、１回ごと実施、別のものを開催していくとい

うことで考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。あともう一点、参加人数をどれぐらい見込んでい

るのかお伺いします。 

 答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長です。１回の参加人数をおおむね20名ぐらいと

いうことで見込んでおります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁がありましたが、私からは再質問はございません。関連質疑

がある方は挙手にてお願いします。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。今、課長のほうから、対象者が、家事とか子育てで忙

しい人を対象にされるという、参加対象者なんですけども、そういう話を伺ったんですが。
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実は最近、地域のことを高校生なんかが関心を持っていらっしゃるというのも聞きますので、

多分、今成人の女性を対象に防災啓発活動をしていると思うんですけれども、やはり地域の

高校生とか中学生とか、そういう方たちにも参加していただいて、地域を全体の女性目線で

見るということと、次の世代を担う人たちを育てるという意味では、私はそれが必要だと感

じるんですけれども、その計画はあるでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。東議員がおっしゃられるように、

若い世代からの防災教育というのは非常に重要だと考えております。そちらにつきましては、

学校サイドのほうで、県の防災士とかそういうような者を招いて、いろんな教育の場がある

というふうに伺っているところがございますので、まず自分たちにつきましては、こちらの

今言ったターゲットで実施を考えておりますけど、教育サイドのほうは教育サイドのほうで

別のルートですね、そういった活動がされておるもんですから、そういったものと連携を取

ってやっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。とても必要な連携だと思うんですけど、もしその連携

が具体的に分かったら教えてください。 

○分科会長（西下敦基君）  ちょっとこの内容と外れてきてしまっていますので、もし答えれ

ればということで、お願いします。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。学校の関係につきましては、ジ

ュニア防災士の関係の事業でございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連で、17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。すみません、小笠地区で例えば３回やるわけですね。開

催場所というのは、地区を移動するような形で考えているのか。場所は決まっているんです

か。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。馬渕課長。 

○危機管理課長（馬渕啓介君）  危機管理課長でございます。基本的に地区センターというも
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のを開催場所として考えているところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

○１７番（山下 修君）  すみません、１点、自分聞き忘れたんですけど、３回別のワークシ

ョップやると。ワークショップの内容自体が、今自分で思うのが、湯煎で料理するとかそう

いったものが今頭に上がっているんですけど、この３回のそれぞれの内容、もし決まってい

ればお伺いできればと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。白松係長。 

○危機管理課防災対策係長（白松  君）  防災対策係長です。ワークショップの内容なんで

すけども、先ほども回答させていただいたように、現場とかで防災士なんかの女性の経験を

された方に講話を頂いて、その内容を参加していただいた女性の方で話をしていただいて、

情報共有だとか、家に持ち帰ってこういうことを始めるというのを参加者で話をしてもらう

という形式で、今までやっていたパッククッキングみたいな本当の作業的なものは、今は考

えておりません。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。納得できました。関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、防災強靱化室に移るような感じでよろしいですか。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、事前通知による質疑を終了します。その他に危機管理課

の予算について、質疑のある委員は挙手にてお願いします。 

 なければ、以上で質疑を……。 

         〔「全然関係ないことでもいいの」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  課内だったらいいです。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  専門監、今回、初めて予算を見られたと思うんですけれども、菊川

市の防災危機管理部門、危機管理課の防災に対する予算で、これはいいな、これはちょっと

不足しているなということが感じられるもの、ありましたら教えていただきたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。答弁を求めます。危機管理専門監。 

○危機管理専門監（藤本  君）  危機管理課専門監です。今のご質問ですけれども、心当た

りあるものは特にございません。認識としては、よく審議をして、よく根拠に基づいてやっ

ておりますので、これで適正ではないかなというふうに私自身は認識しております。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。関連もよろしいですね。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で質疑を終了します。 

 ここで執行部は退席となりますので、お疲れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し、結論

を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、

委員間の自由討議を行います。 

 この中で質問で３番、４番の大規模地震対策等総合支援事業費で消耗品とか備蓄品のこと

が話があったりとか、あと、防災施設等整備事業費ということで、これは基地局ですね、あ

とＡＩの情報収集システム、そのようなものが、あと、ワークショップが話が多かったと思

いますが、こういったことについてご意見のある方、挙手にてお願いします。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。今のＡＩに関しての質問のところで質問に出させて

いただいたところではあるんですけれども、私自身は非常にこのＡＩの情報収集システム有

効な施策じゃないかなと思っておりまして、とても期待といいますか、いい取組だなという

ふうに認識はしていたんですけれども、実際聞いてみると、情報収集件数は市内だと２件と

いうことで非常に少ないので、今後、この200万かけて情報収集システムを継続的にやってい

くというのは、どこまで有効なのかというのは、ちょっと疑問に思ったところです。他県の

情報をピンポイントで収集して役立てることができるというのは有効だと思うんですけれど

も、市内の防災対策という点に限ったときに、この事業の有効性がなかなか判断が難しいな

と思いました。皆さんのお考えをお聞きできればありがたいなと思いました。 

○分科会長（西下敦基君）  ３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。情報収集件数が少ないというのは、災害が少なかっ

たからということ。それゆえに少ないというだけの話であって、やっぱりそのシステムを構

築するためには、そのぐらいの金額がかかるということ。準備ですのでね。情報収集件数と

は関係がないと思う。昨年度の災害が少なかったゆえに情報量としては情報が少なかった、

それだけの話だと思いますので。システムを構築というか、そのための金額としてはふさわ

しい金額じゃないですかね。そういう情報収集を得るためのシステムですので。 

○分科会長（西下敦基君）  すみません、７番 西下です。自分一般質問をして提案したこと

があるんですけど、あとそのときに２件というのが、大体そのときの映像も僕知っているん
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で、どこが２件だったかって分かるんですけど。まず、市民にこういったシステムを入れる

から情報上げてくださいという広報をすれば、フェイスブックとかツイッターとか、そうい

ったもので上げたものが、一応市のほうに情報が集まってくるよということですので、そう

いった呼びかけをすることが大切ですし、あと、これは一般の情報から集めてくるシステム

なので。ただ、ほかにＬＩＮＥで通報システムって他市でやっているのがありますので、よ

く穴ぼこがここ空いていますとか、何とかしてください。そういったのでも情報は市に上げ

ることはできますので、総合的な情報の収集システムの一つとして、こういったものも必要

かなと思いましたし、これ事故とかでも、写真撮ると、あとＳＮＳ上げると、こういった事

故があったとか、どっかで異臭騒ぎがあったとか、そういった情報も拾うことができますの

で、災害だけの危機管理じゃなくて、ほかの危機管理にも使えるシステムだなと思いました

ので、使い方と、あと市民にもまた情報を上げてもらうような、多くしてもらうというのを、

そういったものを向上していけば有効な手段であると私は思いました。この件については、

私はそういった意見でございます。 

 以上です。 

 ほかにこれに関連して、なければほかの話でもいいと思いますが。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。備蓄のことなんですが、トイレの備蓄っていうんで

すか、（スミフクロ）みたいなやつです。これは市民への周知というのは、なかなかされて

いないというふうに、避難所に行けばそういうものはあるんだと。それも自分でやらなくて

もやってくれるというのが、そういったところを回収するときに自分でやらなきゃいけない。

自宅のほうもそうだと思うんですが、そういったところの自分で処理しなきゃいけないとい

う、そういったことを周知をしていく必要が十分にあるんじゃないかなというふうに思いま

した。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  今、備蓄についてご意見がありました。これに関連してご意見あ

ればお願いします。 

 １点、７番。２番から、トイレの件で、やっぱりほかの災害でもトイレが困ったといって、

トイレを備蓄、個人にしましょう。だけど、結局みんな備蓄がなかなかできていないという

のが今回分かってきたと思いますので、もう少し強く、皆さんトイレをちゃんと。まず（タ

イシンカイシ）といって自分でそういったものを使えるように。避難所に行くと、能登のト

イレも大分汚くなっちゃって使えないとかそういったことにはならないように、やっぱり皆
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さん考えていくべきかなと思いました。 

 あと１件、昨日、袋井市の一般質問の災害のことを聞いていて、トイレのことがあったん

ですけど、マンホールの話があったりとかしたんですけど、何か外で自然分解させるような、

そういったシステムがほかでもあるとかというのは聞いたので、またそういったものは研究

して、また提案できればなと私は思いました。 

 以上となりますが、これに関連して意見があれば、なければほかのところに行ってもいい

と思いますが。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。先ほど女性の防災啓発の話を質問させていただいたん

ですが、実は何で私が高校生というか、若い人たちに参加をしてほしいと思ったのは、以前

も言ったかもしれないんですが、災害時に避難所において、例えばママが授乳しているとき

にのぞきがあったりとか、トイレに入るときにのぞきとか盗撮という犯罪が必ず、必ずとい

うことでないんですけども、東北の震災のときにあったということを聞きまして、やはりそ

ういう犯罪に巻き込まれないためには、若い女性に啓発活動が私は必要だと思って言ったん

ですけれども、そういうところがなかなか伝わっていないということで、みんなで防犯とい

うことを考えて、私はそういう防災活動に女性の参画を願っております。 

○分科会長（西下敦基君）  これに関して何かご意見とかあれば、同じようなところで。なけ

れば、この防災のワークショップでもよろしいですし、ご意見があればお願いします。 

         〔「ほかでもいいですか」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ほかでも結構です。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。無線の話なんですけど、アナログを今整備をし出し

たということで、当初デジタルに切り替えていったんですけど、受信状況が悪いということ

でアナログでカバーしようということなんですけど、防災無線受信機以外の手段でのもうち

ょっと啓発をですね、高齢者の方もスマホで茶こちゃんメールでしたね、そういうのを周知

していただければ、その辺のカバーが100％に近くなっていくかと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  今、無線のことについてありました。関連とか、またご意見、ほ

かにあればお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。いろいろ訓練は、総合防災訓練とか地域防災訓練とかい

ろいろやられているんですけれども、地区で独断でやられている訓練もあるんですけれども、

こうやって大きな災害があったときに避難所の運営、これが一番ね、本当に課題になるんじ
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ゃないかなと思うんですよね。 

 能登半島と静岡県菊川市と比較した場合はどうだろうという面があるんでしょうけれども、

それは当然差異があることなもんですからね。防災については、やはり考えていかなければ

ならないことだと思いますので、当然、体育館をいわゆる避難所とした場合、これで２か月、

皆さんが耐えられるかどうかというのがあるかと思うんですよね。いろいろ寒さの関係とか

暑さの関係もありますよね。それで、そこへ泊まる。いわゆるプライバシーの関係、女性の

役割、どんどんやっていくと大きな課題が蓄積されているような形があるんですけれども、

やっぱりそれは手順というものがあって、避難所運営の手順。これは、そこのいわゆる避難

所運営を任されている地区の方々がいろいろ工夫をしながら、そういった訓練、やはりやる

べきじゃないかなと思うんですよね。そういった中にも女性の役割というのは、当然困れば

何か知恵を出し合ってやれることがある。そういったものを女性の役割として。それじゃあ、

男性は何をやる。そういうものの役割を手順的に決めていくと、割合できてくるような可能

性もあるもんですから。 

 やっぱり能登と比べて菊川市の状況、とにかく、避難所の付近のいわゆる地理的条件です

よね、インフラも含めて、そういうものを再調査しながら分析して、いろいろ工夫を凝らす。

こういった必要性がある。やっぱり自分たちで守っていかなければできないことだと思うん

ですよね、災害というのは。やはりそういうことに心がけていくほうがいいんじゃないかな

と思うんです。 

 それと同時に、先ほど防災無線の関係とかいろいろ言われておりましたけれども、屋外と

屋内、こういった関係があるんですけれども、聞こえない家というのは、恐らくまだまだた

くさんあると思うんですね。これは言わないから、恐らくそういう状況になっているんじゃ

ないかなと思う。 

 私も屋外の防災無線に関して一般質問したこと。いわゆる電波の状況、通信障害、こうい

ったものが当然あります。そのラッパ塔があるんですけど、その障害物になるのは、建物。

それがあれば恐らく障害が出ますということですので、そういったものも含めてチェックす

る。いわゆる電波の状態、通信の状態を確認するというのは、エリアごとに決められている

だもんで、そういったものをきちんとやっていけば分かるんじゃないかなと思うもんで、そ

ういったものも注視していく必要があると思うんですね。以前からこれも言われてきたこと

だと思います。 

 以上です。 
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○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ありますでしょうか。ご意見が出たと思いますので、

とりあえずこれで危機管理課のほうはよろしいですかね。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、危機管理課の予算に関わる審査を終わります。 

 ただいま出されました意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会に

て報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任願いま

す。 

 これで一回、休憩５分か10分ぐらいしてから。準備していてもらって。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  そのまま継続でいいですかね。継続ということで。 

 

休憩 午前１０時５２分 

 

再開 午前１０時５４分 

 

○分科会長（西下敦基君）  再開させていただきます。 

 続きまして、防災強靱化室の予算審査を行います。 

 初めに、八木防災強靭化室長、出席者の紹介をお願いします。八木室長。 

○防災強靭化室長（八木  君）  防災強靱化室長です。本日の出席者ですけれども、先ほど

部長のほうから話がありましたが、係長のほうが、昨日からですけれども、穴水町のほうに

住家の被害認定調査のほうへ行っておりますので、私だけの出席となります。よろしくお願

いします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、質疑を行いますが、初めに、事前通知を提出された委

員の質疑から行います。質疑の事前通知を提出された委員は挙手の上、事前通知に従って質

疑を行ってください。ということで、私から１問目の質問をさせていただきます。 

 ９款１項５目市役所敷地一体防災対策強靭化事業ということで、20ページのとことなりま

す。 

 内容としては、旧町部地区センター跡地仮駐車場整備工事及び市役所本庁舎外壁改修工事

について、工事の概要とスケジュールについて伺います。 

 答弁を求めます。八木室長。 
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○防災強靭化室長（八木  君）  防災強靱化室長です。旧町部地区センター跡地仮駐車場整

備工事及び市役所本庁舎外壁改修工事について、工事概要とスケジュールについてですが、

最初に工事概要ですけれども、仮駐車場整備工事につきましては、旧町部地区センターを解

体した後、現況を利用し、北側跡地の仮駐車場同様、砕石舗装による整備を考えております。 

 駐車場の台数ですけれども、解体後の地盤の状況にもよりますが、20台程度を確保する予

定となっております。 

 市役所本庁舎外壁改修工事につきましては、この後のスケジュールの中で詳細を説明させ

ていただきます。 

 それでは、次にスケジュールですが、大まかな流れとしましては、旧町部地区センターの

解体、その後、仮駐車場の整備、駐車場ができたところで、本庁舎外壁の改修工事という形

になっております。 

 まず、最初の旧町部地区センターの解体工事ですが、５月下旬頃から着手し、約３か月、

８月末から９月上旬、こちらで解体が終わり、その後、９月頃から仮駐車場の整備に着手、

11月頃に完成する予定となっております。 

 本庁舎外壁改修工事につきましては、９月議会に請負契約の締結について議案を上程させ

ていただき、お認めいただければ、10月頃から準備を始め、完成予定は令和７年の12月末、

工期としては15か月見込んでおります。 

 施工方法につきましては、足場を設置し、レンガ調タイルと下地を撤去した後、金属製パ

ネルを張りつけていきます。 

 工事については、本庁舎全体に足場をかけてしまうと、駐車場や本庁舎への出入りに支障

が出るため、１期、２期という形で工区を分けて行います。 

 １期目は、本庁舎北側駐車場に面した外壁の改修、２期目は、南と西面の改修を行う予定

となっております。 

 工事に際しましては、今年度の外壁改修と同様に、足場や大型クレーンなどを設置するた

めの工事ヤードが必要となります。このため１期では、本庁舎北側駐車場の約半分、25台程

度ですね、こちらが使用できなくなります。本庁舎の出入りにつきましては、正面玄関のみ

となる予定であります。 

 ２期では南側駐車場、こちらも25台程度と、南の駐車場と、あと玄関前のロータリーです

ね、こちらのほうに大型クレーンを設置しますので、こちらが使用できなくなります。出入

りに関しましては、税務課前と市民課国保年金係前、こちらの２か所となる予定です。 
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 こちらの工事ヤードと出入り口につきましては、発注後、施工業者と協議して、実際どう

なるかということを決めていきたいと考えております。 

 工事に際しまして、駐車場や本庁舎への出入り口、騒音など、市民の皆さまにご不便をお

かけすることになりますので、広報やＳＮＳなどによる事前の情報提供、情報の随時更新を

していきたいと考えております。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。大分細かく教えていただいて、今、アンケートを

取られて、色とか決定されたのでしょうか、お伺いします。八木室長。 

○防災強靭化室長（八木  君）  防災強靱化室長です。外壁の色に関しましては、１月から

２月にかけてアンケートを取りまして決定しております。決定した色ですけれども、グレー

とブラックというものですね。 

         〔「一部ブラック」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  一部ブラックですね。 

 分かりました。あと一点、町部地区センターを解体した後、斜面のところがあると思うん

で、そこって擁壁をしたりとか、そういったことはあるのかどうか。前、そんな話があった

ような気がした。そこら辺についてお伺いします。八木室長。 

○防災強靭化室長（八木  君）  防災強靱化室長です。今回の工事では、擁壁まではやらな

いつもりなんですけれども、今回、仮駐車場ですので、仮で北側跡地のような形で現況を利

用した形で駐車場を造らせていただいて、その後、災害対策本部棟と堀之内体育館が完成し

た後、そちらのほうでまた本格的な、本格的なというのもあれですけれども、舗装したよう

な駐車場を造るというときに、擁壁等が必要であればやっていくという形になります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。あと、すみません、もう一点思ったんですけど、

地区センターの中には、多分、書類が残っていると思ったんですけど、その扱いはどうなる

んでしょうか。 

 答弁を求めます。八木室長。 

○防災強靭化室長（八木  君）  防災強靱化室長です。中の書類等ですけれども、一応３月

末までに移動するようにというのは全庁的に出していまして、どこへ運び出すかというのま

では、ちょっと聞いてはいないです。各課にお願いしているという形になります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。私からは再質疑はございません。関連質疑
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ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の質問、松本委員からお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。同じところだと思いますけれども、特定財源の関係を少

しお聞きしたいと思いますけれども、大分差があるなという感じがするんですけれども、緊

急防災減災の事業債、これが960万、それから単独事業債が9,720万円の地方債、こういった

ものを財源としているわけでありますけれども、それぞれの事業債の内容説明をお願いした

いと思います。 

 当然、緊急防災減災事業債のほうが有利な起債だと思いますけれど、あまりにも差があり

過ぎるもんですから、お願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。八木室長。 

○防災強靭化室長（八木  君）  防災強靱化室長です。緊急防災減災事業債と単独事業債を

財源としているが、それぞれの事業債とした理由についてですが、令和６年度に防災強靱化

室で予定している事業は４事業で、災害対策本部棟の実施設計、旧町部地区センターの解体、

旧町部地区センター跡地仮駐車場の整備、市役所本庁舎の外壁改修になります。 

 このうち、事業債を財源とする事業ですが、緊急防災減災事業債につきましては、災害対

策本部棟の実施設計、一般単独事業債につきましては、市役所本庁舎外壁改修工事になりま

す。 

 それぞれの事業債とした理由についてですが、緊急防災減災事業債は、充当率100％。交付

税措置が70％と有利な事業債で、対象は、災害発生時に災害対策本部として使用する部分と

なるため、静岡県と対象となる部屋などについて協議を行い、災害対策本部棟実施設計の約

66％に充当する予定であります。 

 本庁舎外壁改修工事は、既存施設の改修になるため、緊急防災減災事業債の対象にならな

いことから、一般単独事業債を借り入れることとしております。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番 松本です。単独事業債の関係なんですけれども、基本的に持

ち出しというですか、市の単独費が要るかと思うんですけど、事業債が75％くらいかな、借

入れができるのは。いわゆる25％が単独でつけなくちゃいけないということがあるんですけ

れども、その前の段階として、一般単独債の事業の関係で補助関係、いわゆる国は無料と思
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うんですよね。県のほうの事業というのは、何かの形でなかったですか、そういった調査そ

のものをされているかどうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。八木室長。 

○防災強靭化室長（八木  君）  防災強靱化室長です。外壁改修に関しましては、最初、や

はり緊急防災減災事業債等を使えないかという話は、県のほうに投げかけていったんですけ

れども、やはり維持修繕であったり、補修であったりとか、そういうものが対象にならない

よということで、そのほかの県費補助に関しましても話をしたんですけれども、やはりそう

いうものがないもんですから、基本的には単独事業費で。あとは、一般単独事業債につきま

しては、いろんなものに使えるもんですからそちらでというところで、今回、事業債を使っ

たという形になっています。 

 以上です。 

○１４番（松本正幸君）  分かりました。ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

 一点、自分から、外壁の関係なんですけど、外は落ちたら危ないなという、レンガが、気

がするんですけど、庁内も一応レンガが使われて、職員がけがする可能性があるんじゃない

かな。そこら辺の検討ってされているのかどうかお伺いします。 

 答弁を求めます。八木室長。 

○防災強靭化室長（八木  君）  防災強靱化室長です。中の壁につきましても、話はしてい

るんですけれども、今のところ、どうするかというのはまだ決まってはいないです。 

 危険な箇所に関しましては、一応ピンを打ってあるものですから、外壁よりはまだ安全で

あろうというところで、また今後考えていかなければならないかなというところだとは思っ

ています。 

○分科会長（西下敦基君）  竹内部長。 

○危機管理部長（竹内  君）  危機管理部長です。屋内に、外もそうだったんですけど、財

政課のほうで毎年点検やっていますんで、点検の中で、今の外壁とちょっと違うのが、野ざ

らしとか雨ざらしになっていなくて、剥がして済むというのは、財政課でやっている、庁舎

の中でうちのほうでは聞いていません。ですので、今委員がおっしゃった玄関前とか中階段

あるんですけど、あそこも点検はやってくれていますので、もし今後点検やっていって異常

が出てくれば、そのことはまた維持管理の中でやっていくような形になると思います。うち

はあくまでも、強靱化では外壁の分だけになります。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はございません。関連質疑あります

か。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で事前通知による質疑を終了します。 

 その他、防災強靭化室の予算について、質疑のある委員は挙手にてお願いします。ほとん

どないと思いますけど。ここしかない。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、質疑を終了いたします。 

 ここで、執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委

員間の自由討議を行います。 

 ここは１か所しかないので、発言をお願いいたします。 

 １点、７番 西下から。外壁のことはちょっと一般質問させてもらって、落ちてきても危

なくないようにということはさせてもらったんですけど、こんなに予算がかかるものとはち

ょっと思わなかったんですけど、ほかに考え方として、もし落ちてきそうなところに全部屋

根をやって、雨でもいいし、落ちてきても大丈夫な、何か外構ぐるっとやったら、そのほう

が予算が安く済んだのかなとは思いながら、落ちてこない対策やっぱりするべきかなと思っ

たので、こういった予算はしようがないかなとは思いました。 

 あと、皆さんにアンケートを取って、こんな市役所がいいよという色ですけど、そういっ

たのもやっぱり取っていいことかなと私は思いました。 

 以上です。 

 ほかに何か意見のある方、ぜひお願いいたします。17番。 

○１７番（山下 修君）  結局、新しい体育館とか防災のセンター見るんですけども、結局、

駐車場が、やっぱりこれ以上増やせるような敷地というのがないもんですから、逆に元の町

部の福祉センターありますよね、あれを取り壊した後に、例えば立体の２階建ての駐車場と

か、そのくらいのこととか考えるようなことをしないと、確保できないんじゃないかなと思

うんですが、一つの検討材料として、そういったものも検討してもらったらどうかな、こん

なふうに思いました。 
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○分科会長（西下敦基君）  今、駐車場の件に関して意見が出ました。７番 西下です。駐車

場に関しては、ほかの委員からも話が出ていて、庁舎の周りのインターロッキングのところ

も、一応あそこも停められるようにしたら、また台数が伸びたりとかするかなと思いますし、

ちょっと広さは広げてもらうようなことは、多分、執行部言っていたと思いますので。多分、

全部が済んでからまた全部をやり直して、どんだけ停められるようになるのかなということ

で、その予算もまたかかってくるのかなとは思いましたが、どうもやっぱり駐車場が少ない

なという課題がどうしてもありますので、また第２駐車場とかそういったのもまた考えてい

くべきかなと思いますし。もし庁舎を、これをやめて次のものにするというときも、また場

所が必要になってくると思いますので、そういった検討もまたこれからしていただければな

と思いました。 

 以上です。 

 ほかにご意見あれば。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。駐車場に関しては、体育館は令和10年でしたっけ、

完成がですね。それ以降増えると思うんです。体育館の利用者と本庁舎を利用される方のす

み分けというのは、そこではっきり、いかに少なくなってくるかというとこ見えてくると思

うんですけど、その体育館を利用される方の駐車場というのをまた別に考える必要も出てく

るかと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見あれば。なければ、以上でよろしいですかね。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、防災強靭化室の予算に係る審査を終わります。 

 ただいま出されました意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会に

て報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては、正副分科会長一任でお願い

いたします。 

 ここで１時までの休憩でよろしいでしょうか。ちょっと確認をしてくるということですの

で。ただ、次の企画政策が１時間要するという感じになっていますので、しばしお待ちくだ

さい。 

 

休憩 午前１１時１３分 

 

再開 午前１１時１６分 
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○分科会長（西下敦基君）  それでは、会議を再開させていただきます。 

 企画財政部の審査を行います。勝浦企画財政部長、所管する課名等を述べてください。勝

浦部長。 

○企画財政部長（勝浦敬豊君）  企画財政部長でございます。本日、企画政策課、財政課、税

務課の審査をお願いしたいと思います。 

 また明日ですけれども、総務部のほうと合同になりますが、市長公室が現在の営業戦略が

含まれているということでありますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、田中企画政策課長、出席者の紹介をお願いいたします。

田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長の田中です。よろしくお願いします。 

 ＩＣＴ推進係の永田主管兼係長です。企画係の石川係長です。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは質疑を行いますが、事前通知を提出されていいのかから

行います。 

 それでは１番目に私のほうから質問が入っていますので、２款１項１目ここの項目で３人

それぞれ出ていますので、それぞれ答えていただければと思います。 

 庁内情報システム運用費ということで、タブレット３ページ。内容としては自治体ＤⅩ推

進支援業務委託料は大幅に増加しているが、具体的な業務内容について伺います。 

 答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。西下議員の御質問にお答えします。 

 自治体ＤＸ推進支援業務委託料ですが、令和７年度末までに対応が必要な自治体情報シス

テム標準化、共通化に伴う業務が本格化することから予算が大幅に増額しております。 

 具体的な業務内容ですが、現行システムと標準化後システムとの違いを拾い出し、事務の

見直しを行うフィットアンドキャップ作業、標準化後のシステムが構築されるガバメントク

ラウド上へのシステム環境の構築作業、標準化後システムへのデータ移行テストなど、標準

化、共通化の移行準備に係る業務となります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑をさせていただきます。 
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 ちょっと色々と難しいようなのが出てきたんですけど、このＤＸ推進が国によって進めら

れてきていると思うんですけど、この６年度で大体何割ぐらい終わるというのか、ボリュー

ムが、この後もどんどん出てくるとは思うんですけど、そういった感覚的な話になってしま

うかもしれませんけど、もし業務の大きさの話が分かれば答弁をお願いいたします。 

 答弁を求めます。永田係長。 

○企画政策課主幹兼ＩＣＴ推進係長（永田  君）  ＩＣＴ推進係長でございます。 

 先ほど議員のほうからもおっしゃられたように、今、標準化の業務を進めております。そ

の中で国のほうで今、いろいろ標準の仕様書ですとかそういったものが示される中で、随時、

その仕様書が改正される部分もありまして、今、何割というところはなかなか難しいんです

けども、来年度で半分、５割、６割程度は進むのではないかとは考えております。残った分

については令和７年度が最終年度となりますので、本格的にシステムの移行等を進めていく

ことになるかと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。 

 すいません、令和７年のものが終わったとして、業務が大分改善とか、効率化されるのか

についてお伺いします。 

 答弁を求めます。永田係長。 

○企画政策課主幹兼ＩＣＴ推進係長（永田  君）  ＩＣＴ推進係長でございます。 

 今、それこそ課長のほうから答弁ありましたように、フィットアンドアップという作業を

推し進めておりまして、そのシステムに合わせた業務をどういった手順で進めればいいかと

いうところが現状、各課において検討を進めているところでございます。そちらを進めてい

くことによって、新たなシステムに対応した業務ということで、ある程度の業務の改善は進

むのではないかと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。 

 最後に１点だけ。こういった業務を見直しをしていく中で、ＲＰＡとかに持っていくとか

そういったこともやっぱり検討に入っていくということでよろしいですか。 

 答弁を求めます。永田係長。 

○企画政策課主幹兼ＩＣＴ推進係長（永田  君）  ＩＣＴ推進係長でございます。 

 中には、そのシステムの今までやっていたものとシステムの内容が変わりますので、それ
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をシステムの仕様に合わせていく中で、中にはＲＰＡで進めるべきものが出てくることもあ

るかと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。私からは以上となりますが、関連質にござ

いますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  標準化をすることによって、その業務当然だと思うんですよ。業務法

律につながるということでよろしいでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます、永田係長。 

○企画政策課主幹兼ＩＣＴ推進係長（永田  君）  ＩＣＴ推進係長でございます。 

 国に示します標準仕様書というものがございまして、全国共通の仕様書になっております

ので、こちらに適応したシステムを使っていく中で業務の見直しを進めているということで

改善につながっていくと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。これについて関連質

疑、なければ２番目の質問を直博議員からお願いします。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番です。庁内情報システム運用書かな、１節の報酬があるんですが、

132ページの下に。これについて新しい職員を採用しますと。そのときの採用する人の能力と

か何かがどのような判断でされているのか、また住民情報等の秘密保持や情報漏れへの対策、

どんなに行われているのか伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。鈴木議員の御質問にお答えします。 

 会計年度任用職員の選定における能力の判断についてですが、各種システムのサーバーや

庁内システムの管理・運用、障害発生時の復旧対応を行える人材を求めております。能力の

判断につきましては、これまでの経歴等から求めている業務に対応できるかを判断いたしま

す。秘密保持や情報漏えいの対策ですが、ＳＥ業務に限らず全ての会計年度任用職員には地

方公務員法に規定する服務、信用失墜行為の禁止であるとか秘密を守る義務などが適用され

ます。ＳＥ業務は各種サーバー等の管理も行うことから服務の提携を図ってまいります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番です。秘密を保持するための方策っていうんでしょうか。例えば
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サーバーじゃない、こういう機器を持って帰っちゃいけないとか、引き出したりしちゃいけ

ないとかっていうためのチェックっていうんでしょうか。そういうものはどんなふうにされ

ているんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。永田係長。 

○企画政策課主幹兼ＩＣＴ推進係長（永田  君）  ＩＣＴ推進係長でございます。 

 基本的には持ち帰りにつきましては、その職員の方によるところがありますというか、基

本的には持ち帰りが禁止されておりまして、持ち出しは常にそのＳＥの方々、特に注意をし

ているところでございます。 

 データの抜き出しについてですけども、基本的に全ての会計年度さんに限らず全ての職員

の端末、こういったパソコンがあるんですけども、こちらについては認められたＵＳＢでし

かつながれないという管理のソフトが入っておりまして、全てのログを管理しております。

こちらで全てチェックをしておりますので、そういったことがないようになっていると考え

ております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

 １点、自分から。 

 このＳＣを募集するに当たって、これ週３で7.75時間、12か月、135万円。この金額で来ら

れる方とか、結局、全国一斉に多分、こういった業務をやる、募集していると思いますので、

その点、大丈夫かどうかお伺いします。 

 答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長でございます。 

 今、議員から御指摘がありました時間単価……。 

 今回、一応、募集をするに当たって、求人に当たってはハローワークのほうに募集を出し

ましたが、応募のほうはありませんでした。時間単価のほうが、総務課のほうで今回、ＳＥ

の雇用というのは今までしたこと、直接的に会計年度任用職員として雇用したことがないん

ですから、総務課のほうで時間単価のほうを決めてきたわけですが、通訳、本訳、図書館司

書、幼稚園教諭、保育士などと同じ単価ということで1,134円という時間単価で設定をしてき

ております。 

 先ほど申し上げましたとおりハローワークに募集を出しましたが応募は特にありませんで
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したので、これまで令和５年度までは日々の電算管理のほうについてはＮＥＣ静岡ビジネス

株式会社から委託業務としてＳＥを１名派遣していただいていました。その派遣については

本年度をもって終わるということになりますので、そのときに派遣していただいていたＳＥ

１名を直接、会計年度として雇用させていただくということで今回、今まだ予定ですけど、

確定ではありませんが、その方向で今、話を進めているところで、御本人にもそういったそ

の雇用の条件を示しながら、今、話を進めているところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ありがとうございます。安心はしました。 

 この点に関して、関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ３問目の質問を陽仁委員からお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  今までの答弁でわかったんですけども、デジタル基盤改革支援補助

金というのをお伺いします。いわゆる標準化をしなさいよということで。これは本年度と来

年度の２年分ということでいいんですか。また今後の予定はどうなりますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。横山陽仁委員の御質問にお答えします。 

 デジタル基盤改革支援補助金についてですが、本補助金は国が進める自治体情報システム

の標準化・共通化を各自治体が円滑に進められるよう総務省が地方公共団体情報システム機

構Ｊ―ＬＩＳに基金を設け、Ｊ―ＬＩＳが各自治体の標準化移行等に対し補助金を交付する

ことで標準化への取組を支援するものでございます。 

 今後の予定ですが、あれは標準化移行期限の令和７年度までは補助金が交付される予定と

なっております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  分かりました。その補助金ですけれども、今年度１億4,292万3,000

円になってるんですけど、来年はどうなりますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。令和７年度末までの移行期間までに、移

行期間までのその上限額として国から実は３月６日、先週ですけれども、国から内示額が示

されました。その菊川市の上限額が７年度末までで３億9,594万4,000円となっております。 

 今年度、予算計上しておりますこの３億9,594万4,000円のうち１億5,079万8,000円を標準
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化に係る事業に充当する予定になっておりますので、残りは２億4,514万6,000円いうことで

７年度末の補助金となります。 

 ただ、この金額で移行までの全額がまかなえるかというのはちょっと現時点では分からな

いというか明確ではない、もしかしたら足りないかもしれないという状況もあるかもしれま

せん。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。３質問ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  いずれにしてもその３億何がしというのが２年間で国からもらえる

いうこと、国からもらえるという、これ出すからやってよという形なんですね。いわゆるそ

こで一旦、切りにはなるということですか、考え方としては。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。令和７年度末までが移行期間になりまし

て、この補助金は移行経費については対象となるんですが、移行が終わった後のランニング

コストについては補助金の対象にはなりませんので、額が発生するということになります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

 １点、７番 西下から確認させてもらいますけど、もう移行を済んでいる自治体とかって

いうのはもうあるのか、先行で、といったことをお伺いします。 

 答弁を求めます。永田係長。 

○企画政策課主幹兼ＩＣＴ推進係長（永田  君）  ＩＣＴ推進係長でございます。 

 全ての移行が済んでいる自治体というものはまだありませんけども、先行自治体としてガ

バメントクラウド上にシステムを構築して調査を上げている自治体は全国に幾つかあるとい

うことで進んでおります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。 

 関連質問ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、４番目の須藤委員、お願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番須藤です。２款１項１目ＩＣＴ施策推進費についてお伺いいたし

ます。タブレットページ６ページになります。 
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 ＩＣＴ機器使用料が減となっている理由があることで、13節の使用料及び賃借料の中から

ＩＣＴ機器使用料が132万、昨年は計上されていたのが、今年はまるっと削除されておりまし

て、この分、減額となった理由をお伺いできればと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。須藤議員の御質問をお答えします。 

 ＩＣＴ機器使用料減の理由についてですが、ＩＣＴ機器使用料につきましては令和５年度

までスマートプレート使用料及びＡＩチャットホットサービスの使用料を計上しておりまし

た。この２業務につきましては、これまでの利用実績の推移であるとか提供するサービスの

内容が他の手法でも対応できるというようなことも踏まえまして、業務を終了しても市民に

大きな影響はないというふうに判断し、ＩＣＴ機器使用料のほうを減額させていただきまし

た。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  １点、自分から、スマートプレートって、バーコード見たら広報

みたいなのをデータで見れるっていうことだと思うんですけど、それの評価はどうだったの

かお伺いします。 

 答弁をございます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。 

 これは、スマートプレートのほう令和３年３月から７地区、赤土下、島、白岩下、平ノ都、

大門、横地雇用促進、つつじケ丘に配付して試験導入のほうをいたしました。直接的に活用

した方に声を聞いたということはちょっとないんですが、アクセス数の実績延べ回数で申し

上げますと、令和２年度は平和３年３月の１か月間のみで延べ125回のアクセスがありました。

令和３年度は月平均29.5回、令和４年度は月平均で4.7回、令和５年度は令和６年１月末まで

の10か月間で月平均1.2回ということで、年々アクセスが減少している状況です。最近ではア

クセスが０件というような月もありまして、あまり試行地区７地区に限った話ではあります

が、活用はされていないのかなというようなことです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。私からは結構です。 

 関連質疑ございますか。 
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         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ５番目の質問を横山陽仁委員、お願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。２款１項７目の政策推進費の中で、次のページの

委託料の200万円近く減少しているんですけれど、この理由は何かということです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。政策推進費の御質問にお答えします。 

 総合計画策定業務委託料の減少理由ですが、令和５年度に日本公営都市空間株式会社静岡

支店との業務委託契約を締結いたしました。契約期間は令和５年度から７年度までの３年間

で、令和５年度の委託料は825万1,100円、令和６年度は714万6,700円、令和７年度は748万

2,200円、合計2,288万円となっています。各年度で委託する業務が異なりまして、令和６年

度は本年度実施いたしました市民意識調査の委託業務がないことが委託料減少の主な理由と

なります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  そうすると、いわゆる日本公営のほうへ何年かにわたって総合計画

策定業務というのを委託しているんですけれども、内容的にはいわゆるやったり、やらなか

ったりという、その都度、次の年はこれだけをやりたいというような形で、いわゆる委託を

しておると。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長でございます。 

 委託業者の決定のときに、ある程度、こちら側で、令和５年度はこういったことを、６年

度はこういったことを、７年度にはこういったことをというような一応スケジュールは組ん

でおりますので、それに従って日本公営のほうにはいろんな策定支援を行ってもらうような

形になります。例えば令和６年度ですけども社会経済動向の調査・分析や将来人口の推計分

析、市民ワークショップの開催支援であるとか指標設定支援、基本構想案の策定支援などを

予定しております。また令和７年度には目標値の設定に必要となる現状地調査であるとか総

合計画策定に係る提案・提案作成、パブリックコメントの実施、成果物の作成等に係る支援

などを予定しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。11番。 
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○１１番（横山陽仁君）  今度は年度ごとの内容によってはこういうので報告をするというふ

うに認識しておくといいわけですね。 

○分科会長（西下敦基君）  回答もらいますか。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。 

 議員のおっしゃるとおりです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  １点、自分から。総合計画とあと総合戦略でしたっけ、ほかの計

画を一緒にすることがもう考えるようなことも言われたんですけど、そうするとこういった

増減があるのか、その辺の考え方についてお伺いします。 

 答弁求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長でございます。 

 総合戦略のほうの策定業務をこの中に含まれております。一体にするかどうかというのは

今後の検討ということで以前の全協のときにもお話をさせていただいたと思うんですが、人

口減少の課題に対応する計画として策定する中で、セットで考えていくということは当初か

ら考えていましたので、この委託料の中に総合戦略の策定に係る経費も含まれております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。 

 ほかに質疑がある方はありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、同じところで松本委員からお願いいたします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。今、業務内容のほうを見ましたら、確かに総合計画・総

合戦略の進捗管理等に係る経緯ということで含まれております。 

 そんな中で３か年の計画によって令和８年から始まる第３次総合計画を策定する手順と今

後のスケジュールについて、まずお伺いをしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。政策推進費の御質問にお答えします。 

 初めに総合計画を策定する手順ですが、第３次菊川市総合計画は基本構想と実行計画で構

成されますので、まずは議決事項である基本構想の案を策定した上で基本構想に基づく実行
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計画を策定していく手順となります。 

 今後のスケジュールですが、令和７年９月議会に基本構想案の議案を提出することを目指

しまして、令和５年度に実施した市民意識調査の結果等を参考に令和６年度中に基本構想案

の策定を進めてまいります。 

 令和７年度は５月頃に基本構想のパブリックコメントを実施し、議会へ議案提出する基本

構想案を完成させてまいります。また併せて実行計画の策定も進めてまいります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。事業の概要のところに、国の新たな施策などの調査研究

を行うということで、基本的にこういった調査研究というのをどのように対応するのかお伺

いをしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川係長。 

○企画政策課企画係長（石川  君）  企画係長です。こちらのほうですけれども、国のほう

からもちろん情報提供いただけます施策と概要等、こちらのほうで研究させていただくとと

もに、私のほうでも具体的にはアイジャンプ、また新聞の記事等、情報収集させていただき

まして必要に応じて庁内の調整等、また近隣市町での取組状況等を確認させていただきなが

ら、どのような形で菊川市の施策のほうに落とし込んでいくかといったところを研究させて

いただいている状況です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑。関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の７番目の質問を東委員からお伺いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。２款１項７目地域連携推進費、説明資料７ページです。

ふじのくに地域・大学コンソーシアム負担金をすることで菊川市における効果とその啓発活

動の実施状況をお聞かせください。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。地域連携推進費の御質問にお答えします。 

 ふじのくに地域・大学コンソーシアム負担金の効果ですが、会員となることで会員の自治

体等が調査研究を依頼したい地域課題に対し県内大学のゼミや研究室等に課題解決のための

実践的な研究を行ってもらえることが上げられます。令和５年度は静岡県立大学の研究室に
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市内周遊の促進に向けたレンタサイクル設置の効果検証に基づく周遊マップの作成をしてい

ただきました。 

 啓発活動の実施状況ですが、ゼミや研究室等が取り組んだ研究活動は年に１回フォーラム

を開催し成果発表を行っております。フォーラムの開催に当たりふじのくに地域・大学コン

ソーシアムからの候補のほか本市では開催チラシのほうを図書館等に配架しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ８番目の質問を陽仁委員お願いします。 

○１１番（横山陽仁君）  11番。２款１項７目出会い・結婚サポート事業、説明書の８ページ。

結婚新生活支援補助事業補助金の件数の根拠はどのようなものになるか、予算を超えて申請

があった場合はどのように対応するか、お伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。出会い・結婚サポート事業費の御質問に

お答えします。 

 補助金の件数の根拠ですが、令和４年度の菊川市の婚姻数を参考に補助対象年齢の29歳以

下と39歳以下の新婚世帯のうち、世帯所得500万円未満が見込まれる世帯数をもとに件数のほ

うを積算しております。予算を超えて申請があった場合の対応ですが、申請金額が予算上限

に達した時点で受付は終了となります。この点につきましては毎年度補助金の申請開始時に

チラシ等で周知のほうをしております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  令和５年度で29歳以下12件、39歳以下６件になっていますけれども、

これがいわゆる29歳以下が１件減って39歳以下が８件と２件伸びるという、このいわゆる、

何と言いますか計算根拠というか、それはどういったものだったんでしょうね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁できますか。さっき、回答で、令和４年度の婚姻数をもとに

もう積算をしちゃってるということだったので、そういった回答になるのか。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。 
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 先ほど答弁させていただいたように、令和４年度の菊川市の婚姻数を参考に、29歳以下と

39歳以下の新婚世帯のうち世帯所得額が500万円、今、これあの所得制限500万円未満という

ことがありますので、その中でも過去の実績も踏まえながら、そこにちょっと今すぐちょっ

とその数を抑えたの持ってないのでお答えできないんですが、その過去の実績からこう割合

っていう、29歳以下と39歳以下の申請の割合だったり支給の割合、それをちょっと婚姻数に

掛けたりとかして算出をしているので、結果として900万円という金額で変わってないんです

けども、それが過去の実績から係数を掛けてした中で900万円になったと、横山委員の御指摘

の件数になったということです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  いやらしい言い方をすると、同じ900万円なので同じあれにしてくれ

ればよかったのでは。令和５年度が29歳が12件で39歳から両方合わせて18件で、６年度が11

件と８件かと19件になるんですよね。だから１件増えているって言えば、だから同じにする

からずっと同じ、こっちだって疑問は湧かないじゃない。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。田中課長。 

○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。そこは、担当は積算する、当初予算です

ので、しっかり計算を積算するという中で、先ほど言いましたように過去の支給実践であっ

たり申請実績、申請数、そういったところを鑑みながら、計算した結果がたまたまこういう

900万という金額になりましたけど、今、言われるように同じようにしておけば確かにこうい

う質問は受けなかったのかもしれませんが、そこは担当がしっかり積算をしたと、真面目に

積算をしてくれました。すみません。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑はよろしいですね。 

 関係質疑はありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ８問目の質問を、隆一議員のほうがまだ欠席、まだ来ら

れてないので自分のほうから質問させてもらいます。 

 ２款５項２目で、諸統計調査費ということで、資料ですと10ページ、タブレットだと78

ページですね。内容としては調査業務における人員確保と報酬と報償費について課題等は。

委託料の内容は。一般財源209万6,000円の算定根拠はということで色々と聞かれてますので

答弁をお願いいたします。田中課長。 
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○企画政策課長（田中義喜君）  企画政策課長です。諸統計調査費の御質問にお答えします。 

 初めに人員確保と報酬・報償費の課題についてですが、調査業務に従事する調査員及び指

導員の人数確保と高齢化が課題としては上がっています。報酬・報酬費は実施する調査によ

り金額が異なりますが、調査員や調査対象世帯から課題は上がっておりません。 

 次に、委託料の内容ですが、令和７年度国勢調査の準備として株式会社ゼンリンに調査区

ごとの世帯数の算出を委託するものです。具体的には令和２年国勢調査の全321調査区に現行

の住宅地図を重ね、住宅地図掲載の世帯数をカウントし、調査区ごとの世帯数一覧表の作成

を委託いたします。 

 次に、一般財源209万6,000円の算定根拠ですが、会計年度任用職員の雇用及び国勢調査準

備委託料に係る経費の一部を一般財源として計上しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問はちょっと本人じゃないので伺われ

ませんので、関連質疑のある方はお願いします。よろしいですかね。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  これで、以上で、事前通知の質疑を終了しますが、その他に企画

政策課の予算について質疑のある委員は挙手をお願いします。よろしいですかね。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、質疑を終了します。 

 ここで執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

 このまま自由討議に入って休憩の流れでよろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議

案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとす

るとの規定に基づき、委員間の自由討議を行います。 

 今回は、庁内情報システム運用費で３人から、その後、政策推進費ということで総合事業

の委託について２人から、そういったところが主にあると思いますので、御意見のある方は

挙手にてお願いいたします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、１点、そこではないんですけど、ＩＣＴ推進事業費で

減額となって知らないままにスマートプレートとチャットボートがいなくなっていたという
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のがあったので、これもいろんな業務をたくさん行政でやっていて、余分なものとか効果が

低いものは削るというのは今回、いい事例だったのかと思ったんですけど、スマートプレー

トもうちょっと活用が、それこそ回覧が重たくてしょうがないという意見があったので、そ

のためにこういったものを今日始めてくれたと思うんですけど、なかなか見る方が高齢なの

か、検索をしないということで、今回、削除されてて、違った感じでまた違うものをもっと

いいものがあればなと思いましたし、またこういったやめてくものをまた一覧でもらえれば、

業務の棚下ろしじゃないですけど、そういったこともやっぱり、また見える化してもらえれ

ばなと私は思いました。 

 以上です。 

 他に御意見がある方お願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  こういった庁内の情報システムを構築すれば、我々としては情報シ

ステムに伴う人が増えるというのは困るわけですよね。やっぱり情報をシステム化すること

で標準統一性が取れて人が減るといえばありがたいことですけれども、その辺が今のところ

見えてこない。ただ何か仕事だけが増えているんじゃないかという気がするんですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに御意見がある方はお願いします。６番。 

○６番（須藤有紀君）  須藤です。先ほど西下委員長のＩＣＴ政策推進費のところでお話があ

ったんですけど、自由討議で。本当に広報の自治体の負担軽減という意味で紙媒体を出して

いくという取組はもう必要になるのかなと思うんですけれども、西下委員長おっしゃったと

おりだなと感じるとともに、最初はアクセス数が令和３年は１月で125回、その後、月平均

29.5回で令和４年は4.5回、令和年1.2回で、最近ではほぼゼロになっていったということで、

最初はニーズがないわけではなかったというか結構アクセスが多かったけれどもだんだん減

っていったということは、ちょっと対象となるのは高齢者であるということ以外にも、もし

かしたら利便性のところで何か原因があったんじゃないかなというのはちょっと感じまして、

アクセス数が最初から全くなかったわけではなくて、大分目減りしていったというところに

ちょっと要因の追究をしていただいてもいいのかなというところは感じました。今後、本当

に回覧物、重たいという御意見をたくさんお聞きするので、ちょっと改善点を研究していた

だいて今後につなげていただけたらよりいいのかなというのを感じました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連して、７番 西下ですけど、思ったんですけど、ＬＩＮＥ広

報が始まってみんなＬＩＮＥで広報を見るように、イベントとかそういった感じでいったの
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かなというちょっと意識もあったので、そこら辺また説明をもらえればなと思ったんですけ

ど、ちょっとこれが今、気がついたところです。 

 以上です。 

 ほかに何か御意見あればお願いいたします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  市民の満足度を高めるような計画というものが一番最上位に来るの

が総合計画でありますけれども、この総合計画はいわゆる実行計画、以前は実施計画まで本

来的にあったんですけれども、実行計画までというような形で委託をされるんですよね。先

ほども聞いたんですけれども、３か年の計画の中で委託をしていきますけれども、本来的に

３か年の中で政策自体が動く関係がすごくあるんじゃないかなという感じをするものですか

らね。ここら辺の整合性の関係、こういったものの必要性もあると思いますし、また駅北の

関係も３年するともう基本的に駅北がオープンするというようなこともあるんですよね。な

ので、実質的に計画づくりそのものが難しいような状況にある中で、即見直しを図りつつ整

合調整、いわゆる整合を深める一つの方法としてはあるかと思うんですけれども、そんな中

で、国の新たな施策、先ほど聞きましたけれども、こういったものを調査研究しながら進め

るというようなことですけれども、本当に計画の中で噛み合うかというのが少し心配面がど

こかあるような気がするんですけれども。これが委託することについて、その業者自体の考

え方も当然、入ってくるものと思われますので、ここら辺の関係は総合審議会で最終的に考

えていかなければならないようになってますけれども、そこら辺の懸念というか、心配され

る面があるんじゃないかと自分は思っていますけれども、もし皆さんからそういうようなこ

とについて少し意見があったらお願いしたいなと。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連の御意見とかあれば。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  こういった将来的にはどうしたいんだという夢を語る部分というの

は、逆に言うと、こんなコンサルタントに丸投げでしてもらうという、そういうものじゃな

い。やっぱり市長なら市長をこうしたいよという、それをもう少し具体的に、ただ前へじゃ

なくて、前へのためには、じゃあこの部分についてはどうなの、この部分についてはどうな

の、結構、具体的につくるというのは案外、しかし楽しいことだから、本当はね。この前、

一般質問で言ったように手を挙げて、私がやりたいというのが出てくればやらせりゃいいと

思うんですよ。 

○分科会長（西下敦基君）  自分から関連した、その経路を作るにはワークショップが１回し
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かなかったので、市民を聞くほうに委託で作ってもらえるような、そういったものをなるべ

く市民の意見を入れて、こういったことについて考えていただくようなこともありましたの

で。 

 あと関連でＰＤＣＡを回して今やっていると思うんですけど、もうそれでは遅いような、

もう今、時代の流れ早いので、そういったものを代用した計画がちょっと柔軟性を持たせる

ようなものを作っていただいたのがいいのかなと私は思いました。 

 以上です。 

 ほかに御意見あれば。17番。 

○１７番（山下 修君）  今、計画と言われたんですけど、多分、都市計画スタートプランと

いうのが多分、平成の21年の23だか、の中やるんですね。そういうものを使わずそこら辺を

持って市民の意見を反映したプランみたいなものを作って、総合計画に反映していくという

ことは必要なんじゃないのかな。 

         〔「調査やる」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ御意見がある方は挙手にてお願いします。関連がなければ

次に。じゃあ３番。 

○３番（坪井仲治君）  違うところで、ＤＸをこれから推進するのに当たって、鈴木委員から

質問ありましたけどセキュリティの点ですね、非常に大事なのかと思います。ＵＳＢの接続

等を制限されるということですけど、いろいろ持ち出される場合もありますので、そこら辺

のセキュリティ管理というのをこれからしっかり考えていく必要があるのとは思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  誰か関連とかあればほかの質疑してください。よろしいですかね。

ある程度、意見が出たと思いますので。 

 以上で、企画政策の予算に関わる審査を終わります。 

 ただいま出されました意見等をもとに分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会

にて報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任願い

ます。 

 ここで１時までの休憩でよろしいですかね。ありがとうございます。 

 

休憩 午後 ０時０３分 
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再開 午後 ０時５６分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは休憩を閉じて、次に財政課の予算審査を行います。 

 初めに、後藤財政課長、出席者の紹介をお願いします。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  財政課長でございます。本日の出席者をご説明いたします。 

 私の左におりますのが、財政係長の黒田でございます。 

○財政係長（黒田  君）  よろしくお願いします。 

○財政課長（後藤 敦君）  その左になりますが、資産経営係長の寺田でございます。 

○資産経営係長（寺田  君）  よろしくお願いします。 

○財政課長（後藤 敦君）  本日は、以上の３名で出席をさせていただきます。よろしくお願

いします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは質疑を行いますが、初めに事前通知を提出された委員か

ら行いますので、１番目を山下委員からお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番です。山下です。２款１項１目一般管理総務費ということで、

需用費がプラス約90万円、使用料及び賃借料プラス約170万円と大きな伸びとなっていますが、

内容についてご説明をお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  財政課長でございます。ただいま山下委員からご質問がありまし

た需用費と使用料及び賃借料の増額についてのご質問にお答えします。 

 まず、需用費の増額につきましては、本庁舎の印刷室に設置しておりますモノクロ高速複

合機が令和５年度末で契約満了となるため、令和６年度から新たな高速複合機に更新するに

当たり、契約内容の見直しを行ったことによるものでございます。 

 現在本庁舎で取り扱っている複合機は、印刷１枚当たりの固定単価を基に枚数により支払

額が決まる重量保守制となっております。 

 この契約ではインクを市で購入する必要はありませんでした。しかし、この契約は印刷時

に使用するインクの量にかかわらず一定の単価が費用として発生してしまいます。例えば、

黒一色でも単価は安くならないというデメリットもございました。このことから、令和６年

度につきましては契約内容を見直しまして、印刷費をインク代として支払う方法に変更した

ため、消耗品費が増額となりまして、需用費が伸びたものでございます。 

 需用費の伸びは以上になります。 
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 次に、使用料及び賃借料の増額の要因でございますが、増額は、本庁東館、プラザけやき

に設置しております複合機全16台が令和５年度末に契約満了となり、新たな機器に変更とな

ることによるものでございます。 

 これらの複合機は５年間の長期継続契約を結んでおりまして、令和５年度の当初予算額は

５年前の契約で確定した契約額を計上していたものになります。確定した契約を計上してい

たものになります。 

 令和６年度当初予算額は、令和６年度以降、５年間の新たな契約額がまだ確定していない

ため、業者からの見積額により計上しており、このことから令和５年度当初予算との比較で

は増額となっているものでございます。 

 入札により契約が確定すれば、金額は下がる見込みであり、令和７年度以降は確定した契

約額を計上する形になりますので下がることになります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。すいません、今の入札が行われて契約を再度し直すとい

うのは、170万に該当するということでよろしいですか。。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  そちらの借入れのほうの170万の増額の要因は、今説明したものに

なります。 

         〔「はい、分かりました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  １点、自分から、この需用費プラス90万で更新されて内容が変わ

る契約が、その分費用が、紙が安くなるとか、そういったのって、どこかに出てくるのかお

伺いします。 

 答弁求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  財政課長でございます。先ほどちょっと説明しました使用料、賃

借料、こちらのほうが減額になることに、試算としては減額になる見込みとなっております。 

 ただ、今、見積額で計上してあるので、ちょっとまだ下がっておりませんが、入札で確定

すれば、理論上は下がる見込みでございます。 

 以上です。 
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○分科会長（西下敦基君）  インク代込みのところ、最初の需用費の印刷機が変わるというと

ころで、単色になっても安くならないと話があったんですけど、今度の契約だと安くなると

いう話かなと思ったので、そこの費用の効果ってどこかで出てくるのかという話だったんで

すけど。 

 答弁を求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  重量保守制からインク購入型になるので、そこの需用費等が増え

まして、使用料１万円当たり幾らというところでかかってくる分については、そこのところ

は、使用料については減額となります。 

○分科会長（西下敦基君）  はい、分かりました。 

 ほかに関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、２番目の質問、坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。２番目の質問です。 

 決算分析事業費ということで、公会計実務研修会（新公会計）は、必修の研修項目かにつ

いてお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  財政課長でございます。坪井議員の公会計実務研修会は必修研修

項目かということで、ご質問についてお答えいたします。 

 市では、統一的な基準による財務書類を作成、分析し公表しております。 

 公会計実務研修には、新公会計に関わる知識収得や情報収集のために参加しているもので、

本業務を進めるに当たって必修研修項目ではございませんが、担当職員が一定の知識を持っ

て財務書類を作成、分析する上では必要な研修と考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。必須ではないということですが、令和５年度で受講

された方というのは何名ぐらいお見えです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  財政課長でございます。出席した職員は１名になります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 
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○３番（坪井仲治君）  ３番。それは、どこの課の方です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  財政課の財政係の職員になりまして、公会計を担当している者に

なります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  最後です。全庁で１名ということでよろしいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  全庁で１名になります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですね。関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、３番目の質問、陽仁委員からお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。２款１項５目庁舎管理費、20ページです。 

 電気使用料が400万円。恐らく400万円減額しているんですけれども、大丈夫ですかという

質問です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  財政課長でございます。横山議員の電気使用料減額の理由につい

てのご質問にお答えいたします。 

 令和５年度の当初予算要求の時点につきましては、ロシア、ウクライナ情勢などの影響に

よる燃料価格の高騰により電気代が高騰していたため、世界情勢に左右されない電気契約単

価を固定する契約方式を選択しておりました。 

 固定契約方式の場合、燃料価格がさらに高騰しても影響を受けないというメリットがござ

います。 

 令和６年度におきましては、令和５年10月頃から燃料費調整額が下がった状態で安定して

きたため、従来どおりの電気契約単価、変動する契約方法に戻し、今後、燃料費の高騰はな

いものと見込み、令和５年度より減額した予算といたしました。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  減額の仕方が大きかったもんですから、逆に心配をしたんですけれ

ども、どうですか。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  確かに懸念としましては、急激な国際情勢の変化によりまして、

燃油価格や天然ガス価格の高騰に伴って、燃料費調整額が上昇することもございます。 

 あと、現時点では国から示されていない令和６年度に関わる再生可能エネルギー発電促進

賦課金が上昇することも考えられますが、今のところ、そのような状況は見られませんので、

このままの減額でいけるのではないかなというふうに考えてはおります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、６番目の質問に移らせてもらいます。 

 ５款１項１目、歳入で株式等譲渡所得割交付金というものがありまして、タブレットです

と46ページかな。予算資料だと。 

 内容としては、前年度に比べて大幅に増加しているんですけど、要因について伺います。 

 答弁を求めます。後藤課長。 

○財政課長（後藤 敦君）  財政課長でございます。株式等譲渡所得割交付金が前年度に比べ

て大幅に増加になっている要因はについてでございますが、株式等譲渡所得割交付金は、株

式などの譲渡によって所得が発生した場合に税がかかりまして、これを県が県税として一括

徴収し、その一部が市へ配分されるものになります。 

 当初予算の考え方としましては、見込み方としましては、前年度令和５年度の実績見込み、

今年度の実績見込みに対し、県が想定する増減率を掛けることで算出しております。県のほ

うで伸び率を示してくれるので、そちらで計算しております。 

 増加している要因としましては、交付金の財源である株式等の譲渡所得の令和５年度実績

見込みが増加していることによります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。 

 ちょっと自分のほうから再質疑させてください。今、株価が大分上がっているというの、

こういうのが影響しているということでよろしいでしょうか。 

 答弁を求めます。後藤課長。 
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○財政課長（後藤 敦君）  原資が株式の譲渡による利益に係る税金になりますので、当然動

きがあれば交付金のほうも増えるような形になると考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。私からは以上です。 

 関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で事前通知による質疑を終了します。 

 その他財政課の予算について質疑のある議員は挙手にてお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。一般管理の総務費の中で、有料道路駐車場の使用料146万

円、令和５年と同額というような形で計上をされているんですけれども、この中で有料道路、

東名ですね。それから駐車場それぞれの使用料の分かると思うけども、２つの使用料の関係

についてお伺いをしますけれども。 

 それとあと４年度、５年度の実態です。こういったものが分かれば教えてもらいたいなと

思います。 

 コロナの関係で非常に出張が減ったときがあるかと思うんです。それによっての増額とい

うことなので、そこら辺の関係についてお伺いをいたします。考え方。 

○分科会長（西下敦基君）  タブレットで、18で……。 

         〔「18。タブレットで」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  予算書で16の一番最後のところ。 

         〔「すみません。ありがとうございます」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。寺田係長。 

○財政課資産経営係長（寺田  君）  関係係長でございます。松本委員のご質問にお答えい

たします。 

 コロナ禍ということで、令和２年度くらいから影響があったかなと思われます。 

 令和２年度の決算額から、まずお示しさせていただきますが、令和２年度につきましては、

高速道路利用料と駐車場料、合わせて93万7,000円ほどございました。 

 それが令和４年度、コロナが大体落ち着いた時期からになりますけども、令和４年度は126

万円程度。令和５年度につきましても、大体同じような金額で114万5,000円程度という形に

なっております。 

 以上でございます。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  有効的な活用というか、要するに乗用車、もし静岡へ出張ならば

１人で行くのか。じゃあ電車との比較はどうなのか。そういった分析というのはされていま

すか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。寺田係長。 

○財政課資産経営係長（寺田  君）  資産経営係長でございます。分析そのものはやってご

ざいませんけれども、総務課のほうの指示としまして、最も効率的な方法で出張に行くよう

にするという指示が出ておりますので、複数で行く場合は公用車、１人で行く場合は電車等

公共交通を利用する、そういったことになっております。 

 以上でございます。 

○１４番（松本正幸君）  ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

○１４番（松本正幸君）  オーケーです。 

○分科会長（西下敦基君）  いいですか。関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、その他の財政課の予算について、質疑のある方は挙手

をお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、財政課に対する質疑はよろしいですか。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で質疑を終了します。 

 ここで執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委

員間の自由討議をお願いします。 

 ご意見のある委員は挙手の上、発言をお願いいたします。 

 今４問だけ、あとプラスで有料道路の、あと駐車場の件がありましたが、何かご意見のあ

る方はお願いします。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。良好事例として、一つ目の質問のインク代が高かっ

たから契約を変えたということで、それともう一つ、電気代の減額というところで、契約の

方法を変えたということ、それぞれいろんな情勢を鑑みて節約を検討してみたということで、
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良好事例と思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  今、ご意見がありました。ほかにご意見ある方はお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、それこそ質疑も少なかったのでよろしいですか。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、以上で財政課の予算に関わる審査を終わります。 

 ただいま出されました意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会に

て報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては正副分科会長に一任お願いし

ます。 

 引き続き、土地取得会計の予算に入るようなかたちになります。 

 

休憩 午後 １時１７分 

 

 

再開 午後 １時１８分 

 

○委員長（西下敦基君）  ただいまから総務建設委員会に切り替えます。 

 ただいまの出席委員数は９人です。菊川市議会委員会条例第16条の規定による定足数にし

ておりますので、ただいまから総務建設委員会を開会いたします。 

 総務建設委員会に付託されました議案第24号 令和６年度菊川市土地取得特別会計予算を

議題とします。 

 それでは質疑を行いますが、事前通知による質疑はありません。土地取得特別会計予算に

ついて質疑のある委員は挙手にてお願いします。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西下敦基君）  なければ、以上で質疑を終了します。 

 ここで執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し、結論

を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、

委員間の自由討議を行います。ご意見のある委員は挙手で発言をお願いします。16番。 
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○１６番（横山隆一君）  16番ですが、知っているのがいるときに聞いてもよかったんですけ

ど、この土地取得会計というのは、過去には先行取得とかいろいろ事業を円滑に進めるため

に使われてきた会計なんですが、本当数年来ほとんど動きがない。なぜないかというと、行

政運営をするに当たって、各担当課が事前にそうした土地の取得等に関しては事前に行動を

起こしたりだとかということが大きいと思うんですけど、全国的に見ても、同様の傾向とい

うのが見られていて、土地取得会計そのものを廃止している自治体もかなりあるんです。こ

の質問については、何回かしたことがあるんですが、いざというときというんでしょうか、

そういったことが今後考えられるということでこの会計を残しているということなんですが、

この会計の在り方そのものも行政運営も含めて、考えていく必要があるなということを私は

感じています。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方挙手にてお願いいたします。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西下敦基君）  特にないようでしたら採決になりますけど、よろしいでしょうか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西下敦基君）  それでは採決いたします。 

 議案第24号 令和６年度菊川市土地取得特別会計予算について原案のとおり決定すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

         〔賛成者起立〕 

○委員長（西下敦基君）  挙手全員。よって議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 以上で議案第24号の審査を終わります。なお委員会報告の作成につきましては、正副委員

長にお願いします。 

 これで休憩はなしでそのまま続行でよろしいですか。 

 

休憩 午後 １時２２分 

 

再開 午後 １時２４分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、総務建設分科会に切り替え、税務課の予算審査を行い
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ます。 

 初めに落合税務課長、出席者の紹介をお願いします。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課です。出席者ですけれども、自分が税務課長の落合です。

よろしくお願いします。 

 次に、左が松村主幹兼市民税係長です。 

○主幹兼市民税係長（松村  君）  主幹兼市民税係長の松村です。よろしくお願いします。 

○税務課長（落合宰司君）  その隣が、住川管理徴収係長です。 

○管理徴収係長（住川  君）  管理徴収係長の住川です。よろしくお願いします。 

○税務課長（落合宰司君）  後ろが、永田資産税係長です。 

○資産税係長（永田  君）  資産税係長の永田です。よろしくお願いします。 

○税務課長（落合宰司君）  以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは質疑を行いますが、初めに事前通知を出された委員から

お願いいたします。 

 ということで、１番目に須藤委員からお願いいたします。 

○６番（須藤有紀君）  １番 須藤です。１款２項１目歳入で固定資産税現年度分についてお

伺いいたします。タブレットは、説明資料40ページのタブレットで42ページになります。 

 現年分１億3,000万円と大幅減となっておりますが、この要因をお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。須藤委員の固定資産税現年分分の歳入に係る大幅

減の要因についてですが、令和６年度は資産価値の変動に対応し、国が定めました固定資産

評価基準に基づき３年に一度の土地及び家屋の評価を見直す評価替えの年となっております。 

 そのため、令和６年度当初予算での固定資産税の見込みにあたりまして９月補正、令和

５年度９月補正で計上した歳入見込みに対し、過去３回、平成27年、平成30年、令和３年の

評価替え年度の前年度の変動率の平均によりまして、土地については99.28％、家屋は

96.02％により算出をしております。 

 償却資産につきましては、評価前がありませんので１月末期限の申告により決まってきま

すが、当初予算要求時には申告がまとまっておりませんので前年と同額を見込んでおります。 

 また、令和６年度の収入率につきましては、平成30年度から令和４年度までの平均の

99.23％により当初予算を算出しております。 

 それで評価替えで変動率が減少している要因としましては、土地につきましては市内の地
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下工事価格が下がっております。家屋につきましては、既存家屋を経年年数により評価額を

再計算することで、経過した３年分の評価額が下がります。新増築家屋分につきましては増

となるわけなんですけれども、既存家屋の下落のほうが大きいことから価格も下がっており

ます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりましたが、再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連質疑がある方は挙手にてお願いします。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、次の質問に移ります。２番目を坪井委員からお願いしま

す。 

○３番（坪井仲治君）  ２番目の質問です。地方税共同機構のシステム利用によって、どの程

度の業務効率化が図れるか。また、地方税共同機構は今までの滞納整備機構とどう違いうか

について伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。坪井議員の地方税共同機構のシステム利用によっ

て、どの程度の事務効率化が図られるのか。また、地方税共同機構は今までの滞納整備機構

とどう違うのかのご質問にお答えいたします。 

 初めに地方税共同機構のシステム利用で、どの程度の事務効率化が図られるかについてで

すけれども、令和５年４月から市県民税普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、

国民健康保険税の普通徴収の納付書にｅＬ─ＱＲコードというコードがつきました。それに

より、事務時間の削減やコスト面での削減が図られています。 

 事務時間の削減につきましては、市税の仕込み作業が各金融機関から回送されました納税

済み通知書を税務課にあります専用機械で読み取って、読み取った納入済み通知書を５年間

保存をしておりました。 

 それがｅＬ─ＱＲコードがついたことで、各金融機関で支払われた納付書は電子データに

よりまして、地方税共同機構を経由して電子データを受信することによって、収納情報を取

得することが可能となりました。それによりまして大量に処理していた仕込み作業が大幅に

削減されて、事務時間の短縮が図られております。 

 また、納入済み通知書につきましても金融機関から回送されてこないため、保管場所につ
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きましても余裕ができております。 

 次に、コスト面の削減ですけれども、コンビニバーコードを利用して納付した場合には、

収納手数料として１件当たり62.7円かかります。一方、ｅＬ─ＱＲコードを利用してゆうち

ょ銀行で納付した場合は１件当たり33円、ゆうちょ銀行以外で納付した場合は36.3円と、コ

ンビニ納付した場合と比較しても安価でありますので、コスト削減が図られております。あ

と、ｅＬ─ＱＲコードを利用してペイ払いも可能でありまして、この場合だと55円ですので、

ペイ払いよりも金融機関で払ったほうが安価となっております。 

 次に、地方税共同機構は今までの滞納整理機構とはどう違うかについてですけれども、地

方税共同機構と静岡地方税滞納整理機構は全く別の組織となります。地方税共同機構ですけ

れども、全国の地方公共団体が共同で運営する組織として、地方税ポータルシステム、通称

ＬＴＡＸですけれどもの運営管理、自動車関係手続のオンライン化、地方税務行政に対する

支援等を行う組織として、地方税電子化協議会、全国地方税務協議会、ＯＳＳ都道府県税協

議会の権利と義務を継承して、平成31年４月１日に設立された全国規模の組織が地方税共同

機構です。 

 次に、静岡地方税滞納整理機構につきましては、徴収困難な事案の滞納整理業務を行う組

織として平成20年１月15日に設立した静岡県と県内全市町で構成される組織となっておりま

す。 

 現在では、滞納整理業務のほかに課税研修業務、軽自動車税関係の申告処理業務について

も行っております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ＱＲコードがついて作業効率が大幅に上がったということですけど、

これ何か月分軽減されたとか、何か月分軽減されたとかそういう数値ではなんか出ますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。ＱＲコードがついたのが令和５年の４月からです

ので、まだ１年間通して実際は終わってないんですね。なので、そこら辺の分析等はできて

いませんが、ちょっとそこの分析をしようとも難しいかなと思うんですけれども、また決算

のときに頑張ってみようかなと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁終わりました。再質疑ございますか。この部分についての関
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連質疑はありますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、税の納入方法ですけど、ここに書いてあるとおり、口

座振替であるとか、コンビニ納付とかのスマートフォンというのもここに出ていますが、そ

の比率というんですか、手数料の違いも先ほど説明がありましたけども、処理の方法として

担当課としてはどのほうが一番効率的か、その辺のちょっと説明ができれば教えてもらえま

すか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。すみません。今比率についてすぐには出ないんで

すけども……。 

○１６番（横山隆一君）  おおむねでいいですよ。 

○税務課長（落合宰司君）  税目によって比率が、口座振替ですとか、民間納付と違ってきて

いるんですけども、すみません。ありました。比率についてはちょっと後でお答えさせても

らいまして、何が一番いいかというとやっぱり口座振替が一番安価でありまして、さらにこ

ちらの手間としても一番少なくなるかと思っております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１６番（横山隆一君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、同じところで山下委員から質問が出ていますのでお願

いします。17番。 

○１７番（山下 修君）  山下です。重複したような質問になってしまうかもしれませんけれ

ども、新規で地方税共同機構負担金が発生しているが、共同機構及び収納手数料負担金の説

明を求めます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。山下議員の共同機構及び収納手数料負担金の説明

についてお答えいたします。 

 地方税共同機構が行う地方税共通納税システムによる電子納付が令和元年10月に法人市民

税と個人住民税特別徴収から開始されました。この２税目の電子納付による共同収納手数料

ですけども、別の事業科目の市民税業務費のほうでこれまで計上をしておりました。 

 納付件数の実績に応じて金額を利用年度の翌年度に共同収納手数料負担金として納付をし
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ております。直近ですと、令和４年度利用実績で4,542件、２万8,796円を令和５年度の負担

金として納付をしております。 

 今回からですけども、負担計上している負担金が令和５年４月から収納対象税目が拡大さ

れまして、先ほど申しましたが市県民税の普通徴収、固定資産税と都市計画税、軽自動車税、

国民健康保険税の普通徴収の納付書にｅＬ─ＱＲコードがつくことによりまして、地方税共

通納税システムの利用が可能となりまして、取扱い件数が大幅に増加しますので、収納管理

業務費にまとめて、今回まとめて予算計上したものでございます。 

 手数料単価につきましては、先ほど坪井議員の質問の中でもお答えしましたけれども、金

融機関の窓口でのＱＲコードを利用した納付、ゆうちょ銀行が１件当たり33円、ゆうちょ銀

行以外は36.3円となっております。あと電子決済サービス、ペイペイなど、先ほどもこれも

申しました55円となっております。 

 納付件数につきましては、過去の窓口納付実績を参考に試算する中で、国民健康保険税以

外の税務課分として、約９万5,000件分の約361万8,000円を予算計上させていただいておりま

す。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  ありがとうございました。結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、４番目の質問を東委員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。２款２項１目徴収対策業務費、説明資料31ページです。

滞納者数及び滞納額の内訳及び回収状況は。また、その改善策をどのようにしているか伺い

ます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。東議員の滞納者数及び滞納額の内訳、及び回収状

況。また、その改善策をどのようにしているかのご質問にお答えいたします。 

 初めに、滞納者数及び滞納額の内訳と回収状況についてですけれども、令和４年度の決算

時で、滞納者数及び滞納金額につきましては、国民健康保険税を含めた数字でございますが、

滞納者数が2,528人、滞納金額が２億7,123万3,030円でした。 

 令和６年２月末現在の、滞納繰越分の滞納者数及び滞納金額ですけれども、滞納者数は
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1,739人、滞納金額が１億8,619万89円となっておりまして、789人が完納してまして、約

8,500万円を徴収しております。 

 令和５年度の現年度課税分につきましては、納期がまだ到来して間もない税目もあります

が、こちらの滞納者数が1,908人で、滞納金額が１億2,515万3,517円となっております。 

 次に、滞納処分状況でございますが、差押え処分では令和６年２月末時点で、預金給与差

押えを中心に302件差し押さえを執行しておりまして、件数でいきますと451件で、1,987万

1,176円を換価しております。こちらの数字につきましては県民税も入っていますが、次に財

産調査等を行い、差し押さえする財産がないなどの判断による執行停止処分は275件、金額が

2,753万5,441円となっております。 

 次に、改善策につきまして、滞納整理業務は事案が発生した場合に早期に対応し、滞納繰

越額を少なくすることが最重要でございます。そのため、令和５年度につきましては、現年

事案を担当する職員を１名配置しまして、催告に反応がなく調査した上で、差押さえ可能財

産が発見された場合には積極的に滞納処分、差し押さえを行ってきました。差押え件数、先

ほど302件と申しましたが、そのうちの168件が現年の事案の差し押さえとなっております。 

 これから３月15日、今週末、この金曜日に発送をするんですが、催告書の発送をします。

それは、令和５年度課税のみに未納がある納税義務者を対象に、一斉に催告を行いまして、

これからまた収入率の向上に努めてまいります。 

 令和６年度につきましても、今年度に引き続き、現年度の未納者に対して早期に対応しま

して、滞納額の圧縮に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、滞納整理機構が設置されてから、大分収納に関しては

改善されているとは思うんですが、一方では生活者の生活をしていくためのある意味の保護

ですかね、そういったことも必要だと思うのですが、その辺の財産を見る中での連携という

んですかね、そうしたものは税務課のほうから担当課のほうへの連携というんですか、連絡

というんですか、そういったものはどういうふうになっておりますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。住川係長。 

○管理徴収係長（住川  君）  管理徴収係長です。滞納者が税務課のほうに相談をして、ど



－62－ 

うしてもこの方、もしかするとこの間の生活保護のレベルじゃないかというふうな事案が見

つけられた場合、あった場合はちょっと福祉課のほうに相談しなさいといった形での、福祉

課ですか社協さん、そういったふうなところへ相談いくようにというような連携のほうは常

に取っている状態でございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございます。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、５番目の質問を陽二議員からお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。２款２項１目の固定資産税業務で、タブレットの

説明書35ページ、電算業務委託料と評価業務委託料の内容は、また評価業務委託料が大幅に

下がった要因は何かということで。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です、横山陽二議員のご質問にお答えいたします。 

 電算業務委託料と評価業務委託料の内訳、また評価業務委託料が大幅に下がった要因は何

かについてでございますが、初めに電算業務委託料の内容ですけれども、資産税係で使用し

ています家屋評価システム及び過年度課税台帳修更正システムの保守点検、年度当初に発送

する納税通知書及び償却資産申告書のデータ入力や印刷、令和８年度から運用が開始される

住民情報システムの標準化、共通化に係る法務局登記データの取り込み支援が主な内容とな

っております。 

 次に、評価業務委託料の内容ですけれども、土地評価の根拠となる地盤図や路線加工の

データ入力されている地図情報システムの更新や評価替えに係る土地の評価及び評価要領の

検証等の支援、あと家屋評価システムへの家屋調査結果の入力が主な内容となっております。 

 また、評価業務委託料が大幅に下がった要因についてですけれども、地図情報システムや

評価替えの業務を令和６年度から令和８年度までの３年間の契約により、年次計画を立てて

実施しておりますので、評価替えの初年度にあたる令和６年度は委託業務の内容が、令和

５年度に比べて少なくなっていることが、主な要因となっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 
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○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。電算業務というのは主に家屋評価システムという

こと、でも実際に評価をする職員が行って、入力するのは電算機のほうへ入力する。評価業

務の委託というのは、誰に委託しているのか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。家屋評価自体は税務課の職員で行っておりますの

で、委託は基本しておりません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  ここでいう、いわゆる1,000万減になった評価業務委託料というのは、

これは具体的にいうとどの、いわゆる評価業務の委託料のどの部分が1,000万減ったというこ

とになるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。先ほど申しました地図情報システムの更新業務が、

令和５年度と令和６年度で1,000万円ほど差が出ております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  ごめんね、しつこくて申し訳ない。地図情報システムのどういった

ところが減って、1,000万少なくなったですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。地図情報システムが３年間で評価替えに向けて行

っている業務でして、年度ごとにやることが違う部分がございます。 

 基本の地図情報システムの更新は、例えば地盤図を更新していくですとか、そういうのは

毎年行っていくんですけれども、令和５年度につきましては評価替えの業務がありますので、

その年は土地にかかる評価替えのボリュームというですか、委託内容のボリュームが増えて

おります。 

 令和６年度につきましては、評価替えはまだ３年後なので、ボリュームが少ないというん

ですか、そこで業務の内容が少なくなっていることによる減額、金額が少なくなっている状

況です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 
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         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、最後の質問を山下委員からお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番です。所定業務費ということで、委託料608万7,000円の増理由

の説明を求める。二輪軽自動車、ＪＮＫＳシステムの運用開始によるメリットはどのような

ことか、お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。山下議員の委託料608万7,000円の増額利用と、二

輪軽自動車、ＪＮＫＳシステムの運用開始によるメリットについてお答えいたします。 

 委託料の増額要因ですけれども、二輪の小型自動車や二輪の軽自動車の新規登録などの手

続がオンライン化されることや、二輪の小型自動車の車検のときに必要な納付情報をオンラ

インで確認できるようにするためのＪＮＫＳシステムの改修が主なものとなっております。 

 ＪＮＫＳのメリットでございますけれども、令和４年度にシステム改修しました四輪の軽

自動車分に今回二輪が追加され、車検時の納付状況がオンラインで確認できるようになりま

す。そのため、納税車は車検のときに納税証明書の添付が不要になりまして、市のほうでは

納税証明書の郵送はやめにするですとか、納税者の方が紛失した納税証明書の再発行の手間

はなくなってくるというメリットがございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で事前通知による質疑を終了します。その他財務

関連予算について質疑のある委員は挙手にてお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番の松本です。関連するものについては、徴収対策業務費と固定

資産税業務費、こういったものが該当するかと思うんですけれども、外国人の関係なんです

けれども、要するに静岡県で外国人が一番多いと、そういうことの中で、恐らく家を持たれ

ている外国人もあるでしょうし、土地の関係、いわゆる保有している方もあるかと思うんで

すよ。こういった実態が分かりますでしょうか。まず実態から入ります。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課です。外国人の方が持っている、資産を持っている、その

状況ですけれども、どれだけというのは税務課のほうで把握ができておりません。というの

は、納税義務者の名前は登録するんですけど、その中の外国人、国籍まで登録しているわけ

ではないので、集計ができないですね。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  外国人の土地法というのがあるじゃない、土地法。今非常に問題に

なっている、例の北海道のニセコとか白馬とかすごく問題になっている。いわゆる国会でも

問題になっているでしょう。そういう条件の関係。 

 こういったものを規制かけるべきじゃないかということの中で、それが問題になったもの

で、そういったものの関係から恐らく土地の購入、いわゆる家の購入、こういったものを

ローンで、恐らくやったんじゃないかなと思うんですけれども、この中で実質的に不動産会

社が仲介しているところもあるかと思うんですよね。そういった実態というのは、実質的に

税務課で分からなければ、どこへ行けば分かるんですか。いわゆる登記までするならば法務

局、そういうことだと思うんだけれどもどうですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。法務局の登記をする際の別途書類に住民票ですと

か、戸籍とかそこら辺まで載せるかどうかは分からないんですけれども、土地については法

務局で必ず登記の移動がされますので、あと今度の４月から必ず登記をしなさい、登記が議

務化になりますので、そこで登記をする際の届出の中に、戸籍関係の書類を添付するように

なれば分かる、法務局のほうでは分かるのかなと思っております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  じゃあ、徴収実態というのはないということなんですか。徴収、い

わゆる外国人の徴収は全くないということ。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。外国人の方がもちろん資産を持ったり、市民税が

かかったりしてますので、徴収はさせていただいております。 

○１４番（松本正幸君）  何件。 

○税務課長（落合宰司君）  なので、滞納者がどれくらいというのは分かっております。滞納
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者、ちょっとお待ちください。 

○１４番（松本正幸君）  実態なもんで滞納者から言ってくれればいいけど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。外国人の割合ですけれども、割合というか人数で

すけれども、令和４年度決算で1,187人。 

○１４番（松本正幸君）  幾つ。 

○税務課長（落合宰司君）  1,187人。1187人となっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  質疑の中で1,180、答弁が７人といったよね。それで、実質的にはこ

れも滞納者でしょう。滞納者がこんなにいるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。滞納者は今のは市民税と固定資産税、軽自動車税、

国民健康保険の４税全部合わせた人数。 

○１４番（松本正幸君）  固定資産税は幾つなの。固定資産税。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。滞納者の内訳を今は持っておりませんので……。 

○１４番（松本正幸君）  また後でいいです。結構ですよ。 

○税務課長（落合宰司君）  また後で。 

○１４番（松本正幸君）  後で知らせてください。 

○税務課長（落合宰司君）  回答させていただきます。 

○１４番（松本正幸君）  ありがとうございます。終わります。 

○分科会長（西下敦基君）  では、関連質疑ございますか。今の関係で。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  ないですね。ほかの税務課の予算について質疑がある方はお願い

します。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。先輩議員の鋭い質問の後にちょっと恐縮なんですけ

れども、先ほど私の方で聞かせていただいた固定資産税現年度分での回答の中で、ちょっと

確認をさせていただきたい点がありまして、家屋の評価額が下がっている、評価額といいま

すか、下がっているのでちょっと家屋分も減収になっているよということで答弁をいただい
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たと思うんですけれども、これは経年年数で経過した３年分が下がるけれども、新築が増え

れば増えるはずなんですけれども、現存価格が下がっているということで答弁をいただきま

して、こういった菊川市は世帯数が増えているけれども、新築物件はあまり増えていないの

で、トータルとして家屋の固定資産税の収入が下がっているという認識でよろしいでしょう

か。新築物件が増えていないから下がっているという認識でいいんでしょうか。ちょっと確

認です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合課長。 

○税務課長（落合宰司君）  税務課長です。先ほどの、新築件数が増えていないから評価替え

でも増えないかということだと思うんですが、新築工数につきましては確かに最近下がって

おります。 

 直近ですと、令和３年だと228棟だったのが、令和４年では197棟と、30棟ぐらい、これ新

増築なので増築も組みますが、30棟ほど下がっている状況です。評価替えの段階ですと、市

内にあります全部の家屋の３年分の軽減をしますので、全部の家屋が相当数あるんですけれ

ども、その分をカバーする新築等数となると今、よほどの棟数が建たないと出ているとカ

バーができない状況かと思っております。すみません、数字で出せなくて申し訳ないですが。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。すみません。ありがとうございます。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑、またその他に税務課の予算について質疑のある方は挙

手にてお願いします。よろしいでしょうか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で質疑は終了します。ここで執行部は退席となります。お疲

れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し、結論

を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、

委員間の自由討議を行います。 

 ご意見のある委員は、挙手にて発言をお願いいたします。いろいろと、地方税共同機構の

システムとか、税の収納とか、そういったことがいろいろありましたが、ご意見の方は挙手

にてお願いします。じゃあ、16番。 

○１６番（横山隆一君）  いいですか、16番ですが、徴収対策業務の中で、いつも出てくるの

が滞納整備機構への移管です。これが今年度、金額的にも300万で、30万円くらい増えている
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わけですが、私が先ほど申し上げたとおり、件数のうちに滞納整理機構へ回すとか、あるい

は滞納件数のうち、問題なのが悪質な滞納者に対しては厳しく徴収対策をするというのは、

税の公平性からしても必要だとは思いますが、問題となるのがやっぱり払いたくても払えな

い納税者に対して、どういう対応をしていくかというのが、その辺の数字をやっぱりもうち

ょっと明らかにして、そういった滞納者に対してはある意味若干の、こういっちゃなんです

が、サポートというんですか、そういうものが必要だなということを感じています。 

 私も法律相談をやっている中で、やっていたんですけども、やっぱり税の滞納よりもむし

ろ生活に必要な電気だとか水道だとかガスだとか、こういったものが先に、民間ですとすぐ

に差し押さえ、止められちゃうんですね。ですから、その辺のやっぱり連携が必要だなとい

うことをすごく感じています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ありがとうございます。ほかにご意見の方は、挙手にてお願いし

ます。14番。 

○１４番（松本正幸君）  先ほど通告によらない質疑をさせてもらったんですけれどもね。外

国人の土地の関係なんですけれども、今菊川市に在住している外国人というのは、やっぱり

所得国情というか、いわゆるお金のために来ているかと思うんですが、先ほど言った北海道

とか白馬というのは億万長者の方々で、要するに買占め、日本の土地を買い占めるというそ

ういったもので、要するにそこへいわゆる住むところで造ったりなんだりするということの

中で、やはり日本としても外国人に持ってもらう土地の制限、これは絶対必要だと思うんで

すね。 

 こういったものの規制が全く今はないわけでありますね。そういう中において、外国人の

土地法の制限というのは、土地法の中に若干あるぐらいとものです。そういうことだもので

すから、条件もつけていかないと尖閣諸島、いわゆるそういったものも取られてしまうよう

な、そういうような関係もございますので、何らかの形でそういった条例というか、こうい

ったものをつくりながら、制約していく方法を、国のほうで先にやっていただいて、フォ

ローする条例を基本的に市のほうでつくっていく。規制、制限を加える。そういった方法が

これから望まれるんじゃないかな。 

 菊川市のほうにそれだけの外国人が来てくれるかどうかは分かりませんよ、裕福な。そう

いうことだと思うんですけれども、でも可能性としてはあるんです。ですので、そういった

ことをやはりやっていかないといけないんじゃないかなということと、先ほどの1,187人、要
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するにこういった人たちが、ほかの税金を払ってくれないということですので、それはやっ

ぱり収入を得たならば、やはり税を払うというのは基本でありますので、そういったことは

守ってもらいたいなと思うんですよね。そういったことで、また後ほど税の税別に税務課の

ほうから出てくるかと思うんですけれども、議員の皆さんにいろいろ考えていただくための

資料になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方は、挙手にてお願いします。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。私の家の近くにも、外国人の方が一軒屋を所得と、買

って住んでおられるという話を聞きます。今、財務課の話によると、土地を取得に関して国

籍情報がないということで、法務局でしか把握していないということなんですけれども、菊

川市の場合、この辺周辺って外国人の方が多いので、多分長期で住まれる、ここに在留され

る方があれば、そのようなケースというのは、これから増えるんじゃないかというのは想像

しますが、お金持ちのだけではなくて、一戸建てを買うという方たちも、家賃を払うのであ

れば、そのほうがいいんじゃないかという方も、資産としていくというふうに思いますので、

ぜひ私も住宅購入の場合の国籍をしっかり確認してそれで把握をする、市が把握するという

ことが必要だと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見あれば。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  １点、７番、自分からも、外国人の方、うちの地区でも結構家を

買って住んでいる方も多いんですけど、役場からそういった情報を、税はちゃんと収めるも

のですよとか、こちらにとかという理解促進と、あと雇っている会社のほうからもまたそう

いったことをちゃんと指導していただくような、そういったことをちゃんとしていただけれ

ばなと私は思いました。 

 以上です。 

 ほかにご意見ある方は、よろしいですか。今、意見だと思いますので。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、税務課の予算に関わる審査を終わります。 

 ただいま出されましたご意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会

に報告させていただきます。 
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 分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任願います。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、会計課、監査員事務局、議会事務局の予算審査を行い

ます。 

 初めに、落合議会事務局長から順に出席者の紹介をお願いいたします。 

○議会事務局長（落合和之君）  議会事務局です。本日、議会事務局出席は私と松下主幹にな

ります。 

○分科会長（西下敦基君）  次に、順次、自己紹介と紹介をお願いします。 

○監査委員事務局長（椎原佳顕君）  監査委員事務局です。監査委員事務局長の椎原と小池係

長が出席しています。お願いします。 

○監査委員事務局係長（小池さや君）  お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  すみません、マイクを入れてください。いいですよ、次からでお

願いします。 

○会計管理者（長尾麻理子君）  会計課です。会計課長の長尾と会計係長の永田が出席してお

ります。よろしくお願いいたします。 

○会計係長（永田里恵君）  お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは質疑を行いますが、初めに事前通知を提出された委員の

質疑から行います。 

 会計課と議会事務局に事前質疑が出ていますので、事前通知を出された委員の方から質疑

をお願いいたします。 

 まず、会計課のほうで、須藤委員から一問出ていますのでお願いいたします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。２款１項３目財政調整基金費（会計課）の部分でお

聞きいたします。 

 説明資料は１ページ、タブレットで３ページとなります。 

 財政調整基金積立金利子振替分大幅増の要因はということで、90万円余り増額になってい

らっしゃるかと思いますが、この理由をお伺いいたします。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。長尾会計管理者。 

○会計管理者（長尾麻理子君）  会計管理者でございます。財政調整基金積立金利子振替分の

大幅増の要因はについてですけれども、令和５年度に財政調整基金から２億円の債券運用を

開始したことによる利金額の増額分であります。 

 基金の運用から生ずる収益のほうが菊川市財政調整基金条例により歳入歳出予算へ計上し

基金へ編入するものと定められております。そのため、今後毎年発生する債券運用による利

金額は財政調整基金積立金利子として歳入し、財政調整基金積立金利子振替分として歳出し

た上で、財政調整基金として積み立てて管理いたします。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  こちらに関して、関連質疑のある方は挙手にてお願いします。よ

ろしいですね。14番。 

○１４番（松本正幸君）  今、財政の関係で、運用実績ということで答弁を頂きましたけれど

も、他の資金の運用というものは会計課のほうでやられるんですか。全ての基金、17あると

思うんですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。長尾会計管理者。 

○会計管理者（長尾麻理子君）  会計管理者でございます。委員おっしゃるように、基金のほ

うですね、今17種類ございまして、会計課のほうで管理はしておりますけれども、基金はそ

れぞれ目的がございますので、担当課のほうで、そちらをどうしていこうかというか、取り

崩すのか、そのまま定期にまたしていくのかとかということは管理しておりますので、そち

らのほうで決定したものを会計課のほうで動かすという形になっております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。担当課との連携というか、そういったものはどのように

取られているのか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。長尾会計管理者。 

○会計管理者（長尾麻理子君）  それこそ、今、財政調整基金、その他の基金もそうですけれ

ども、定期で預けている部分がほとんどなんですけれども、１年で満期が参りますので、そ

の際に、今後満期が来ますけれどもどうしますかということで、担当課のほうに確認を取り
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まして、また定期にするのか、また崩して何かを使っていくのかというところの確認を取っ

て決めております。 

 以上でございます。 

○１４番（松本正幸君）  ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。 

○１４番（松本正幸君）  いいです。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質問ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、２つ目の質問、山下委員からお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番です。２款１項４目で、会計管理費ということで、役務費の手

数料、ＡＴＰ、アンサーデータポートと言うんですか、前年に比べ1,600万円と大幅な増とな

っているが、その内容についてご説明。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。長尾会計管理者。 

○会計管理者（長尾麻理子君）  会計管理者でございます。 

 役務費の手数料が大幅増となった内容についてですけれども、こちらは金融機関の税・公

金に関わる各種手数料の改定によるもの。当市として金融機関であります静岡銀行への手数

料となりますけれども、こちらが大幅増の主な要因、内容となっております。 

 公金振込には主に指定金融機関が公金振込のほうになっているものですが、令和６年10月

以降、これまで銀行間手数料の課されていなかった公金振込のほうが新たに内国為替制度運

営費の対象となるため、全国的に振込手数料を負担することになります。 

 それに附随して、窓口収納手数料と口座振替手数料も改定となります。 

 この手数料改定による役務費への影響額なんですけれども、こちら令和６年４月からは窓

口収納手数料が今まで無料であったものが１件につき60.5円、件数が約、こちらで把握して

いる件数ですので多少前後するかと思いますが、件数が約６万9,000件、金額が417万4,500円

の増額。 

 令和６年10月からですけれども、こちら振込手数料のうち、データ伝送扱いの他行当ての

振込が現在無料なんですけれども、こちらが１件につき220円。件数が、こちらは概算という

か、こちらで確認したものになりますが、約３万7,500件、825万円の増額。 

 紙依頼書扱いの他行当てが無料から１件につき1,100円、件数が約3,000件と見込んでおり

まして330万円の増額となっております。 
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 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑がある方は挙手にてお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、もう１件、議会事務局へ質問がありますが、そちらに

移らせてもらいます。 

 質問を隆一議員からお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。１款１項１目の議会情報発信費でございます。需用費が

235万6,000円となっていますが、入札方法についての説明をお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合議会事務局長。 

○議会事務局長（落合和之君）  ただいま質問がありました内容についてご説明させていただ

きます。 

 １款１項１目情報発信費の需用費の予算235万6,000円の内容としましては、議会だよりの

作成、それから議員の名刺の作成、写真の撮影・現像の費用がありまして、このうち議会だ

よりの作成については、議会だよりの発行回数、発行部数、ページ数、それから記載情報の

提供方法などを業務の仕様といたしまして、入札参加業者のうちから適当な業者を選定し、

指名競争入札を行っております。 

 令和６年度では、発行回数は通常の４回に加え臨時号の１回で計５回。発行部数は市内全

世帯への配布と図書館、施設等への配架を含めて、１号当たり１万5,500部と予定をして入札

を行っております。 

 その他の議員の名刺の作成及び写真の撮影については、業務の発注が５万円未満であるた

めに入札等は行っておりません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  もう少し具体的にお聞きしますが、議会だよりのほうは幾らになっ

ているのかという点と、その予定価格というのは前年度実績でいくのか、あるいは業者に見

積りを取ったものか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合議会事務局長。 

○議会事務局長（落合和之君）  議会だよりの発行に係る予算額でございますけども、定例の
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４回の発行に関しましては190万余当たりを予定しておりまして、臨時号が32万3,000円ほど

というふうに予定をしております。 

 それぞれ単価が違うか、金額が、定例会はページ数が16ページ、それから臨時号につきま

しては８ページということで、ページ数も違うものですけども、年間で幾らという形で入札

のほうをさせております。 

 それから……。 

         〔発言する者あり〕 

○議会事務局長（落合和之君）  はい、すみません。現在予算化してある金額につきましては、

毎年度予算の入力というか、予算の要求の時点におきまして大体毎年入札をしていただいて

いる、参加している業者のほうから見積りを取りまして、その中のうちで参考という形で見

積もっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１６番（横山隆一君）  ありません、はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で事前通知による質疑を終了します。 

 その他に、会計課、監査委員事務局、議会事務局の予算について質疑のある委員は挙手に

てお願いします。17番。 

○１７番（山下 修君）  株を……。 

○分科会長（西下敦基君）  マイクを。17番、マイクを。 

○１７番（山下 修君）  17番。株の保有で、それを扱っているのは会計課でよろしかったで

すか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。長尾会計管理者。 

○会計管理者（長尾麻理子君）  会計管理者でございます。株のほうも管理というか……。 

         〔「運用」と呼ぶ者あり〕 

○会計管理者（長尾麻理子君）  会計課のほうで、はい。管理のほうをしております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  皆さんご存じのとおり４万円を超えたということで、どこの株を持
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っとるか、ちょっと知りませんけれども、どこの株を持っているんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  補正で、この前やりましたけど、日本なんだか銀行とか。回答で

きますか。 

金額も言っていただいて。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  補正で言っていたんです。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  この前、答弁は頂いているんですよ。最近質問した覚えがあって。

何百万何百万というのはもらったはずなんですよ。 

         〔「記憶喪失」「ございません」「３億5,000万あれだが、要するに元金

を。この令和４年度の基金運用状況の中ではそういうふうに出ている

けどね。それで25億9,500」と呼ぶ者あり〕 

         〔発言する者あり〕 

         〔「ちょっと待ってください」と呼ぶ者あり〕 

         〔発言する者あり〕 

         〔「一般株を買うということじゃないんで」と呼ぶ者あり〕 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  すみません、出てきましたけど。 

         〔発言する者あり〕 

         〔「出てきました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  長尾会計管理者。 

○会計管理者（長尾麻理子君）  お待たせいたしました。会計管理者でございます。 

 株券のほうですけれども、みずほフィナンシャルグループ、あと日本銀行、あとしずおか

フィナンシャルグループ、あと東京電力でございます。 

 以上でございます。 

         〔「東京電力」「全部何かあんまり経営状況のほうが芳しくないところ

ばっかり」「そうですね、もう」「売らないほうがいいですね、分か

りました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  すみません。７番ですが、すみません、前の、令和元年度の第

７号の補正予算のときに、５年、10年のもので、静岡県公募公債、10年もの、５年ものでと
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いうのがあったけど、それから、また変わったということでよろしいでしょうか。 

 答弁求めます。長尾会計管理者。 

○会計管理者（長尾麻理子君）  会計管理者でございます。そちら購入したものは債券になり

まして、これは静岡県債のほうの債券を購入したということで、株とはまた別物になってお

ります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  はい、分かりました。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいでしょうか。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、この会計課と監査事務局と議会事務局で質疑がある人

はお願いします。よろしいでしょうか。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  事務局で。 

         〔「いえ、監査委員」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  事務局で、はい。じゃあ、６番。 

○６番（須藤有紀君）  ごめんなさい。６番 須藤です。大変細かい点で恐縮なんですけれど

も、説明資料13ページ、タブレット15ページの２款６項１目監査事務費の中で、旅費に関し

て、旅費と費用弁償のところで、対象職員の人数は変わらないんですけれども、額がほぼ半

分になっておりまして、これは研修会や研究会の参加回数の変更によるものか。この半分ほ

どの減額の理由をお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。椎原監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（椎原佳顕君）  すみません。ご質問あった旅費と費用弁償の関係ですが、

毎年全国と東海地区、静岡県内で視察研修を行っています。毎年研修箇所が変わりますので、

研修地が。旅費の関係で、例えば令和５年は秋田に研修部に行っていたものが、今回は三重

になるとか。富山で研修に行っていたものが、今度は静岡市になるとかということがありま

すので、その関係で半額になりました。よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 
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○６番（須藤有紀君）  以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですね、これで。 

 以上で質疑を終了します。 

 ここで執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委

員間の自由討議を行います。 

 ご意見のある委員は挙手の上、発言をお願いいたします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、私が先ほどの請負業務ですか、情報発信費について金

額の確認等をさせてもらったんですけど、これ全般に入札等において言えることだと思うん

ですけど、入札によって、入札の業務、対象業務によって金額のばらつきが非常に大きいも

のがあるんですね。 

 例えばコンサル業務とか、設計業務あるいは情報機器ですね、そうしたものの導入とか、

あるいは建物の、この前もありました、建物の解体とか、もう金額差が物すごい大きく出る

んですね。 

 議会だよりの先ほど言った190何万と言っていましたけども、私も以前は役所の仕事もさせ

てもらったりもしていましたけども、役所の仕事をすると、要するに利益が出ないと。赤字

になっちゃうよという、そういったような競争が一般競争入札の場合、見られるんですね。

これというのは、土木業務も含めて建設も含めてですけど、やはり適正価格で請負をすると

いうことが非常に重要だというふうに私は考えています。 

 相手は適正価格で受注してもらうことによって、やはり先ほども申し上げたとおり、公正

な納税をしてもらって、そうした循環をさせる。そうしたことは、私は非常に重要だと思っ

たものですから聞いたんですけど、今回の議会だよりについても、設計価格が仮に、予定価

格が仮にあったら、最低の、制限価格、何だっけ。 

         〔「制限価格」と呼ぶ者あり〕 

○１６番（横山隆一君）  というのを設定をして、予定価格を下回らない金額の受注というの

を発注というのをやるべきだなというふうに私は思っています。 

 入札についてですか、以上です。 
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○分科会長（西下敦基君）  ご意見のある方は挙手をお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番。今の入札の関係なんですけれども、本来、横山議員が言うよ

うに、予定価格、最低価格というの設けないほうがいいと思うんです。いわゆる競争の原理、

こういったものの働きを見るためにもいいと思うし、やっぱり何で、ほんじゃあ設計をする

んだということになります。適正な設計によって発注する。それが本来の姿じゃないかなと

私もそれは思っているんですけれども、やっぱり今まで公的ないわゆる入札方法、これは予

定価格があり、あくまでも最低価格を設けるということになっている。今、最低価格はあま

り設けてないのかもしれませんけど、20％、80％で設けるようになっているんですけど、や

っぱり適正な設計をすることが本来形じゃないかなと思いますんで、それもある程度押し通

すほうがいいんじゃないかな、そういうふうに思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見があれば。会計課と議会事務局と監査委員事務局で

すけど、もしそれに沿った意見があればお願いします。 

         〔「基金の運用じゃろ。言わん。どれか。さっき言ったじゃない。結構

出てる。通常の定期じゃあ、おまえ、ほん僅かな金額」と呼ぶ者あ

り〕 

○分科会長（西下敦基君）  できれば、挙手にてご意見をお願いします。 

         〔発言する者あり〕 

         〔「ここにも運用の出ているけどね」「今、売ればね」「財調しかあん

まりやってないみたいな感じね」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ……。 

         〔「手を挙げて」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、なしで終わってしまいますけど。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。 

         〔「言やあいいじゃん。同じ人ばっかりじゃ悪い」「じゃあ、一言」と

呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ８番。 

○８番（鈴木直博君）  株の運用なんですが、いいときはいいんですが、悪いときはそれだけ

損害を……。 

         〔「そうだね」と呼ぶ者あり〕 
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○８番（鈴木直博君）  それを管理者だけに任せるというのは、それはその辺だけはかわいそ

うだなと。それか、ある程度の幅を持って、このぐらいだったら、もう損してもいいなとい

うような金額で運用する。今そうなってんですかね。借金してやるわけじゃないもんだから、

全部なくなったって、どうってことないってことですけど、ある程度、日常でどんどんどん

どん変わっていくわけですけど、ですから危険を伴ったばくちみたいなもんで、もうかると

きはええですが、そうでないときは、管理者も大変だと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方はいらっしゃいますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 財調整基金のところで、98万円の増収というところで、非常にいい取組だなということは

感じました。 

 市としても、正当な手段で、もし税収を上げる方法があるのであれば、こうした取組を進

めていただいて、増収に向かっていっていただけたらなということを感じました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見あれば。 

         〔「先輩、補足してください」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、よろしいですか。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、以上で、会計課、監査員事務局、議会事務局の予算に係

る審査を終わります。 

 ただいま出されましたご意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会

にて報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては正副分科会長に一任願いま

す。 

 以上で、本日予定しておりました予算の審査を終了いたしました。 

 明日は、総務部、消防本部、生活環境部の予算審査が予定されていますので、８時30分ま

でにご参集ください。 

 これをもって散会といたします。お疲れさまでした。 

 副委員長……。 

         〔「ない」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、挨拶がないんで、じゃあ、互礼を。 
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○議会事務局（瀬々椋太朗君）  互礼をもって終了したいと思います。相互に礼。 

         〔起立・礼〕 

 

閉会 午後 ２時３８分 

 

開会 午前 ８時２５分 

 

○議会事務局（瀬々  君）  それでは、これより会議を始めます。互礼をもって始めたいと

思いますので、ご起立ください。相互に礼。ご着席ください。 

 分科会長よりご挨拶お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  改めまして、おはようございます。今日は審議２日目ということ

で、消防本部と下水道、水道課となりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、始めたいと思います。 

○議会事務局（瀬々  君）  ありがとうございました。それでは、ここから先の進行につき

ましても、分科会長お願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  ただいまから、一般会計予算決算特別委員会総務建設分科会を開

会いたします。 

 昨日に引き続き、一般会計予算決算特別委員会に付託されました議案第20号 令和６年度

菊川市一般会計予算の審査を行います。 

 初めに、総務部の審査を行います。佐藤総務部長、所管する課名等を述べてください。佐

藤部長。 

○総務部長（佐藤雅巳君）  総務部長でございます。改めまして、おはようございます。 

 本日、午前中は総務部の予算審査、よろしくお願いいたします。 

 本日は、最初に市長公室という、令和６年に新たに組織をされます部署の審査をお願いい

たします。 

 本年度、令和５年度につきましては、秘書室と営業戦略課に分かれてございます。令和

６年度はその１室１課が一つの室になりましたので、本日は、企画財政部の部長と営業戦略

課、課長、係長が出席をしておりますので、よろしくお願いいたします。その後、総務課、

地域支援課と続けてよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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○分科会長（西下敦基君）  それでは、質疑を行いますが、初めに、事前通知を提出された委

員から挙手のうえ、事前通知に従って質疑を行ってくださいということで、１つ目が鈴木直

博委員からです。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木直博です。説明書の２ページなんですが、総務費、11節報

酬、表彰審査委員の人選と表彰者の選定基準は、ＳＮＳ発信用スマートフォンの詳細はとい

うことでお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。赤堀室長。 

○秘書室長（赤堀景介君）  秘書室長でございます。鈴木委員の質問にお答えさせていただき

ます。 

 表彰審査委員の人選につきましては、菊川市の表彰条例及び菊川市表彰候補者の選考要領

に基づき行っております。 

 具体的に申し上げますと、幅広い分野で表彰を行いたいことから、教育委員のうちお一人、

また連合自治会長、商工会長、民生児童委員の会長を市長が委嘱をしております。また、表

彰者の選定基準でございますが、こちらも菊川市の表彰条例及び菊川市表彰候補者選考要覧

に基づきまして、功労分野に応じ、基準年数を超えて、当該功労に係る活動に携わった方か

ら、市の功労に寄与し、また市行政の進展に特に功績があったものとして表彰をさせていた

だいております。 

 基準の年数でございますが、功労の各分野や該当の職によっても異なりますが、おおむね

８年から20年ということになってございます。 

 また、市の応益のために多額の財産を寄附された方も対象となります。その基準は、個人

は300万円以上、団体が500万円以上の現品または評価額の物品となります。 

 次に、ＳＮＳ発信用スマートフォンの詳細でございますが、こちらは市長の公務状況につ

いてＳＮＳを通じて効率よく効果的に情報発信を行うことなどを主な目的として導入をする

ものでございます。 

 スマートフォンは、大きくｉＰｈｏｎｅとＡｎｄｒｏｉｄの２つに分かれますが、Ａｎｄ

ｒｏｉｄのほうが様々なメーカーから発売されており、選択肢も豊富でございますので、そ

の中から価格と性能のバランスが取れた中級機種のものを導入したいと考えております。 

 また、スマートフォンということで、タブレットやパソコンよりも持ち運びに優れており、

すぐに使えるというユニットも多種で、広報用の動画撮影などにも活用をしていきたいと考

えております。 
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 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はございますか。８番です。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。表彰の件なんですが、懸賞といいますか、表彰状と

あと懸賞品等の、例えば金額がどのくらいのものを、いくらからいくらぐらいということで。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。赤堀室長。 

○秘書室長（赤堀景介君）  秘書室長でございます。表彰者の方々につきましては、市からの

表彰状と、あといわゆる、お金でいうと数千円ぐらいのものになるんですけれども、記念品

ということでお盆、何年何月菊川表彰と印字したものを記念ということで贈呈をさせていた

だいております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。関連質疑のある方は

挙手にてお願いします。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。スマートフォンなんですけれども、今まで３年強、

長谷川市長のもとで情報発信、かなり強化されてやってこられたと思うんですが、ここに来

て購入される理由、私のイメージですと複数人が市長のアカウントとか市の広報とか担当さ

れているようにお見受けするので、１つのアカウントをそれぞれのデバイスで共有する形の

ほうがやりやすいんじゃないかなというイメージを抱いているんですけれども、ここでス

マートフォンを購入されるのはどういう背景があるんですか、お伺いできればと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。赤堀室長。 

○秘書室長（赤堀景介君）  秘書室長でございます。スマートフォンを今のタイミングで導入

ということなんですけども、現状、既に市長をはじめＳＮＳでいろいろ発信をしているんで

すけれども、その中で場合によっては市長が自分で発信をするんですけど、なかなか写真と

かをさすがに撮ることができないものですから、広報とか秘書が随行したもの、あるいは担

当部署が随行で行ったものが写真を撮って、秘書のところにいろんな写真とかＳＮＳを使っ

てお送りをさせていただいておりました。 

 場合によっては、やっぱり個人の携帯を使ったケースも実際としてあるものですから、そ

の中で、できれば公用のスマホを用いて、そちらで市長のところに写真を撮ったら恐らく残

るでしょうから、また後は、市の当然公的なＳＮＳについては市のほうで挙げておりまして、

それについては、パソコンですとか、今は営業戦略が使っているタブレット、使ってアップ

をしているんですけれども、公用のスマートフォンを持っていれば、上げることも可能にな
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りますので、職員の負担というか個人のものを使うことをちょっと減らすですとか、あとよ

りスムーズに情報発信を行うということができるかなというところで、新たに、導入をした

いと考えているものでございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。関連質疑のある方は

挙手にてお願いします。３番。 

○３番（坪井仲治君）  表彰規定で継続日数８年から20年とございますけど、今、成り手が、

いろんな部分で成り手が募集してもなかなかないというところで、継続の年数を短くすると

か、そういうご検討はされておりませんか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。赤堀室長。 

○秘書室長（赤堀景介君）  秘書室長でございます。表彰審査委員会、もしくは連合自治会の

方がご相談する中に、やっぱり地域の中で汗をかいていただいている貢献者の方を表彰をし

たいということで、そういった基準の年数についても、ちょっとご質問というか、ご意見を

いただくこともございます。 

 それについてもちょっと検討をするんですけども、やはりなかなか継続する中で、過去一

応15年やったものを、今までならこの人が表彰できたのに表彰をされないで終わってしまっ

て、こちらの方を表彰するというと、なかなかちょっとそこの部分も難しいというところも

ございまして、たちまち全国の大きな中で基準が変わってくればそれに即してということも

あると思うんですけれども、現地の中の継続性という部分もありまして、なかなかそこを見

直すという具体的なところまでには至っていないというような状況でございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  過去の方ということもあるんでしょうけど、ただ、今現状、仕事を持

ちながらやられるという方も増えていますんで、そういう点を加味しますと、期間を短くし

てもいいかと思いますんで、ご検討をよろしくお願いします。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁はいいですね。関連質疑のある方は挙手にてお願いします。 

 なければ、２番目の質問を私からさせてもらいます。２款１項２目広報広聴費、説明資料

で４ページです。内容としては、印刷製本費が増額されている要因についてお伺いします。 

 答弁を求めます。渡邊営業戦略課長。 
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○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。印刷製本費が増額されている要

因はについてですが、こちらは年12回発行する広報菊川と年１回発行するくらしの便利帳の

印刷製本並びに広報取材写真のプリントに係る経費となります。 

 積算につきましては、広報紙の関係ですが、昨年12月議会において債務負担行為の決定額

を設定した際にも分科会で答弁させていただいたところですが、過去の広報菊川の印刷製本

業務を受託したことのある業者３社から徴収した見積りを参考に限度額を設定しておりまし

て、当初予算においても増額を予算計上したものでございます。 

 見積り調書をしたときに、３社とも昨年度より金額が上昇していたため確認を行いました

ところ、昨今の原材料費の高騰などで政策に係るポストが上昇しており、見積金額も上昇し

ているとのことでありました。 

 併せまして、廃部希望世帯数の増加等により、印刷部数を各100部増やし、広報菊川を１万

5,900部から１万6,000部に、くらしの便利帳を１万5,600部から１万5,700部としたことから

増額となったものでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりましたので、再質疑の必要はございません。関連質

疑のある方は挙手にてお願いいたします。 

 なければ、３つ目の質問、松本委員からお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番 松本です。説明資料のほうが６ページになりますけれども、

菊川市魅力発信事業、今回については、合併20周年ということで、ＰＲ事業、10事業の中の

一つとして、動画コンテスト、この動画コンテストの選択肢からいうと、事業の効果、また

審査員の選定基準、こういったものをお伺いしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。まず、合併20周年に動画コンテ

ストを選択した理由と事業の効果はついてですが、動画は、文字や写真よりも使えられる状

況が多く、気軽に情報を得られるツールとして年代を問わず活用する人が多いという状況で

ございます。 

 また、スマートフォンで誰でも気軽に動画を撮影できる時代となりましたので、動画コン

テストもプロだけではなく、幅広い人たちが参加できるものとなっていると考えております。 

 その状況を踏まえまして、今回、市制20周年を記念して動画コンテストを開催することと

いたしました。菊川市の風景やイベント、食など、応募者それぞれが感じるお気に入りの菊
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川の動画を広く募集する予定でございまして、市民の皆さんが住んでいるからこそ感じる菊

川の魅力を動画で表現していただくことで、地域への関心、愛着を育むきっかけとしまして、

また市外の皆さんには菊川を訪れるきっかけや菊川のお店、観光スポットを知っていただく

機会となればと考えております。 

 入賞作品は、市ホームページの掲載や公式ＳＮＳでの発信、その他様々なプロモーション

で活用させていただきまして、市内外に菊川の魅力を発信していきたいと考えております。 

 次に、審査員の選定基準につきましては、動画コンテストの実施に合わせまして、菊川市

出身のインフルエンサーによる市民向け動画講座の開催を計画しておりますので、講師の

２人には審査に加わっていただく予定です。 

 その他、高校生や大学生など動画をよく視聴する若い世代や観光や茶業、広報の関係者等

による審査を予定しております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。事業概要のほうに書かれているんですけれども、市内の

魅力を市内外に伝わるよう、戦略的、効果的なＰＲ活動を行うというようなものが書かれて

いるんですけれども、先ほど、説明の中にあった効果的な活用をするというようなこともあ

ったんですけれども、どのようなことを基本的に指しているのか、その点についてお伺いを

したいと思います。書かれている部分で。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。効果的なＰＲというところです

と、まず動画というところが今、非常に多く皆さんに活用いただいているというところがあ

りますので、その動画を使って菊川市の魅力を皆さんに撮っていただいて、皆さんの市民目

線であったり、市外の方の目線というところで予算を取っていただく。それで、こちらのほ

うもＰＲ素材として使わせていただく。そういったところで、市がすごくお金をかけてプロ

の業者さんに頼むというよりも、そういった目線での映像というところを出すことによって、

効果的に出していきたい、そういうふうに考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。本題的に目的を明確にして、正しく伝えるというのが本

来の形であるかと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 
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 なお、募集が４月で決定が１月、長いですよね。そういった点の、いわゆるスケジュール

的なことというものを少しお伺いしたいと思いますけれども、どうでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。現在、計画しているスケジュー

ルなんですけれども、４月に入りましたら募集を開始するようにしたいと考えております。

募集期間は11月ごろまでとちょっと長い期間を取りたいと考えております。その理由としま

しては、やはり、四季の風景、春でしたらお茶の景色であったり、秋であるとお祭りですと

か四季の景色をいろいろなところで撮っていただきたい、そういった思いがありますので、

なるべく11月ぐらいまで募集して、12月に審査、それから１月の、できれば17日に合併の日、

このときに発表という流れで持っていきたい。そんな考えで、そのようなスケジュールを今、

考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑のある方は挙手にてお願いします。よろしいですか。市

長公室全体の中で質問をしたい場合は、この事前質疑が終わってからお願いいたします。 

 ということで３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。４つ目の質問です。報償費の中で、現地案内の実施

に関わる協力者とは具体的にどのようなものか。また、現地案内の広報についてお伺いしま

す。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。報償費で現地案内の実施に係る

協力者とは具体的にどのような方か、また、案内方法はについてですが、移住、定住を進め

るための取組として、現在、移住を検討している方を対象に、菊川での暮らしを体感してい

ただく菊川暮らし案内を実施しております。 

 案内方法につきましては、子育て、教育環境、住まい、企業、農業など参加者のニーズに

合わせて提案したコースを１日１組限定で担当職員がマンツーマンでご案内しております。 

 また、実施に係る協力者につきましては、先輩移住者や農業従事者、市民活動実践者等を

想定しております。参加者の希望に応じて協力者のご自宅や職場、活動拠点を訪問させてい

ただき、直接お話を聞いたり作業を体感していただいたりするほか、市内の案内に同行させ

ていただいたりすることを想定しておりまして、ご協力いただいた方に謝礼をお支払いする

ものでございます。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  では、案内者というか、対象のお宅を見せるということで、複数の箇

所を準備をしておくということでしょうか、事前に。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。その参加者の方のどのようなと

ころを希望するかというところにもあるんですけれども、状況によりましては２か所回った

りですとか、そこでそれぞれ協力者がいたりというところもあろうかと考えます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。なければ、関連質疑

ございますから。 

 私から１点、自分から。これって、何人ぐらいを想定しているのかお伺いします。 

 答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。こちらは、２万2,000円の予算の

内訳ですけれども、現在、考えているのは、４時間未満の方につきましては１回3,000円、

４時間から８時間の方には5,000円というところで考えておりまして、5,000円の方が２回、

3,000円の方が４回分、そういったところを想定しております。 

 それから、ごめんなさい、４時間未満と申しましたけれども、４時間以下というところで

ございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。６人ぐらい来る方を想定しているということでよ

ろしいですね、分かりました。私からは以上です。 

 関連質疑ございますか。なければ、同じところで別の質問がありますか。松本委員、伺っ

ていないですね。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。同じ移住定住交流推進事業費というところで質疑をさせ

ていただきます。 

 新たに地方の就職学生支援事業費補助制度、こういったものが創設をされました。本事業

の対象者を創設した理由、それから広報、周知ですよね。基本的にどのように行うのか、お

伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 
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○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。新たに地方就職学生支援事業費

補助制度が創設されたら、本事業の対象者と創設した理由はについてですが、本事業は、東

京圏、埼玉、千葉、東京、神奈川の大学を卒業する学生に菊川市内への移住を伴う県内への

就職を支援するために実施するものでございます。 

 創設した理由につきましては、国が地方創生移住支援事業を拡充しまして、若者の地方移

住に対する支援強化として、新たに令和６年度から開始することから、本市においても制度

を活用し、本市出身などの東京圏の学生に本市への移住を促していきたいと考え、創設した

ものでございます。 

 対象者につきましては、東京都内の本部がある東京県内のキャンパスに通う大学生です。

卒業年次において東京圏内に継続して在住していること、地方企業への就職が内定している

こと、移住する意思を有していること等が要件となりまして、来年の春、令和７年春に４年

生大学を卒業予定の学生から適応となります。 

 また、交通費支援を受けた学生がその後、実際に就職をして地方移住をする場合、移転費

への支援を令和７年度に実施する予定となっており、詳細は今後、国から示されることにな

ります。 

 それから、広報はどのように行うかにつきましては、市ホームページの掲載や公式ＳＮＳ

での情報発信等に加えまして、就労支援を担当する商工観光課と連携し、対象となる学生や

保護者の皆さま等への周知に努めてまいります。 

 また、産業支援センターＥｎＧＡＷＡのセンターを訪れる学生等へも情報提供となって制

度の活用を図ってまいります。 

 それから、はたちの集いが大学３年生の年に皆さん集まるということで、そのときにも写

真を配付して周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。今、国の制度なもんで仕方がないかと思うんですけれど

も、学生のみということで言われましたけれども、先ほど、連携をしたいということであり

ますんで、産業支援センターとの連携をしたいと、そういうことであるもんですから、実質

的にＵターンとかＩターンとかＪターンっていうものがありますよね。基本的に浜松なんか

取り入れをして、そういった対象者を広げているということがありますので、今後、やっぱ

り考えるっていうことになれば、産業支援センターとリンクしながらこういった事業の環境
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を拡充するような形のほうが望ましいんじゃないかなと思いますんで、その考え方について

お伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。確かに産業支援センターができ

まして、そこにも学生の皆さんにも利用していただいて、居場所となっていただければとい

うふうに考えておりますので、そこで、具体的に何をやるというところが、今申し上げるこ

とができませんけれども、そういった移住、Ｕターン、Ｉターンをするような気持にといい

ますか、そういったところに意識を向いていくために、そういった移住とか菊川のよさとい

うところが、そういったところを意識したイベントなりＰＲ、ちょっと具体的に何をという

のは申し上げられませんけれども、産業支援センターのほうとそういった視点で何かできな

いかというところは相談してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１４番（松本正幸君）  先ほどちょっと漏れているかと思うんですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  14番。 

○１４番（松本正幸君）  周知の方法、先ほど、この事業の周知方法、それをどのように行う

のか説明をお願いしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。周知につきましては、先ほど申

し上げました、ホームページの掲載であったりＳＮＳの情報発信、そういったものも行って

まいりたいと思いますので、当然ですけれども、それに加えまして、東京のほうも移住のセ

ンター、そういったところとも、もちろん連携を図ってまいりたいと思います。 

 また、県のほうとも、こちら県内でも事業、ほかの市町でも手を挙げているまちもござい

ますので、そういったところ、県とも連携を図ってＰＲを進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑よろしいですね。関連質疑のある方

は。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番です。確認と言いますか、対象者についてですが、菊川市に住ん

でいて大学は東京圏に行って、それで就職をするという、そういうことであれば、対象者の

中に入るというふうに考えていいですか。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。菊川市出身者というところには

限りませんので、菊川市に移住をする意思を有している方が就職にかかった交通費を支援す

るということになります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。関連質疑のある方は。17

番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。今、対象は東京圏だけだというふうになっていたんです

が、中京圏とか大阪府は、そっちはだめなんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。本制度につきましては、東京一

極集中の助成というところの、そこの目的がありますので、東京圏に限った制度となってお

ります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑よろしいですね。関連質疑のある方

はお願いします。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。そうしますと、企業とか、大学なんかの、直接、大学

の就職とかそういう担当ありますよね。そういうところの働きかけというのはあるんでしょ

うか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。大学への働きかけにつきまして

は、国のほうもそこの対象の大学をリストアップするというところも聞いております。当然、

その大学のほうにも、またちょっとここは県との連携の話にはなるかと思いますが、働きか

けを行っていくということになろうかと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。大学の就職担当といいますと、非常に影響力が学生に

対しては強いと、私は思っておりますので、ぜひそこら辺に力を入れていただきたいと思い

ます。これは意見です。 

○分科会長（西下敦基君）  わかりました。ほかに関連した質疑はありますか。 
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 なければ、次の質問に移ります。６番目を直博委員、お願いします。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。２款１項７目市制20周年記念事業費、９ページにな

りますが、記念セレモニーの目指す目的、市内を委託先の選定はということでお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。記念セレモニーの目指す目的、

実施内容、委託先の選定についてですが、本事業は、市制20周年記念事業の締めくくりとな

るイベントを開催するもので、令和７年３月23日日曜日に菊川文化会館アエルで開催を予定

しております。 

 目的につきましては、これからの菊川を支えていく市民をはじめ、菊川市のあらゆる人た

ちと一緒に、これまで町の発展を支えてきた先人に感謝をするとともに、新たな未来へ思い

をつなぐことを目的としております。 

 実施内容につきましては、人にスポットを当てた市民参加型のイベントとして、市内で活

躍する団体、個人の皆さんに参加いただき、市制20周年を祝う特別な演出を披露いただくも

ので、具体的な参加者や演出等は現在、検討を進めている段階です。 

 また、本事業は、イベントの準備及び運営を効率的に行うため、開催に係る業務を一括で

委託するもので、映像機材等の備品の準備、舞台、音響、照明、映像等のスタッフ及びオペ

レーターの配置、司会者、出演者等の調整、機材や会場装飾等の設営、台本製作、プログラ

ム印刷等の業務を行うものとなります。 

 委託先の選定につきましては、本業務を実施するに当たってのノウハウや実績があること、

市内の様々な個人、団体との連携、協力体制が取れること、柔軟なアイデアや企画力を有し

ている、そういった事業者を選定していきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。ベクトルというんでしょうか、セレモニーを開催す

るに当たって、こういうことをやりたいんだという市のほうの考え方というんですか、抽象

的でもいいんですが、そういったものがあったら教えていただきたいんですが。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。方向といいますか、ベクトルと

いいますか、そういったところになりますけれども、これまでの締めくくりですので、20周

年を感謝という気持ちで振り返りながら、今後へ向かって、未来へ向かっていくという、そ
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ういったイメージとなれる、そういった思いを感じられるようなイベントにしていきたいと

いうふうに考えております。 

 今の菊川で活躍する皆さんが主役であって、菊川が魅力である、そういったメッセージ、

そういったものもそこで出していけたらというふうに考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。関連質疑ございますか。なければ、同じと

ころでもう一つ質問がありますので、山下委員から最後の質問になります。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下です。市制20周年記念の全国放送公開収録の内容と目的、

またその効果に期待するものはということで。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。市制20周年記念、全国放送公開

収録の内容と目的についてですが、こちらは10月27日日曜日、菊川文化会館アエルを会場に

ＮＨＫのど自慢の公開収録を実施いたします。ＮＨＫでは市制施行記念などを機に全国の自

治体から公開番組の実施申請を受け付けておりまして、最も実施規模が多いのは、のど自慢

と伺っております。なお、2024年度、来年度に県内で実施しているのは菊川市のみの予定で

ございます。 

 人気番組でありますのど自慢の放送によりまして、地域の皆さんの歌声とともに、菊川市

の魅力を全国に発信し、対外的な認知度を交渉、そういったものを担って実施するものでご

ざいます。 

 また、実施の効果に期待するものにつきましては、先ほど申しましたように、テレビの全

国放送により、市外、県外からの認知を獲得するとともに、市民の皆さんや菊川を離れ暮ら

している皆さんの菊川への思いを育むなど、地元愛の助成も期待しております。 

 前回、令和元年度に市制15周年記念事業として実施した際には、1,204組から応募がありま

して、予選会へ250組が出場いたしました。市内からも地区のサークルや団体の皆さんが本選

出場を目指して練習し、予選会に参加したという話も伺っておりますので、そういった地域

コミュニティーの活性化にも寄与するものと期待しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  再質問というかあれですけど、15周年で来ていただいて、５年しか

たっていないんだけども、そういったとき、ＮＨＫではのど自慢を派遣していただけるんで
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しょうか。ちょっと思ったんですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。我々15周年で開催できておりま

すので、難しいというところは当初ありました。ほかのいろいろなＮＨＫにも子ども向け番

組ですとか、いろいろな公開収録のメニューがございましたので、そちらも併せていろいろ

検討をして、申請をしたところなんですけれども、これの、ＮＨＫさんのほうからすると、

１回会場を利用しているので、要は会場の利用できるできないという条件的なものが分かっ

ているというところがあるようで、そこが選定された理由の一つかなというふうに捉えては

おります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。関連質疑のある方は

挙手にてお願いします。よろしいですかね。 

 以上で、事前の通知による質疑を終了します。 

 そのほかに市長公室の予算について質疑のある委員は、どこのページのどこからというこ

とを挙手でお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。すみません、通告なしであれなんですが、８ページだっ

たかな、魅力発信事業のところ、多分６ページですかね。ここの業務内容のところなんです

が、営業集約アドバイザー、あるいは市長のトップセールスということなんですが、旅費等

がここで計上されていますけれども、具体的なその計画っていうんですが、としてはどうい

うもの、どのようなものがあるかという点が１点。 

 それと、きくがわ応援大使は、数値目標というんですかね、何年か前ですか、二、三年前

にこれやったと思うんですが、この募集状況、現在の状況と募集状況、それとその効果がち

ょっと見えないような気がするんですが、これについてどうかという点。 

 それと、この情報発信の中で、業務の中で、市民向け魅力発信講座の開催ということです

が、この内容を教えていただきたいと思います。３点です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。一つずつ答弁させていただきま

す。 

 アドバイザーの関係ですけれども、こちらは、昨年度からアドバイザーとしてお願いして

おります鬼石さんのアドバイザーに対するいろいろなアドバイス、相談等に応じていただい
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ている関係の報償費でございまして、こちらは月々のものと、あとこちらに直接お越しいた

だくこともございますので、そちらの交通費のほうは出させていただいております。 

 それから、トップセールスにつきましては、市長が自ら東京のほうに行って企業を回った

りするところもございますので、そういったところで営業戦略アドバイザーが同行するとこ

ろにふさわしいと考えるところについては、一緒に同行していただいたりしておりますので、

その際に、こちら、市のほうからも一緒にそちらに同行する、そういったところで旅費を予

定しておるものでございます。 

 続きまして、応援大使につきましては少しお待ちください。 

         〔「数値はとにかく目的だとか効果が見えないというところ」と呼ぶ者

あり〕 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  数字につきましては、今ぱっと出ないんですけれども、人数

としましては300人強というところになります。効果としましては、応援大使、それぞれの皆

さんがそれぞれのできるスキルを活かしていただいて菊川の魅力を発信していただいたり活

動していただいたりというところになりまして、個々それぞれの活動というところになるん

ですけれども、中には、やはり仕事としていろいろ苦労をして、例えばＰＲにすごく立てて

いる方々、動画をつくっていただいたりというところもございますので、そういったところ

で、そういった応援大使の皆さんの力を借りて、皆さんで魅力を伝えていく、そういったと

ころが効果かなと思います。 

 また、今年度は、静岡ブルーレブズさんとも団体で応援大使に登録していただりというこ

ともございましたので、そういった団体での菊川を応援してくれる、そういったところもひ

とつ効果としてはあるのかなと思っておりますので、そういった団体も含めまして今後、人

数を増やしていけるように市は頑張っていきたいなと考えております。 

 それから、ＳＮＳの講座につきましては、こちらにつきましては、先ほど答弁にもありま

したように、動画コンテストの開催に当たりまして、市民向けの動画講座を開催する予定で

ございます。こちらにつきましては、動画コンテストに市民の皆さんも応募できるように動

画の撮り方、編集の仕方というところを学んでいただくとか、それで、コンテストに応募し

ていただく、そういうふうな流れになればと思いまして、来年度の早いうちに、菊川市出身

のインフルエンサーの方２人いらっしゃいまして、その若い方なんですけれども、その方に

お越しいただいて、自分たちが発信できるような、動画コンテストに応募できるような、そ

ういったところを目指しまして、動画の構成、撮影、編集、投稿までの一連を学べるような
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内容としたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。関

連質疑ございますか。 

 山﨑係長。 

○営業戦略課営業広報係長（山﨑  君）  営業広報係長です。登録者数に関しましては、

１月末時点で223組339名の方に応募していただいている状況です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですね。 

 ほかに全体を通して市長公室の皆さんに質問のある方はお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。令和６年度から、要するに市長公室というような形で機

構改革がされるということなんですけれども、それについて質疑をさせていただきたいと思

います。 

 市長公室を置いている市、全国でもかなりあります。そういった中で、その役割はいろい

ろあるかとは思うんですけれども、要するに、菊川市の役割、こういったものを少し説明し

てほしいなということで伺いたいと思いますんで、お願いをしたいと思います。市長公室の

役割。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。佐藤部長。 

○総務部長（佐藤雅巳君）  総務部長でございます。以前、全員協議会のほうでも申し上げま

したが、やはり、今の市長、長谷川市長、就任されてから３年になりますが、本当にスピー

ド感を持った施策の展開であるとか、広報・情報発信もそうですが、非常に職員に求められ

るものも多くなってございます。 

 そういう中で、今、我々がこう、私どもと企画財政部が出ているように、今現在、部が分

かれる中で秘書室と営業戦略課が連絡、連携しながら、非常に職員、今、頑張ってくれてい

ます。 

 それで、今回、市長公室を一つにしまして、一つの部、一つの室長が全体を広報、営業戦

略であり、いわゆる秘書業務ですね、そこを一括して組織としてマネジメントすることによ

りまして、今、行っているものをさらに高めてまいりたいという思いでございます。 

 今、松本委員がおっしゃったように、市長公室、名称は違いましたら、いわゆる市長の、

トップの考えをスピード感を持って運営化していく施策、事業化していくという組織がかな
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り多くの市には持ってございますので、私どもも今回の市長公室をつくることによりまして、

さらにそうした役割を高めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  市長の考え方はやはり基本だと考えますけれども、この中である交

流とかなんかっていうような姉妹提携の関係があるかと思います。地域支援課のほうでやら

れているもの、こういったものなんかも、国際交流を含めて、そこら辺の考え方というのは

市長公室のほうに置くべきではないかなと、自分は感じているんですけれども、事務文書が

基本的に僕らもまだ見ていないような状況でありますので、その辺の考え方を少し教えてほ

しいなと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。佐藤部長。 

○総務部長（佐藤雅巳君）  総務部長でございます。 

 例えば、今一番公表をしている小谷村は、議員さんが一番よくご存知だと思いますけれど

も、その経緯を申し上げますと、当然、塩の道のつながりの中で、交流が始まったというそ

ういう歴史もある中で、やはり地域の皆様の気持ちで始まった部分が経緯としてはあるもの

ですから、それで地域支援課という地域に一番近いところという部署で担当しております。 

 一方で、それぞれ交流をしている町はほかにもございますが、それぞれの目的に応じて交

流をしている、いわゆる経済的な交流があったりだとか、そういうのがございます。 

 その中で、今、地域支援課のほうで担当してございますけれども、そこは、同じ市長公室

の地域支援課総務で扱いますので、総務部長がおる中で、市長のその考えでそういう地域交

流にも生かしていけるような体制にはなるかというふうに考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１４番（松本正幸君）  いいです。 

○分科会長（西下敦基君）  ８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。20周年のセレモニーの件で、先ほどの課長さんのほ

うから、「夢」っていうキーワードが出てきたんですが、長谷川市長の「夢」っていうキー

ワードが非常に重要視されているみたいです。それから、歌会始、皇居でやる、あれも次の

年度のお題っていうんですか、あれも「夢」なんですね。 

 子ども議会の皆さんの話を聞いていると、非常に菊川市はこうしたい、ああしたいという
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そういう夢を提案されておりました。子ども議会だけではなくて、そういうセレモニーを開

いて、子どもさんとその中でいいんですが、将来の菊川市の夢っていうものを発表していた

だくっていう、そういうセレモニーはいいんじゃないかなというふうに僕自身、思っている

んですが、その辺はいかがですか。もう余力はありませんか、そういう。 

○分科会長（西下敦基君）  渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。 

 子どもたちに沿った夢というものに関しましては、現在予定しているのは、こども政策課

のほうで子どもたちの絵画展示というものを予定しております。こちらは「20年後の私」と

いうことで、そこで募集をして、そういったイベントで展示をしていきたい、そんなふうに

考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。そういうイベントを用意していただいているのなら、

そのときに同じ会場かなんかでＰＲというか思いを述べていただく。子ども議会ですと必ず

しもたくさんの人が聞いてくれているわけではなくて、会議とかなんかでやっていればでき

るのではないかなと思っています。いかがですか。 

○分科会長（西下敦基君）  少しちょっと予算からちょっとずれてきていますので、これで最

後ぐらいにして、答弁をお願いしてよろしいですかね。 

○８番（鈴木直博君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。渡邊課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  はい、営業戦略課長です。 

 今回、絵画を募集しますので、そちらのほうをいろいろなイベント会場で見ていただくこ

とで、市民の皆様にも子どもたちの夢というところも、そういった部分を感じてもらえたら

なというふうに考えております。 

 以上です。 

○８番（鈴木直博君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  市長公室の中で質問がある方は挙手でお願いします。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ちょっと戻って申し訳ないですが、５番目の松本委員の質問の中でち

ょっと確認をしたいんですけど、この学生の就活に要した交通費の２分の１支給というとこ

ろで、原則４年以上在学とあるのですけど、就活、インターシップを含めまして、就活とい



－98－ 

うのは３年でやると思うんですけど、その辺りは、これは４年でないとだめなんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  はい、答弁を求めます。渡辺課長。 

○営業戦略課長（渡邊真里君）  営業戦略課長でございます。 

 こちらは国のほうのルールでいきますと、就職活動に関する規定というものがございまし

て、６月１日、大学４年生は６月１日ですけれども、６月１日以降の就職活動の解禁で面接

があった。そういったところの方のみが対象となるものですから、早々その前に内定を出す

とか、そういった方が対象外となる、そういうふうに聞いております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  はい、答弁が終わりました。よろしいですか。 

○８番（鈴木直博君）  いいです。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに何かありますでしょうか。勝浦部長。 

○企画財政部長（勝浦敬豊君）  企画財政部長です。 

 ＮＨＫののど自慢のところで、議員からご提案いただきましたので、選考委員会の内訳の

ところをちょっと、過去にやった事例があってというところがあったというようなところで、

基本的にＮＨＫさんの判断基準みたいなものは交渉していないので、そこのところは、オフ

レコといいますか、あまり外に出さないように、せっかく選んでいただいて私どもも初めに、

５年前にやって、実はその前にもやったことがあって、現在35市町あれば35年に１回かなと

思うのが、５年、10年で２回、３回というふうにやっていただけるのは非常にありがたいこ

とで、ＮＨＫのほうにもそういったことで、菊川ばっかりというのが逆に皆さんに迷惑がか

かるといけないという、ちょっとそういった思いもありますので、そこのところはご配慮い

ただければと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、よろしいですね。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で質疑は終了します。ここで執行部は退席となります。お疲

れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の「市長提出議案に関して審議し結論

を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする」との規定に基づき、

委員間の自由討議を行います。 

 大きくは、魅力発信事業とか移住定住交流促進事業とか、あと市制20周年記念事業なんか

について質問があったかと思いますので、なければほかでもよろしいですが、ご意見ある委
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員は挙手の上、お願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、委員長に言ったとおり、これからの大きな課題とする

と、やっぱり人口減少をいかに抑えることができないにしても、少しでも緩和させるという

のが方策なんでしょうけど。 

 静岡県というのは移住定住の上位にランクされているということで、静岡県の中でも菊川

市がどうかということになっていくわけなんですが、ここでも魅力発信業務を菊川市も積極

的にやっているんですが、実効性のある移住定住策というのが本当に必要だなと思うんです

が、今日の話を聞いた中でも、ここが菊川市の魅力で移住定住につながっていくんだよとい

う、具体的なところが見えないなという気がするんですね。 

 どこの市町も、当然この課題というのは共通した課題なんで、こぞってそういった戦略を

立てているわけですが、非常に難しいなということを感じたところです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  はい、ほかにご意見がある方お願いいたします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。静岡県は移住定住の政策として基本的に４年連続で日本

一になっていると、そういうような状況であるんですけれども、なぜ人気があるかというこ

となんですけれども、半分は都市空間がある。それから田舎の風景、風情こういったものが

半分ずつに分かれている。そういうことで基本的に選ばれているというような理由があるん

ですけれどもね。 

 ただ一つ、菊川の状況なんですけれども、あまり入ってない状況にあるんだなということ

は分かります。それにはやっぱり働き場所の関係が出てくる話ですよね。やっぱり古い人ば

かり来てもらっても、あまりいい影響はないとそういうふうに思いますので、やっぱり若者、

これから時代を担っていただく方、こういった方々に来ていただくためのいわゆる政策、施

策、それを考えた場合、今日も出ていたんですけれども、地方就職学生支援事業費、こうい

ったものの関係が出ているんですけれども、これはやっぱり産業支援センターとの共生を含

んで、学生のみでなくていろんな支援を考えるべき、そういうふうに自分は考えているんで

すけれどもね。 

 実質的にもう少し拡充、いわゆる補助制度の拡充、これは自ら菊川市独自で行っているの

は構わんのじゃないかなと思いますよね、産業育成のために。 

 そういうふうに私は、長くなりまして申し訳ありませんけど、取りあえずこの辺で終わり

ます。 
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○分科会長（西下敦基君）  はい、ほかにご意見のある方は。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。今、松本委員がおっしゃるとおりだと思います。企業

とか余市とか様々なことが必要だと思うんですけども、駅北南北自由通路ができまして、大

体、駅から静岡、浜松は通勤圏内だと私は思っています、大学生とか学生も。 

 そうしますと、私の経験で行きますと浜松の北のほうになるとバスなんかも９時ぐらいで

終わってしますとか、もちろん車で通勤される方もいらっしゃるんですけれども、ＪＲとい

うのは12時ぐらいまでやっていますし、交通の利便性で考えれば静岡、浜松の通勤もゆうに

できますし、場合によったら名古屋まで新幹線で通っていらっしゃる方もいらっしゃるので、

そういう幅広い観点から移住定住をしていただくアピールというのは、私は大事だと思いま

す。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方はお願いします。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。学生の就活の支援ということで、交通支援というこ

とで、これはひとえに大切な生産性のある年齢層ですので重視していただけると。ただ、大

事なのはこれ制度があるというＰＲだと思うんですよ。そこをしっかりしていただければ多

くの学生さんに、こちらに就活に来ていただいて就職にもつながるということにもなると思

いますので、その辺をお願いしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方は。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。非常にこの３年間というのは市長代わりまして、広報と

いうんですか、魅力発信とかそういったことに積極的に取り組んできたということで、本来

の市長公室に格上げて言っていいんでしょうかね、そういう形になっているのかなと思いま

す。 

 ぜひ、積極的に進めて行ってもらいたいと思うのと同時に、私は広報・広聴ですから、市

のほうに耳を傾けると、広聴の部分では、また広く市民の意見を聞けるようなそういう体制

をとってもらいたい、このように思います。 

○分科会長（西下敦基君）  はい、ほかにご意見ある方は。はい、８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。短くいきましょう。大学を誘致するというのも一つ

手かな、それがここに下宿とかアパートがたくさんこう余っているのもあれば、新しくそう

いう分野、それによって効果としてこの地域の家庭教師とかそういうような人材を得ること

ができると、そういうことに対して、また市が援助をするという、そういうことをできるん
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じゃないかなということです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  はい、ほかにご意見ある方は。 

 １点自分から、魅力発信事業ということで動画コンテストをされるということで、これ外

注とかですと多分何百万とか何千万とかもしかかってしまうようなものだと思いますので、

市民からそういったものを、市をまた新しい魅力を発揮してもらうとか、そういったものを

また上げてもらって、そういった動画をつけて、それをまた市外に発信していくようなシス

テム。 

 議会だと休憩中に菊川の風景が流れているとかするので、そういった動画のやつを流して

もらうとか、駅ができたら駅で流すとか、また小学生部門とか作って、いろんな団体からい

ろんなジャンルに上げてもらうような努力をしてもらえれば、本当にいい事業になるかなと

思いましたので、このまま注視していきたいと思いました。 

 以上です。他にご意見ある方は。よろしいですかね。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、市長公室に係る審査を終わります。 

 ただいま出されましたご意見等をもとに分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員

会にて報告させていただきます。分科会報告の作成にきましては正副分科会長に一任願いま

す。 

 以上です。 

 

休憩 午前 ９時２９分 

 

 

再開 午前 ９時３２分 

 

○分科会長（西下敦基君）  続きまして、総務課の予算審査を行います。 

 初めに、相羽総務課長、出席者の紹介をお願いします。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。本日の出席者ですけれども、私、総務課長の相

羽です。よろしくお願いいたします。 

 契約検査係の主幹兼係長の内田でございます。 
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○総務課主幹兼契約検査係長（内田  君）  内田です。よろしくお願いします。 

○総務課長（相羽康一郎君）  行政係の係長の塚本でございます。 

○総務課行政係長（塚本  君）  塚本です。よろしくお願いいたします。 

○総務課長（相羽康一郎君）  人事研修係長の松下でございます。 

○総務課人事研修係長（松下  君）  松下です。よろしくお願いします。 

○総務課長（相羽康一郎君）  以上、よろしくお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、質疑を行いますが、初めに事前通知を提出された委員

からお願いいたします。ということで、１つ目を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  １番目、１つ目です。３番 坪井です。 

 オンライン研修の増加、職員研修負担金の減額により事業費が減額となっているが、研修

機会数は増えているかの問いです。よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。坪井委員のご質疑にお答えいたします。 

 職員研修につきましては、開催場所が近い順にやっているところを申し上げますと、市が

独自で実施する研修、あと、菊川市、牧之原市、御前崎市の３市で合同で実施する研修、あ

と、静岡市で開催されます静岡県や静岡県市町村振興協会主催の研修、それから、名古屋や

東京で開催される民間団体の研修、あと、千葉県、滋賀県の地方自治体職員を対象とした公

的研修機関での研修がありまして、それぞれに職員を派遣しております。 

 今回、事業費が減額となっておりますのは、静岡県や静岡県市町村振興協会主催の研修、

民間団体の研修につきましては、オンラインで受講を選択することで、参加にかかる旅費が

減額となっていること、あと、１回当たりの負担金の額が大きい遠方で開催される研修につ

いて、これまでの研修実績などを踏まえて、参加対象を精査したことによるもので、減額と

なっております。それ以外の研修につきましては、令和６年度の参加対象研修数は、令和

５年度と同程度か増となっており、オンライン研修につきましては、会場の制約が少ないと

いうところで、参加希望者が多く受け入れられている状況にありますので、全体として研修

機会は増となっていると言えるような状況になります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  オンライン研修につきましては、今後もオンラインでいくということ

でしょうか。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。県や市町村振興協会の研修については、研修の

実施方法がオンライン研修ということで指定になっています。あと、東京とか名古屋とかで

開催される民間団体の研修については、現地といいますか、東京とか名古屋まで足を運んで

受けるという方法と、あとはオンラインで受けるという、選択できる研修がありますので、

そういったもので選択できる研修については、基本、オンライン研修で受講してもらうと、

そのような対応としているところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  この点に関して、関連質疑がある方は挙手にてお願いします。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、同じところの質問で松本委員から２番目の質問をお願

いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。同じ職員研修費の関係で質問をさせていただきます。Ｉ

Ｔパスポートの資格取得講座講師謝礼と試験受験手数料が計上されておりますが、資格のメ

リットと対象者、こういったものをお伺いさせていただきます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。松本委員の質疑にお答えします。 

 ＩＴパスポートは、国家試験であります情報処理技術者試験のうちの一つで、ＩＴに関す

る基礎的な知識を理解できているかが問われ、ＩＴ系の国家試験では入門のレベルに当たる

ものでございます。今回の講座につきましては、本市と包括連携協定を締結しております静

岡産業大学に講師の派遣をお願いいたしまして、ＩＴパスポートの試験合格に必要な知識を

学ぶことで、仕事で必要となる基本的なＩＴ知識を身につけることを基本としつつ、それぞ

れの職場における課題をＩＴを活用して解決する思考の方法、そういったものについても学

んでいくことを予定しているものでございます。 

 本講座の受講対象者は、入庁４年目の職員を対象としておりまして、令和６年度は15名の

職員が対象となります。今後、継続的に実施していくことで、ＩＴを効果的に活用していく

ための基礎を身につけたデジタル人材の育成を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますが。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。この国家試験でありますけれども、経済産業省認定の国

家試験ということで伺っておりますけれども、これってかなり早くから始まっているんじゃ

ないですか。恐らく2009年の試験が始めということで、少し調べてみたらあったんですけれ

ども。取組が遅いなという感じがするんですけれども、その考え方についてお伺いをしたい

と思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。今、松本委員がおっしゃられたとおり、この試

験については2009年からということで、結構早い時期からあったところなんですけれども、

この時期にやるのは、試験自体はもっと前からあったものですから、始める時期は遅いので

はないかと言われると、そのとおりでございまして、市でもＩＴに関するところ、機構改革

でＩＣＴの係をＤＸの推進係と情報の係に分けたりとか、そういう取組の一つの中として、

今後、行政のデジタル化とか、そういうところへの対応というのを組織的に進めていかなけ

ればならないというところの中で、まず、よその自治体でも取り入れているところがある今

回のＩＴパスポートの資格試験、そこを学んでいくところから始めて、より高度な内容を、

そこをステップの第１段階として学んでいくような、そういう形で進めていきたいというこ

とで、今回、予算計上をさせていただいたものとなります。 

 以上でございます。 

○１４番（松本正幸君）  分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  補足説明を。佐藤部長。 

○総務部長（佐藤雅巳君）  総務部長でございます。今、総務課長も答えさせていただいたと

おりなんですが、比較的、ＩＣＴであるとか、最近ですとＤＸという言葉が使われますが、

そうした研修は、県であったり市町村振興協会であったり、先ほどの民間団体の研修などが

メインとしてありました。私どもは、そこに、そこを担当する部署の職員を中心に派遣をし

てまいりましたが、今回、このＩＴパスポートにつきましては、採用４年目の職員は漏れな

くということでございますので、若い人間の力、そしてスキルであるとか、ＩＣＴに関する

姿勢といいますか、そういうものを身につけさせて、将来、その中から役所のＤＸの中心を

担うような人材も出てくると思いますので、そういうものを継続的に行うことによりまして、

ＩＴパスポートの取得も重要なんですが、そこに至るプロセスも非常に重要だというふうに

思っておりますので、そういうものを継続して行うことによって、役所内全体のＩＣＴのス
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キルアップにつなげてまいりたいと、そういうふうに考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はございますか。 

 すみません、関連質疑で私から１点。資格を取得する方、できなかった方が出てくると思

うんですけど、それって処遇に何か影響があるのか。あと、これは絶対取らなきゃいけない

ものなのか。そこら辺は職員にプレッシャーがかかってくるのかなと思ったんですけど、そ

ういった点について答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。こちらの試験ですけれども、当然、受講するか

らには合格することを前提としてやっていくことになりますので、それで合格できないとい

うことであれば、研修に臨む姿勢としてどうなのかということになりますので、人事評価の

中で、そういった点は減点項目といいますか、そういうところでは、当然、反映されるべき

ことだと思っております。 

 先ほど申し上げましたけれども、試験に合格するための勉強をするということも当然ある

んですけれども、そこの合格をしつつ、ＩＴの技術を使っていろいろなことを解決する手法

を学んでいくという、そういうところもありますので、当然、そこのところを主に勉強して

いってもらいたいと思っております。ですが、当然、そういう勉強をすれば合格するのも当

然でありますので、ここで合格できなかった場合については、当該職員に１回の受験料につ

いては市のほうで負担をいたしますが、それ以降については本人の負担を求めるような形で

対応してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。そうすると、これから４年目の方は、ずっとＩＴ

パスポートを持っていくような感じになってくるということでよろしいでしょうか。 

 答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  そうですね。４年目で研修を受講した職員については、そこで

ＩＴパスポートの試験に合格した職員を育成していくというふうに考えてございます。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。関連質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  これは来年度が初めてですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  来年度からなので、来年度が初めてになります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 
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○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。これは大体50％ぐらいの合格率の資格試験のようで

すけれども、求めるところはどの程度でしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  この試験を産業大学のほうにお願いするに当たって、産業大学

の方と打合せをしたんですが、こちらの試験は、本当に初歩的なもの、一番入門的なものな

ので、一般の方も受けられる方がいらっしゃるんですけれども、元々、基礎的な知識のある

地方公務員の方なら、誰でも普通は合格しますということなので、そこは合格割合100％は、

いって当然だというふうに考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。関連質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ５年目以上の方は、どういうふうにされるおつもりですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長でございます。今、５年目以上の職員については、対

象となってこないわけなんですけれども、それ以上の職員についても、別の形といいますか、

このＩＴパスポートではないんですけれども、オンライン研修等で、こういったものの知識

を学ぶ機会というのはありますので、そういったところで、それ以上の職員については学ん

でいくというところなんですけれども、ただ、今回、来年度が４年目の職員から始めるとい

うことでありますので、来年度の実施状況を見て、それ以上の職員についても対象化とする

かどうかというところは、そこは検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。関連質問ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、３番目の質問、須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。２款１項１目文書管理費についてお伺いいたします。

説明資料15ページ、タブレットで19ページになります。需用費が約150万円増額されています

けれども、この主な要因をお伺いいたします。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。須藤委員の質疑にお答えします。 

 需用費の主な増額の要因ですけれども、コピー用紙の価格の高騰によるものが大きな要因

でございます。いろんな資料を印刷するのに使っているコピー用紙ですけれども、使用量自

体は、コロナ禍で業務が増加した中でも、電子化の効果などもありまして、ここ数年、使っ

ている量自体は、ほぼ横ばいで推移をしております。しかしながら、いろんな物価高騰の中

で、Ａ４のコピー用紙、１箱500枚入りの５冊分で2,500枚分の単価、１箱当たりの単価なん

ですけれども、令和３年に1,815円、令和４年に1,925円、本年、令和５年が2,420円と、毎年

上がっておりまして、令和６年には2,640円となるような見込みでございます。令和５年度の

当初予算の積算時には、1,925円で見込んでいたんですけれども、６年度の当初予算の積算時

には2,640円と、約37％の値上がりとなっておりまして、この影響によりまして、需用費の予

算が約150万円ほど増額となっているものでございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですね。４番目の質問を東委員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。２款１項１目行政法務費、説明資料27ページです。委

託料の昨年度よりの増額理由は。弁護士費用の値上げは今後とも続くのか。令和５年度の相

談、助言及び調書作成の委託件数並びに訴訟委託件数を伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。東委員の質疑にお答えします。 

 最初に、委託料のほうの主な増額理由についてですけれども、２点ほどございます。１点

目は、全庁内で職員が使用しております法令支援システム使用料の値上がりによるもので、

80万1,000円の増額となっております。 

 ２点目は、顧問弁護士の委託に係るもので、訴訟委任契約分の委託料が55万円の増額とな

っております。 

 次に、弁護士費用の値上げが継続するのかについてですけれども、令和６年度分の増額は、

先ほど説明しました訴訟委任契約に係る増額分となります。令和５年度中に発生した訴訟案
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件について、顧問弁護士と訴訟代理人の委任契約をし、手続を進めているところですけれど

も、令和６年度への継続案件となったため、再度、訴訟委任契約を締結したことにより、費

用が増額となったものでございます。この訴訟手続が終了すれば、増額分の計上はなくなる

ものです。 

 次に、令和５年度の相談等の状況についてですけれども、これまでに相談案件が13件、相

談・助言回答件数が18回、調書等の作成実績はなく、訴訟委任の件数が１件となります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑はございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。弁護士の訴訟代理費用、これというのは、今、何件

くらい考えておられるのですか。６年度で。顧問弁護士の費用と訴訟代理の費用は別ですよ

ね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  訴訟の代理人の委任契約は、６年度で１件。今、継続している

のは１件のみでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  分からないかもしれませんが、予定ではいつ頃終わるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。塚本係長。 

○総務課行政係長（塚本  君）  塚本でございます。実際には、訴訟の（  ）のほうは、

現場のほうは担当課であります企画政策課と建設課のほうで対応しておりまして、詳しいこ

とは分かりかねますけれども、自分が報告を聞いている限りでは、今年度、８月に口頭弁論

をスタートいたしまして、今、４回ほど口頭弁論を行っております。来年度の４月11日に

５回目の口頭弁論が予定されておりまして、弁護士の先生曰く、４月11日で、ある程度、終

結を迎えられるのではないかという、確定的なことではございませんけれども、かなり終盤

のところまで来ているように聞いております。 

 以上です。 

○８番（鈴木直博君）  分かりました。ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございませんね。関連質疑のある方
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は挙手にてお願いします。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。では、５問目の質問を陽仁委員からお願いしま

す。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  ２款４項97目市長及び市議会議員選挙費、タブレット40ページ。選

挙広報について、市ホームページやＳＮＳ、菊川駅などへ掲載方針を伺う。無投票選挙とな

った場合の選挙広報の扱い方針を伺うということで。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。横山陽仁委員の質疑にお答えします。選挙広報

の配付、周知等につきましては、これまで新聞折込による各世帯への配付、市の庁舎・地区

センターなどへの配架、市ホームページへの掲載、希望者への個別輸送等により実施をして

きております。 

 ご質問にあります菊川駅への配架につきましては、ＪＲ側の意向により、実施が困難です

けれども、多くの市民の方に見ていただけるよう、ＳＮＳを活用し、市ホームページの選挙

広報のページへ誘導を促進するとともに、市内各所にありますセブンイレブンへの配架に向

けて、今、セブンイレブンさんのほうと協議をしているところでございます。 

 無投票となった場合の選挙広報につきましては、公職選挙法第171条及び条例の規定により、

発行の手続を中止することとなっておりますので、この場合は作成はいたしません。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、６番目の質問は取下げになっていますので、その次に

行きます。７番目の質問を、また陽仁委員からお願いします。 

○１１番（横山陽仁君）  ６款１項２目職員給与費（農林課）、58ページ。これは２人工程度

の減少なんですけれども、農林課でどういう事業、仕事が不要となって減ったのかというこ

とです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。横山陽仁委員の質疑にお答えします。 
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 職員給与費につきましては、当初予算の編成の時点では、各部署に配置される職員の人数

や年齢構成等は、まだ人事異動が決まっていないので定まっていない状況にあるため、令和

５年度の職員配置をベースに、予算のほうを計上しております。 

 農林課は、前年度の令和４年度から全体の職員数自体は変わっておりませんけれども、令

和５年度に新たに配置となった職員が、再任用の短時間勤務職員や若手職員に配置替えなっ

たことによりまして、職員１人当たりの単価が下がったといいますか、そういうことで約570

万円の減額となったものでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。関連質問ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、８番目の質問を東委員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。７款１項１目職員給与費、説明資料61ページ。産業支

援センターに配置する職員の人数及び役職を伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。東の質問にお答えします。 

 産業支援センターには、課長級の職員１名、あと係長級の職員１名、それから主任主査以

下の職員の一般職１名の計３名の配置を予定しておりまして、３名分の給与費を計上させて

いただいております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  そうしたら、９番目の質問、また横山陽仁委員からお願いします。

11番。 

○１１番（横山陽仁君）  ８款４項１目の職員給与費（都市計画課）、65ページです。18節と

いうのが去年登場してきたんですけれども、去年の最初の当初予算には載っていたんですけ

れども、今年からこれは不要になったのはなぜかということです。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。横山陽仁委員の質疑にお答えします。 

 令和５年度は都市計画課に県からの技術派遣の職員を配置しておりまして、技術派遣の職

員の給与は県から支給されて、その給与費の相当額を市が負担金として県に納付するという

ような形を取っていたため、18節のほうに、その負担金を計上しておりました。 

 令和６年度につきましては、県からの技術派遣という形ではなくて、県の職員を市の職員

に身分替えして、市から直接給与を支払うという割愛という制度によりまして、その職員を

菊川市に送ってもらうよう県に対して要望していることから、負担金の計上はなくなったと

いうものとなります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番です。ということは、この方は市の職員になるという形ですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。誰かということは、まだ県の人事異動も出てい

ないものですから、今、申し上げられないんですけれども、県のほうに職員を派遣してもら

って、その派遣してもらう職員は、県の職員から市の職員に身分替えをして配置すると、そ

のような考えでいくということになります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  ないです。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の10番目を私から。９款１項４目職員給与費（災害

対策・水防費）ということで、内容として、一般財源から災害対策費用保険金へと変更され

ているが、災害があったときは保険金から手当てがされるということなのか。また、保険金

額は、どの程度であるのか、お伺いします。 

 答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。西下委員の質疑にお答えします。 

 こちらの保険ですけれども、令和５年度から災害対策費用保険に加入をしておりまして、

令和６年度は、令和５年度よりも、より支払金額の高いプランへの加入をしておりまして、
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その加入にかかる費用については２款１項12目、事業番号１番の諸費に予算のほうを計上し

ております。この保険は、大雨等によりまして、高齢者等避難、または避難指示を発令した

際にかかった費用が保険金として支給されるもので、職員の時間外勤手当もその対象となり

ます。この災害対策・水防費の予算科目から時間外勤手当を支払うことになる場合というも

のにつきましては、災害対策本部を設置し、高齢者等避難、または避難指示を発令する規模

の災害が発生している状況を想定して予算措置はしているということから、当該時間外勤手

当の財源として保険金を充当しているというものでございます。 

 また、保険金の額でございますけれども、高齢者等避難の指示の場合は、かかった費用の

50％、避難指示の場合は100％で、１事故といいますか、１回当たりの支払い限度額は300万

円。年間の支払い限度額は1,500万円となっております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑させてもらいますが、保険金が諸収

入で180万となっていますが、これって、災害、大雨が３回、４回とかあったら、上限のほう

までいったりとか、大分、変動が考えられるということでよろしいでしょうか。 

 答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。災害の対応によって、職員がどれだけ待機とい

うか、実際に出ているかというところで変動がございますので、そこは大雨等の発生状況に

よって、保険金の対象となる額も変動するということになります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。あと、ちょっと分からなかったのが、ほか

のところで諸費で入っているということで、この保険金額の年額、高いプランの金額は幾ら

でよろしいでしょうか。 

 答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。諸費のところの保険料の金額なんですけれども、

本年度は99万円だったんですけれども、令和６年度については207万2,000円が保険料の金額

となっております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。微妙な上がり。答弁をいただきました。私からは

再質問はございません。関連質疑のある方は。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。ちょっと教えてください。今、能登半島地震のほうに
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職員を派遣されていると思うんですけれども、その方たちは対象にはならないんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。これは菊川市で大雨等があって、それで避難指

示または高齢者等避難を発令された場合ということなので、被災地に派遣している職員につ

いては保険の対象にはならないです。ただ、特別交付税とか、そういうところの措置があり

ますので、何らかの形で、国から財源補填といいますか、そういうものの対象にはなります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございませんか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  ３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。高齢者でレベル３だと思うんですけれども、避難指

示ですとレベル５の避難指示になると思いますけれども、レベル３については、市内全域が

入ると思うんですが、レベル５に関しては、自治会単位で地域ごとになるはずなので、その

辺りはどういうふうな扱いになるんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。松下係長。 

○総務課人事研修係長（松下  君）  人事研修係長でございます。例えば、一部の地域だけ

出たという場合にも、そこのところだけではなくて、菊川市内の一部でも出ていれば、そこ

のかかった費用全体が保険の対象という形になっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はよろしいですか。 

 あと１点、自分から確認で、今、大雨等と言われたんだけど、これは大地震とかっていう

のも当てはまるということよろしいでしょうか。確認です。 

 答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。こちらについては、地震については補償の対象

とはなりません。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。ほかに関連質疑とかがある方はお願いします。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、11番の陽仁委員からお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。10款７項１目の職員給与費（認定こども園）、78
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ページ。給与費増の理由を教えてください。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。横山陽仁委員の質疑にお答えします。 

 こちらの認定こども園の職員給与費でございますけれども、令和５年度は、おおぞら認定

こども園の職員２名が、年間を通じて育児休業を取得していたため、当該職員の給与を予算

計上しておりませんでした。その２名の職員は、令和６年度の４月と５月にそれぞれ復職を

予定していることから、令和６年度については、その２名分の給与についても予算計上をし

たため、おおぞら認定こども園の給与費が増加となったものでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。もし分かれば、正規職員、年度任用、あとほか、

この３種類で、今、何人いるか分かりますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めますが、もし分からなければ後でということでもよろ

しいですか。 

○１１番（横山陽仁君）  いいですよ。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。すみません、今、すぐに明確な数字がお答えで

きないので、改めてお答えさせていただきます。 

○分科会長（西下敦基君）  これについて関連質問ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で事前通知による質疑を終了します。 

 その他、総務課の予算について質問のある方は、場所とかをはっきりと言って質問をお願

いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、事前通知じゃなくて申し訳ないですが、タブレットの

30ページですが、入札の契約総務費ですが、ここで契約、入札についてですけれども、菊川

市では市内業者の活用促進というところがありますよね。市内に本店を置くもの、あるいは

営業所があるわけですけど、さきのこども園の契約において、共同企業体による契約が行わ

れました。そのときに、もしこういった活用促進という規則があるのであれば、何で菊川市

内に本店を置く業者が契約できなかったのかというのがあるんですが、その入札を執行する

に当たって、その辺のことが何で盛り込まれなかったのか、少ないからできなかったのかと
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いうのをお聞きしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。内田係長。 

○総務課主幹兼契約検査係長（内田  君）  契約検査係でございます。認定こども園の入札、

建築、それと水道の機械設備、３つほど出たと思います。その中で、今おっしゃるのが建築

部分の関係だと思います。菊川市が指名した業者としましては、指名というか、参加資格、

あれは公募型でやったんですけれども、市内の業者も十分入れるような条件でやったわけな

んですけれども、価格競争といいますか、その中で市外の支店営業所の方が共同体で落札さ

れたという結果になってしまったので、それに関わらず、市内の業者はできるだけ指名参加

できるような条件を設定をさせてもらっているのは事実でございます。ただ、今回の場合は、

入札の結果でそういうことになってしまったということでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  要件として、やっぱり市内業者が契約に参加するというのは非常に

重要なことで、この要件として、ＪＶですので、親子の関係かなと思うんですけど、その中

の一つの要件として、ＪＶを建設課で組むのに、菊川の市内業者が入るような要件を１つつ

ければよかったと思うんですが、今後においても、この件については、私も以前からずっと

定言してきていることなんですが、非常に残念な結果だなと思ったんです。これは、その要

件を変えることができなかったわけでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。内田係長。 

○総務課主幹兼契約検査係長（内田  君）  契約検査係長でございます。ただいまいろんな

要件を、うちのほうが持っている指名委員会という組織がございます。その中で、現在、ま

だ発表まではいかないですけれども、入札の参加要件という検討を始めております。その中

で、会の意向としても、できるだけ市内業者の枠を広げていきたいという考えを基本に持っ

て、今、その作業に入っていくところでございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですね。関連質問はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、総務課全体の中で質疑のある方は。相羽課長。 

○総務課長（相羽康一郎君）  総務課長です。先ほどの横山陽仁委員の、おおぞらの職員数の

関係なんですけれども、本年３月１日現在で、正職員が19人、会計年度任用職員は、短い時
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間の勤務の職員も含めて37人という状況でございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですね。 

○１１番（横山陽仁君）  いいです。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに何かなければ、以上で質疑を終了しますので、ここで執行

部は退席となります。お疲れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し、結論

を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、

委員間の自由討議を行います。 

 総務課の中では、最初、職員研修費で、オンライン研修とかＩＴパスポートの関係とか、

あと各給与費、また災害対策の保険金とかありましたが、それぞれご意見をよろしくお願い

します。発言は挙手の上、お願いいたします。 

 何かございませんか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、事前通知でされているのも、幾つか重要な点があろう

とは思いますが、そこを踏まえて発言をさせてもらった入札の関係ですけど、今回について

は、５億円余の工事契約が出されたわけです。これは市内業者が入れなかった。入ったんで

すが、競争入札ですので、契約できなかったというのが実態なんですけれども、今の金額に

しても、５億余の金が市外業者に受注が決まったというのは、非常に残念なことで、この辺

の整理をしていくべきだなというのは、本当に強く私は思っています。 

○分科会長（西下敦基君）  もし、こちらに関連する意見があれば。なければ、ほかのところ

でもよろしいと思いますが。 

 １点、自分から質問したところで、職員給与費になっていたけど、結局、保険金って、災

害時の人件費が賄われる保険ということで、保険金に対して、また災害があったときの予算

が、とんとんなのかなと思ったんですが、これが大きな災害があったときは人件費が結構出

てきて、お得かなと思ったんですけど、何もないときは保険金を払っているだけかなという、

難しい金額だなと思いましたので、これは様子を見ていきたいかなと私は思いました。 

 以上です。 

 ほかに。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。定員管理計画の関係で、基本的に機構改革、その他、い

ろいろで、これから人が動く、異動の関係が出てきます。その中で、新たに産業支援セン
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ター、ここへ３名と言いましたか、そういう形で異動するような形があります。実質的には、

令和６年から10年、この定員管理計画の策定がされておりますけれども、最終的に11年で328

人というような形で定員を決めてあるような形になっているんですけれども、その中には令

和６年と８年と10年、確か２名ずつ増員をしていきますよというような話があるんだけれど

も、やはり定員管理計画があることによって、もう少し増員をしようと思っても、基本的に

は計画に基づいてやりましょうというような形があるんだけれども、やはりそういった各課

の事業が膨らんだ場合には、恐らく定員、職員の数は多く必要とされるんですよね。そうい

った関係上から、定員管理計画、そういったものをつくる必要があるんですけれども、機構

改革とこれがマッチングしていないというような状況にあるかと思うんです。計画の関係、

そういったものについて、本来的にはやるべきじゃないかなと思います。 

 目標設定に当たる考慮すべき事項というのがあるんだけれども、これは社会情勢、行政需

要の変化への対応とか、職員の仕事と育児・介護の両立支援、それから高年齢職員の適正配

置とか、そういったものが書いてあるんですけれども、やはり適材適所の、これから人事異

動等があるかと思うんですけれども、そういったものに心がけてほしいなということを思い

ました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方は挙手にてお願いします。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。資格取得のところで、ＩＴパスポートの資格、市役

所からお金が出てということで、資格取得をしてくださいと。100％を目指しているようです

けれども、かなりプレッシャーがかかります。これ以外に、自己啓発分というのは非常に大

切かと思うんですが、自己啓発分の資格取得に対しては、報奨金も何も実は市役所にないも

のですから、例えば、これからゼロカーボンシティを宣言しましたので、エネルギー管理士

とか、その辺りも必要になってくるものですから、そういう自己啓発の資格取得に対して報

奨金を与えるとか、そういうことも考えたらいいかと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見で。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  先ほど松本さんが言われた人員の関係ですけれども、65までの再任

用職員がこれから出てくるものですから、逆に言うと、そういう人たちが出てきたときに、

うまく人員配置も含めて、そういうベテランなものですから、うまいこと活用しながら、そ

の人員計画をもう一度目直すという。そのときに、再任用のベテラン職員というのは、結構、
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役に立つんじゃないかなと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見あれば。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  大体よろしいですか。 

 以上で、総務課の予算に関わる審査を終わります。 

 ただいま出されましたご意見等を基に、分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員

会に報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任願い

ます。 

 ここで10分くらい休憩でよろしいでしょうか。あと地域支援課があります。結構、十何分

かは巻いていますので。ですので、半ぐらいからスタートでよろしいですね。 

 

休憩 午前１０時２１分 

 

再開 午前１０時２８分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、休憩を閉じて会議を再開し、地域支援課の予算審査行

います。 

 初めに、石川地域支援課長、出席者の紹介をお願いします。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

 今日、出席の職員ですけれども、市民協働係の岡田主幹、自治進行係の落合係長の３名で

対応させていただきます。よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、質疑を行いますが、事前通知を出された委員から挙手

にてお願いいたします。ということで１番目、坪井委員。 

○３番（坪井仲治君）  １番目の質問をいたします。 

 男女共同参画推進費ということで、託児業務委託とありますけれど、対象年齢と受け入れ

想定人数についてをお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長です。坪井委員からのご質問にお答えします。 

 この事業の委託につきましては、市民向け講演会に子育て世代も参加してもらうため、令

和５年度事業から新規で計上させていただくもので、実際に託児業務を行っている団体と協
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議し、対象年齢ゼロ歳から３歳を５人、３時間を想定しております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑はございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の質問を山下委員からお願いいたします。 

○１７番（山下 修君）  お願いします。２款１項８目防犯対策推進費です。自治会防犯灯省

エネ化整備工事999万6,000円の算出根拠は。 

 また、ＬＥＤ防犯灯に変えるとした理由と各自治会への配布方法は。 

 さらに、200基は全体の何割ぐらいになるのかということで質問させていただきます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長です。山下委員からのご質問にお答えします。 

 最初に、自治会防犯灯省エネ化整備工事999万6,000円の算出根拠はにつきましては、蛍光

管防犯灯からＬＥＤ防犯灯への付け替えは１基当たり４万9,997円を見込んでおり、これに付

け替え予定数の200基を乗じたものとなっております。 

 次に、ＬＥＤ防犯灯を200基とした理由と各地区への配布方法はにつきましては、付け替え

工事に当たり、自治会への周知及び要望を取りまとめ、あと職員による現地確認、施工を行

い、１年間で完了するには年間200基が限度ではないかと判断しております。 

 なお、自治会からの要望を募り、希望数が予定数を超えた場合には令和５年度の例と同じ

く自治会の負担軽減の点から全ての自治会へ平等に実施するため、要望を頂いた自治会当た

りの上限、令和５年度は６基ですが、を設けるようにします。 

 最後に、200基は全体の何割かにつきましては、防犯灯のＬＥＤへの更新状況について、本

事業計画を検討するに当たって設置業者への聞き取りをする中で、蛍光灯防犯灯が1,000基程

度使用されるのではないかと推測され、200基は全体の２割程度となっております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  令和５年度のときは６基ずつに分けたということですけれども、そ
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のときは各自治会６基でなんて……。もっと10基欲しかったよ、12基欲しかったよと、こう

いうような要望が多分あったと思うんですけれど。そうすると、６基で終えた自治会なんて

いうのは多分ないと思うんですけれども、そこら辺の状況で今期も同じような割り振りにな

るんですか。したほうがそれらの各自治会の負担金とかを考えたほうがいいのかなあと思う

んですけれど、そこら辺の考え方はどうなんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

 令和５年度ですけれども、申請数が324基申請されていました。200基を目指して199基、ち

ょっと１基を実際に現場を見て開けてみたらもうＬＥＤに変わっていたというのがありまし

たので、それについては減ということでさせてもらっています。 

 昨年度のＬＥＤの付け替えの自治会は40自治会、申請があった40自治会の中で最大で６基、

平均すれば５基ぐらい。最初のところはもうほとんど付け替えられていたところもあるみた

いですので、閉め切っているところがありました。そういう形で状況によって自治会の状況

によっては変わりますけれども、なるべくある自治会だけに設置するようなことなく、平等

にいきたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  ぜひよろしくお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  ここの項目の中に以前から、もうそろそろ防犯カメラというものは

警察のほうからも相当要請があると思うんですけれども、また今年の予算では防犯カメラに

ついていないんですけれど、その辺の計画もしくは見通しがあったら教えてください。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ＬＥＤから防犯カメラというとちょっと。 

○１１番（横山陽仁君）  防犯対策推進費の中で。 

○分科会長（西下敦基君）  ということで答弁できますか。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

 今のところ、防犯灯をメインに整備しています。今、公共の施設につきましては監視カメ

ラというものを設置しておりまして、公用車につきましては更新に当たってドライブレコー

ダーをつけようと思っています。そういう形で段階的に整備をしたいと思っていますので、
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よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  この部分で関連質疑。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。関連で、この器具の交換というのは蛍光管のものが

古くなったという条件も持つのかです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  まず、古くなったというよりも蛍光管自体が電気代がかかる。

あと環境にも悪いというのがありますので、そういうのにつきましては、なるべく早期にＬ

ＥＤ化を進めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑よろしいですか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ということは、古くなっても、ゼロカーボンシティを目指してという

ことで省エネ機器に変えましょうということでよろしいですか。 

 あともう１点、この定額電灯量は半額になるんですけれど、その辺までフォローしていた

だいているんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

 手続の関係だと思うんですけれど、それも含めて業者のほうへ委託しておりまして、付け

替えると同時にその申請も判断していただいているという感じです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。 

 ＬＥＤの照明が基本的に器具として安くなってきたということがいわれているんですけれ

ど、いわゆるコストの関係なんですけれども、毎年下がっているんですかね。 

 それともう１点、要するにゼロカーボンシティの関係からいって、結果として残して置か
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なければならないと思うんですけれども、このＬＥＤ化を図った基本的にコストではなくて

率、いわゆる通常の照明器具から、蛍光灯なんかから移行したわけですよね。その率をどの

くらいに見ているのか、省エネ化率、そういったことです。どれぐらいを見ているのか。通

常は記録を残しておかないとさ、取組の中でこうこれだけやっていますよというものを残し

ておかないといけないと思うんだけれど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

単価につきましては、毎年度、見積りを取りまして最新の単価で積算をしていただいており

ます。 

         〔発言する者あり〕 

○地域支援課長（石川浩朗君）  ちょっと単価の推移までの確認は取っていないんですけれど

も、やはり当初に比べれば単価が下がってきていると。 

         〔発言する者あり〕 

○地域支援課長（石川浩朗君）  あと電気量ののパーセントですよね。そこについてはちょっ

と確認していませんけれども、今、20ワット相当のＬＥＤをつけています。蛍光灯は20ワッ

トなんですけれども、当然20ワットよりも低いワット数で蛍光灯は光っていますので、その

分やっぱりＣＯ２というか、そういうところについての率は下がっていると思うんですけれど

も、ちょっとすみません、率まではすみません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番。 

 基本的にはさ、ゼロカーボンをやっていて宣言をしているだもので、そういうデータとい

うのはしっかりとこう取って環境推進課のほうにお知らせするとか、そういった方法がいい

かと思うんですけれど、よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  今、言われたこと確認しましたので、そこは少し整理します。

データとして取っていきます。よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 補足で何か。 

○１４番（松本正幸君）  何か分かる。 
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○分科会長（西下敦基君）  落合係長。 

○自治振興係長（落合  君）  自治振興係長です。 

 蛍光管からＬＥＤに変更することで何が変わるのかというと、契約電気料が関わってくる

ものですから、令和５年の３月に実施したあたりですけれども、１基当たり蛍光管防犯灯

１月あたり410円という燃費がかかっていたものが、それが140円まで契約上は下がります。

その下がったという部分が燃料、電気料が下がってくるということで、それが引き続き電気

発電のコストが下がったということに繋がってくると思います。 

 こちらあたりは中部電力のほうも見ながら、こう金額がどれぐらいのＣＯ２の削減が図れた

のかというのは計算を今後していきたいと思いますが、令和５年の３月あたりではそれだけ

の金額が下がってきますので、年間総額で3,240円ぐらいの電気代のコスト削減、またＣＯ

２の削減につながったということだと思っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  この防犯灯推進費の案件について、質疑のある方は。よろしいで

すか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  そうしたら、今の防犯のＬＥＤ化の推進……。８番。 

○８番（鈴木直博君）  扶助費ですが、犯罪被害者支援条例に基づいて支払われる費用として

去年、去年度が30万円ということで、件数は減少傾向にあるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

 犯罪被害者の見舞金というか、今年度も特に件数はなくて１年ぐらい前ですかね、１件、

支払いの関係で５万円の見舞金を払ったというのが出ております。 

 今回、30万円を支出した件につきましては、補償は30万円の死亡の関係と、あと傷害の関

係の５万円という提出をしたんですけれども。いずれにしましても、まず30万円あれば死亡

でも傷害でも入れるよということがありまして、過去を見ると件数も少ないということであ

りまして、また30万円の予算要望をさせていただきまして、それで例えば死亡が出ましたら、

また少し見込みで補正をさせていただきたいと、そういった内容で30万円の予算要望をさせ

ていただきました。よろしくお願いします。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。 

○８番（鈴木直博君）  よく分かりました。ありがとうございます。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、３番目の質問を須藤委員さん、お願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 地域間交流費費についてお伺いいたします。説明資料88ページ、タブレットが92ページに

なります。 

 雪運搬手数料が新設されていますが、運搬料の想定、また謝礼の対象をお伺いいたします。 

 雪まつりの計画は、どこの場所でどのくらいの規模で計画をされているのか。 

 以上、３点お願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長です。須藤委員からのご質問にお答えします。 

 まず、市政20周年記念事業の雪まつりの概要ですが、会場は、中央公民館の駐車場の北側

で小谷村から運ぶ大型ダンプ４杯分の雪で、雪の滑り台や雪遊びの広場を作る予定でござい

ます。 

 対象は、市内全域になりますので、子どもたちや親子連れなど多くの市民の皆さんに楽し

んでいただけたらと思っております。 

 雪運搬手数料につきましては、例年、小谷村観光連盟のご厚意で雪のイベント事業として

大型ダンプ２杯分をいただいておりますが、令和５年度の20周年事業については、大型ダン

プ４杯分を予定しておりますので、追加でお願いする２杯分、約80万円を本市で負担する計

画でございます。 

 謝礼につきましては、駐車場用地の借り上げ、周辺自治会からのテントの借り上げ、交通

誘導員等の謝礼を想定しております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 
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○分科会長（西下敦基君）  なければ……。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。 

 今、説明で分かりましたけれども、この雪まつりの関係なんですけれど、要するに12地区

全てが回り終えたということで本来、地域間交流のひとつとして事業をやっているかと思う

んですけれども、今後のこの雪まつりの在り方、こういったものについてはたまたま今回は

20周辺記念の事業として取り組みましたけれども、その後というのはどういうふうな形で捉

えているか、お伺いをしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。岡田係長。 

○地域支援課主幹兼市民協働係長（岡田  君）  市民協働係長です。 

 それこそ令和７年度から先の雪まつりにつきましては、現在、コミュニティ協議会等をつ

くって各地区に対しまして地区としてのご意向、どんなふうにその雪まつりの関係をどのよ

うな形で希望されるか、そういったところをちょっと今アンケート調査をさせていただいて

おります。 

 年度末までの依頼で出しておりましたが、まだちょっと集計のほうができておりませんけ

れども、その各地区の意向だとか、これまでと同じように地区で受け止められるのか、そう

いうところを一つの地区だとちょっとつらいよというようなご意見もちらほら聞いておりま

すので、その辺も整理させていただいて、その集約したものを地域のご意向を頂いた中で、

小谷村と調整ができればいいかなと思っております。来年１年かけてその７年度以降の受入

れの関係を調整させていただいて、次年度の例えば１パーセント交付金の中にもちょっと影

響してくる話ですので、その辺は早めに調整していけたらと思っております。 

 現状としては以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  これって相手方があるだもので、要するに小谷村のほうに先に確認

したほうがいいんじゃないですか。引き続いてやらんかどうかということの確認の中でアン

ケート調査をするということのほうが本来だと思うんですけれども、どうですかね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。岡田係長。 

○地域支援課主幹兼市民協働係長（岡田  君）  市民協働係長です。 

 小谷村にはもう半年ぐらい前から実はこの話を相談はしております。小谷村さんとしても

１周回りましたよねという話は今して、この事業を今後どうしていくかというのを同じよう
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に検討を今後していきたいというご意向を頂いております。 

 ただ、その中で例えば菊川市としてどういうふうに求められているのか、各地区の皆さん

とどうしていく、実際どうなんでしょうねという、そういったことを確認したいということ

で話もありましたので、ちょっと今調査をさせていただいて共有した上で相談していきたい

なというふうに思っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。 

○１４番（松本正幸君）  いいです。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、４番目の質問、東委員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。 

 ２款１項９目コミュニティ助成事業費、説明資料89ページ、自走式草刈機とあるが、今後、

各自治会に整備する予定はあるか。また、今年は全て認められたのか伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。東委員からのご質問にお答えし

ます。 

 コミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターの宝くじ社会貢献広報事業とし

て、コミュニティ活動に必要な備品の整備等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動

の充実・強化を図るもので、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与する目的で実施

されております。 

 最初に、自走式草刈機とあるが、今後、各自治会に整備する予定はあるかにつきましては、

現在、公民館備品や祭典用備品などの購入を目的としたコミュニティ助成事業の要望書を提

出していただいている自治会は、令和６年度当初予算に計上いたしました政所自治会及び三

軒家自治会を含めた14自治会となります。 

 提出いただいた要望書を確認する中では、政所自治会ほか１自治会が道路や公共用施設周

辺の草刈り等の維持管理作業等を軽減するため、草刈機等を含めた管理資材を希望しており

ます。自走式草刈機の購入につきましては、毎年度更新される一般財団法人自治総合セン

ター助成要綱に合致すれば設置することが可能でございます。 
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 次に、今年度は全て認めてもらえたのかについてですけれども、当市では毎年一般コミュ

ニティ助成２件を申請しており、令和５年度は御門自治会の草刈機ほかコミュニティ活動備

品、草刈機とか公会堂備品で220万円の整備及び五丁目上自治会のコミュニティ活動備品、こ

こにつきましても公会堂備品と祭典基金で210万円の整備が採択され、それぞれ完了し既に一

般財団法人自治総合センターの助成金が交付されております。 

 また、令和６年度につきましては、政所自治会、これにつきましては草刈機と祭典備品で

190万円、及び三軒屋自治会の公会堂備品と祭典備品で250万円の一般コミュニティ助成２件

及び下新道自治会の公民館の新築、これは1,500万円です。このコミュニティセンターとして

の１件、計３件につきましては、令和５年９月末に一般財団法人自治総合センター宛てに事

業申請を行っており、令和６年４月に内示される予定でございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連質疑のある方は挙手にてお願いします。よろしい

ですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、５番目の質問は私からで、２款１項９目公共交通推進

費、ここは３人からそれぞれ質問が出ていますので、また１個ずつお願いします。 

 内容としては地域公共交通計画策定業務委託料について、委託先の選定基準は。また、ど

のような調査がされるのかをお伺いします。 

 答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。西下委員からのご質問にお答え

します。 

 初めに、委託先の選定基準はにつきましては、前回の計画の地域公共交通網形成計画にお

きましては、指名競争入札により指名委員会にお諮りし、事業者の選定を受けました。 

 また、近隣市では、掛川市はプロポーザル、島田市は指名競争入札にて実施しており、当

市においても実施方法を検討しておりますが、いずれにしましても市の公共交通の現状把握

や利用者ニーズ等の計画に適切に反映することができる業者を選定してまいりたいと思って

おります。 
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 次に、どのような調査をされるのかにつきましては、令和６年度当初予算計上時において、

令和６年度及び令和７年度の２年間により地域公共交通計画を策定することとしております。 

 令和６年度の調査につきましては、現行の利用者ニーズ調査や公共交通の利用状況の把握

調査など、現状分析の調査を実施する予定でございます。 

 また、公共交通を利用したくても利用できない方の利用できない原因など、今後の施策に

係る調査を実施していきたいと検討しております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 私からの再質疑はございませんが、この点に関して関連質疑のある方は挙手にてお願いし

ます。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、次の質問を直博委員からお願いします。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。 

 デマンド運行を周知するための手だてはということです。どんなふうにお考えになってい

るかです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。鈴木委員からのご質問にお答え

します。 

 本年度実施しましたアンケート調査でも、デマンド運行の認知が低い状況にありました。

このため、特に南地区自治会において住民説明を実施するなど周知に努めた結果ですけれど

も、12月頃から利用者数が11月と比較して約２倍に増えております。 

 また、令和６年度の運行改定に併せて、交通弱者に密接に関わる機会の多い民生・児童委

員の会議において説明を行い、利用者の掘り起こしに努めたいと思っております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。 

○８番（鈴木直博君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、最後に、陽仁委員から質問をお願いします。11番。 
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○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。 

 同じところで地域公共交通計画策定業務について、コミュニティバス及びコミタクくんに

ついてはどのような課題があり、計画策定についてどのような方針で挑むか、お伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。横山委員からのご質問にお答え

します。 

 コミュニティバスは２月時点で利用者を比較しますと、令和元年度２万9,438人、令和２年

度２万4,846人、令和３年度２万6,296人、令和４年度２万7,175人、今年度の令和５年度です

けれども、２万8,155人とコロナの影響を受けた令和２年度から回復傾向にあります。 

 一方、コミタクくんですが、定時定路線運行、コミュニティバスからデマンド運行に切り

替えて令和２年度から４年度の実証実験を行い、本年度より本格運行を実施しておりますけ

れども、２月時点の利用者を比較しますと、令和２年度は224人、令和３年度は227人、令和

４年度が442人、今年度の令和５年度ですけれども、338人となっており、委託先の菊川タク

シー有限会社に加入する中では特定利用者の利用が多くなる状況となっております。 

 特に決まった時間にバス停に行けば乗れる定時定路線運行が、コミタクくんにつきまして

は電話予約をして乗るというような行動変化をさせるということは、利用者にとってはハー

ドルが高いものと考えております。 

 引き続き利用方法の周知のため、希望のある地域に出向いて、実際に電話予約から乗車ま

でを体験してもらうような乗車体験会を実施してまいりたいと思っております。 

 地域公共交通計画の策定に当たりましては、全国的に報道されておりますように、人手不

足を要因とする路線バスの休・廃止、長期的な利用者の減少、コロナの影響による急激な落

ち込み、経営環境の悪化などの課題があり、少子高齢化、市民ニーズへの対応、限りある財

源の中での安定・継続的に公共サービスを提供することが必要不可欠であると考えておりま

す。 

 引き続き、コミュニティバスやコミタクくん、鉄道、路線バスやタクシーなど、公共交通

機関との連携や総合計画や都市計画マスタープランなどの計画の整合性を図り、まちづくり

支援施策の一環として努めていく計画をしてまいりたいと思っています。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。17番。 
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○１７番（山下 修君）  再質問というか、ちょっと勉強で教えてください。 

 今の計画というのが交通網形成計画ですから、これに代わったものが昔は、その前は交通

計画か何かと思うんですけれども、いろいろまた戻ったような形で今度、新しいものは交通

計画網形成というのが抜けているんですけれども、この違いというのは何かあるんでしょう

か。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

 それに関する法令はちょっと改正がありまして、以前は交通網形成計画だったんですけれ

ども、それが地域公共交通計画という名称に変わったということです。それにつきましては、

いわゆる鉄道とかバスとか、そういういわゆる既存の公共交通も含めた中での計画を立てな

さいよということがありましたので、そこについて少し内容が変わったのかなというふうに

思っております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 関連質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  菊川市にとっては、いずれも普通に変化がないと、内容的にはとい

うことでよろしいんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  17番の質疑ですが、答弁を求めますので。落合係長。 

○自治振興係長（落合  君）  自治振興係長です。 

 公共交通網形成計画の策定ですが、平成元年の８月に策定をしております。その後、令和

２年11月に地域公共交通活性化再生法という関連する法令が改正されまして、この菊川市の

公共交通網計画が令和７年度末まであるものですから、それを改正された令和２年から令和

７年度まではの既存の地域公共計画、そしてみなし計画としてみなされている状況になりま

す。ですので、今後、令和８年からの今の計画が終了した後は公共計画のほうに移行するよ

うな形になります。 

 今回、改定される中で基本的な計画の対象というものはほとんど緩和しているわけではな

いですけれども、菊川市全体であるような公共交通に係る該当する全てを網羅するような形

の中で計画策定をするようにということでありますものですから、ちょっと企業バスであっ

たり、そのようなところも見込んでに取り入れていくような形になっています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 
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 再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  ありがとうございました。以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  １点、自分から再質問じゃないんですけれども、その計画につい

ては、ほかのところでは自動運転とかのバスを入れたりとかというのも今、実証実験とかさ

れていると思うんです。そういったことも検討に入っているのか、まだまだ先なのか、お伺

いしておきます。 

 答弁を求めます。落合係長。 

○自治振興係長（落合  君）  実証実験がされているような自動運転のものについても当地

域の中で、どれだけ位置づけるかということもあると思うんですけれども、まずは菊川市の

ほうも検討段階の中ではありますけれども、計画の中に盛り込めるかどうかというところ、

この準備期間の中でどれだけ実効性のあるものになるかというところもありますので、これ

は今回の地域公共計画の中に自動運転までどこまで盛り込めるかというところもまた検討は

していきたいなと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  はい、分かりました。私からはなしです。 

 関連質疑です。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番です。 

 関連で、コミタクくんの利用者です。特定の方というか、利用者が複数回、特定の方が多

いということですけれど、どういった利用をされる方が多いんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  それこそ12月頃から急に増えた、そこのところの原因が分か

らなかったのですけれど、駅から病院へ通うというか、利用している１人の高齢の女性の方

に特に頻繁に使っていただける。それが利用者数が伸びたという要因になっています。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  病院利用ということですけれど、病院へのポスターの掲示ですとか、

パンフレットの配架とか、そういうことはやられておりますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  施設につきましては、時刻表を配架させていただいておりま

す。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 
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 再質疑ございますか。よろしいですか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  もう１件、別件で委託先です。今年、今度２年目になるんですかね、

競争入札ということですけれど、この運営に関する部分での関わり合いというのはあるんで

しょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。落合係長。 

○自治振興係長（落合  君）  自治振興係長です。 

 コミタクくんに関しては、菊川タクシー有限会社さんのほうへお願いしております。 

 コミュニティバスについては、掛川市の（  ）にお願いしているんですけれども、こち

らとは旧の菊川のところに、バスの仮の待機場を設けておるものですから事務員が１人いる

ものですから、そういったところと調整しながら話を聞いていますし、今年度毎年少しずつ

運行回転が密だったりするものですから、実際にコミュニティバスを動かす中で、この時間

帯は込むのでちょっと時間をずらしてもらえないかとか、事業者とのそういった調整をさせ

てもらいながら公共交通入りながら運行改正等は行ってもらっておりますので、市民の利用

者の皆さんのご意見、また運行事業者からのご意見を頂いた中で公共交通会議に諮って運行

に反映していく状況となります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。よろしいですか。 

○３番（坪井仲治君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、８番目の質問に移りますが、東委員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。 

 ２款１項９目コミュニティバス推進費、説明資料93ページ、コミュニティバスの運行委託

料減額の理由は。 

 また、特に利用者の推移とルート、停留所の再検討は行うか伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。東委員からのご質問にお答えし

ます。 

 初めに、コミュニティバスの運行委託料の減額理由につきましては、運行委託料に含まれ



－133－ 

ております車検整備費が減額になるということでございます。コミュニティバス８台のうち、

令和５年度は７台分の車検をしておりまして、令和６年度は１台分の車検を実施する経費を

計上しております。 

 次に、バスの利用者数の推移につきましては、定時定路線の運行とデマンド運行の合計で

２月時点の利用者を比較しますと、令和元年度２万9,438人、令和２年度２万5,070人、令和

３年度２万6,523人、令和４年度２万7,617人、今年度の令和５年度ですけれども、２万8,783

人とコロナの影響を受けた令和４年度から年々増加をしております。３年間で約3,000人の増、

率にしまして、令和２年度比ですけれども、約15％の増と推移をしております。 

 最後に、ルート、停留所の再検討を行うかですけれども、コミュニティバスの運行につい

て停留所の増設や運行ルートや時刻変更、乗降等の要望がある場合には、自治会を通じまし

て地域支援課へ要望書の提出をお願いしております。 

 こうした自治会からの要望書や運行事業者との運行状況の聞き取りを行いまして、コミュ

ニティバスの運行改定は年度ごとに検討をしております。なお、近隣住民や警察等の関係機

関との協議、また地域公共交通会議での了承を得る必要があるため、要望書の提出から、

１年から２年程度の期間を要しております。 

 令和６年度の運行改定では、長生自治会からご要望を頂きました停留所の増設、あとサン

ライズ自治会より要望を頂きましたフリー乗降区間の設置を実施しております。 

 また、運行業者との協議により、運行コースの向上を図るため、三沢自治会と協議を行う

中で、地域内にあります３つのバス停のうち一つの定時定路線のバス停を廃止しております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑はございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑で。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下です。 

 それこそ、2024年問題というような形の中で民法を改定するものがあるのじゃないのかな

と。こう思うんですけれども、今回の改定の中で何かいろいろ運転手さんの休息時間とか、

いろいろそういったことに配慮されたものがあるんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  バスの運転手さんからもご意見を頂きまして、例えば菊川病
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院について実はちょっとこう休憩時間をしっかり取れるような時間設定をするとか、実際に

今は職員も走ってバス停からの時間を図りまして、無理のないような時間設定にしたいとい

うことで設定をしております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  結構でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑のある方は挙手にてお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、９番目の質問を山下委員からお願いします。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番。 

 ２款１項９目協働まちづくり推進費ということで、こども・わかもの参画協議会の委員11

人の選任はどのように行われるのですか。 

 また、委員のメンバーはどのような方か、具体的にどのようになっているか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  山下委員からのご質問にお答えします。 

 菊川市こども・わかもの参画協議会設置要綱を制定し、要綱に基づき、委員11人、任期

１年間で委嘱をします。協議会は、こども・わかもの参画宣言のほうも具体化し、宣言の理

念を実現するための協議をする組織として、当事者である子どもたちの意見を聞く場としま

す。 

 依頼先は調整中、高校生が４人、高校教員、まちづくり部で活動されている大学生、こど

も・わかもの協議会に係る支援活動等をされている地域10団体の方等を予定しております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。 

 そうしますと、これから決定するということですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  はい。今、そういう形で目星をつけていますけれども、まだ

依頼のほうはこれからということです。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。２番。 

○２番（東 和子君）  すみません。新しい事業ということなんですけれども、この方々の任

期というのはどのように考えていますでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  先ほど１年だったと思ったんですけれど。失礼。 

○２番（東 和子君）  あっ、ごめんなさい。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は要りますか。じゃあ、石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  一応任期は１年ということなんですけれども、継続してやっ

ていただければありがたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑はございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はありますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 細かい点で恐縮なんですけれども、報償費25万8,000円、委員11人、５回分が出ているかと

思うんですけれども、これ、高校生、大学生にも等しく同額支出するという考えでよろしい

んでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

 委員の方は、半日3,000円の16名ということで考えております。 

 高校生につきましては、お金というのは何ですから、図書カード。すみません、年間2,000

円ということで考えております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 ちょっと細かい点で。半日3,000円分掛ける６名分という答弁を今いただいたんですけれど

も、高校生４人の大人６人だと10人になるので、委員11人分の残り１名はどういったことに

なるんですか。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  それは専門家というか、精通する方をお呼びしたいと思って

いますので、その方が１万2,000円ということで報酬を考えておりますので、その方が１人、

委員が６名で、高校生が４名ということで、11名ということで出しております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  半日１万2,000円ということ。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  １回の会議の開催で１万2,000円ということでさせてもらって

います。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の質問も、山下委員からお願いします。10番目です。 

○１７番（山下 修君）  同じく２款１項９目の地域企画推進費ということで、１％地域づく

り交付金が31学生団体に交付されているが、昨年の活動とその効果はどうであったのか伺い

ます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

 山下委員からのご質問にお答えします。 

 質問の31団体は、令和６年度の地域づくり団体及び学生団体の合計数となります。 

 令和５年度の実績でご説明いたします。 

 令和５年度は、コミュニティ協議会11地区、地域づくり団体31団体、学生団体１団体の合

計43団体に対し、差額で1,617万8,000円を交付しております。 

 地域づくり団体内の地域の課題が目指す困った解決部門では12団体、障害者支援の周知活

動や移住定住の促進、里親の整備や子どもの学習支援など、行政ではカバーし切れない部分

について、地域において多様な活動が実施されました。 

 年度末に近づきまして、多くの団体が活動終えて、実施報告の提出も始まっている状況で

ございます。 
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 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  すみません、ちょっとはっきり聞こえなくて。 

 困った住民、その内容だと困った内容というのはどんなことなんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  困った解決部門ということで12団体、今ありまして、内容と

いたしましては、障害者支援の周知活動とか、移住定住の促進、里親環境の整備とか、子ど

もの学習支援といった感じで、例えば子どもの学習支援につきましては、不登校の学生さん

とか、そういう方たちを呼んで、塾の形で勉強会を開くとか、里親の環境につきましては、

環境整備しているとかですね。整備して、地域の方が訪れやすいような環境整備をしていま

す。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の11番目の陽仁委員からお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。 

 ２款１項９目、市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業費、99ページ、この事業の意義や

効果をどのように考えているか質問です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  横山委員からのご質問にお答えします。 

 本事業では、令和元年度から令和３年度につきまして実施いたしました、東館を核とした

賑わいの好循環創出業務委託において立ち上げた賑わいづくり研究会を委託業務完了後も残

して開催しているものでございます。 

 本研究会は、菊川市に関係する産学官民金という立場の違う人が定期的に集まり、市の賑

わい創出事業をはじめとした、先の状況や社会動向などについて協議、意見交換を行ってま

いります。 

 近年では、ＪＲ菊川駅の工事に関連して、菊川駅の空間活用や駅北と駅南を含めたまちづ

くりなどについて、意見交換やワークショップの参加をしております。また、３月15日には、
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新たに産業支援センターｅｎ─ｇａｗａがオープンしますので、こちらのセンターとも連携

を取りつつ、市のにぎわいにつながるような支援活動とビジネスのマッチングが生まれるこ

とを期待しております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。 

 駅から東館へ来るまでのあの道をにぎやかにしようという当初の目的だったんじゃないか

と思うんです。その点どうですか。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  それも含めて、県議会ではいろいろ意見交換をさせてもらっ

ています。よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  それも研究会で話し合ったことで、こういう成果が出ましたよとい

うものがありましたら教えてください。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  研究会の中でやった事業としましては、小笠高校もやってい

ます小さな収穫祭とか、あと常葉高校がやっています、みんなのアソビバで、小さな収穫祭

とか、あと菊川駅の整備につきましては、前年度、菊川整備の寄附ということで、名前を、

入れますよね、あれもちょっと菊川のほうでそういった案が出まして、違う視点ということ

で、いろいろと違う視点で意見をいただきまして、それを採用できるということで大変有り

難い展開だと思います。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連質疑をお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが。 

 今の関連ですけど、この研究会の中で、何年か継続されてきて、一番大きな原因としては

車両の通行整備だと思うんですよ。この話は以前から出ている問題だと思うんですが、この

車両の交通整備における解除とかいう話は研究会の中では出ていないんでしょうか。グリー

ンモールです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。岡田係長。 
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○地域支援課主幹兼市民協働係長（岡田  君）  市民協働係長です。 

 この研究会のほうには、事務局として都市計画課さんのほうも同席をしてくださっており

ます。そういった中で、道路関連する法律の改正に伴う、新しくできるようなったことであ

るとか、そういったことをいろいろご紹介いただいているところではございますけども、あ

そこの道路の通行の制限、そこら辺に関することまでは、ちょっと言及まではされていない

状況でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。関連質疑ございます

か。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、12番目の須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  6番 須藤です。 

 多文化共生地域づくり推進費、２款１項９目についてお伺いいたします。 

 説明資料が101ページ、タブレットで105ページになります。 

 国際交流協会補助金が大幅減となっておりますが、この要因についてお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

 須藤委員からのご質問にお答えします。 

 菊川市国際交流協会の事業につきましては、中学生等海外派遣事業を２年に１回の周期で

実施しております。 

 令和６年度は派遣事業の実施年度ではないため、その分が減額されているということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、13番目を東委員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。 

 ２款１項11目、小笠東コミュニティセンター管理費、説明資料115ページです。 

 電気使用料の記載がないが、電気以外でのエネルギーの利用の内訳を教えてください。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。石川課長。 

○地域支援課長（石川浩朗君）  地域支援課長でございます。 

 東委員からのご質問にお答えします。 

 小笠東コミュニティセンターは、小笠東小学校の屋内運動場と道路敷地内構造物で一体と

なっていますので、小笠東小学校教育総務課及び地域支援課とで管理に関する覚書を作成し

ております。 

 ご質問いただきました電気料につきましては、この覚書にのっとり、学校一体の請求とな

るため、教育総務課が支払う対応となっております。なお、小笠コミュニティセンターは全

て購入電気で賄われております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、これで事前に出された質疑は終了させていただいて、

その他、地域支援課の予算について質疑がある方は場所をしっかり言って、質問をお願いい

たします。何かありますでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で質疑を終了いたします。 

 ここで執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委

員間の自由討議を行います。 

 質疑としてはちょっと防犯対策推進費のところとか、公共交通推進費、コミバスが多かっ

たと思いますが、ご意見のある方は挙手にて発言をお願いいたします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。 

 コミュニティバスの運行についてですけど、今、公共交通の中では静鉄さんが定期バス路

線として出して運行してもらってるんですけど、実態とすると、こうした定期バスというの

は間違いなく赤字、その赤字によって撤退するしないという話が全国各地で問題になってい

るんですが、そうした運行会社との協議をして、その辺の必要性とかを加味する中で、菊川
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市がやっているこのコミュニティバスというのは非常にウエイトとしては大きい存在だと思

うんですよね。ですから、もし仮にですけど、静鉄定期バスがもし仮に停止とか廃止になっ

たという時には、それに代わる交通機関として、公共交通非常に大きなウエイトを占めてい

くということも考えられるので、その辺の協議を一回しっかりして、やっぱり充実させてい

く必要があるなということがあるんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方は挙手にてお願いします。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。 

 コミュニティバス、私も何度か乗せていただくんですけれども、北部の場合は例えば遠鉄

で買い物したりとか、それから乗り継いでほかのとこに行くということで様々な利用を皆さ

ん工夫してされています。それと同時に、菊川市はタクシーがなかなか今もつかまらないと

いうことで、やはり公共交通機構としては乗り物の利便性、私たちみたいに車に乗れなくな

る世代が近づくと、とても困るということになりますので、今後もこういう形で助成をして

いただいて、続けていただきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方は。 

○７番（西下敦基君）  １点、７番 西下から。 

 今100円いただいていて乗って行ってもらっている。ただ１人当たりのコストになおすと

900円ぐらいかかっていると思うので、ただほかの市町ですと、無料にして福祉として一応扱

っているところもありますし、あと土日とかイベントでも使いたいとか、そういったご意見

があるので、そういったことも含めて、またよりよい計画をつくっていただければなと私は

思いました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方は。14番。 

○１４番（松本正幸君）  ほかでもいいですね。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかでもいいですよ。 

○１４番（松本正幸君）  地域間交流費の関係で質疑もさせてもらったんですけれども、長野

県の小谷村との交流なんですけれども、考え方とすると、向こうから来るほうが何となく多

い形が見受けられるんですよね。 

 あそこのところは観光連盟でスキー場の関係がありますので、幅広く観光業務として仕事
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が運営上できるということでなっているんですけれども、今まで12地区でやっていただいて

かなりの無償提供というか、そういった支援金を含めていろんな形で負担を負ってくれてい

ると思うんですよね。やっぱりお互いにそういったものは支援し合ってやる必要性があるん

じゃないかなと思うんですよね。なので、やり方次第、そういったものを少し見直していた

だいて、出すべきものは出すそういった感覚にならないと、本当の交流というものができな

いんじゃないかなそういうふうに思っているんですけれども、皆さん、その考え方を少しご

意見いただければと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。 

 合併前については、菊川町時代、山口県の菊川町というのがあって交流していたんですが、

当時の菊川町と山口県の菊川町の交流というのはスポーツ交流があったり、議会の交流とか、

文化活動とかというのが様々あって、かなり交流があったんですね。 

 この小谷村との関係というのは小笠町が最初に塩の道の関係で交流が始まって、始まった

当時、合併後についてはスキーツアーとか民間団体が主導する中で小谷村へ行ったりとか、

そういった交流もあって、私も議員として何度か小谷村に行ったことがあるんですが、そう

いう交流が最近は少なくなったんですね。 

 今言うように、いろんな産業祭であるとか、アイドルでやる事業とか幾つかありますが、

小谷村の皆さんというのはほとんどそういったものに対して非常に積極的に参加してきてい

るんですが、逆に菊川から向こうにと言ったときに、非常に交流機会が少ないんです。です

から、議会としての交流は恐らくまだないと思うんですけど、やっぱりそういったことは積

極的にやっていく必要があるなということを私も強く感じています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。 

 交流という面では、バス、当初は１社でコロナ前までの話なんですけど、１社を使って向

こうにスキーツアーがありました。あと、子どもたちのスキースクールもありました。その

後、人気が出て２社になったんですけどコロナで頓挫して、今はない状態が続いている状態

だと思います。 

 あとはこちらからもテントブースを夏場に向こうのスキー場を利用したイベントがありま

して、その時に菊川市としてテントブースを出してみたいなものもやっておりますので、た



－143－ 

だ、雪の運搬量が10トンダンプ２車で80万円という金額に見てびっくりしたんですが、今ま

で２社ずつそれぞれの地区に雪のプレゼントをいただいたということで、やはりこの部分は

もしこの後、継続するのでしたらもう少しこちらで補助するとか、お支払いするとか考えな

いと事業が継続できないような気がします。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方は挙手にてお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  先ほど横山議員のほうからあったんですけれども、議会と向こうの

議会の交流というのは、地震を含めていろいろ災害の関係とか、いわゆる地震対策、それと

議会とのいろいろな対策についてのいろいろ検討・協議というような研修として行ってきま

した、１泊２日でね。それは行っているんですけれど、その後も計画はされたんですけれど

も、少しコロナの状況で休止するような状況になっているものですから、やっぱりある程度

の交流はしていくほうが望ましいんじゃないかな、そういうふうに思っておりますけれども。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見あれば。 

 ほかのところでも結構です。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。 

 １％交付金の件ですけれど、これは市民税の１％を当初、スタートが考えられているんで

すが、実際、現在使われているのは1,770万円ぐらいですか、それで市民税が30億ですので

１％ですと3,000万円ということですので、もう少しこの辺りを──実は三、四年前ですか、

困った部分を設けまして、ちょっと厳しくしてしまって、審査が厳しくなったということで、

３年間で事業を完結してくださいみたいなことはありますので、もう少し審査を緩くして、

皆さんが参加できやすいような、地域づくりに参加できやすいようなルールにしていただき

たいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見があれば。 

○１６番（横山隆一君）  別の要件でもいいんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  別でも結構です。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。 

 簡単に申し上げますが、多文化共生についてですけど、それぞれ広報なんかでも、餅つき

大会であるとか、いろんな地区のイベント等、交流とか発表されていたり、実施されたりし

ているわけですけど、その前にいろんな協議会でやるとか、審議会までどうかは分かりませ
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んが、そういった諮問機関等においても、あるいはイベントにおける実行委員会なんかにお

いても、まず重要なのが外国人の役員としての登用というか参画、これがやっぱり非常に少

ないと感じているんです。そういったところで、やっぱり出ていただけるかどうかはともか

く、そういったことを推進することによって、裾野が広がってくるかなということをすごく

感じているんですけど、この辺のやっぱり外国人の役員としての登用参画というのを進める

べきだなと非常に強く感じています。 

○分科会長（西下敦基君）  ご意見があれば、この件でも。なければほかでもいいです。いろ

いろ意見が出たかなと思うんですけど、よろしいですか。これだけは言いたいという方がい

れば、いいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、地域支援課の予算に係る審査を終わります。 

 ただいま出されましたご意見等をもとに分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員

会にて報告させていただきます。 

 分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任お願いいたします。 

 ここで13時までの休憩ということでお願いします。 

 

休憩 午前１１時３９分 

 

 

再開 午後 ０時５０分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは休憩を閉じて会議を再開し、消防の審査を行います。 

 八木消防長、出席者の紹介と、あと、また報告があるそうですので、お願いいたします。

八木消防長。 

○消防長（八木一巳君）  改めまして、こんにちは。消防長でございます。よろしくお願いし

ます。 

 ちょっと自分のほうから初めに、１月１日に発生した能登半島地震に伴う緊急消防にちな

みます派遣について、少しご報告をさせていただきます。 

 まず能登半島の地震ですが、１月１日16時６分に震度５強、16時10分には震度７を能登半

島で観測する地震が発生しております。同日、その同日の地震の発生によって、19時15分に
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消防庁長官から静岡県大隊の出動要請指示があり、静岡県大隊が出動することとなりました。

この出動に伴い、菊川市消防本部から消火隊と後方支援隊を派遣しております。 

 派遣場所は、派遣場所といいますか、活動場所になりますが、石川県珠洲市、特に、富山

湾側というんですかね、で活動を行いました。 

 派遣期間は１月１日から１月21日の間で、派遣期間中、当消防本部からは39名の隊員を派

遣し、応援しております。活動内容としては救出、救助活動が主な活動となりました。 

 派遣した隊員から、積雪など慣れない環境であるほか、地域の状況が分からない中での活

動でしたが、地元の方々、ご近所同士のつながりから得た情報のおかげで、効果的な救出、

救助活動ができたと伺っております。 

 先日の一般質問においても、市長や危機管理部長の答弁にもありましたが、改めて地域の

コミュニケーションは、非常に重要で必要だということを感じております。 

 報告は簡単ですが、以上となります。 

 それでは、令和６年度の消防本部の予算編成についてご説明します。令和６年度も引き続

き消防の使命である、市民の生命、身体、財産を守ることを目的に、中東遠消防指令セン

ターの更新や最新設備など消防施設の基盤整備、地域防災の要である消防団の確保など、円

滑な消防業務の運用を行えるように編成をさせていただいております。 

 それでは本日の紹介者を紹介します。 

 私の左から白岩消防次長兼予防課長兼警防課長。 

○消防次長兼予防課長兼警防課長（白岩  君）  白岩です。よろしくお願いします。 

○消防長（八木一巳君）  続いて、杉田消防総務課長です。 

○消防総務課長（杉田  君）  杉田です。よろしくお願いします。 

○消防長（八木一巳君）  二俣消防署長です。 

○消防署長（二俣  君）  二俣です。どうぞよろしくお願いします。 

○消防長（八木一巳君）  私の後ろに来まして、小原消防総務課総務係長です。 

○消防総務課総務係長（小原  君）  小原です。よろしくお願いします。 

○消防長（八木一巳君）  その隣が片山警防課主幹兼警防係長です。 

○警防課主幹兼警防係長（片山  君）  片山です。よろしくお願いします。 

○消防長（八木一巳君）  その隣です。櫻井警防課主幹兼企画係長です。 

○警防課主幹兼企画係長（櫻井  君）  櫻井です。よろしくお願いします。 

○消防長（八木一巳君）  その隣が後藤消防署副署長兼当直司令です。 
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○消防署副所長兼当直指令（後藤  君）  後藤です。よろしくお願いします。 

○消防長（八木一巳君）  一番後ろに行きまして、赤堀予防課危険物係長です。 

○予防課危険物係長（赤堀  君）  赤堀です。よろしくお願いします。 

○消防長（八木一巳君）  その隣が小林消防署当直司令です。 

○当直指令（小林  君）  小林です。よろしくお願いします。 

○消防長（八木一巳君）  最後です。黒田消防署救急係長です。 

○消防署救急係長（黒田  君）  黒田です。よろしくお願いします。 

○消防長（八木一巳君）  以上となります。よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、質疑を行いますが、初めに事前通知を出された方から、

挙手の上、事前通知をしたがって質疑を行ってくださいということで、１番目は私からとい

うことで、９款１項１目救急活動事業費ということで、タブレット資料の２ページになりま

す。 

 訓練用人形購入がされたが、何体でどのような訓練に活用されるのかお伺いします。 

 答弁を求めます。二俣消防署長。 

○消防署長（二俣  君）  二俣です。よろしくお願いします。 

 西下議員の救急活動事業費、訓練用人形の購入について説明させていただきます。 

 今回購入を予定している訓練用人形でありますが、議員の皆さまも見たことや触ったこと

がある、一般の講習会で使用する応急手当用の人形とは異なります。 

 救急隊員の教育用モデルとなります。現在の所有は2007年から使用している１体だけで、

今回の購入はその更新事業となります。頻度の高い訓練により、劣化で修理を繰り返してき

ましたが、2020年で販売が終了となったことから、修復ができなくなり新しいモデルへ更新

するものです。 

 次に、どのような訓練に活用されるかについてですが、この人形は主に救急救命士や、そ

れを目指す救急隊員が、心肺停止状態や心肺に移行しそうな非常に重症度が高い場面を想定

した訓練に活用する訓練となります。 

 具体的には、胸骨圧迫の深さやリズムなどの有効性の強化がリアルタイムに表示できるこ

とや、心電図波形の変化や脈拍の触知など、様々な患者情報をリモコンで入力し、患者の容

体変化による効果の確認ができる機能を備えております。 

 またＡＥＤによる電気ショックやチューブを使った気道の確保、腕に点滴を入れるなどの

生きた人ではできない訓練が可能となっております。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。私からは、これは１体ということでよろし

いでしょうか。 

         〔「はい、そうです」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。 

 私からは再質問ございませんが、関連質になる方はキャッシュにてお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、２つ目の質問を松本委員からお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。消防救助活動事業費ということで、タブレットの方は

３ページになりますんで、見ていただきたいと思います。 

 消防救助資機材保守点検委託料44万円の増額要因と点検が義務づけられている資機材とは、

何かということで、お伺いをさせていただきます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。二俣消防署長。 

○消防署長（二俣  君）  消防署長です。よろしくお願いします。 

 松本議員の消防救助資機材保守点検委託料44万円の増額要因と点検が義務づけられている

資機材について、説明させていただきます。 

 １つ目の増額の主な要因でございますが、これは空気ボンベ、耐圧検査本数の増加とガス

検知器、本体点検の追加によるものです。 

 まず、空気ボンベですが、消防隊員が消火活動時に煙や有毒ガスを吸引しないように、呼

吸保護器具として圧縮した空気を充填したもので、救急現場で使用する酸素ボンベとは異な

るものです。 

 これは空気高圧ガス保安法の対象で、使用できる年数が15年となり、３年ごとに耐圧性能

やバルフ等の検査を受けることが義務となっております。毎年３本から５本の更新が行われ、

更新時期やローテーションの関係上、耐圧検査の対象になるものが昨年度の８本から、令和

６年度には20本に増えた年度となります。 

 次に、ガス検知器本体点検の追加ですが、令和３年度の救助工作車の更新に合わせ導入し

た資機材となります。 

 このガス検知器は労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則によるもので、点検回数の明確

な基準はないもののメーカー推奨点検年数が１年ごとであることや精度の高い機器を使用し

て、活動環境の安全性を確保する必要があることから、点検を実施します。 
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 ２つ目の点検が義務づけられている資機材についてです。消防救助資機材として先で述べ

た空気ボンベ及びそのボンベに空気を充填する移動式高圧充填機、さらに救助工作車積載の

ユニック・クレーンが、労働安全衛生法クレーム等安全規則により、こちらも有資格者にお

ける自主点検が毎年必要となりますまた。 

 また、電気自動車の事故や太陽光パネル等の電気火災に使用するゴム手袋、ゴム長靴など、

耐電圧資機材も労働安全衛生法の定めにより検査が義務付けられています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑はございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。業者に委託する保守点検の際の使用書というか、こうい

ったものの関係については、作成をされているかどうか。 

 また、種類、点検項目の留意点、こういったものも恐らくあるかと思いますので、その関

係についてご説明をお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。消防署長。 

○消防署長（二俣  君）  今のご質問にあります使用書につきましては、安全衛生法等の文

面を流用して、この項目をチェックしなさいということで指示をしております。 

 また、ガス検知器等につきましては、酸素、硫化水素等の法的な定めがありますので、こ

ちらの基準をクリアするようにということで指示をしております。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１４番（松本正幸君）  はい、分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  ちょっと教えてください。今、クレーンという話、出てきましたけ

れども、車の一番後ろにクレーンがついたやつがあったと、これ資格というのは小型移動式

クレーンというような形になるでしょうか。資格を持たれている方は何名くらいなんでしょ

うか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。二俣消防署長。 

○消防署長（二俣  君）  お待たせしました。小型移動式クレーンを41名が受講しておりま

す。またそれ玉掛け技能講習というものを42名受講しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 
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○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  この部分で関連質疑ありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ……、３番。 

○３番（坪井仲治君）  高圧ガスの関係で多分、空気ボンベの点検が必要かと思いますけど、

ろうがんのところでのボンベにつながって面体の点検なんていうのは対象になっているんで

すか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。二俣消防署長。 

○消防署長（二俣  君）  面体につきましては、空気呼吸器の附属品ということで、毎年点

検をメーカーによりやっております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連とかは、よろしければ、３つ目の質問を陽仁委員からお願い

します。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。９款１項１目常備消防施設管理費。説明書のペー

ジで５ページです。 

 施設管理委託料の増額の内訳。令和５年との違いは何かということです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。杉田課長。 

○消防総務課長（杉田  君）  消防総務課長です。横山陽仁議員のご質問にお答えします。 

 施設管理の増額の内訳、Ｒ５年の違いは何かについてですが、まず消防庁舎の施設管理委

託料の増額、令和５年との対比で99万5千円でございますが、内訳ですが、消防庁舎の施設整

備等の維持管理、保守点検、清掃などを一括で委託しております庁舎の総合管理委託、こち

らの48万5,000円増額になっております。 

 こちらの増額の要因としましては、昨今の社会情勢によります燃料費、材料費、人件費等

の要因によるものとなっております。 

 次に、ご質問にありました、令和５年度との違い、こちらにつきましては、隔年で実施す

る業務が令和６年度には３業務発生しておりまして、３年実施します地下タンク及び埋設化

の点検や点検業務委託、６年に実施する非常用発電機ほか運転試験業務委託、こちらに加え

まして、当直者仮眠室に設置されております個別エアコン17台ございますが、そのうち半分

９台の点検を実施する、こういったことから、これらに要する費用、51万4,000円を新たに予
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算化しているといったものでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。今説明を受けたのが５年度との違いで、それがじ

ゃあ100万ぐらい、令和６年度は増えるいうことですか。 

○消防総務課長（杉田  君）  そうです。 

○分科会長（西下敦基君）  これについて関連質疑のある方、挙手をお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、５つ目の質問を須藤委員からお願いします。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ４つ目をお願いします。 

○１１番（横山陽仁君）  ９款１項１目常備消防総務費というところで、ページ番号が８番。

職員対応備品の明細と本年度増加している理由は何かということです。これ９ページご覧に

なって。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。杉田課長。 

○消防総務課長（杉田  君）  消防総務課長です。横山陽仁議員のご質問にお答えします。 

 職員貸与備品の明細についてですけれども、職員貸与します防寒衣、制服、活動服、編み

上げ、ヘルメット、こういったものから、救急救命士資格取得者に貸与しております救急服、

救助隊のほうに貸与しております救助服、こういったものを更新する、そういったようなと

なっております。 

 また、今年度の増の理由は何かについてですが、購入備品の単価増を見込みまして、若干

の増加があったのに加えまして、救助隊に貸与しております救助服につきまして、日頃一生

懸命訓練やっていただいておりますので、損傷が著しいことから、購入費年間２着としてい

たものを４着出したこと、さらに令和５年の12月議会、さきの議会におきまして、債務負担

行為、認められております。令和６年度までの債務負担として101万円お認めいただいており

ますが、このうちの79万1,000円分購入する貸与、こちらの予算が、同時に計上されておりま

す。 

 あと、制服や活動服の夏服、防火衣等、令和５年度発注しているもの、これこういうもの、

今申し上げましたとおり見込んでおりますが、そういったものが増額になっているというこ

とになっております。 
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 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  いいです。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、５番目の質問、須藤委員。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。９款１項２目消防団運営費についてお伺いいたしま

す。説明資料は13ページ、タブレットで15ページになります。 

 準中型免許取得補助金80円の算出根拠をお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。杉田課長。 

○消防総務課長（杉田  君）  消防総務課長です。須藤議員のご質問にお答えします。 

 準中型免許取得補助金80万円の歳出根拠はについてですが、今年度から消防団員の準中型

自動車免許取得者１人当たり８万円の取得費補助を実施させていただいております。８万円

の算出根拠ですが、近くの自動車学校から取得の見積もりを取ったところ、およそ16万円で

取得ができるとのことから、費用の50％であります８万円とさせていただいております。 

 ご質問の80万円の算出根拠になりますけれども、現地職場内に令和６年度の準中型自動車

免許の取得調査を行ったところ、現在３名の方が希望しております。しかしながら、災害が

発生したときに免許をなくて運転ができない事態が発生しないように、今十分でございます

が、各分団１人を想定しまして、１人８万円掛け10分団で80万円を計上させていただいてい

るところでございます。 

 先日開催しました消防団の正副分団調整会議の中で、来年度の新入団員の加入状況を確認

しております。各分団積極的な活動を行った結果、３月上旬で新入団員約30名以上となる、

こういったことを聞いております。 

 また、勧誘活動を続けてさらに新入団員を増やしていく、こういった報告を受けておりま

す。 

 このようなことから、令和６年度新入団員を含む多くの団員が免許取得できるように、年

度当初から補助制度の周知を図るとともに、各分断に継続的にこういった協議実施して、一

人でも多くの方が準中型免許を取るように働きかけを行ってまいります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 
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 関連質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  すいません。また教えてください。 

 消防団じゃないかもしれないかもしれないけども、中型免許じゃなくて、大型免許が必要

な車両というのは消防署にはあるんですか。その免許取得者というのは、どんななるんです

か。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。二俣消防署長。 

○消防署長（二俣  君）  大型第一種の免許取得率ですが、85.5％で53名取っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  それの車というのは、給水車が基本的になるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。二俣消防署長。 

○消防署長（二俣  君）  救急車はそれから除外されますけれども、消防車系は全て中型以

上になります。 

         〔「大型は」と呼ぶ者あり〕 

○消防署長（二俣  君）  大型、水槽車、タンクローリー、あと救助工作車が完全な大型で

す。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。関連質疑はあります

か。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ６番目の質問を私から行います。 

 ９款１項２目消防施設等管理費ということで、資料の15ページになります。 

 内容としては、新たに消防団蔵置所管理委託料が予算化されたが、委託先を及び管理委託

の内容について伺う。また解体等を実施する箇所はどこかということで、お願いします。 

 答弁を求めます。杉田課長。 

○消防総務課長（杉田  君）  消防総務課長です。消防総務課の消防警防課のことですね、

関連しておりますので、まず自分のほうから消防総務課にかかる分、消防団蔵置所管理委託

料につきましてお答えをさせていただきます。 

 新たに消防団蔵置所管理委託料が予算化されたが、委託先を及び管理委託の内容について

伺うについてですが、まずの委託先は菊川消防団の各分団になります。管理委託の内容につ

いてですが、分団に配備しております蔵置所、消防団のポンプ車両、消防防災資機材、こち



－153－ 

らの各分団ごとに管理しておるんですが、こういったものを、常時使用できる状態に維持管

理する、こういったことが内容となっております。 

 消防団蔵置所、ポンプ車両などの管理につきましては、令和４年度までは車両管理手当と

して支給しておりました。各分団ごとに実施していただいていたんですけれども、手当とし

て支給することがふさわしくないということで、令和５年度には車両管理委託料として、予

算計上させていただいたものになります。 

 しかし、業務の内容から車両よりも蔵置所のほうが、金額が高価なこと、車両といっても

蔵置所のお金も少ないと思いますので、車両よりも蔵置所の方の管理のほうが金額が高いこ

と、あと建物の管理委託をすることで、４月１日からの契約行為が認められております長期

継続契約、こういったものを各分団と結ぶことで切れ目がない管理をお願いすることができ

ることから、令和６年度から改めて消防団蔵置所管理委託として事業化をしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  続いてほか、白岩次長。 

○消防次長兼予防課長兼警防課長（白岩  君）  警防課長です。 

 解体工事は警防課の所管ですので、解体工事について説明させていただきます。 

 解体工事の施工箇所ですが、令和７年度に建設を予定している小笠北分団平川蔵置所、中

嶺田に存在します。 

 この建設予定地である小笠地区消防組合中分所跡地に隣接する市有地であります古い家屋

の解体と敷地内にある樹木の伐採を予定しております。 

 嶺田蔵置所の移転については、昨年度嶺田地区自治会長の皆さまと協議の上、中分所跡地

への移転が決定しております。 

 移転を検討するに当たり隣接する市有地との一体的な利用をすることが、消防団が活動し

やすい環境となること、また遊休市有地の有効活動になることから、令和７年度の建設に向

け、本予算にて令和６年度中に不要な建物等の解体撤去を行い、更地とするものです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました、再質疑は私からは大丈夫ですが、関連質疑

のある方は挙手にてお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいでしょうか。では、次の質問、７番目を坪井委員からお

願いします。 
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○３番（坪井仲治君）  ７番目ですけど、６番目で答えが出ておりますんで、回答要らないと

思うんですけど、車両資機材の管理委託料、これは実は管理委託ということで、ほかの予算

でということになりますんで、そういうご答弁頂きましたんで、私自身いいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  間違いないですね。 

         〔「はい、間違いございません」「わかりました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ということで、次の８番目を坪井委員からまたお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。８番目です。消防施設等の整備事業費ということで、

西部地区の大規模訓練会場の場所と訓練の内容について伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。白岩次長。 

○消防次長兼予防課長兼警防課長（白岩  君）  警防課長です。坪井委員の質問にお答えし

ます。 

 初めに、西部地区大規模訓練について説明させていただきます。西部地区の７消防本部が、

会場を臨番制で関係機関等との連携強化を目的として、大規模災害を想定した合同訓練を毎

年実施しているもので、令和６年度は菊川市が会場となります。ご質問の訓練場所につきま

しては、菊川運動公園野球場を予定しております。 

 訓練内容につきましては、現在まだ素案の状態ですが、多数の傷病者が発生したという想

定で訓練を啓発しております。 

 今後、西部地区の各消防本部及び関係機関へ協力依頼をかけ、事業を進めていく予定でご

ざいます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました、再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  この訓練の、ヘリコプター依頼等はございますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。白岩次長。 

○消防次長兼予防課長兼警防課長（白岩  君）  警防課長です。この関係機関というのが、

警察及びドクターとなりまして、ヘリも依頼する予定でございますけども、まだ調整中でご

ざいます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました、再質疑ございますか。 

 よろしいですか、１点、私からこれ時期はいつになるんでしょうか。 

 答弁を求めます。白岩次長。 

○消防次長兼予防課長兼警防課長（白岩  君）  10月を予定しております。 
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○分科会長（西下敦基君）  分かりました。関連質疑のある方、挙手にてお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。そしたら最後の質問、東委員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  東です。９巻１項３目貯水槽整備事業費、説明資料22ページです。 

 耐震性貯水槽整備事業とあるが予定している施設は。また、能登半島地震による水道の破

損により消火栓の機能が失われ、防火水槽の重要性が増したと思うが、耐震化と整備基数の

目標と整備済みの基数を伺いたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。白岩次長。 

○消防次長兼予防課長兼警防課長（白岩  君）  警防課長です。初めに予定している施設は

についてですが、加茂地区の白岩東自治管内と平川地区志茂組自治管内の主に道路上に40立

米級の耐震性貯水槽を設置予定です。 

 次に、耐震化と整備基数の目標と整備済み基数はについてですが、現在市内に設置されて

いる防火水槽は、貯水量20立米未満のものから100立米のものまで、全てで430基あります。

そのうち耐震性のものは306基となります。 

 第２次菊川市総合計画、第７次実行計画では、目標値として令和７年度までに耐震性貯水

槽の数を319基としております。 

 また菊川市地震対策アクションプログラムでは、耐震化率を令和７年度までに71％として

おります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました、再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連指示はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で事前通知の質疑は終了します。その他に消防本

部の予算について、質疑がある方は挙手にてお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  消防とか、防災というの、それこそ国のほうで、いわゆる自治体に

よってその力が違ってはいけないということで、国のほうの支援が相当あると思うんですけ

れども、例えば今回の消防システム、広域のシステム更新の場合、国とか県の補助というの

はないんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。白岩次長。 
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○消防次長兼予防課長兼警防課長（白岩  君）  警防課長でございます。今回、今、更新を、

作業を進めているわけでございますが、令和７年度に新しいステップを現在財源といたしま

しては、緊急防災・減災事業債、これを財としてあてがわれております。100％の（ジチ）と、

70％が地方交付税の措置という形になっています。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに、八木消防長。 

○消防長（八木一巳君）  消防長でございます。 

 今、地債の話になりましたけど、県のほうから1,000万の補助が出るということで伺ってお

ります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑、またはほかの本部の予算に対して質疑があれば、挙手

にてお願いします。17番からでいいですか。 

○１７番（山下 修君）  17番です。さっきちょっと聞きましていたんですけれども、消防団

に対する委託料という形の中で、ポンプ車庫の関係もあるとあったんですが、ポンプ車両の

車検とか、そういった関係というのまで含めてあれですか、各団に委託している。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。杉田課長。 

○消防総務課長（杉田  君）  消防総務課長です。車検、点検などにつきましては、事務局

であります消防総務課のほうで、消防総務課のほうの予算でやっておりますんで、消防団の

皆さんにお願いしているのは、常に日頃バッテリーがあがらないようにメンテナンスしてい

ただくとか、中をきれいにしてもらうとか、あと防災機材、例えば発電機たまに動かして、

いざというときに使えるようにしてもらうとか、そういった、とにかく日常的なことを、そ

ういったものをお願いするということで、ご理解いただければと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  もしかしたら車検なんかやらずにずっといるのかなと思ったんです。

車がなくなると、そうした場合に、ある分団が車検に出して、それが車検が幾つかなんでし

ょうか。 

 その場合、例え小笠南で車検を始めると、小笠南地区の車がなくなるわけで、そこら辺の
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対応というか、よくあるもんですから、ローテーションみたいなるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。杉田課長。 

○消防総務課長（杉田  君）  消防総務課長でございます。車検の時期につきましては、購

入したとき、納車のタイミングがありますので、ちょっと調整が出きないという中で、今実

は市役所の機能別消防団、市役所の職員が平日日中の勤務時間内だけ火災対応、そういった

ところでポンプ車両１台保有しておりますんで、各分団のほうで車検があれば、その代わり

に機能別分団の車両を持っていって使っていただく、だから機能別のほうも出動しなくはな

りませんので、こちら消防団のほうで半分積載車両１台持っていますんで、その機能別消防

団がポンプ車の代わりに返って来た車両を管理する、そういった形をとっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ありませんか。 

○１７番（山下 修君）  分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  関連はないんですね、なければ16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、消防職員の資格についてですけど、車両は今言う工作

車なんかでクレーンつきのものもありますよね。そういったものにおける玉掛けであるとか、

あるいは救急活動におけるガスなんかを使うとかもあるんですが、ガスの溶断の資格とか、

そういったようなもんというのは、どうなっているかという点と、それとちょっと予算に直

接あれするか分かりませんが、一昨年ですかね、静岡でビル火災があって職員が殉職事案と

いうのがございました。 

 先般の新聞でも、要するに現場の安全管理マニュアルいう見直しであるとか、あるいは指

揮系統に対して、違和感があるというようなアンケートが取られたということなんですが、

菊川消防における安全管理マニュアル、そういったものの見直しがあったか、どうか、もし

仮にあった場合には、予算において変動があるものかどうかという点ですが、いかがでしょ

うか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。消防署長。 

○消防署長（二俣  君）  消防署長です。資格についてですが、まず救急の資格者につきま

して30名、78.9％の資格者となっております。あと無線の資格62名、100％、酸素欠乏作業主

任者が48.4％、30人こんな感じになっております。 

 ２番目の質問でございますが、警防活動時における安全管理マニュアルということで、こ

れ総務省消防庁のほうから出ているわけですけども、全国的に、これをベースにつくるわけ
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ですけども、侵入隊の編成は必ず複数隊員として命綱等で身体を決着して侵入しというよう

なことで書かれております。 

 これにつきまして、静岡の事故がありましたけれども、それぞれ地域事情というものあり

まして、何人で活動するかというところからまず始まるかと思います。この辺も菊川消防の

消防力の中で、今安全管理、見守りというところ、こういったところを見直さなきゃいけな

いということで、現在検討中で、来年度にはマニュアルをまずつくっていきたいなと考えて

おります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

 関連質疑、またその他の全体的な質疑があればと思いますが、14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。救急業務で、搬送中であって意識が不明で、どこの病院

へ行くかというようなことが起こりうるケースがあると思うんです。 

 今日のニュースでも流れておりましたけれども、総務省のほうからマイナンバーカードの

利用を基本的に、そこのいわゆる病の記録ですね、そういったものが分かるということから、

これから実際に試行運行して徐々に始めていくということのニュースが流れていたんですけ

れども、実際そういうことってあり得るんですか。その点についてお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。白岩次長。 

○消防次長兼予防課長兼警防課長（白岩  君）  警防課長です。患者情報というのは、そこ

に家族が乗ったりとか、いろんなパターンで分かれればいいんですけども、まず今ちょっと

事業的にはやってないんですけども、以前何か所かには、自宅に主なその人の様子、要する

高齢者だけの世帯とかというところに、患者の情報を紙に書いて筒に入れて、冷蔵庫に張っ

ているという、そういう事業を少しやったことがありますけれども、やはり患者の情報って

なかなかそこで確認できない場合は確かにあります。 

 救命士が、患者の容体を見て、観察して、それを病院に報告するということをやっていた

と思いますけれども、あえてその情報を詳しく確認した中でやっている状態で、なかなか分

からない部分もあるかと思いますけれども、分かる範囲で。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○１４番（松本正幸君）  ちょっと変えていいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  はい。 
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○１４番（松本正幸君）  先ほど、関連の中で言えばよかったですけれども、耐震性の貯水槽

の関係、この関係は要するに耐震性でありますので、当然地震とかそういったものに強いと

いうことでありますけれども、実質的に今まで東日本とか、能登半島の地震とか、熊本地震、

こういったところで起こっているんですけれども、この耐震性の貯水槽が壊れたとか、そう

いった関係について、何かそういうことがあったら教えてもらいたいなと思っております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。八木消防長。 

○消防長（八木一巳君）  消防長でございます。東日本のときもそうなんですけど、こちらの

ほうには、耐震性貯水槽が壊れたという情報は入っていません。 

 ただ、道路上とか、建物の近くにあった場合、もしかしたら倒壊して使えないというのは

多分あるとは思うんですけど、壊れたというような情報は、消防のほうには入ってきており

ません。すみません。申し訳ないです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑よろしいですか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  耐震性といいますんで、どれくらいの地震に耐えられるかというの

があるかと思うんですけれども、どうですか。恐らく標準企画みたいな形で示されてはいる

らしいんですけど、どうでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。白岩次長。 

○消防次長兼予防課長兼警防課長（白岩  君）  耐震性という言葉はよく使われますけど、

正直それが例えば耐震度でいうと７が一番最高ですけれども、それに対応するものというこ

とでは、と言います。 

 実際にそれが多くないもんですから、なんて言いますけれども、耐震性の正真正銘という

ことで、申し訳ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は、補足で、八木消防長。 

○消防長（八木一巳君）  消防長です。それこそ耐震性貯水槽、今、緊急防災・減災事業債を

使って整備させていただいていますが、基本的には国庫補助になります。国庫補助をもらう

審査がありまして、国庫補助の仕様が決められていますんで、それにのっとって造っている

というのが実際のところです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１４番（松本正幸君）  いいです。ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  関連とか、17番。 



－160－ 

○１７番（山下 修君）  17番です。貯水槽の関係で、ため池等の利用というのは何かこうこ

の場所で火事があったら、ため池を使うみたいなところが、指定しているところがあるのか

どうなんですか。 

 まよかの池というのは、池の中に貯水槽というんですか、防火水槽みたいなのが併設して

いるようなところで、水が補給されるようなところが２か所くらいあったと思うんです。ほ

かにもそういったところがあるんでしょうか。どうでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。二俣消防署長。 

○消防署長（二俣  君）  我々が消防水利として認めているところ、先ほど前岡池、あと新

池というのが高橋のほうにありまして、そちらのほうは市の防災のほうで、そのような整備

をしまして、そこが指定水利という形で、私たちは目当てにしているというか、当てにして

おります。 

 ほかに小学校のプールであるとか池、川、大井川用水につきましても、毎年調査をして、

一番のかん水時期、今の時期です、水が少ない時期にも取れるかというところで回って、車

両が部署できるかとか、落水、行く水までの距離であるとかというのを調べております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

○１７番（山下 修君）  ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに質疑のある方は、よろしくお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。よければ以上で質疑を終了します。 

 ここで執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

 終わるのが一応14時までなんで、これから自由討議。 

         〔「水道管も下水道管も、耐震性もやっているもんで、それも聞かない

かんなと」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議

案に関して審議し結論を出す場合、議員相互関で議論を尽くして合意形成に努めるものとす

るとの規定に基づき、委員間の自由討議を行います。 

 審議の中では備品の関係とか、あと特に多かったのは、耐震性貯水槽の話も多かったかな

と思います。 

 それ以外にまたご意見があれば、挙手にてお願いいたします。ご意見がある方はよろしい
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でしょうか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。メインの話じゃないかもしれない、準中型免許のと

ころで、30名以上の新入団員の確保ができたということで、準中型免許取得、一定の成果が

上がってきているのかなということを感じさせていただきました。 

 以前、補正か当初のときに、２分の１補償をもう少し拡充して個人担が少ない方向に持っ

ていったほうがいいんじゃないかというご意見を、ほかの議員の皆さまからも頂いたと思う

んですけれども、もしこれが本当に事業成果として新入団員確保に向けて有効な手だてであ

るのであれば、そうした補助金の拡充というものもご検討いただいたらどうかなというのを

感じました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見がある方は、３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。防火水槽のところで、耐震化の２槽ですね、来年度

を予定しているということで、かなり耐震化率が上がっているそうなんですけど、ただ無蓋

式の防火水槽が各所にあると思うんですけど、以前は消防団の皆さんが無蓋式の防火水槽に

ついては、清掃を年に１回とか、何年かに１回やっていたらしいんですけど、今は全くやら

れていない状態ということで、場所によっては、消防のポンプの搾取を詰まらせて、そうい

うような藻がいっぱい繁殖したりという防火水槽がありますんで、できればそういうところ

を、貴重な水だと思いますんで、使える状態にということで、そこら辺の管理も今後考えて

いただきたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  関連もしくはほかにご意見のある方、挙手にてお願いします。 

 ７番 西下です。最初に訓練用の人形が一応購入されたということで、すごいハイテクな

ものという感じがあったので、どんなものが、訓練しないと実践では使えないと思いますの

で、こういったもので訓練で技術を上げていただいて、また人命救助に、資質の向上になる

ような感じで、活用していただければと思いました。 

 以上です。 

 ほかにご意見のある方はお願いいたします。 

 何か能登半島について気になったことがあれば、またご意見を頂ければと思いますけど。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。質疑はたくさん出

たんですけど、自由討議はこれぐらいということでよろしいですか。 
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         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、消防本部の予算に係る審査を終わります。 

 ただいま出されましたご意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会

にて報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任願い

ます。 

 では、次に生活環境部等になりますが、来ていますか。 

 

休憩 午後 １時４０分 

 

 

再会 午後 １時４３分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、生活環境部の審査を行います。 

 鈴木生活環境部長、所管する課名等を述べてください。鈴木部長。 

○生活環境部長（鈴木和則君）  生活環境部長です。 

 生活環境部の所管ですけれども、下水道課、その後引き続き水道課になります。事業会計

含めてよろしくお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  森下水道課長、出席者の紹介をお願いします。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。よろしくお願いします。 

 本日の出席者ですけど、主幹兼庶務係長の安間と、あと事業係長の杉山です。よろしくお

願いします。 

         〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、質疑を行います。初めに事前通知を出された議員か

ら……。 

         〔「分科会長、すみません。資料の訂正を冒頭お願いします」と呼ぶ者

あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 すみません。今、ペーパーをお配りさせていただきましたが、一般会計予算説明資料の歳

出予算事業概要書において誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。 
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 説明資料の38ページ。ＰＤＦでは40ページになります。 

 ８款４項３目0001下水道事業会計になりますが、ページの左側、事業概要の欄の括弧書き。

上から３段目の事業の概要の箇所になりますが、文中に「公営」と「企業」の間に「基」と

いう字、「基」という字が誤って入力されていたため、削除をお願いいたします。お手数を

おかけしますがよろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  ということで、質疑に入らせていただきたいと思いますが、１つ

目は山下委員からお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番。４款２項４目の平尾下水処理場管理事業費ということで、新

期で管路点検調査委託料が計上されているが、点検の頻度・総延長。また、現状では異常が

あるのかないのか、その辺についてお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。山下委員のご質問にお答えします。 

 初めに、点検の頻度についてですが、ご質問の管路点検調査は、近年の局地的豪雨などに

より処理場への流入水路が処理能力を超過する日が増加している現状を踏まえ、不明水の原

因を特定するために行う業務となります。そのため点検の頻度を定めて定期的に行うもので

はありません。 

 次に、点検の総延長についてですが、業務の内容及び規模でお答えいたします。 

 今回の業務は、不明水対策の調査として、宅内排水設備の点検調査を行うもので、規模と

しましては、平尾地区全体の約半数となる100世帯程度の調査を予定しております。 

 次に、現状では異常があるのかについてですが、平成23年度と平成24年度の２か年で本館

の管路調査を実施しており、当時の調査結果では、管接合部のずれやマンホール内部のひび

割れなど小規模な不具合箇所が48か所確認されております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑はございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。答弁の中で、不明水っていうことですか。言葉がちょっ

と光合成がないというか、不明というのは、明るくないというか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 不明水は、たしか不明の、場所が分からないとか、そういう不明の言葉で間違いありませ

ん。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  その不明水というのは、例えば、先ほど言われた雨水が侵入すると

か、それとか逆に漏水なんかも、漏れとるとか、そういうことも考えての話です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 不明水につきましては、基本的に雨水の、今日のような降雨のときに処理場に入ってくる

水が急激に通常より多く入ってきている流入の確認できるのが不明水ということで、私ども

の、基本的には地下水だったり雨水が直接流入していると認識しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  平尾の住宅団地は全体で何件あって、そのうちの100件ということで

すか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 平尾の住宅団地は208世帯、現状ございます。そのうちの約半分の100世帯を……。 

         〔「半分ですか」と呼ぶ者あり〕 

○下水道課長（森 正和君）  約100世帯を予定しております。以上です。 

         〔「すみません。残った108世帯分というのは、調査はしなくてもよろし

い、安全だということなんでしょうか。それとも来年度やるとか、そ

ういうことなんでしょう」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 残りのお宅につきましては、来年度を予定しています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁ありがとうございました。 

         〔「ありがとうございました。」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、その不明水の流入というのは、量的にはどのぐらいの

ものなんでしょうか。現状では。分かってないんですか。 



－165－ 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 直近の状況でご説明いたしますと、令和４年度は、その処理能力の307立方メートル、日で

すね、日の処理能力をオーバーしたのが令和４年度は８回、令和３年度は８回、令和２年度

は13回、令和元年度は15回、処理能力を超過した日がございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました、再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  現状、最初の頃は正常に働いていて、令和２年度ぐらいからそうい

った現象が見られたということで、ある程度の区域というのは全く特定できないんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 先ほど山下委員のご質問でもお答えしたときにご説明させてもらいましたが、答弁させて

いただいたんですが、23年とか24年度に本管の調査をしていまして、ただ原因としては、小

規模な不具合箇所は先ほど言った48か所を確認できたんですけど、それ以外のところで、今

回来年度予定しているものにつきましては、各お宅の敷地の中の、例えばですけど、雨どい

が下水の配管につながっているとか、敷地にあるますが冠水とかして入ってくるとか、その

ような雨水の流入している要因を、原因を究明するというような業務になりますので、本管

部分に関しては、ある程度は確認はしているんですけど、ただ、宅内のですね、宅内排水設

備のほうの不具合とかが、そういうのは確認できてないもんですから、そこを中心に来年度

は予定調査を実施したいと考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑のある方は挙手にてお願いします。３番。 

○３番（坪井仲治君）  平成の23年、４年ぐらいに本管の調査をしております。少量とありま

したけど、複数箇所ありまして、それだけで実は処理能力をオーバーしていたわけです。バ

キュームカーを入れて、雨の多いときにはバキュームカーを入れて、それで実は処理、ポン

プ能力を超えていたわけですから、処理をしていたという現状がありますので、そのあたり

もしっかりご説明いただけるとありがたい。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 
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○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 ちょっとバキュームを使っての処理が、ちょっと私ども把握が、すみません、できてなか

ったのが現状なので、それについては調べては、もう少しその当時のものを資料を確認した

いなと思っております。 

 当然ですね、令和６年度に宅内排水設備を調べて、翌年に残りのお宅についても調査して、

その後、状況によっては本管のほうで、再度の確認を行いたいと考えていますので、今、お

話の内容は、坪井委員のおっしゃる過去の資料をもっと確認した上で、今後の調査をもう少

し確認した上で取り組んでいきたいと思います。 

 すみません、ちょっと今日、今回すぐお答えできませんが、すみません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。じ

ゃあ、３番。 

○３番（坪井仲治君）  ちょっと質問ではないですけど、そういう過去の状況がございますん

で、そこは含みおき、議員の皆さん、よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、２つ目の質問、松本委員からお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。下水道の会計費ということで、タブレットのほうが説明

資料の38ページになりますけれども、その関係については、操出金の関係でそういった質疑

のほうでもやらさせていただいたもんで、大枠は理解しているんですけども、この下水道の

会計費の中で財源不足を補填する操出金。出資金と補助金の関係だと思いますけども、の増

額の理由。これだけお願いしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。松本委員のご御質問にお答えします。 

 操出金の増額理由についてですが、初めに出資金は、本年度から事業係職員が１名増員に

なったことによる職員給与費の増額となります。 

 次に、補助金についてですが、こちらにつきましては、前年度対比で減価償却費が約1,000

万円、企業債償還利息が約460万円、それぞれ増額となっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 
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○１４番（松本正幸君）  給与費の関係については、基本的に外じゃないですか。基準外。基

準外だと思うんですけれども、どうですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 ご指摘のとおり人件費、職員給与費については基準外になります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  基準外については、この職員費のみという解釈でよろしいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 基準外のものにつきましては、基本的には、職員給与費と、あと水洗化促進事業費という

ことで、２つの項目が基準外として入っています。 

 以上です。 

○１４番（松本正幸君）  統括して幾らなんだ。ごめんね。 

○分科会長（西下敦基君）  はい。答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 約5,800万円になります。 

○１４番（松本正幸君）  分かりました。 

○下水道課長（森 正和君）  以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  はい。ほかに関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、すいません、こちらの生活環境部の水道課の中で質疑

のある方はお願いしたいと思います。 

 ちょっと１点自分から、事前には出てないんですけど、これは多分資料35ページで浄化槽

設置事業費というところが出ていまして、それこそ補正で大分減額をされたということで、

浄化槽の設置で、もう少し有効な活用が、高い補助率になるところと低い補助率のやつで、

大分減額されたということで、そこら辺、今年ちょっともう少し早く対応したりとか、うま

く予算を使うとか、そういったことができるか。検討がされていればと思いますが、答弁を

求めます。 

 森課長。 



－168－ 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 ご質問につきましては、確かに補正予算でご説明させていただいたとき、今年度の２月補

正のときにご説明させていただいたとおり、新規のものが増えて、付け替えが減ったという

ご説明をさせていただいたんですが、基本的には付け替えを増やすために、今、生活環境セ

ンターさんであったり、小笠衛生さんにも協力いただいて、単独浄化槽、くみ取り浄化槽の

お宅を中心に補助制度のＰＲをしていただいております。併せて私どもも広報誌等、そうい

う付け替えの、補助制度のご案内をこれからまた新年度にも引き続きやっていきたいと考え

ています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりましたが、予算の関係で、最後の補正になっていた

ので、もう少し早く補正とかを考えてたり、予算を組み替えるとか、そういったことがもし

できるのかどうか、その辺についてお伺いします。 

 森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 受付の期間を目いっぱい延ばして、できるだけ周知して、皆さんに申請いただきたいと思

ったものですから、ぎりぎりまで、すみません、補正を引っ張ったというのが現状でして、

昨年度でしたら10月の中旬には補助金が終了しているもんですから、今年に限っては前年度

から比較しまして申請件数かなり減ったということで、やむを得ず２月の補正で、このよう

な形で対応させていただきました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。私からはよろしいですけど、ほかにこれに

関連質疑とかよろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  全体もよろしいですか。なければ、以上で質疑を終了とさせてい

ただきます。 

 ここで執行部が退席となります。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委

員間の自由討議を行います。 

浄化槽の関係の話が出ましたが、ご意見のある方は挙手の上、発言をお願いいたします。
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14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。操出金の関係については、先ほども言いましたように、

総括的な話として地方公営企業法に基づいた操出金の在り方等々について質疑をさせていた

だきましたけれども、下水道事業会計については、基本的に右肩上がりで操出金が多くなっ

ているんです。ということは、企業会計に基づいた基本的な収入がいわゆるあるわけであり

ますんで、やはり、そういった形で基本的に運営するのが本来の目的であるということだと

思いますけれども、やはり操出金を出さないと経営が成り立っていないということでありま

すんで、やはり経営努力、こういったものをするしかないんじゃないかなと思いますけれど

も、それについては、料金を上げなければならないという一つの市民への関係があるわけだ

もんですから、経営戦略そのものが立てられておりますけれども、やっぱり充実した内容で

企業努力をすべきじゃないかなということもあります。そのためには100％の継続率、こうい

ったものの関係に力を注いでいただくことが望ましいんじゃないかなと、そういうふうに思

っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見はありますか。 

         〔「また事業会計でもあるいね」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  そうですね。１点、浄化槽の付け替えで、それこそ今景気が悪い

ということで、生活防衛で、なかなかこういったところになかなか一般の方がお金を使うと

いうのが難しくなってきたのかなという、ちょっと、今、さっきの話を聞いていると長い期

間設けてぎりぎりまで申請してもらってということでいたので、ちょっとそういう点、また、

これから考えなきゃいけないのかなとは私は思いました。 

 以上です。 

 ほかにご意見がある方は。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、よろしいですか。 

 以上で、下水道課の予算にかかわる審査を終わります。 

 ただいま出されました意見を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会にて

報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては、正副分科会長一任でお願いし

ます。 

 ということで、次は下水道会計のほうの、事業会計のほうのものになりますので、ご準備
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をお願いします。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

 

再開 午後 ２時０７分 

 

○委員長（西下敦基君）  それでは引き続き、下水道事業会計予算の審査に入ります。 

 ただいまから総務建設委員会に切り替えます。 

 ただいまの出席委員数は９名です。 

 菊川市議会委員会条例第16条の規定による定足数に達しておりますので、ただいまから総

務建設委員会を再開いたします。 

 総務建設委員会に付託されました議案第27号 令和６年度菊川市下水道事業会計予算を議

題とします。 

 それでは質疑を行いますが、初めに事前通知を出された委員から行ってくださいというこ

とで、まず私から１つ目の質問させていただきます。 

 １款１項１目で、収益的収入で下水道使用料ということで、説明資料の１ページのところ

の資料になります。 

 内容としては、１件当たりの増加見込み使用料が年々減少しているが、今後どの程度まで

減少を見込んでいるのか、例として令和６年度が109.1立米、令和５年度が114立米、令和

４年度が117立米となっています。お伺いします。 

 答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。西下分科会長のご質問にお答えします。 

 ご質問の今後どの程度まで減少を見込んでいるのかについてですが、有収水量でお答えさ

せていただきます。 

 本年１月の全員協議会において説明をさせていただきました経営戦略改定の資料では、有

収水量は令和８年度の123万5,000立方メートルをピークに、その後は減少に転じ、令和15年

度には119万8,000立方メートルまで減少すると見込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 
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 ちょっと数字が違ったので、何とも答えづらいんですけど、もうピークは超えて下がって

いるんじゃないかなと思ったんですけど、令和８年から経営戦略だと、そこから下がってい

くということで、数字の見方が家の件数で見たほうがいいのか。大分節水が進んできちゃっ

ていて、これがどこまで下がるのかなというちょっと心配が私ありましたので、ちょっと質

問させてもらったんですけど、もし、もう少し見解があれば答弁を求めます。 

 森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 ご質問の１件目ですね、水量でなく、有収水量ということでご説明させていただいたんで

すが、今現在は管渠整備を進めておりまして、１世帯当たりの使用水量が減少傾向ではござ

いますが、その代わりにまだ管渠整備を今進めていて、エリアが広がっている現状で、有収

水量としては、令和８年度までは伸びていく。その後は面整備が完了するもんですから、そ

の後は徐々に、節水志向であったり、節水機器の普及、人口減少などの要因によって減少し

ていくということで考えております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 とりあえず私はいいとしますが、関連質疑のある方は挙手にてお願いいたします。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  よろしければ、２番目の質問を松本委員からお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。収益的収入の関係から質問をさせていただきます。タブ

レットのほうが１ページになります。 

 長期の前受金の戻入金というんですか、１億6,736万9,000円であるが、国庫補助金、分担

金、受贈財産評価額に対する戻入益の目的と算出根拠、こういったものを伺いたいと思いま

す。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。松本委員のご質問にお答えします。 

 初めに、戻入益の目的についてですが、固定資産を減価償却と同時に収益化を図り、減価

償却費をどのような財源で賄ったかを明確にしていくためのものになります。 

 次に、算出根拠についてですが、令和４年度までに登録された収益化の金額と令和５年度

に収入が見込まれる国庫補助金、受益者負担金及び分担金を算出しております。 

 以上です。 
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○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑はございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  この関係なんですけれども、基本的になぜやるかということがある

かと思うんですが、戻入の関係なんですけれども、これは会計上の支出である減価償却費、

こういったものを減らしていきますよということにあるかと思うんですけれども、基本的な

国からのそういった関係のものが出ているのかどうなのか、その点について教えてほしい。

形式的な会計処理ということだよね、恐らく。国からは何もそういうことは出てない。法

令……。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。安間係長。 

○下水道課主幹兼庶務係長（安間 慎君）  安間でございます。 

 おっしゃるとおり、特に通達というものはないんですけども、そもそも公営企業会計、複

式簿記の関係で、やっぱり長期前受戻入というのは減価償却と対比するもので、その分を収

益、要は現金じゃないんだけど、その分を見なさいよという取扱いになっていますので、こ

のように対応させていただいております。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。現金を伴わない収入と、そういうことでよろしいですね。

はい。ありがとうございました。 

○委員長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  なければ、３つ目の質問を須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。１款１項２目収益的支出の処理場費についてお伺い

いたします。 

 ２ページになります。 

 処理場費が近年連続で増額しておりまして、昨年から3,000万円以上の増額ということで、

人件費の高騰ですとか、配水量の増加ですとかというのが要因だということで、昨年答弁を

頂いたかと思うんですけれども、こうした増額している要因、ずっと増額し続けていて、今

年も3,000万を超えていますので、この要因をまずお伺いしたいと思います。 

 また、16節に緊急修繕とありますけれども、この修繕の内容をお伺いいたします。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。須藤委員のご質問にお答えします。 

 初めに、処理場費が近年連続して増加している要因についてですが、各年度の処理場費が
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増額した要因をお答えいたします。 

 令和３年度と令和４年度の主な要因は、浄化センターの設備点検費用が前年度を上回った

ことによる増となります。 

 令和５年度については、電気料の高騰や令和５年度から令和７年度までの浄化センターの

包括管理委託において人件費や薬品費などの高騰による契約金額の増が主な要因となります。 

 令和６年度につきましては、５年に一度策定いたしますストックマネジメント計画策定業

務委託により、委託料の増額となっております。 

 次に、16節緊急修繕についてですが、この予算は浄化センター内の設備や機器等に不具合

が生じた場合に緊急的に修繕を行うものになります。令和２年度から令和４年度までの３か

年平均の支出額は約19万円で、修繕内容は中央監視の基盤修繕、汚泥貯留槽の測定機器修繕、

電話設備の修繕を実施しております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑はございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。今、ストックマネジメントの計画策定とおっしゃい

ました。この策定金額はどのぐらいになりますでしょうか。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 約3,100万円です。以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。はい、大丈夫です。 

○委員長（西下敦基君）  補足で、森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 すみません。ストックマネジメント計画の策定につきましては、交付金事業があるもので

すから、ちょっと説明が、3,100万円事業費を予定しているんですけど、50％交付金がありま

すんで、50％交付金の社会資本整備総合交付金の対象になっています。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  追加補足、追加説明がありましたが、再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  須藤です。そうしましたら、収支と計算すると1,800万ぐらいの昨年か

らの増という認識でよろしいんでしょうか。補助金で出る分が1,500万ぐらいあって、こちら

が3,300万支出しているので1,800万の増。 
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○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 増額の先ほど須藤委員がおっしゃった3,350万円というのにつきましては、支出だけなんで、

収入のほうについては加味されていませんので、その分そっくり増額ということになります。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  なければ、４番目の質問は私からということで、隆一議員からも質

問が出ていたと思いますが、私から質問させていただきます。 

 １款１項２目で、資本的支出で処理場建設改良費ということで、説明資料で５ページのと

ころにあります。 

 大幅な増額となっているがそれぞれの工事内容及び費用について伺うということで後ろの

方に細かく多分、７ページのところに、２のところに処理場建設改良費ということで、多分

各費目があるんですけど、多分金額とかちょっと分からなかったので、お伺いさせてくださ

い。 

 答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。西下分科会長のご質問にお答えします。 

 初めに、処理場建設改良費の工事内容についてですが、下水道事業会計予算の説明資料の

７ページ。ＰＤＦでは９ページになります。すみません、そちらについてもご覧いただきた

いと思います。併せてお願いします。 

 ７ページの下段の２、処理場建設改良費に記載の４つの工事を予定しております。 

 １つ目の監視制御設備は、令和５年度から令和６年度までの債務負担行為案件として日本

下水道事業団に委託しているものになります。 

 ２つ目以降の工事内容については、記載の機器や部品等を更新する工事となります。 

 この表に記載されております４つの工事全てがストックマネジメント計画に基づき更新工

事を行うものです。 

 次に、費用についてですが、個々の費用は設計金額につながるため、説明資料を基に総額

でお答えさせていただきます。 
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 説明資料５ページ、ＰＤＦでは７ページをご覧ください。 

 ２目処理場建設改良費の12節委託料が日本下水道事業団に委託する事業となります。 

 次に、31節工事請負費が先ほどのページに記載されております計装設備と脱水設備、計

３件の総額となります。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  ストックマネジメント計画はちゃんと見てないんですけど、今、金

額はすごくのしちゃってるときの、多分、ならすと、多分、少ないとき多いときがあるとは

思うんですけど、今はちょっと多いときという感覚でよろしいのか。すみません。ちょっと、

ふんわりとした質問になってしまいますけども。 

 答弁を求めます。森課長。 

○下水道課長（森 正和君）  下水道課長です。 

 ストックマネジメント計画に基づいて機器の更新を設備の更新を市としては予定している

んですけど、現状としましては、社会資本整備総合交付金の内示率がまだ低い状態でして、

実際には、本来でしたら令和５年度にやるべき業務が６年度に流れているというような現状

がございます。ですので、その辺が、６年度が多いんではなくて、前の年度からの、やれな

かった事業が後ろに流れてきてしまっているのがありまして、それでちょっと金額としては

大きい金額になっています。 

 実際には、来年度の決算のときには、そういうかなり大きい金額をご説明しなきゃいけな

いかなと思っているところなんですけど、実際に今、国の内示の状況はそのような状況です。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  分かりました。ほかに関連質疑のある方はありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  なければ、この下水道の事業会計の中で全体に質疑のある方は挙手

にてお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  よろしいですか。なければ、以上で質疑を終了とさせていただきま

す。 

 ここで執行部が退席となります。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委
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員間の自由討議を行います。 

 質問４つだけでしたので、収入的なこととか、工事の関係、そういったことが質疑にあり

ましたので、ご意見のある方は挙手の上、発言をお願いいたします。 

 １点自分から。自分で質問させていただいた、それこそ１件当たりの使用水量が減ってい

る。核家族化もあるのか、あと節水のまた機器も進んできて、どんどん減ってきているのか

なとは思ったんですけど、件数が増えて収入が入るよりも、この節水のほうが大きくて収入

が減ってしまうということも、ちょっとこれから考えられるのかなと思いましたので、そう

すると、また使用料の改定とかも、また計画はされていますので、それでも追いつくのかど

うなのか、ちょっとここら辺がまだどこまで下がるのか、とてもちょっと疑問に感じたので

質問とさせていただきました。 

 もし、こういったことについてご意見があればお願いします。ほかの点についてもよかっ

たらお願いします。 

         〔「対象となる人がいない。」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西下敦基君）  そうですね、下水道を使っている方、そうですね、８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番です。やっぱり節水ということを皆さん考えられて生活をされて

いるんじゃないか。例えば、お風呂もそうですし、トイレも、水をためとくタンクがありま

すよね。そのタンクの中にペットボトルを入れて容積を少なくして、流れるお水というか、

そういうものを減らしていくという。そんなようなことを苦労されているんじゃないでしょ

うか。水道料に比例して、下水道の料金というのはあれするもんですから、できるだけ、中

には雨水をためて花に水やったりって、そういうことも工夫されている方もいらっしゃるん

で、多分そういうことも影響しているんじゃないかと思います。 

○委員長（西下敦基君）  ほかにご意見は、３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番です。下水説得に行っても、接続をされてないという方がまだ見

えている。そうすると利用者数増えて、接続を促せば増えていくと思います。 

 あとは、ちょっと範囲を広げると需要がある地域もありますんで、そこまで延ばすという

施策も必要かと思います。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  ほかにご意見あれば。 

 ちょっと１点自分から。処理場の建設改良費が結構かかって、今、大分年数もたってきた

ということで、また、こういったものがどんどん金額が膨らんでくるとちょっと大変かなと
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思ったことと、内示が低く、これって、国もある程度進めてきた事業だと思いますので、そ

こら辺は、また、ちゃんと国のほうも手当をしていただければなと思います。 

 結局は環境をきれいにするためにやっていることですので、ただ、必要な事業ということ

で、また、こういったことも、更新もなるべくもたせてやるのか、それともちゃんと予防線

的にやるのか、そこら辺も、またちゃんと考えて、計画をちゃんと立ててもらっているとは

思いますが、そういったことに気をつけて運営していただければと思いました。 

 ほかにご意見のある方は。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  よろしいですか。もう最後です。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、この下水道全体のことに。 

○委員長（西下敦基君）  はい。 

○１６番（横山隆一君）  下水道事業は今言ったように、節水機器であったりとか、エリアの

問題もあって、当初から今の第４次に努め、計画の中でいっても、地域性があって、密集度

というんですか、そういったものも含めての採算が取れる事業ではもともとなかった。しか

しながら、当時この下水道事業が始まったときの我々は、町会議員だったんですが、対応と

しては、河川菊川のＤＶＤであるとか、その辺の汚染度の問題とかもあって、当時の下水道

に、下水道に関する感じ方として事業化させざるを得なかったという状況もあったんですけ

ども、要点はやっぱり菊川市の中で下水に関する努力とすれば、下水道事業とか、あと合併

処理浄化槽、あと単独浄化槽、あとコミプラがあったりするわけです。それぞれ対象となる

部分が違うわけ。ですが、公共下水であっても合併処理浄化槽であっても、市民負担、いわ

ゆる一家における負担は平等であるべきだという考えの下に進めていくべきだと思うんです。 

 接続率がなかなか既存のものが進まないというそういった課題があるんですが、そのとき

に下水道課の以前話をしたときには、下水につなぐほうが、接続するほうが、コストが安い

と。補助金とか何かいろんな全部含めてですね。そういうような言い方をしながら接続率向

上を目指したという経緯もあるんです。もし、そうだとすると、考え方としては公平性に欠

けるということになるんで、あとは市民の意識の共有というんですか、やっぱりそれしかな

いと思うんですけど、この辺が大きな課題だなという、下水全体ですよ。その捉えたときに、

その辺の公平性について、一番課題だなというふうには、私は感じています。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方は。 
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         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  よろしいですか。それでは採決になりますが、まだ言いたいという

方は。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西下敦基君）  いいですか。 

 それでは、採決します。議案第27号 令和６年度菊川市下水道事業会計予算について、原

案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

         〔賛成者挙手〕 

○委員長（西下敦基君）  ありがとうございます。挙手全員。よって、議案第22号は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、議案第27号の審査を終わります。 

 なお、委員会報告の作成につきましては、正副委員長に一任願います。 

 ここで休憩になりますので、40分ぐらいまで休憩で、45分にしますか。 

         〔発言する者あり〕 

○委員長（西下敦基君）  40分で、ちょっとそろい次第始めます。 

 あと水道課と水道事業会計になります。 

 

休憩 午後 ２時３３分 

 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○委員長（西下敦基君）  それでは休憩を閉じて、引き続き、総務建設委員会に付託されまし

た議案第26号 令和６年度菊川市水道事業会計予算を議題とします。 

 それでは質疑を行いますが、初めに事前通知を出された方から質問をお願いいたします。

ということで、１つ目は須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。１款１項１目収益的収入の給水収益についてお伺い

いたします。説明資料が１ページで、タブレットでは３ページになります。 

 給水収益が２年連続減収を見込んでおりますが、その要因についてお伺いいたします。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚水道課長。 
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○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 給水収益の減の要因についてですが、給水収益は、本年度上半期及び昨年度の下半期の実

績により試算を行い、予算を計上しております。前年度に比べ使用水量の減となることから

減収を見込んでおります。 

 減収の要因としては、コロナ後の巣ごもり需要、節水器の推進、市民の節水意識の向上、

あと核家族や単身などの少人数世帯化などが考えられております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりましたが、再質疑はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西下敦基君）  ほかにこれ関連質のある方は、挙手にてお願いします。よろしいで

すか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  ２つ目の質問、松本委員からお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。下水道課のほうも同じような可決があったもので、一応

質疑をさせていただきました。だもんで、水道課のほうも答弁をぜひ願えたらと思うんです

けれども、戻入金7,377万4,000円ということで、この戻入金の目的と算出根拠、この関係に

ついてお伺いいたします。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 長期前受金戻入益の目的ですが、長期前受金は、資本的収入に係る国県補助金や工事負担

金を、産業収入の営業外収益で収益化するもので、地方公営企業の制度改正により、資産の

見なし償却制度が廃止され、長期前受け戻入益として収益化しております。全ての資産のう

ち、補助金等を活用した工事について、個々の補助金や工事負担金などを、耐用年数で割っ

たものを積み上げて計上しております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございすか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  基本的には法人税法上、資本等取引からそういった収益は、戻入益

の額が導入されると、そういう形になってますので、その中から圧縮対象資産というのが基

本的に計算されているのがあるかと思うんですが、その対象となっているものを教えていた

だきたいと思います。 
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○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。柴田係長。 

○水道課主幹兼庶務係長（柴田  君）  庶務係長の柴田でございます。 

 それこそ予算書の21ページを御覧ください。 

 21ページの５の繰延収益、ここに長期前受金がありまして、その下に長期前受金収益化累

計額というものがあります。長期前受金は総額で39億6,200万円、長期前受金収益改良計画は

三角の22億9,900万円となっております。こちらが水道事業会計全体の前受金の内訳ですね、

内訳というか長期前受金が、国庫補助金等が入っているのが39億6,000万ほどあって、そのう

ちもう収益化されたもの、収益したものが22億9,900万円ということであります。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番、よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  なければ、３つ目の質疑を須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。１款１項１目収益的支出の給配水費についてお伺い

いたします。説明資料が２ページになります。委託料1,318万9,000円増幅の要因は、また、

修繕費大幅減の要因と事業内容についてお伺いいたします。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  給配水費委託料の増額要因及び修繕費の大幅減の要因でございま

すが、まず委託料の増ですが、浄水場の保守点検及び汚泥処理業務の隔年、これ２年に１回

実施することにしており、令和６年度が実施年度となるため、委託料の増額となっておりま

す。 

 修繕費の大幅減につきましては、水道施設における修繕が減少したことによる減となって

おり、事業内容としては漏水修繕、メーター器修繕等でございます。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質問ございますか。大丈夫ですかね。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西下敦基君）  そしたら関連質疑のある方は挙手にてお願いいたします。よろしい

ですかね。 

         〔発言する者なし〕 
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○委員長（西下敦基君）  次、４つ目の質問を、隆一議員からお願いいたします。 

○１６番（横山隆一君）  16番 横山です。収益的支出と給配水費でございます。受水費が

５億3,300万円ほど出ておりますが、今後の状況予測ということですが。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 受水費の今後の状況予測についてでございますが、平成30年度に策定した経営戦略では、

令和10年度までに横ばいを予測しており、令和４年度の計画時点では４億7,896万円に対し、

決算値は４億7,935万円で、ほぼ予測値と変わらない数値となっております。今後については、

使用料の減少が見込まれていることから、基本料金の変更はないものの、使用料金が減少す

るものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、最後の末尾のところですが、使用料金の見直しという

ことは、何期計画って昨年出されましたよね。その中で、料金値上げというのは具体的には

どのように考えていますか。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  このことにも出ていますが、令和６年度に、６年度から７年度に

かけて経営戦略を作ります。見直しという格好と、新たにという格好で。大分この時点で、

今年度も作らせていただきましたが、例のＶＰ管の破損を受けての工事の関係の推進等、大

分状況が変わってきましていますので、そこら辺をもう一度精査をして、今言った使用料も

新たに１回精査してみて決めていくという格好になります。 

 その上で、また前回の経営戦略では、やっぱり値上げが必要ということになっております

ので、その状況を見ながらですけど、やはり少し料金改定という動きをしなければならない

かなと考えております。ただ、経営戦略を１回作ってみてのことで、皆さんにまたお知らせ

をすると思っております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。補足ということで鈴木部長。 

○生活環境部長（鈴木和則君）  生活環境部長です。 

 以前、下水道のほうで経営戦略を今年度策定をして、その説明において、中身としては下

水道の使用料に関して、令和３年に一時保留としていた使用料を上げるということについて、
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令和９年を確か目標ということでお伝えをしています。併せてやはり、下水道のみならず上

水道においてもどのタイミングが適切か、あるいはどういうタイミングがいいかということ

の要素と、今、課長が申し上げたように、水道としての経営戦略を６、７でしっかりと見直

す中で、結論をまた出していきたいという、水道のみならず下水道との関係ということも十

分考えながらまたお伝えをしていきたいと、そのように思っています。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  なければ、５番目の質問を須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。１款１項３目収益的支出の総係費についてお伺いい

たします。 

 職員が１名、すみません、これ私、増員と最初質問を出しましたが、減員の間違いでした。

訂正させていただきます。職員が９名から８名、１名減員となっておりますが、業務内容の

変化はあるのか、お伺いいたします。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 これ全体会で総務課から、これ松本議員が質問している時間外の件でも少し触れておりま

すが、予算編成時点では各部署に配置される職員の人数や年齢構成等は決まってない状況に

あります。前年度、今年度予算ですが、その時点では水道課としては本来１名減の状況だっ

たので、ずっと増員を希望しておりました。その予算上のときには１名戻すよということで

予算を計上しました。 

 しかしながら、やはりいろんな状況があって、人事発表があったときにはやっぱり１名そ

の時点でもう減になっておりますので、予算上でいくとそのまま乗っちゃっているので、今

年度減という格好ですが、人数的には今年度、来年度変わりないという格好になっておりま

す。予算の時点と、要は内示か、人事のときがちょっと違うということで、これ総（タイ）

の全体のときにもそういう格好でちょっと時間外の件でも関連して総務課が答えております

が、そういう格好で人事的には基本的には予算上では減になっておりますが、実際は変わっ

ていないという格好になっております。 
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 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  なければ関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  ６番目の質問を、横山隆一議員からお願いします。 

○１６番（横山隆一君）  16番 横山ですが、収益支出総係費ですが、このところの委託料の

5,749万9,000円の業務内容説明、特に経営戦略の見直し業務、先ほどちょっと出てましたけ

れども、このようなことを詳細に説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚水道課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 総係費の委託料の主な業務は、料金賦課徴収業務が約75％占めております。ほかについて

は水道事務所の維持管理に関わる委託料を予定しております。 

 それで、先ほども話しました経営戦略の見直し改定業務につきましては、本年度実施した

管路更新工事の見直し等の関連と、あと老朽化したＶＰ管の更新についても計画をさせてい

ただきましたので、それに併せ投資計画等のシミュレーションを行う中で、経営戦略の見直

しを予定しております。令和６年度は資料収集、資料整理を行い、令和７年の９月頃までに

は策定したいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。最後ちょっと出ていましたけれども、経営戦略の見直し

の中で一番メインになる課題テーマというか、課題というか、こういったのは何なんでしょ

うか。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  メインというか、当然収入が今、先ほども御質問があったとおり、

やはり減ってきております。その辺の状況を加味して、収入がどうしても下がってくるとい

うことをどうするのかというのが一番の課題だとは思っております。 

 それと先ほども申し上げましたけど、管路更新計画ということでＶＰ管のほうの更新事業、

これ補助金が出ませんので、その辺りを自費でやっていかなければならないということで、

その辺もやっぱり経営的には非常に難しい舵取りになってくるかなと思っておりますので、
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そこら辺をしっかりとしたシミュレーションを行ってやっていきたいなと考えております。 

 今、それこそ能登の地震の関係でも、国のほうの動きとしては、やはりＶＰ管、小口径と

いうところであると、そこの補助金をやっぱり出してほしいという要望は常々しております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  なければ７番目を私からさせてもらいます。 

 １款２項１目資本的収入国県補助金ということで、資料ですと５ページのところですね。

生活基盤施設耐震化等補助金と地震・津波対策等減災交付金対象事業について、対象となる

事業や選定の基準についてお伺いします。 

 答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 耐震化補助事業における対象事業等選定基準ですが、生活基盤施設耐震化等補助金は、国

の補助金で施設の40年以上経過した水道管であって、基幹路の、基幹路、これ、導水管、送

水管、排水管の更新を行うものが対象としております。また、地震・津波対策等減災交付金

は、県の補助金で建築物等の耐震化で配水池の耐震化メニューとなっており、対象は配水池

の耐震化が対象となっております。配水池については、耐震調査を行ったところ、八王子配

水池の耐震補強が必要と判定され、耐震補強を実施しております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりましたが、１点、危機管理課で坪井委員からの質問が

ちょっと出てて、八王子配水池耐震化工事の対応はというのがここであったので、ここで追

加でお伺いしてもよろしいでしょうか。 

 答弁を求めます。戸塚水道課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 八王子の耐震化の工事内容につきましては、八王子配水池１号池の流入管の設置工事でご

ざいます。牛渕配水池より送水されてきた送水管と八王子配水池の接合部分の耐震性のある

管路に改修を行う工事となります。工期はおおむね４か月を見込んでございます。この八王

子の耐震化ですが、今年度というよりは、もう令和３年度から徐々にやっておりまして、最
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終予定では令和８年度までに完了という格好で計画を持っております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。私からは再質問はございませんが、関連質疑

はございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。八王子配水池の１号池ですね。牛渕系統の流入管の関係

なんですけれども、この中に示されておりますソフトフレック管、この管種ですけれども、

この管種について少し耐震化の関係を含めて説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  耐震フレック管というのは蛇腹みたいになっているようなもので、

地震が来てもそこである程度ずれが生じてもずれない、管の破断とかということがないよう

な格好でするというものを取り付けます。 

○１４番（松本正幸君）  管種というもので、何でできてるかということがあると思いますが。 

○水道課長（戸塚直見君）  材質はステンレスでできております。 

○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  ほかにこの関連で質問がある方は、３番。 

○３番（坪井仲治君）  資料を見ますと、配水池につきましては耐震化工事が100％完了という

ことを書いてあったんですけれど、流入管に対してはまだ未対策であったということですか。

流入管の接続部をフレックに変えたということですよね。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  この耐震化は、これちょっと難しいんですが、八王子配水池につ

いては耐震性能はあるということにはなっております。ただ、診断をすると、どうしても

２つ池があるという格好で、水位によってちょっと危険性があるよという診断が出ておりま

す。配水池の水位によってということで、そこの関係とやはり流入管の関係がありまして、

補助金の対象にはなっております。この間、一般質問されたときに答えているんですけれど、

耐震化は満たしている。ただ、どうしてもあそこの設置状況が恐らくちょっと特殊的なとこ

ろがありまして、ある程度の地震があったときの水位状況によっては危険性が伴うという結

果が出ていますので、その関係で耐震化を行っております。その中の一つとして管路も新し

くも直そうと、フレック管を使って直そうということで、その一部としてやっております。 

 以上です。 
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○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  ほかにこの部分で関連の質問はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  なければ８番の質問を、横山隆一議員からお伺いします。 

○１６番（横山隆一君）  16番 横山ですが、資本的支出の配水管布設費でございます。ここ

についてはちょっと書いてあるとおり、老朽管等の更新事業改良工事の４億800万円ですか、

この説明ですが、併せて拡張工事についてもちょっと説明をいただければと思いますが、通

告してなかったですね。今言う配水管の改良工事ですね、それと老朽管等の更新と配水管の

拡張工事、この説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 まず、配水管布設費の老朽管更新工事の４億806万2,000円の詳細についてですが、これ説

明資料のＰＤＦ11ページに掲載しております事業内容のものとなります。内訳としては、老

朽管管路の更新工事が１件、ＶＰ管更新工事が１件、あと測量設計２件、管路一般改良工事

が５件、測量設計が３件、水道施設の更新工事を５件で、合計18件の発注を予定しておりま

す。 

 先ほどあった拡張工事については、これは一番頭に出てます赤土河東線ということで、こ

れはここにある食肉センターが建築を今、動き出しております。その関係で、かなり今回は

水を使うということで、今の事業所の前からずっと食肉センターを通りまして、工場一部ま

で、そこは150が来ているものですから、そこまでを150でやらないと、確かメーター機が今

聞いている話だと100を欲しいということで言われていますので、そのままだととてもつなげ

ないということで、これは県からお金をいただいてやる工事となります。 

 以上でございます。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  今の拡張工事については分かりました。 

 老朽管の更新ですが、全体の、毎年この４億ぐらいですか、計上されていると思うんです

が、現在の状況からすると、全体像からするとどのくらいの状況かということですが、どう

でしょうか。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 
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○水道課長（戸塚直見君）  すみません、全体的なことだとちょっとパーセントが出ないんで

すけど、取りあえず、管の耐震化がこの間一般質問でお答えしたとおりのかっこうとなって

います。 

 それ以外にも、やはり老朽管の工事というものが入っておりまして、そのあたりはやはり、

近年のやっぱり漏水とか等を鑑みて、あと管路の年数ですね、そこを鑑みてやっております。

その中に、今年度はもう発注をしておりますが、例の管路更新計画のものも含めて工事をや

っていきます。という格好で今、進めております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。関連質疑はございますか。 

 すみません、１点、自分から。この老朽管を変えていくとかって、結構、不明水みたいな

ものが多分どっかであったりとかすると思うんですけど、そういうのがどれくらいあったり

とか、そういうのはもしあればと思ったんですけど、どうですか。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  不明水というわけではないですけど、やはりどうしても途中で漏

水があったりして、やっぱり水量が減っているというか壊れるものですから、そういうとこ

ろで老朽管を変えていけば有効水量が少しずつは上がっているというふうに考えております。

やはりどうしても管路を直していく間に、１つはやはり取ってないとか、要は不明な管とい

うのも時々出てきますので、そういうのも解消を、要は人の家の中を通っちゃってたよとか

という場合もありますので、そういうのも解消していっております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  分かりました。関連質疑はございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  直接、予算じゃないかもしれませんが、能登半島地震によって一番

顕著に現れたのが地盤の隆起という問題があって、すぐに今回対応できたのが、フレキシブ

ルでいわゆる隆起に対してもかなり耐震性というのがあるというような報道もされたのです

が、そういった対応というのは、いわゆる更新事業であるとか、そういったものに対しては

何か考え方というのか何かあるんでしょうかね。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  今年度も、また次年度も計上してありますが、１つ、（ヤタベ）

配水管というところが（ダッタイル）パイプの200というのは、もう抜け防止がついていて、

当然耐震管というか、これ補助金もらえますけど、そういうのには今度隆起してもある程度

追従していってくれると思っております。 



－188－ 

 それ以下、菊川市としては150は青ポリというポリ管なんですが、融着、電気で溶かして

２つを管を接合をするということで、俗に言うＶＰみたいにスポッとをつなげたり、接着剤

でつなげるのではなくて、もうベースが入っていまして、それで溶かして完全にくっつける

ということで、それを本当にクレーンでつっても抜けないという格好になるので、かなり青

ポリの管については地震には強いと思っております。実際、かなり効果もあるということが

出ていますけど、ただ、これがまだそんなに出てきて、年数が経っていないものですから、

全体的にはまだ少ないのが状況です。 

 今後、先ほど申し上げたように、管路更新計画のところについては、全て今、青ポリを使

っておりますので、それで対応していきたいと考えております。そこの今150以下のところ、

100と７号がどうしても補助金が出ないというところになっていますので、そこら辺の見直し

をしていただいて、少しでも補助金をいただければなということで思っております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  関連質疑のある方。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。今、説明があったと思うんですけれども、実質的に耐震

化率を高めるためには、当然、布設の中で伸縮接手、こういったものを入れていくというこ

とが、本来施設基準の中に求められているんですね。本来、いわゆる消火栓の近くとか、そ

ういったところに伸縮接手は入れなさい。それで、またポンプ回りがある、そういったとこ

ろは、先ほど横山議員の言ったフレキを使う、そういった方法でやりなさいというのも求め

られているもので、そういう方向でやっぱりやるべきだと思いますけれども、先ほど言った

40年以上、生活基盤の施設耐震化補助金に該当するという中で、導水路、排水管、送水管と

いう形で説明があったんですけれども、管種によってそれぞれ違うと思うんですけれども、

送水管、導水管については、全てもう耐震化されているのかどうなのかということをお聞き

したいと思います。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  導水管等、管種は先ほど言ったように、変わらないＮＳというも

のの管種が今、一番最新の管になっておりますので、それを使っていきます。それは１本

１本が継手が伸縮、動くようになっていますので、あと先ほど言った元の可とう管というよ

うなものは、基本的には橋の前後とか、そういうところにはほとんどついています。口径が
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小さいとはないですが、大きいところは全てついています。 

 導水管、排水管についてですけど、ちょっと今、すみません、何％やっているというのは

ないですが、かなり菊川に関しては高い値になっておりまして、それの関係でどうしても今、

八王子のところあたりがもう最終でもないですけど、かなりそこの大きい200以上の管につい

ては、取りあえず（タイルチュウケンカン）にはなっております。ただ、ＮＳとかどうして

も古いやつに関しては、そういうＮＳとかではない（チュウセッカイ）になっていると、今、

耐震基準はあるということになっていますので、そこら辺はＮＳにはなっていないんですが、

耐震管路にはなっているということになっております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。また最後に全体のやつもありますので、あ

ともう１個だけ質問がありますが、それはあとに。 

 最後、９番目の私から質問で、説明資料の一番最後に、企業債のやつですかね、一覧があ

りまして、利率の改定など、今後これってあるのかどうかというのをちょっと確認をしよう

と思いましたので、答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 企業債償還における利率の改定など、今後行われるかとの質問ですが、借入れについては

返済等の管理面を考慮して、元利均等払いの固定金利方式を採用しております。このため利

率の改定は行われないことになっております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  分かりました。この点に対して、関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  なければ、以上で事前通知による質疑を終了します。 

 その他水道事業会計について質疑のある方は挙手にてお願いします。17番。 

○１７番（山下 修君）  会計じゃなくなっちゃうかもしれませんけど、先ほど課長のほうか

ら水道管は民地から民地と言われた、確かに南地区のほうだと公共用地を通ってじゃなくて、

本当に民地から民地のほうをずっと通って水道管があるというようなところがある。いざ、

補修なんかというと、なかなか探しに大変じゃないかと言ったりもあるんですけど、そうい

った場所というのは、菊川市内に、埋設位置が不明な場所というのは、結構残っているんで
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しょうか。 

○委員長（西下敦基君）  水道課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 今言ったやつが、俗に昔、（カンスイ）と言われて、要は地元でやってた部類の水道管が、

どうしてもやはり最短距離を通るということが、その当時、接道要件がない、接道してない

とかというお宅に入っていたという経緯がございます。私ども旧菊川、僕も菊川の当時、水

道課にいたんですけど、その当時もかなり、特にこの周辺はそれがありまして、今、各地域

はどんどんきれいになっているという状況ではございます。小笠地区に関しては、やはり

（カンスイ）の名残がかなりございまして、かなりはまだあると思われます。ただ、うちの

ほうの管路で明確に分かっているというのも多少はありますが、やはりそういうところは、

管路更新をやったり、どうしても地主さん等、土地を売却したいよとかいうときには、その

都度対応しているということでやっております。全くうちのほうでも把握していないという

ところが、時折漏水で発見されたりというのがありますので、そういうときにはその都度、

こちらで記録を残しておきまして、また、そのために全部直せるかどうかというのも、いろ

んな障害がありますので、できるときはなるべく解消をするように努めていっております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  そのときの改修の費用というか、民地に完全に入っていたときの水

道管の費用というのは、それは水道課が対応していただくということでよろしいでしょうか。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  水道課長でございます。 

 基本的には水道課が持ってやっております。費用的は変更かかりますけれども、それはも

ともとの責任が（カンスイ）から水道課に、水道事業に移行しているものですから。 

○１７番（山下 修君）  分かりました。 

○委員長（西下敦基君）  ほかに水道事業会計について全体で質問のある方は、挙手にてお願

いします。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。先ほど質問で、関連でお聞きすればよかったんです

けれども、２か所ちょっとお伺いしたいと思います。 

 まず１ページ目の給水収益のところで、先ほど減額理由をお伺いしたんですけれども、昨

年の答弁の中で、一般家庭が450万減、店舗工場が1,876万減で、企業のほうが減額がすごく



－191－ 

大きかったという答弁をいただいておりまして、今年度、令和６年度の見込み額で、もし企

業と家庭それぞれの額が分かれば教えていただきたいなというところが１点目。 

 もう１点が、次のページに移るんですけど、２ページ目の増額理由のところで、汚泥処理

費が増額しているという御答弁をいただいたと思うんですけれども、下水道でも汚泥処理が

増額傾向にあるということで、増額要因として人件費の高騰がその要因なのか、それとも別

の要因があるのか、この２点お伺いできればと思います。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  すみません、先に汚泥の関係から説明させていただきます。汚泥

というのは水道でいう、公文名浄水場で出るんですが、どうしても水の中に泥とか不純物が

ありますので、それを薬を入れて沈殿化させる。その沈殿したものを、僕らは汚泥という格

好で処理しています。その処理が金額が上がっているというよりは、２年に一遍、水道管の

場合はそんなにたくさん出ないので、２年に一遍それを処理すれば、汚泥層に溜まったもの

を処理するという格好で、２年に一遍それがあるから、今年度は増額になってくるというこ

とになっております。 

 処理費用についても、やはりいろんな物価が高いというか上がったという格好で、特にこ

ういうものの処理については少し値段は前回よりも見積もり上は上がっております。 

○委員長（西下敦基君）  柴田係長。 

○水道課主幹兼庶務係長（柴田  君）  庶務係長 柴田でございます。 

 業務用と家庭用の差ですけれども、すみません、水量で申し訳ないですけれども、業務用

が約３万1,000トンほど増えております。逆に家事用については微増ということで1,200トン

ぐらい減っております。 

 以上でございます。 

○委員長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  すみません、業務用３万1,000トン増えて、家庭用が減ったとおっしゃ

いましたでしょうか。微増、両方とも増えた。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。柴田係長。 

○水道課主幹兼庶務係長（柴田  君）  庶務係長 柴田でございます。 

 業務用については増ということでなっております。家庭用については減ということです。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 
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○６番（須藤有紀君）  素人質問で大変申し訳ないですが、そうすると使用水量の減っている

よりは、業務用がこれだけ増えているという。使用水量が増加しているように聞こえたんで

すけれども、収益減の理由として、水量減ではなく、むしろ増えてらっしゃるのではないか

と思ったのですが。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。柴田係長。 

○水道課主幹兼庶務係長（柴田  君）  水量的にはトータルでいきますと、見込みで５万

6,832万トン、３万2,900万トン、3,000万トン企業で、昨年が577万8,000トンということで、

若干ですが減っております。金額的には2,000万ほどということになりますが、減のような形

になっております。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。柴田係長。 

○水道課主幹兼庶務係長（柴田  君）  庶務係長の柴田でございます。 

 家庭用が76万4,000トンの減ということになります。すみません。 

○委員長（西下敦基君）  じゃあ先ほどの、さっき言った数字はちょっと間違いがあって、今

言った数字が正しいという感じで、議事録がちょっと残りますので、分かりました。ちょっ

と分かんなかったらまたちょっと確認をさせてもらうかもしれませんけど、よろしくお願い

いたします。 

 ほかに質疑のある方はお願いします。全体の中で、８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番です。先ほど八王子の配水池、２つのやつの水位が違っていると

被害が大きく出るという、何かとかそういうのがあるんじゃないですか。 

○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  すみません、ちょっと説明があれで、八王子配水池の水位によっ

ては、やっぱりその配水池に損害が出る可能性があるという調査報告が来ております。出て

おりますので、それに基づいて今、耐震補強をやっております。ただ耐震基準、これ難しい

んですけど耐震基準は満たしております。たまたま八王子だけは特殊みたいで、それを調査

してもらったらその水位の関係で、水位の関係で、一つ一つの水位によっては、地震時に損

傷が出る可能性があるということで対応しております。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番です。この水位の問題も今度、その予算の中で解決するようにな

ってますか。工事が予定されているんですか。 
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○委員長（西下敦基君）  答弁を求めます。戸塚課長。 

○水道課長（戸塚直見君）  今年も耐震化補助金をいただきまして工事は進めております。先

ほど申し上げたように、令和３年からもうこの工事、徐々に着手しておりまして、令和８年

度で完了ということでなっております。やっぱりどうしても補助金の関係がありますので、

一括に全部というと結構金額になりますので、どうしてもちょっと長い期間かかってしまう

ということになっています。それは至急に進めておるところでございます。 

 以上です。 

○８番（鈴木直博君）  ありがとうございました。 

○委員長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございませんね。 

 ほかにのある方は、よろしいですよね、大体。 

 以上で、質疑を終了します。ここで執行は退席となります。お疲れさまでした。 

 この後は自由討議して、また採決となりますので。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委

員間の自由討議を行います。 

 御意見のある委員は挙手の上、発言をお願いいたします。 

 収入から工事のことからいろいろと話が出てきたと思いますので発言をお願いいたします。

３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番です。令和６年の能登半島地震で断水が発生して２月末現在でも

２万戸余りがまだ断水状態だということで、耐震化率のことをその中でうたってはいるんで

すけど、耐震化したここでももしかしたらずれ方が激しいところで破断している箇所もある

と思います。そういう結果がそのうち出てくるかと思いますので、どういう対策があるか分

からないんですけど耐震化もさることながら、断水をしたときの措置ということで、その対

応策についてもしっかり考えたほうがいいかと思います。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  ほかに御意見の方お願いします。 

 先に17番からで、どうぞ。 

○１７番（山下 修君）  17番です。先ほど食肉センターの関係で水をということで、ちょっ

とお話あったんですけども、当初は農業用水の水を引き込んでそれを浄化して使うとかいろ

いろ検討されたみたいなんですけども、最終的には上水道を、少し太い管を増やして引き込
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むような形になったんですが、その全体としては消費量が結構、有収水量が増えるというよ

うな形になったのかなと、こんなふうに思いますので、全体的な傾向の中で減っている部分

でそこが増えたというのは、何か水を買う量というのはもう決まっとるわけですから、プラ

スに働いてくれればいいなと思います。 

○委員長（西下敦基君）  ほかに御意見の方、14番。 

○１４番（松本正幸君）  受水費の関係が５億あるわけですよね。これによって要するに水道

料金の関係が基本的に高くなっている。それは誰しも分かると思うんですけれども、基本的

に安心な水を買うためにはやむを得ない状況であるとも思うんですけれども、先ほど食肉セ

ンターの関係を言われましたけれども、食肉センターが使ってくれることによって空気代、

契約水量、いわゆるそういったものが近くなれば、より水道経営が楽になるわけですよね。

そういったこともやっぱり観点の中に置かなければならない、そういうことだと思いますし、

やはり水道経営戦略が６年でしたか、７年でしたか、基本的に見直しをするような形になる

ということもあるんですけれども、今、企業努力は水道会計については結構繰出金も少なく

てやられているということは事実となります。そういうことでありますので、経営状況を見

ながら先を読む力が必要となることは当たり前だと思いますけれども、そういった形でやら

れるほうが望ましいと思います。 

 それと、能登半島の地震の関係なんですけれども、やはり水道管、下水道管それぞれにあ

りますけれども、やはり布設してある管についてはいわゆる地盤です、そういった強弱によ

って大分違うということは当然です。この耐震管を使ってても当然つなぎの部分で破損する

可能性は十分あるわけでございますので、それがどれくらい持つかということもあるわけで

すね。その後の、いわゆる復旧の関係がすごい時間を要することだと思います。今現時点で

もう２か月余、もう３か月になろうとしているんですけれども、ああいう状況にあるという

ことは大変なことだと思います。やはり地域性で違うわけですけれども、小笠のほうが地盤

が悪いんじゃないかな、そういうふうに思っていますので、かなり違うんじゃないか、菊川

のほうと小笠のほうでは被害の程度が違うんじゃないかな、そういうふうに考えていますけ

れども。それもこれから経営宣言の中で入れて、経営状態をよくするような方向で考えてほ

しい、そういうふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（西下敦基君）  ほかに御意見のある方は。 

 １点。自分だけ予算にちょっと関係するか分からないんですけど、漏水対策で衛生を使っ
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たものがあるということで、それって多分、うちだけじゃなくてもっと広い範囲を一遍に見

ちゃうので、そういったのはもう県とかのレベルであって、あなたの街のここがよく漏れて

ますよっていうのはそういったことを県と市とかで連携していただければもうちょっと漏水

対策が進むのかなと思いましたので、そういったことを制度化を進めて、県で進めていただ

ければなと思いました。 

 以上です。 

 ほかに御意見ある方は。なければ採決のほうになってしまいますが、よろしいですかね。

よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（西下敦基君）  それでは採決します。議案第26号 令和６年度菊川市水道事業会計

予算について原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

         〔賛成者挙手〕 

○委員長（西下敦基君）  ありがとうございます。挙手全員。よって、議案第26号は原案とお

り可決すべきものと決定しました。 

 以上で、議案第26号の審査を終わります。 

 なお、委員会報告の作成については正副委員長に一任願います。 

 以上で、審査を終了しました。 

 明日は建設経済の予算の審査が予定されていますので８時半までに御参集ください。 

 本日はこれをもって散会といたします。お疲れさまでした。 

○書記（    君）  それでは互礼をもって終了します。相互に礼。 

         〔起立・礼〕 

○書記（    君）  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時３２分 

 

 

開議 午前 ８時２９分 

 

○書記（瀬々  君）  それでは、これより会議を開催いたします。 

 ご起立ください。相互に礼。 
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 じゃ委員長よりご挨拶お願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  改めまして、おはようございます。予算審議も３日目ということ

で、皆さん、お疲れということですが、今日は建設経済部ということで、５課プラス、あと

産業支援センターがあと一つ来ますので、中川部長には一日今日はお付き合いいただくとい

うことで、よろしくお願いいたします。 

 以上となります、挨拶は。 

○書記（瀬々  君）  ありがとうございます。それでは、ここから先の進行につきましても

委員長お願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  ただいまから一般会計予算決算特別委員会総務建設分科会を開会

いたします。 

 昨日に引き続き一般会計予算決算特別委員会に付託されました議案第20号 令和６年度菊

川市一般会計予算の審査を行います。 

 建設経済部の審査を行います。 

 中川建設経済部長、所管する課名等を述べてください。中川部長。 

○建設経済部長（中川敬司君）  建設経済部です。１日よろしくお願いします。 

 午前中、産業振興課、それから、建設課、都市計画課、午後になりまして、商工観光課、

産業支援センター、農林課ということで１日長丁場になりますが、よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  次に、増田茶業振興課長、出席者の紹介をお願いします。増田課

長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  おはようございます。茶業振興課長です。 

 出席者の報告をさせていただきます。 

 課長になります増田です。よろしくお願いいたします。 

 あと茶業振興係主幹兼係長平川でございます。 

○茶業振興係主幹兼茶業振興係長（平川  君）  平川です。よろしくお願いします。 

○茶業振興課長（増田健人君）  以上です。よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、質疑を行いますが、初めに事前通知を出された方から

質疑をお願いします。 

 ということで１つ目を須藤委員からお願いします。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６款１項３目茶業振興費についてお伺いいたします。 

 説明資料が125ページ、タブレットで129ページになります。 
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 耕作放棄地茶園有効活用事業委託料の内容と、お茶の間テラスが購入されますけれども、

活用方法について２点お伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 まず、耕作放棄地茶園有効活用事業委託料の内容についてでございます。 

 荒廃農地が大変増えているということで、荒廃農地の茶葉や、あと凍霜害、霜などによっ

て被害を受けた茶葉、そのような茶葉を使用しまして、茶の成分、様々な成分がお茶葉には

入っているわけですけれども、茶の成分を活用して機能性表示食品を開発していくと。付加

価値のついた商品の開発・製造を進めまして、最終的には飲料、または食品メーカー、製薬

会社、このような企業の皆さまと連携しまして、お茶の新たな活用方法を模索しながら進め

ていくというような内容でございます。 

 委託料の内容につきましては、耕作放棄茶園の賃借料、茶の木の伐採及び茶樹、また茶葉

の選別の費用、新商品の試験を含む製造費用、また成分分析、あとは効果の測定、試験、そ

ういったものの委託料となります。 

 また、次のお茶の間テラスの購入費でございますけれども、テラスにつきましては移動式

のものを購入する予定でございます。 

 例えば、年間を通して行われておりますグリーンツーリズムなどのお客様をお呼びするよ

うなイベント、そういったような場面で使用する計画でございます。 

 今年も新茶シーズンに合わせて予定がされております「茶畑の中心で愛を叫ぶ」を皮切り

に、市内の茶園を訪れる皆さまに自然の豊かさでありますとか、開放感、景観的・空間的価

値をご提供できるようなものを購入しまして、ＰＲをしていくといったような内容でござい

ます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質疑はございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 凍霜害茶園有効活用のほうなんですけれども、凍霜害被害に遭った茶の機能再生産をされ

るということで、これは連携先など等は県が中心になって行われるんでしょうか。連携先は

どちらになりますでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 
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○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 県茶業研究センターなども入っていただく予定でございますし、県、スタッフは県という

話にもなってきますが、あとは民間企業様の少しお力を借りないと、最終的な商品販売であ

るとか、そういったところには来ていただいたほうがいいかなと思っておりますので、市、

県、スタッフ様と、そういうような関係で、メンバーで進めていこうということで予定をし

ております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。 

 再質疑はございますか。 

         〔「以上です」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  では、関連質疑は。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  これ委託料になっとるじゃん。その委託先はどこなんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  委託先、これいろんな事業の委託があるんですけど、どれかって

ありますか。 

○１１番（横山陽仁君）  200万のね。 

○分科会長（西下敦基君）  200万の。分かりました。耕作放棄地のところですね。 

○１１番（横山陽仁君）  そうそう今の関連なんで。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 企業様につきましては、今現在調整中ということで、まだ契約等々至っておりませんが、

そもそもがこれ内陸フロンティア推進事業も活用している中の一部でございますので、既に

先行して牧之原市さんが支店を置いたことで取組をされております。 

 同じ企業様だろうかなと思っておりますけれども、一応、民間様は１社を予定しておりま

す。 

 委託の中身が研究とか測定とかいろいろあるものですから、県のほうにも、県の茶研のほ

うにも協力をしまして、20日は契約とか、そういうお話じゃないんですけれども。ご協力を

仰ぎながらの取り組みとなります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質問ございますか。11番。 
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○１１番（横山陽仁君）  くどいようで申し訳ないですけど、この200万という金額ですけど、

これは、例えば、茶業その研究、茶業研究、それとか、食品の分析とか、細かいのを積み上

げて200万という金額を出している。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 ４月からスタートを切りたいものですから、既に打ち合わせということで、顔を合わせて

させていただいておりまして、大変専門的な部分が多いもんですから、企業様であるとかい

うところからお見積りのような格好をとって提出いただいたもので積算をしております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 再質議ございますか。なければ関連質疑で。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番。少々くどいようで申し訳ないんですけど、市内の耕作放棄地

のところで、新たな収入源の喪失ということをうたわれていて、もう少し具体的に、この事

業の内容、今言う民間企業という話ですけれども、実際どういったことを、もう少し具体的

にという点と、これは財源については、県の拠出金がほとんどここで働いているわけですね。

これ以外に、一般財源をこれに加えてどうのという話にはなってないんですか。全部拠出金

の中でやるという話ですか、これは。２点ですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 もう少し詳しくという、まずさっきのご質問ですけれども、耕作放棄地を例にしますと、

耕作放棄地が至るところに現在ある状況でございます。そこの耕作放棄地に該当する茶の木

をまず抜根をいたします。抜根した後に、木の部分と葉っぱの部分をまず選別をいたします。 

 選別された私ども、お茶葉のほう、茶葉のほうだけ活用しまして、これから研究を進めて

いって、どの成分を使うかで最終的な商品形態が、例えば、こうペースト状なのか、玉のよ

うな、薬のような、もしくは液体なのか、そういったところで分かれますが、加工した茶葉

を使って、最終的にその成分を抽出して、固形物であるのか液体であるのかというところの

商品の形にして、それを商品として売っていくというようなことで考えております。 

 もう一つ予算的な部分でございますけれども、先ほど牧之原市様とこれ同じ取組というこ

とで合同で行いますけれども、そういった牧之原市様、他市と組むケースについては県から

３分の２の補助が出ますので、３分の１は一般財源でというところですが、３分の２の補助
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を受けて執行するという予算でございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  再質問ございませんか。 

 関連質疑で17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。説明のとき凍霜害とか病害虫と言ったんかね。というの

が、これ毎年毎年そういった発生する割合というのが、そういったのが、ありきたりちゃ申

し訳ないけど、例えば、茶葉の生産のうちの何％ぐらいとか、そういうのが見込まれるとい

うことなんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 それこそ打ち合わせでも出たお話となります。もし、この商品が大変売れると人気の商品

になった場合に、じゃ耕作放棄地、凍霜害の茶葉だけ使用していると原料がなくなっていく

というお話につながっていきます。 

 そうすると欠品でありますとか、生産中止とか、そのようなせっかくの商品がそのような

状態になってしまいますので、健康な茶葉でも開発が、生産が可能であり、かつ耕作放棄地

とか凍霜害で品質の落ちた茶葉を使用しても可能である。 

 もしくは、ただイメージ的に病害虫がついた葉っぱが機能性表示食品としてふさわしくな

い、イメージというのがあるもんですから、そういったところも考慮しまして、食品である

とか、やはりこれから研究試験やっていって、少し耐えられないということであれば、例え

ば、もう商品がいろいろ並んでいますけれども、タオルにカテキンて消臭とか抗菌作用があ

って、大変タオルとか、そして、マスクとか、そういった食品以外の利用についても、やは

り同時進行で進めていったほうが原料という、今まさしくご質問のとおり、原料が少なくな

る、減っていく、なくなるという心配は、やはり健康な茶葉を使っても同じものができると

いうところで進めていけば、行く必要があるということで打ち合わせでも出ておりますので、

一応そのような想定をしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を終わります。 

 再質問ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。それで、今、粉茶といいますか、抹茶というか、そうい

うような需要が増えてきて、やぶきたの植え替えとか、そういった通称みたいな形の補助金
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が出ていたのかな、研究されているのかな。そういった形でそれを植え替えのときに使うも

のも利用したいとかいう形も将来的に考えていくということになってくるんでしょうかね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 今、始動しますと令和５年度から取組を始めて、少し海外のほうを意識した施策を打たせ

ていただいていますし、今後も続けていきます。 

 当然ですけど、海外といいますと、有機または粉茶の、ご質問のとおり、多岐に考えてい

るところでございます。 

 まず、やぶきたにつきましては、有機なり海外を見据えた場合には、改植の対象にはなろ

うかなと思います。 

 そうしますと、当然ですけれども、抜木もいたしますので、そういった茶葉の活用につい

ても可能かというふうに考えております。 

 また、有機に変えるまでには３年間かかりますので、その３年間は有機の茶葉としては認

められないものですから、その３年間と商品が大変高い単価で、原材料も高い単価でもし使

われるということであれば、そういった転換期と抜いたもの、植えたもののそれぞれの茶葉

についても有効利用が可能かどうかも、これから模索をして検討していく課題かなと思って

おります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連のある質疑は、ほかにある方はいらっしゃいますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  関連で、ここにお茶の間テラスですか、購入されるということで、こ

れの稼働日数、どのぐらい設定しているか分かんないんですが、例えば、地区センター祭り

での貸し出しとか、その辺は考えてみえますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 一応、テラスにつきましては、こちらがコンセプト、イメージを持ったものが既にありま

して、それを購入と言いつつも、やはり一部つくり上げていただくパーツがございますので、

まだ私どもも、それを見て、この目で見てはいません。年度変わりまして、きちんと令和

６年度が始まって、先ほど答弁させていただきましたけれども、茶葉中では使いたいなと思
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っているものですから、その間で少し組み立て方でありますとか、そういったところを目視

して、こちらも把握をする予定、スケジュールとなっております。 

 その時に、貸し出しが可能な組立てというか、そういったものであれば、検討材料にはな

ろうかと思いますけれども、やはり職員が扱うべきであってという、大変高価なものでござ

いますし、そのあたりは、検討材料としてはお受け止めいたしますが、やはりちょっとまだ

ものを見ていない部分がありますので、この場で少しできます、できませんというご解答は

いたしかねます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

 すみません。ちょっとお茶の間テラスについてですが、どのような大きさで、どのような

イメージなのか。あと雨天でも大丈夫なのか。そういったことを、もし。答弁お願いします。

増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 私どものイメージ、あとは一部つくり上げていただく予定のところにお伝えしてある、そ

のものなんですけれども、まだ、茶の生、茶のうねが何とおりもあるんですけれども、その

上をまたぐ格好で設置をいたします。 

 素材というか、テラスが透明なものをこちらは用意しようと思って、なので茶畑のど真ん

中で、茶畑の上に浮いているような感じで茶園が見渡せて、自然と触れ合い、かつお茶がそ

の場で飲めるということで、大きさにしまして２メーター、４メーター、高さはお茶の葉を

超えますね、１メーター、具体的にはそのようなものを今、想定をしております。 

 ものとすると、先ほど申し上げたとおり、イメージ的には空中に浮いて、茶畑の空中に浮

いているようなものを想定しております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。ちょっと想定とは、ちょっとお茶室的なものなの

か、ウッドデッキ的なものなのか、そういったようなイメージをちょっとしていたので、分

かりました。 

 関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしければ、２つ目の質問を松本委員からお願いいたします。

14番。 
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○１４番（松本正幸君）  14番です。６款１項３目農業振興総務費の中の茶業振興課の分です。

予算書の123ページ、説明資料の127ページです。 

 この関係については、１月30日に、いわゆる協議会の組織が設立されたということで、情

報提供の中で資料を頂いておりますので、その前に出した資料、ものだもんですから申し訳

ないなと思っているんですけれども、その協議会の構成メンバーと協議する提案と、これは

どこが行うかということなんですけれども、その協議する提案の関係だけが、販路の開拓と

か販売戦略とか、生産、経営の再構築、こういったものの関係が出てくる話でありますので、

そういったものをどこが提案するのか、教えていただきたい。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 まず、構成員からご答弁させていただきます。協議会の構成メンバーにつきましては、茶

商組合、生産者、生産者につきましても、旧町単位で小笠、菊川、茶業委員会ございますの

で、委員長が出ていただきましたので、生産者２名、あと製造機械メーカー、ＪＡ遠州夢咲、

茶業協会、有機栽培コーディネーター、中遠農林事務所、市の茶業振興課、以上９名という

ことで構成をしております。 

 また協議する提案等につきましては、第１回のときもそうだったんですけれども、やはり

それぞれのお立場から、議案のほう、様々な内容になるので、その議案の提供を頂いており

ますし、今後につきましては、市からのアリババ様の実施サイト販売で様々な状況が今後出

てきますので、分析データでありますとか、国からＧＩ取っておりますので、国から様々な

情報が来ますので、そういった情報を提供しながら、それぞれのお立場で今後における販売、

有機栽培、経営管理に関する協議を行っていきますので、どなたがという１人が提案するの

ではなくて、それぞれのお立場でご提案を頂きまして進めていくというようなスタイルで行

ってまいります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質問ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。 

 ただ今、説明がありましたけれども、基本的にはそれぞれの組織、そういった中で提案が

されるということがあるかと思うんですけれども、ここに書かれているように、第２回の開

催、２回開催されるということですよね。 

 そういった中で、基本的に開催時期の関係と、要するに輸出に関する事業計画というもの
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も、恐らく出てくると思われるんですね。そんな関係とか、税制の関係、税の関係ですよね。

こういったものの取組もしないといけないと思うし、そういったものの一つの提案に対して、

いわゆる専門知識がなければ、なかなか難しいと思うんですよね。 

 国の力を借りたりなんだりということは述べておられましたけれども、本当にそういうこ

とが速やかにできるなのかどうなのかという点がすごく危惧される点なんですね。そういっ

た面について、的確にやれるような形でスケジュール、いわゆる、そういったものの関係に

ついてお伺いをしたいなと。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 まさしく今、松本委員がおっしゃったように、スケジュールどういった流れで、特に今起

動に乗るまでに詰めていくかというのは、やはり重要かと思っています。 

 令和６年度につきましては、まだ予定ではございますが、実施サイトに載って各国に商品

として売り始めるという言い方も変かもしれませんけれども、一応５月の頭ぐらいを予定し

ておりますので、まず、菊川茶が世界に売り出されたというご報告をこういった形で出てい

ますというようなご報告をして対処したいので、今年の第１回目は５月を予定しております。 

 その後、日々もう売っているものですから、日々状況というのが変わっていくと思います

が、アリババ様のほうから、どこの地域で反応があるとか、この地域は反応が薄いとか、バ

イヤーさんからこういったご意見があるとか、そういったデータは本来ならば、ご提供不可

なんですけれども、今回は特別に出していただけるということで、例えば５月からやって数

か月だと、やはりデータが少ないものですから、もう少しためたいなと思っていまして、半

年ほどたまればなということで、何かこう見えてくるのかなというところも、まだ想像で想

定ですけれどもあるんです。 

 第２回目は、12月を一応予定をさせていただきまして、次の新都市に向けてというところ

も考えております。 

 また、今後売れていくと、税とか、そういったところも当然関連してきますし、海外での

模倣品対策として、海外、その国で菊川茶という、深蒸し抹茶という商標登録みたいなもの

をしないと模倣品対策にはならないものですから、そういったときには、やはり税理士みた

いな方も必要になってきますので、ＧＩの協議会も、そういったところまで想定された構成

になっておりますので、菊川市の茶業協会もそこに所属をしておりますので、何かありまし

たらということで、イベントとかに出向くと必ずそういった方たちともお話しできる機会が
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あるものですから、また、そういったことで国の協議会をうまく使いながら、当然、知識は

私らも少なく、ないものですから、うまく使いながら落ち度なく進めていければなと思って

おります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。国内の消費、伸び悩んでいるもんですから、海外にかけ

る面というウエートが非常に大きいと思うんですね。見込みで1.6倍とか1.7倍という数字を

出しているんですけれども、目標とされる、いわゆる外国のいわゆるどこを今ターゲットに、

アメリカのほうとか、いろいろあるかと思うのですけれども、どうでしょうかね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 まさしくそこが今後のまず最初にやっていくことかなと思っております。 

 お茶の文化があるところは入りやすい。例えば、台湾、タイあたりが入りやすいですが、

やはり茶文化があるということは、イコールお茶の種類もたくさん多ございまして、先日も、

ＦＯＯＤＥＸ、先週、行ってまいりましたが、やはりそちらの方とお話しする機会が、ちょ

うど茶業協会がございまして、お話ししたところ、やはり受入れはしてくれるだろうけれど

も、売れるかどうかは、それはまた別の話だということで現地の方がおっしゃっていたとい

うことで、アジアは、そういう傾向になるだろうなというところが一つ。 

 あとアメリカはじめ健康志向が大変高いものですから、おいしいお茶を飲みたいという感

覚ではどうもなさそうだなというところがございまして、健康のために飲むのが日本の緑茶

というような感覚なのかなと思っていますので、売り方の問題かなと思っております。 

 あとはＥＵにつきましては、先日、私も直接ＥＵの皆さまとお会いしてきましたが、やは

り緑茶を嗜好品として、おいしいと思って手を伸ばすという文化はまだないのかな。やはり

健康志向のほうが高いなということはお話をさせていただいて感じたところでございます。 

 あとは、国からとかの情報でいきますと、ＵＡＥあたりが、大変最近は、近年は需要が高

まっている。しかも高い商品の購買の意欲があるのではないかということも情報としては頂

いております。 

 それこそいろんな情報が今たくさん手元にあるわけなんですけれども、実際どうなのかと

いうのが、まさしくアリババさんのもの、あれは実で売っていきますので、そういったとこ

ろのデータも併せて検討していきながら、地域であるとか国を最終的には絞って、出口の戦
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略として絞って、どういうふうに打ち出して、おいしいで出していくのか、健康で出してい

くのか、そこら辺を決めて話を進めていければと思っております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、これが菊川市のお茶の生産体制とか戦略とか見たとき

にも、これはひとつ、これが成功することによって茶業における活路というんですか、これ

が見えてくるなと思うんですが、現状の菊川市の生産体制や販売戦略とかについてもＪＡが

持つウエートというのは非常に大きいわけですよね。 

 今、構成メンバーは生産者であったり、機械メーカーであったりＵＴであったり、茶業協

会からＪＡとか入ってくるわけですが、やっぱり一体的になって、現在の仕組みというんで

すか、するとやっぱり加工茶が一番の金額的には主なものになっているんでしょうけれども、

それらをやっぱり海外戦略に向けた生産体系とかに、やっぱり絞っていく部分と現在の加工

茶の部分なんかも当然必要ですから、やはりバランスをとりながら進めていくという話にな

っていくと思うんですが、私はそこで一番大きな問題というのは、前から課長からいろんな

話をしてもらって感じていることは、ＪＡの存在なんですよね。 

 それで、ＪＡはＪＡで、今生産者との連携とか販売とかについては、主にある意味牛耳っ

ているというか、やっているわけじゃないですか。そうするとＪＡの動向というの非常に大

きいわけですが、事前協議の中でＪＡとの話というのは、どういう感触があって、こういう

協議会、年に２回ということですが、事前の協議の中ではどういった話、今されているんで

しょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 事前というか、日頃のお話というのもありますし、今、第１回を既に開催しておりますの

で、そのときのお話、ＪＡさんとのお話の様子ということで答弁させていただきますけれど

も、やはり日頃お話をさせていただいているとおり、やはり販売力というところでは、もう

少し、ちょっと言いにくいですけど、頑張っていただければ大変ありがたいのかなというよ

うなことが主にございますし、それはまた、しかも国内のお話でございまして、海外につき

ましては、やはりまだＪＡさんとしての意識というのは、さほど高くはないのかなという、

あくまで私的な感想ですけれども持っております。 

 また今後、海外に仕かけをしたわけですけれども、これが当たるということになりますと、
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おのずと有機栽培も増えていきます。当然、昔からありますやぶきたの深蒸し茶等、これも

多くのお客様がついておりますから、これがなくなることは決してないんですけれども、や

はりお茶農家の生産者の所得収入というと、やはり路線をもう一本、有機というものは十分

あり得ると思いますが、そのときに、やはり有機の栽培というのは、とても技術が要るもの

ですから、当然そこはもう線引きをして、私のほうが栽培まで指導といって知識ないもんで

すから、そういったところでは販路のきっかけは市のほうでつくりましたけれども、やはり

現実の現場のお茶の栽培というところについては、一つＪＡさんのお力を発揮していただけ

ればということで期待をしていますし、今後そういう調整をしていくお話もあるのかなとい

うことで想定はしております。 

 以上でございます。 

         〔「分かりました。いいです」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  いいですか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番です。海外輸出、簡単に言いましても、ヨーロッパの場合は、

ＨＡＣＣＰという規格があるんですよ。それで、イスラム圏は、先ほどの、あれはハラール

という規格、ＵＡＥ。そういう許可を売るんですね。 

 それこそＨＡＣＣＰというのは簡単じゃなくて、焼津のかつお節で新丸正３年、５年かけ

て生産工程から全部チェックされるんですね。それでオーケー出ないと認められない。こう

いう難しいものなんですね。アメリカは、比較的いいみたいですけど。 

 ですから、逆に言うと、アリババが簡単にそれじゃ、そこらじゅうで売れるというような

期待は抱いちゃいかんと思うんですよ。とりあえずアメリカだけでやりますよと。それで、

こっちのほうで有機でやれるようになったら、ヨーロッパのその逆にＨＡＣＣＰの許可を得

るために、それじゃ金をつぎ込んでやるかと言うと、結構これも大変なんです。 

 なので、そこら辺は、簡単に海外海外という希望を抱かせるようなものじゃないというこ

とは知らしめといたほうがいい。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 まさしくおっしゃるとおりでございますし、既にアリババ様、佐川様からも、そのあたり

のことはお聞きをしておりますし、国からの資料を見ていてもそう思います。 

 有機ＪＡＳ認証で、ある程度通れる国というのが、やはりアジアであるとかアメリカあた

りが、やはり有機ＪＡＳだけで何となくというか、そう縛りがきつくないもんですから入っ
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ていける。 

 またＥＵに関しては、やはり大変厳しいということでＧＩだけではちょっとハードルが高

いというところは感じています。 

 あとハラール認証なんかも、先日、逆に確認がありまして、菊川市さん、お茶とっていま

すか。いや、全然まだそんなにとっていないということで、やはり先ほど松本委員のご質問

にもありましたように、状況を早く見定めて、ターゲットを絞って効率よい予算を、お金が

本当、認証かかるものですから、効率よい予算の執行という意味で、ターゲッティングをい

つまでに、どのようなレベルまでやっていくかというのが一つ課題であって、その後、決め

た以上、どうして今度はやっていくのか国だけ。その中で認証がやはり必要であるなら認証

を取ると。模倣品対策を打つと。その間に有機の現場を回しておくというような出口と現場

と両輪で進めておくことが必要かなというイメージではおります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。関連質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  今と同じようなあれなんですが、ブランド名というのは、もう決まっ

ているんですか、商標との関係です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 ブランド名という、お答えになるかちょっと分かりませんが、ＧＩが商品名というか、も

のの名前が登録をされておりますので、深蒸し菊川茶か菊川深蒸し茶の２つ以外はＧＩの

シールは貼れませんので、そういった意味では商品名というのは決まっておりますが、今、

アリババ様のサイトを使って出していく予定の商品につきましては、市内の生産者、個人、

市営業の方であるとか、茶農協の方々、また茶商の方が、それぞれの商品を出すというスタ

ンスで進めてまいりますので、特に菊川市としての菊川茶のブランド名というと、やはり今

はＧＩの２種類どちらかのお名前となろうかと思っております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番です。商標を海外へ登録しようとすると、国ごとに登録しないと

いけないわけです。制度も国ごとによって違ってきます。 

 例えば、アメリカなんかは日本で登録になっている商標が、アメリカで使っている商標と
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いうふうに、もう決まっているんですね。ですから、まず日本で商標登録をしておくという

のが前提だと思います。 

 中国なんかは、この菊川茶というのが有名になってくると、同じものを登録する悪いくせ

がありまして、そういったものを防ぐには、やはり中国はちょっと優先的に出しておいたほ

うがいいかな、そういうふうにありますので、弁理士さんとかなんかに検討して一緒に協議

をして、お金もかかりますので進めていければと思いますが、いかがでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 まさしくおっしゃるとおりでございまして、商標登録も国ごとに行わなければいけないと

いうことと、一度登録したからといって高いお金をその後払わせていただけば更新料もかか

るということ。 

 先日、私も東京に行って、ＥＵの皆さまとお話をする機会と同じ場で弁理士の方とお話、

名刺交換をしてまいりました。 

 今後は、上手にやればやるほど、売れれば売れるほど、やはりそちらの対応が急務という

ことになってきますので、やはりそこら辺はもう本当に協議会でありますから、皆さんの情

報を取りながら、誤解のないようにというか、取られてしまったら何んでもないというとこ

ろは一つ感じておりますが、ただ、先ほどお話が出るターゲットがまだ絞れていないもんで

すから、無造作にどの国にも登録しておくといのも膨大な予算が必要になってしまうもので

すから、少しそのあたりのバランスというか、ターゲッティングと保護という、商品の保護

というそのタイミングですよね。ちょっとそこら辺は十分検討していく課題であり要素かな

という認識は持っております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ちょっと教えていただきたいんですが、茶こちゃんの商標登録が昔し

たんですよね。今でも続いています、更新をして。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。ちょっと予算から外れてきているかもしれませ

んので。回答できれば。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 確認しますが、私の覚えとすると更新、今も商標登録の範疇にあるという認識でございま

す。 
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 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

         〔「もう一つだけ今の関連で」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ８番。 

○８番（鈴木直博君）  茶こちゃんの前掛けに「菊川茶」て書いてあるんですね。なもんです

から、あの言葉をとって、菊川茶というのを商標登録、ブランド名としてやるんだったら、

アメリカだって菊川茶というのはそのまま出せるんですよね。 

 ですから、茶こちゃんのやつをブランド名にするのかというのもちょっと、ほかのかかり

方もありますので、検討されたほうがいいんじゃないかと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 おっしゃるとおりで、余り小さい単位の商標にしてしまうと、じゃほかで使われてしまう。

菊川茶というところで、それをどこまでのものを菊川茶ということで登録をしていくかとい

うところもあろうかと思いますが、ＧＩをとられている団体、または県、産品を常に、先ほ

どのお話であってた、中国、そういったことを済ませてある皆さんも産品もあるわけですか

ら、少しその方が説明書を輸送してきたんですけれども、少し様子を聞きながら、どんな名

前が一番目的に合致して、うちのお茶として守られるのかというところは、もう少し私自身

も市としても勉強が必要かなというところでございます。直接今こういったことで考えてい

るというところまではございません。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「ありがとうございました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  この件に関して関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、３番目の質問私からさせてもらいます。 

 ６款１項３目お茶生産形態育成推進事業費ということで、資料の129ページとなります。 

 海外輸出専門ウェブサイト利用料264万円の内容と、海外輸出支援事業費補助金25万5,000

円について、どのような方式で補助を行うのかお伺いします。 

 答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 
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 まず海外輸出専用のウェブサイトの利用料の説明をさせていただきます。 

 使用するサイトは、アリババのＥＣサイトとなります。あとサイトの中でも、今回使う部

分は、アリババに会員登録されている各国のバイヤーが閲覧できるサイトということになっ

ております。 

 その中に、菊川市の専用ページをまず構築して、菊川市の専用ページをクリックして、初

めてその中に市内の生産拠点でありますとか、茶商の皆さんが出品する商品が掲載されてい

るというような格好で、そのサイト使用料としまして税込みで月額22万円、年間264万円使用

料に要する費用となります。 

 また、海外輸出支援事業費補助金の補助内容でございますけれども、簡単に言うと、これ

海外通販なわけですけれども、につきましては、購入前に必ずと言っていいほどサンプル提

供を求められるということでお聞きをしております。まず求められますよということでお聞

きをしております。 

 菊川茶の輸出を図るために、市内の皆さん、生産者などがサンプル提供でありますとか、

海外のイベントの際に使う商品を出す、輸送する、そういった場面でこれ使う補助金なんで

すけれども、やはりサンプル提供にしても、イベント出品にしても、まだもうけというとこ

ろの利益がない部分でございますので、そこのハードルも少し下げてあげたいということで、

サンプルを送った後に商談がまとまって「いいね」ということであれば、それはもう利益が

発生すれば輸送になっていくわけですけど、まだサンプルなりイベントというのは、そこの

まだ利益が発生する前のものでございますので、何とかそこを補助してあげたいということ

で設けた補助制度でございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を頂きました。再質問は、この補助の関係で、１社が１件ど

こかに送る単位で幾らやるのかというところと、あと、ウェブサイトで一応ページが出てい

て、多分問合せとかがいろいろ来るときに、もう英語だったりとかいろんな言語で来たりと

かする対応というのは各社で直接取られるのか、それともある程度翻訳されてつなげられる

のか、その２点についてお伺いします。 

 答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。まず、補助金の内容ですけど、

もう少し詳しくということでお話をさせていただきますと、まず、今回は佐川急便さんは協

定をしておりますので、佐川のグローバルポスト便ということで、佐川急便様と日本郵便、
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こちらが、ちょっと私の覚えですけれども、昨年または一昨年に業務提携をされております。

その仕組みを今回使います。メリットとすると、大変精度よく届くと。送った物がどっかへ

行っちゃうとかそういうのはなく、精度が高く届く今回は仕組みを利用しております。 

 そこの仕組みに引っ張られますと、まず、送る海外といいましても、その仕組みでいきま

すと５つの地域に分かれます。アジア地域──中国、韓国、台湾、こちらを第１地域に対し

まして、第２地域というのがその３つを除いたアジアとか、第３地域がオセアニアとか中近

東、仕組みによって地域別にされています。その地域ごとの送る重さによって料金が設定さ

れております。決して高いものではございません。どちらかというと安いかなとは思ってい

ますけれども。そこの地域と重さに対しまして、補助率でございますけれども、もうＧＩが

登録されているお茶とそうでないもの、これ、戦略とすると、ＧＩで入っていきたいもので

すから、まずそこで色分けをしております。輸送経費、ＧＩの登録商品であれば２分の１が

小数点以下切り捨てで、ＧＩ以外の商品であれば３分の１が小数点以下切り捨てで、上限額

につきましても、ＧＩ登録が第１・第２地帯では、近いアジア圏については上限が１万円、

そのほか、ＧＩ以外の第１地域・第２地域につきましては上限5,000円。今回は第３、第４、

第５地域、中南米だとか、先ほど言われたようにＵＡＥとか、遠いところにつきましては、

ＧＩ登録商品が上限２万円、そのほかの商品が上限１万円ということで設定をしております。 

 続いての海外のバイヤーさんからの対応という部分であろうかと思いますけれども、アリ

ババ様と交渉させていただきまして、今回、予算がかからない範囲、予算の範囲というより

も、予算をかけずにアリババさんのサービスとしてやっていただけるという大きなところが

３つございます。 

 一つは、先ほどもご質問にありました、海外どの言語を使うバイヤーさんから問合せがあ

るか分からないものですから、それはアリババさんのほうで日本語に訳したものが私ども菊

川市のほうにメールで来て、それを市のほうから生産者、該当する生産者のところにメール

を送る。これは日本語でございます。その質問に対して生産者が答える。日本語で答える。

そのメールを私が、菊川市が経由してアリババ様に日本語で送る。そうすると、向こう、先

方のほうでその言語に直していただいて商談の代わりをやっていただくという仕組みになっ

ております。 

 あとは、怖いのが代金回収です。外国のことをどうのこうのということを申し上げてはい

けないのかもしれませんが、商品を送ったけど代金が来ないというのが、これは一番生産者

はつらいところですので、今回、アリババ様にここもご相談をさせていただきまして、会員
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登録されているバイヤーさんですと、まずそういうことは基本的にないんだけれども、あえ

て担保しましょうということで、バイヤーさんからアリババさんのほうに入金、アリババさ

んが着金を確認してから商品発送の指示が参ります。商品を発送をするということで、当然、

アリババさんからあとは生産者に入るだけなので、アリババさんまでの着金を確認してから

商品発送ということで結構ですよということでおっしゃっていただけたので、代金の未回収

もないということ。 

 あともう一点が、これもよくあるお話で、佐川グローバルポスト、飛脚便を使った理由な

んですけれども、発送した物が行方不明になるケースが大変多ございます、現実とすると。

いろんな国の仕組みがあるということで。そうしますと、「荷物が届かないんだけど」とい

うクレームというものが生産者に本来であれば直接入るところですが、その窓口としてアリ

ババ様、もしくは佐川さんも若干これは入ってくると思いますけれども、もう佐川さんにな

るかもしれませんが、そのクレーム対応は生産者じゃなくて企業のほうでやっていただける

ということで、この３点は本来ならば大きなお金、予算をかけないとできないところでござ

いますが、今回はサービスの範囲内でやっていただけるということで、大変、生産者のほう

も安心をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。私からは再質問はございません。関連質疑

はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしければ、４番目の質問を須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。６款１項３目茶園管理推進事業費についてお伺いい

たします。 

 説明資料が130ページで、タブレットでは134ページになります。 

 奨励金と茶園集積推進事業補助金の減額理由についてお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。まず、奨励金の部分ですが、茶

品評会の奨励金についてですが、現在は全国茶品評会、あと関東ブロック茶の共進会、静岡

県茶品評会のいずれかに出品した場合に、各生産者に定額の10万円を奨励金として支出をし

ております。目的としますと、製造技術の向上のほかに、出品する団体が減少するというの

は寂しいものですから、その中で多くの生産者になるべく出品を促すこととして、そういう
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目的として支出をしております。 

 今後につきましては、上位入賞を果たす菊川茶ブランドというところの維持、ブランド維

持・向上に資する、こういったところに目的の主眼を置きまして、全国茶品評会のみ、こち

らの入賞者のみの奨励金ということでさせていただいたことによる減額となります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  茶園集積の。 

○茶業振興課長（増田健人君）  すいません。 

○分科会長（西下敦基君）  増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  大変失礼しました。茶業振興課長です。大変失礼いたしまし

た。集積事業につきましては、中間管理事業によって行うわけなんですけれども、10アール

当たり５万円の上限として、県と市が２分の１ずつ出して事業実施をしております。その中

で、令和５年度の集積実績が582アール、対象になっている。令和６年度の集積結果では321

アールということで、集積翌年面積の減少に伴って、その後、予算のほうも減少していると

いう状況でございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で事前通知の質疑を終了します。 

 その他に茶業振興課の予算について、質疑のある委員は挙手をお願いします。よろしいで

すか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で質疑を終了します。 

 ここで執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  いていただいてもいいですけど、多分、こっち側にいたらそっち

側に向けてしゃべっちゃうと何かまたおかしくなっちゃうので。 

         〔発言する者あり〕 
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○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、文言だけ入れておきますので。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の「市長提出議案に関して審議し結論

を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする」との規定に基づき、

委員間の自由討議を行います。 

 質問は４問だったんですけど、大分丁寧な答弁を頂いていろいろと分かったと思いますが、

それぞれご意見のある方、あれば挙手にてお願いいたします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、今朝、静岡新聞に、お茶に代わる品目として何かって

載っていましたよね。もしあれだったら言おうか。ちょっと発しちゃったんだけど。レモン

栽培なんて出ていました。先ほども最初に出ていた耕作放棄地対策なんかにしても、農家の

皆さんが継続、持続可能な農業等に取り組むというのは非常に重要なわけです。今日のあの

中にも耕作放棄地対策とかというのは出ていたんですが、具体的にじゃあオリーブであった

りとかレモンであったり、それに代わるものというのはあるかどうか分からんですが、そう

いったところの研究はもう少し必要だなということをすごく感じたというのが一点。 

 これに対する意見があれば別ですが、それともう一つは、今言う海外戦略については未知

数の部分が正直多いなというのは感じるんですけど、現状の菊川市の菊川茶業における状況

というのは皆さん方もご存じのとおりで、ＪＡ、生産者、有機栽培、それに知識を持った方

とか、いろんな茶商も含めてですけれども、一体的な方向性を持ってやっていかないと難し

いなということを非常に強く感じているんです。中には、茶商の中には海外販売で利益を上

げているところもあるわけです。一部だけよくても、菊川市全体の茶業を活性化させていく

ためには、一体性のある取組をしていくことが非常に重要だなということを今回のＧＩやお

茶の輸出に関してという動きを見て非常に強く感じました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。ほかに関連の意見とか、あと、ほかの意見

でもいいと思いますが。じゃあ、先に２番。 

○２番（東 和子君）  すいません、ほかの意見とさせていただきます。 

○分科会長（西下敦基君）  はい。大丈夫です。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。茶農家の方たちが今、深蒸し茶、それから海外に輸出

される場合は無農薬と。なるべく市の担当の茶業課の方には、茶農家の人たちの選択の幅を

選べる形になるかと思うんです。ですから、丁寧に農家を中心にどのような栽培方法がいい

のか、それから、将来的に農家さんが困らないような形の政策というか、そういうものをつ
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くっていただくと、農家さん、すごい今回の海外輸出を期待していますので、展望もあるか

と思いますので、その辺をやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方は。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。農地、圃場の集積というところで、海外販売するた

めには有機が必要です。有機をするためにはある程度の広さの圃場が必要かとも思いますの

で、今、現状ですと、ある圃場があって、その真ん中に中間管理機構に出ていない圃場があ

って、なかなかそこを買収ですか、集積できないというところもあるように聞いております

ので、その辺の推進を市のほうで、中間管理機構は何もやりませんので、市のほうでそうい

うあっせんをしていただくことも必要かと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見がある方いませんか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。農業の関係は、基本的にもうかる農業を推進しなくては

ならないということが掲げられているんです。お茶のほうもそうなんですけれども、それで

ないとやっぱり持続性がなくなるんじゃないかということが言われているんですけれども、

それは何か根本的な理由があるということですので、当然、消費と需要、このバランスが基

本的にも崩れているというようなことだと思います。 

 総務省の家計調査が2023年にあったんですけれども、緑茶の購入量、要するに前年対比で

3.6％減しているんです。それで、実質的に世帯でいえば676グラム、これだけしか使わない

ということなんです。これ、今現実、高齢化社会が続いていますけれども、昔の人たちは当

然お茶を好む、そういうことだと思いますし、まさしく毎食後お茶を飲んでおったと、そう

いうふうに思うんですけれども、今の現実、若い家庭、そういったところにおいては、ごみ

の関係とかいろんな関係があるかと思うんですけれども、茶離れしているというのが本来の

現実だと思うんです。 

 そんなことを考えてみますと、これからのリーフ茶の価格低迷というのはそういったとこ

ろから来ているんじゃないかなと思いますし、また、人口減少、こういったものも左右され

ると思います。そういった国内需要の減少、こういったものが非常に一番の危惧されている

面じゃないかなと思うんです。 

 昔からお茶は生産されておりますけれども、基本的には国内需要、そういったことを考え

ていたんです。ですので、今の現実を考えたら海外戦略、そういったものを考えないと、将
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来のいわゆる茶生産、そういったものにつながってこないと、そういうような形になってい

ます。 

 先ほど来出ておりますけれども、海外に向けて輸出する場合にはリスクを負わなければな

らないわけです。そんな面を出口戦略として十分調査をされて取り組んでほしいな、そうい

うふうに思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。消費者がお茶に求めるニーズというのはいろいろあって、

この間、伊藤園へ行ったとき、最初にこういう言葉があるんだけど、止渇剤という、喉を潤

すための飲物というような感覚があって、伊藤園はいろいろコーヒーもやったり、お茶もや

ったり、ほかの野菜ジュースとかいろいろやっておると。喉を潤すという、そういう一面が

あるので、もうよそではお茶は嗜好品だよということで、味とか風味とかそういった文化を

どんどん追求する、そういう圃場さんのニーズもあるし、それから、さっき言われた健康志

向ということでお茶を選ばれることもあるし、さらには抹茶とかそういう粉だと、これは何

を楽しむのか、味がそんなに相変わらずないと思うんだけれども、非常に色を楽しむ。こん

なきれいなデザートとか何とかに使う。そういう面もありますし、極端なことをいえば、お

茶の香りを楽しむということもあろうかと思いますので、お客様が求めているものというの

は種々多様でニーズがたくさんあると、その辺をしっかり見極めていかないといけないのか

なと、こんなふうに。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方は。 

 ちょっと自分から一点。茶生産形態推進事業費というか、ＥＣサイトの件と、あと輸出の

補助のことについて、菊川市がアリババと提携して、あと佐川と提携していて、これって全

国でも先駆けてやっていることですので、こういった感じで流通と海外の需要というのを市

でやってくれているというのはありがたいかなと思います。これに対して生産者がちゃんと

乗っかってくるような感じでこれから頑張っていただければなと私は思いました。 

 以上となります。 

 ほかにご意見のある方は。もうご意見が出たということでよろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、茶業振興課の予算に係る審査を終わります。 

 ただいま出されましたご意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会
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に報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては正副委員長に一任願います。 

 ということで、入れ替わって、次が結構質問ありますので、最初にトイレに行ったりして、

そろい次第、始めるということでお願いします。 

 

休憩 午前 ９時３４分 

 

 

再開 午前 ９時３８分 

 

○分科会長（西下敦基君）  休憩をとり、会議を再開します。 

 続きまして、建設課の予算審査を行います。 

 初め、淺羽建設課長、出席者の紹介をお願いいたします。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  自分は建設課長の淺羽です。よろしくお願いします。 

 隣が、主幹兼管理係長の加藤です。 

○建設課主幹兼管理係長（加藤   君）  よろしくお願いします。 

○建設課長（淺羽 淳君）  その隣が道路保全係長の山﨑です。 

○建設課主幹兼道路保全係長（山﨑   君）  よろしくお願いします。 

○建設課長（淺羽 淳君）  後ろに整備係長の松本です。 

○建設課整備係長（松本   君）  よろしくお願いします。 

○建設課長（淺羽 淳君）  以上４名です。よろしく御審議のほどお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは質疑を行いますが、事前通知を出された委員からお願い

します。また、答弁は簡潔にお願いいたします。 

 それでは、１人目の直博委員からお願いします。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。 

 ８款１項２目急傾斜地崩壊対策事業費、３ページになります。この事業により、北ノ谷地

区の崩壊対策は終了されるのか。また、急傾斜地崩壊対策危険区域は北ノ谷地区以外に何地

区残されているか。お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。12問ございますので、極力簡潔に答弁させていた

だきます。 
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 鈴木議員の質疑にお答えします。 

 本事業により北ノ谷地区の崩壊対策は終了されるのか。また、急傾斜地崩壊対策危険区域

は北ノ谷地区以外に何地区残されているかについてですが、令和６年度にて半済北ノ谷地区

の急傾斜崩壊対策事業は完了する予定と、県から伺っております。 

 また、「急傾斜地崩壊対策危険区域は。北ノ谷地区以外に何地区残されているか」につい

てですが、土砂災害防止法に基づき急傾斜地と指定されている箇所は、市内に610か所あり、

対策工事が終わっている箇所は北ノ谷地区を含めないで35か所となります。 

 過去に地元から急傾斜地崩壊対策事業の実施に係る要望書が提出され、国・県の補助事業

の対象となる箇所は市内に13か所ございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  分かる範囲で結構です。全部終了するのにどれくらい時間というんで

すかね、約。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。北ノ谷地区については、令和３年に詳細設計にな

って、４、５、６で終わるので、場所によりますけど、１地区３年くらいかかるというとこ

ろであります。一番古くは、先ほど35か所、崩壊対策事業ということで、一番古くは、奥ノ

谷が昭和四十何年かにやっているので、なかなか時間かかる事業であるというのが１点。先

ほど610か所あると言いましたけど、国の事業に乗れるのが10軒以上連担しているところ。県

の事業に乗れるのが５軒以上９軒未満ということで、４軒未満のところは対象ではないとい

うことで、今、13地区、地元から要望が上がっています。順番にやっていく、優先順位はと

いうと人家が多いところだったり地元通りが取れているところだったり、地元の代表者が取

りまとめてくださっているところを北ノ谷の次にやっていこうというところであります。 

 ですので、13か所あって１か所３年くらいかかると、かける３で40年くらいかかるのか、

その間に空き家になって５軒が４軒になるともう対象ではなくなったり、逆に新しい家がで

きて、そういう事業の対象になるところが出てくるかもしれないというのが現状です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑。 

○８番（鈴木直博君）  分かりました。ありがとうございます。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。16番。 
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○１６番（横山隆一君）  16番ですが。前々から申し上げているんですが、国や県の戸数の話

ですが、連担しているという話で。対象にならないところに対しての対策は非常に重要だと

思うのですが。この問題というのは、全国の自治体の中でも問題だとされているのですが、

国もしくは、むしろ県のほうだと思うのですが、そういったものに対する考え方は少し進展

というんですか、考え方の変化というのですか、そういったものがあるかないかお聞きした

いと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  それこそ今、横山議員がおっしゃったように地球の温暖化とか豪

雨などが多くなっているということで毎年のように災害があって。今年度はよかったですけ

ど、令和４年、令和元年とあって、県のほうもそういうところで地元要望があるところ、な

くても軒数があるから対象に乗れるよというところはできるだけ上げてほしいということで

いただいております。ただ、今おっしゃっている４軒未満のところに対する考え方というの

は、やっぱり個人の財産を個人で守っていただくというのが基本ですので、そこは変わって

いないので。県は５軒以上あるところで要望が上がっていないところ、そういうところを吸

い上げていただいてということで調査がきております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。関連質疑ございます

か。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  では、２つ目をお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  横山です。 

 ８款１項２目、同じページです。財源の内訳ですけど、負担金と地方債になっているんで

すけど、これは県費と、それといわゆる受益者金、この負担でやっているんじゃないかとい

うイメージが今まであったんですけど、今回ちょっとこれになったというのを教えてくださ

い。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。横山陽仁議員の質疑にお答えします。 

 「県補助金と受益者で工事費は賄うのではないのか」についてお答えします。 

 まず、北ノ谷地区における急傾斜崩壊対策事業は、県単事業であるため、静岡県が発注す

る工事となります。工事費については、「静岡県建設事業等市町負担金徴収条例」に基づき、
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総事業費の10分の１以内を市町が負担することとなっております。そのため、総事業費２億

2,000万円に対して、10％の2,200万円の負担金を計上しております。 

 その下に、なお、「菊川市土木工事施行条例」に基づき、受益者より総事業費の５％の負

担金を納めていただくこととなっております。ということで、県のほうに10分の１、10％お

支払いする。そのうちの５％は受益者からいただくということで90％が県、５％が市、５％

が受益者ということでそれぞれ県の条例と市の条例で定められております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  すみません。この急傾斜地崩壊対策危険区域の関係で、先ほど国の

関係10戸以上、それから県のほうが５戸以上ということで説明があったんですけれども、そ

れにそぐわない形で崖条例の関係もありますんで。基本的にはがけ地建設移転事業というの

があるかと思うんですけど。そういったものの関係の利活用っていうのはどの程度されてい

るのか、お伺いをします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  すみません、条例についてはあることは承知しています。あと担

当課として気になるものですから建設課で、ちょっとそういう移転の補助とかを対象に何か

やっているというのは、建設課では把握していなくて。実際そういう周知が足りないのか、

そういうのがあるのを周知して、実際そういうのを使って移転しているのかっていうのはち

ょっと存じ上げていないです。すみません。 

○１４番（松本正幸君）  都市計画のほう。 

○建設課長（淺羽 淳君）  都市計画課です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１４番（松本正幸君）  いいです。じゃあ、そちらのほうでお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、３番目の須藤委員、お願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 ８款２項１目道路橋梁総務費についてお伺いします。説明資料は４ページになります。電
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気使用料が減額されておりますけれども、この要因についてお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。須藤議員の質疑にお答えします。 

 「電気使用料の減額の理由は」についてですが、10節需用費電気使用料448万2,000円が令

和５年度当初予算の610万8,000円から減額していることの理由かと思いますが、令和５年度

当初予算は、ここ数年では電気使用料のピークであった令和４年度を参考に当初予算に計上

しました。 

 令和５年度になり電気使用料が減少傾向にあるため、今年度令和６年度予算につきまして

は、令和２年度から令和５年度の４年間の電気使用料の平均値を算出し、当初予算に計上し

たことから減額となったものです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、４番目の質問も須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 ８款２項２目社会資本整備総合交付金事業道路橋梁長寿命化についてお尋ねします。説明

資料が12ページになります。道路工事の内訳についてお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。須藤議員の「道路工事の内訳は」についてお答え

します。 

 本事業に計上している工事は道路施設のうち、橋梁の補修工事となりますので、橋梁補修

工事の内訳を答弁させていただきます。 

 橋梁の健全性は、５年に一度の定期点検により、「健全」、「予防保全段階」、「早期措

置段階」、「緊急措置段階」の４段階に評価されます。今回予算計上した４橋梁のうち３橋

梁はⅢ評価の早期措置段階と判定されたため、予算計上するものです。また、残りの１橋梁

はⅡ評価ですが、過去に実施設計を行っており、予算の平準化もありⅢ評価となる前に予防

保全として補修工事を実施するものです。 

 主な工種として、支承補修、断面修復工、塗装塗り替え、橋面の舗装、伸縮装置の取り換
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えなどを予定しています。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、５番目の質問を山下委員からお願いします。マイクと

番号をお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番。 

 ８款２項３目社会資本整備総合交付金事業市道赤土高橋線ということで、令和６年度工事

を完了して…… 

         〔「マイク」「全然聞こえん」という者あり〕 

○１７番（山下 修君）  どの程度の進捗となるのか。また、財源に地方債が３種類活用され

ていますから、それぞれの活用におけるメリットがありましたらお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。山下議員の「質疑」にお答えします。 

 初めに、「令和６年度工事が完了してどの程度の進捗となるのか」についてですが、令和

６年度工事で、市施工区間の道路築造を完成する計画としています。但し、残りの切土工事

7,000立米について、受け入れ先事業との調整により、工事費及び工事完了時期の変更が見込

まれます。なお、県道大東菊川線交差点までの供用開始を、令和７年度中を目標に静岡県と

事業を進めてまいります。 

 次に、「財源に地方債が３種類活用されていているが、それぞれの活用におけるメリット

は」についてお答えします。 

 それぞれの地方債においては、充当率や充当要件が異なります。原発特別事業債は、国庫

交付金残額に対し、100％充当されます。合併特例債は国庫交付金残額によらず、本事業費の

95％に充当可能となります。なお、道路橋梁整備事業債は国庫交付金残額に対し、90％充当

可能となるものです。 

 地方債の活用については、市全体の借入事業や交付金の内示率に応じ、有利な起債を充当

することとしています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 
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○１７番（山下 修君）  17番。 

 最初のほうの説明で切土が7,000立米まだ残るというお話。それはどこのことをいうんでし

ょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。松本係長。 

○建設課整備係長（松本   君）  整備係長です。 

 残りの切土工事の7,000立米につきましては、現在高橋地区で進めております。（ミトリョ

ウ）の700メートル地内の切土工事になります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  それが残っても、市の工区は通行可能になるということですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。松本係長。 

○建設課整備係長（松本   君）  整備係長です。 

 令和６年度事業費の中で、そちらの残りの切土工事7,000立米が含まれているものでござい

ます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、６番目の質問を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ６番目です。市単独交通安全施設の整備事業です。 

 過去に設置して古くなったもののうち、視認可能な場所に設置したものについて撤去する

考えはないか、伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  坪井議員の「過去に設置して古くなったもののうち、視認可能な

場所に設置したものについて撤去する考えはないか」についてお答えします。 

 反射鏡のカーブミラーのことをおっしゃっているのかと思いますが、反射鏡の撤去にあた

っては、設置当時から周辺の道路環境や土地利用の変化が見込まれることから、担当職員が

現地確認のうえ、現在の基準により、撤去の可否を判断しております。十分な視認性が確保

でき、安全性が確保されると判断する場合は、地元自治会と協議を行い、ご理解いただくこ
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とを前提に撤去することも考慮しています。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、もう１つ７番目を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。 

 樋門樋管の管理費ということで、樋管管理委託料を操作報奨金とした理由について伺いま

す。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。坪井議員の質疑にお答えします。「樋管管理委託

料を操作報償金とした理由」についてですが、本来委託とは、特殊の技術、設備等を必要と

する、あるいは高度の専門的な知識を必要とする事務事業、調査など、行政が実施するより

他のものに委託した方が効率的である事業に対して行うものであります。 

 それに対し、報償費は提供された役務に対する謝礼であり、樋門樋管管理という役務を提

供し、それに対する謝礼として支出しているため、委託料ではなく報償金が正しいと考え、

令和６年度当初予算から改めさせていただくものです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  その委託に関する解釈について、どこかから御指摘があったというこ

とでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。加藤係長。 

○建設課主幹兼管理係長（加藤   君）  管理係長です。自分が平成28年度まで建設課にお

りまして、今年度から戻ってきたんですけれども、予算編成を進めている中で、ちょっと委

託にはそぐわないんじゃないかなということで、みていくと委託ではなくて今回は報奨とい

うところが正しいのではないかということで、財政課のほうとも打ち合わせしまして、今後

変更をさせていただきました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。関連質疑ございます

か。 
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         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の質問を隆一委員からお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが。河川維持管理総務費でございます。326ページですが。

委託料258万6,000円と負担金補助及び交付金556万1,000円の内容の説明をお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。横山隆一議員の質疑にお答えします。 

 河川堤防草刈作業委託料258万6,000円と負担金補助金及び交付金556万1,000円」の内容に

ついてについてですが、河川堤防草刈作業委託料258万6,000円は、菊川市シルバー人材セン

ターに委託している除草作業と、業者に委託している河川内の雑木伐採等となります。 

 負担金補助金及び交付金556万1,000円は、菊川市河川改修促進連合協議会への事業費補助

金となります。河川愛護活動に対する補助金や、海岸清掃でのバス代、大型草刈機の管理費

等が含まれます。また、本定例会において、西下議員からの一般質問にてご答弁しましたが、

自治会の負担軽減のために、令和６年度予算で斜面の草刈りに対応できる草刈機の購入を予

定しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。 

 具体的にお聞きしますが、県の管理河川で自治会等が河川改修促進委員会のほうに委託を

して、補助金を出してやっている管理制度があるわけです。現実問題、その作業ができなく

て、県に対応してもらっているのか、シルバーに対応してもらっているのか分かりませんが、

管理ができていない部分が現状どのくらいあって、その部分に対する作業費というんですが、

工事費というんですか、保全管理費というんですか、こういったものはこの中に含まれてい

るとすれば、どのくらいかかっているか、実際のところですが。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。 

 基本的には、県管理河川は市のほうで草刈り等をしなくて、シルバーさんに委託している

のは桜づつみの、菊川、アエルの前と小笠の旧支所の前の桜づつみ公園の維持管理とか市の

管理河川のシルバーさんでできるような作業を地元要望あってやる必要があったらやってい

ると。 

 県の管理河川は令和３年に隆一議員もご質問していました、西下議員も今回質問していま
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した、坪井委員もご質問されているかと思いますが、県のホームページを見ると県管理河川

の草刈りについては地元にお願いしているというふうに出ているので、あとはじゃあ地元が

やらなくなったらどうなるかというご質問なので、県は河川管理上必要と感じたら刈ると思

いますが、環境美化のためには刈らないというご回答。赤堀県議の９月の県議会のご答弁に

もあるように、今回の西下議員の答弁にもあるように、地域の負担を軽減するということは

県も市も考えているのでリモコン式草刈り機を買って負担を軽減するとか、今回の予算にあ

る草刈りも市のほうで買って貸し出しをするということになります。 

 お答えとしては、県は河川管理上必要と感じるところは刈るし、環境美化のための草刈り

は菊川市だけでなく全県的に、もしかしたら全国的に刈っていないというのが現状です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君  16番。 

 ちょっと私の認識の誤りもあるかもしれませんが、西方川の下流部における、いわゆる長

池から、あるいは加茂の（  ）からあの辺にかけて保全管理がやっぱりされていないよう

なところが見受けられるんです。そうしたところに関しては、昨年度、一昨年度ですか、菊

川の建設業者が入って保全というんですか、したところもあるんですが。そういったものは

この中には含まれていないということですか。今言うように、私の認識としては、河川改修

促進委員会でやる委託先、所轄する箇所が保全されていない部分が何箇所かあるように見受

けられるものですからお聞きしたんですが、そういったところがあるかないかということを

先ほど申し上げたんですが。先ほど言ったように、昨年度、一昨年度、建設業者が入って保

全をしているところもあるわけですね。そういったところに関しては、具体的にはどうなっ

ていますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。加藤係長。 

○建設課主幹兼管理係長（加藤   君）  西方川でございますが、昨年度から一律県のほう

で河川内にある樹木の伐採作業等は行っていただいておりますので、市のほうでお金をかけ

てというところではなくて、県が行っているということになります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

○１５番（内田 隆君）  了解しました。 

○分科会長（西下敦基君）  これに関連して質問があれば。もう１問、山下委員から同じとこ

ろで質問が出ていますので、まずそちらに先にいってもらいますか。17番。 
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○１７番（山下 修君）  17番 山下です。 

 河川維持管理総務費ということで、草刈機チェーンソーの保有台数と貸し出しは行ってい

るのかということと、河川堤防草刈り作業委託の対象箇所というのがありますけれども、委

託先はどちらでしょう。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。山下議員の質疑にお答えします。 

 「草刈り機、チェーンソーの保有台数と貸し出しは行っているのか。また、河川堤防草刈

作業委託料の対象箇所と委託先は」についてですが、建設課では、肩掛け式の草刈り機を

４台、チェーンソー５台を保有しております。こちらについては、建設課で使用しておりま

すので貸し出しは行っておりません。 

 河川堤防草刈作業委託料は、先ほど横山隆一委員への答弁と重複しますが、箇所としては

シルバーさんにお願いしているのは桜づつみ公園など市で占有している箇所の除草、ほかに

業者に委託しているものとして、市内全域の河川内の雑木伐採を市の管理の普通河川に業者

に委託して実施していただいております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。 

 違和感って言ったら申し訳ないですけど、農業されている方とかそういった方は必ず草刈

機の気質のほうであるわけですけれども、もう少しこの県の河川でも都市部のほうに入りま

すと、隣接した方で借りたいなというようなことで常時固有するほどの仕事ではないので、

草刈機を貸していただきたいとかそういった要望というのは、そういう奇特な方かもしれま

せんけど、ないんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。加藤係長。 

○建設課主幹兼管理係長（加藤   君）  管理係長です。 

 今年度につきましては、そういったご要望というのはいただいておりません。 

○１７番（山下 修君）  ちょっと残念です。（笑声） 

○分科会長（西下敦基君）  補足ということで。中川部長。 

○建設経済部長（中川敬司君）  建設経済部長です。直接要望はなかったんですが、今年の市

政懇談会の西方地区のときに、やっぱりそういう新規の住宅が増えていると、そういう方た

ちは持っていないもんですから、何とかそういうところって手立てできないかねっていうよ
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うなお話はありました。なかなか私どもの、見たらみんな持っているもんですから、混乱会

の西形地区の時にやっぱりそういう新規の住宅が増えてくるとそういう形は持ってないもの

ですからなんとかそういうところって手だてできないかねというようなお話はありましたな

かなか私どもの見たところだとみんな持っているものですからいいんですけど。そういう、

どうしてもそれが個人の負担になっちゃうようであれば、我々ないし自治会ないしでやっぱ

り考えないといけない部分は出てくるかもしれないということです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。 

 さっき河川で環境美化では県のほうは刈らないよと。河川上必要なら刈りますよという答

弁がありましたけれども。逆に県の管理の河川なもんですから、市のほうでどのくらい把握

しているかというのはあれなんですけど。前にも県のほうに少し言ったことがあるんですけ

ど、堤内の法面の洗掘というのが、どこの河川といいますか、南のほうだけかもしれません

けれども、高橋川にしても（  ）川にしても洗掘されていると。それで、草刈りに行くと、

突然１メーターぐらいの高さがあって、草刈り機持って下へ転げ落ちるといったような危険

があるところが結構あるんです。これまさしく草刈り作業にとっては本当に管理上非常に必

要だ。管理上必要だというのは堤防が侵食されて劣化するというような感じのことを県は言

われるのかもしれませんけれども、ちょっと前例の似たような洗掘されている、こういうよ

うなところが結構見受けられるんですけれども、そこら辺についてどうお考えでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。すみません、自分の考えになっちゃうかもしれな

いんですが。本当は、河川管理、定防管理する上で草刈りするのが管理上必要かと思って、

国交省は年に１回はやっています。ただ、国交省もそんなにお金が潤沢にあるわけではない

ので、２回目は、１メートルとか刈っているところもあって、ちょっと予算を削りながらや

っているかと思う。ですので、正しくは先ほど河川管理上必要なら刈るべきと言ったんです

けど、本来刈るべき。それで、国交省も県も河川パトロールというのは目視で巡視はしてい

まして、草が刈ってあったほうがもちろん見えるし、小笠高橋川なんかで草刈りしていただ

いて、そういうことが分かって県に進達するということも何回かやったことあるので。本来

は刈るべきかと。そうすると、最後は何で刈らんのってなっちゃうんですが、今回、今ある

地球温暖化の関係でやっぱり河川改修促進委員会で、河川改修をお願いするという土壌があ

って、その代わり愛護活動は地元でやるよというのが昔々からの流れであるというのが事実
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で。それがなかなか社会情勢、少子高齢化でなかなか難しくなっていて、さっき言った草刈

り機がないとかっていう話もあるので。 

 同じ繰り返しになりますが、地元の負担を軽減するというところと安心安全を図るために

河川を治水を頑張っていくというところがあって、両方国交省みたいにできればいいんです

けどなかなか難しいところ。過去10年くらい前に民主党政権になったときの事業仕分けで草

刈りはやらないよとなったときにまた反発があって、今刈っているというようないろんな状

況があって。 

 県下管理河川は国と違って河川数も多いし距離も長いというところでなかなか手が回って

いないというのが現状です。ちょっとお答えになっているかどうか分からないですけど。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番。 

 やってないやってないみたいな話ですけど、今年度、江川の下流域については、県のほう

で洗掘された箇所に対して、100メーターぐらいやっていただいたと。こういうことがあるも

んですから、そういう対応というのをまたよろしくお願いしたいなと、お願いしますと。

（笑声） 

○分科会長（西下敦基君）  すみません、自分から質問させていただきますけど。 

 それこそ委託料の業者への伐採をしていただいているということで、これって時期とか、

随時やっているとか出水期の前に全部きれいにしてしまうのか。そこら辺、もし確認できれ

ばお願いします。 

 答弁を求めます。加藤係長。 

○建設課主幹兼管理係長（加藤   君）  管理係長です。 

 出水期前だけではなくて、年間通してということです。状況を見ながら対応させていただ

いております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。 

 ほかに関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、10番目を、これ松本委員から２つ出ていますけど、ま

ず１つ10番目を坪井委員からお願いします。 
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○３番（坪井仲治君）  坪井です。お願いします。 

 かわまちづくりの事業費ということで、かわまちづくり協議会、国交省との関わりは。ま

た、消耗品費10万円の予算が組まれているが、どのようなイベントを企画されているか伺い

ます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。坪井議員の質疑にお答えします。 

 「かわまちづくり協議会、国交省との関わりは。また、消耗品費10万円の予算が組まれて

いるがどのようなイベントを企画されているのか」についてですが、初めにかわまちづくり

協議会、国交省との関わりについてですが、かわまちづくり協議会は、菊川流域の地域資源

と連携した水辺空間の利活用を検討し、菊川流域のまちづくりを目的に、まちづくりの推進

を目指しております。 

 本協議会の構成員は、菊川市連合自治会会長、副会長、菊川市商工会会長、菊川市観光協

会会長、菊川市スポーツ協会会長、浜松河川国道事務所副所長、袋井土木事務所次長、菊川

市副市長となっており、国土交通省さんも構成員として関わっていただいております。 

 次に、「消耗品費10万円の予算が組まれているがどのようなイベントを企画されているの

か」についてですが、イベント実施にあたっては、公募型社会実験の主体となり、水辺空間

での活動等を行う菊川の盛り上げ役であるエリアマネジメント組織の３名と、国土交通省、

菊川市の３者で意見交換会を開き、イベント内容を協議しております。現在、ほかの団体と

一緒にイベントを開催することで集客を増やすことが出来ないか、定期的なイベントを開催

する方法がないかなど検討している段階であり、現時点ではイベントの詳細は決まっており

ません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  イベントの詳細決まっていないということですけど、イベントは実施

するということでよろしいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。 

 過去何回かイベントやって、コロナ禍で中断をしたりして、今年度８月４日に防災イベン

ト、防災ステーションでやったということから、コロナも２類から５類になったということ

で、イベントを開催する方向で協議を重ねているということで。あと、何するか決まってい
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ないけど10万円はということだと思うんですが、過去のイベントから、こんなイベントをや

るとこんなものが必要だったよということがあるので、ある程度予算を持っていて、イベン

ト決まったら必要なものに購入していこうというふうに考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○３番（坪井仲治君）  ないです。 

○分科会長（西下敦基君）  この件に関して関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次のところ11番目を松本委員からお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。 

 同じところでありますけれども、菊川かわまちづくり事業費ということで、この計画に菊

川の役割として、整備箇所の候補地、またハード整備やソフト事業の施策実施箇所が示され

ております。計画の推進について伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。松本議員の質疑にお答えします。 

 「本計画に菊川の役割として、整備箇所の候補地のハード整備やソフト事業の施策実施箇

所が示されているが、計画の推進について伺う」についてですが、菊川かわまちづくり計画

に基づき、国土交通省と市で役割分担を決め、整備を進めております。過去には、下内田地

区の防災ステーションの整備を、国土交通省と市で行いました。国土交通省が堤防道路を舗

装した後には、市でマラソン大会を開催するなどのソフト事業も行いました。 

 現在、六郷地区において、菊川本川と下前田川合流部に国土交通省が水門等を整備してお

りますが、この水門付近に広場を整備することを国土交通省が計画しています。広場が出来

ましたら、休憩施設としてベンチの設置を市が行えるよう河川占用の手続き等、協議を進め

ております。 

 かわまちづくり計画が推進されるためには、国土交通省によるハード整備はかかせないた

め、菊川改修期成同盟会の要望活動において、同盟会会長であります長谷川市長が、かわま

ちづくり事業の促進を国土交通省水管理国土保全局、国土交通省中部地方整備局及び国土交

通省浜松河川国道事務所に対し実施しております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１４番（松本正幸君）  この計画を推進するために、基本的には役割分担ということがあっ
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たんですけれども、本来的にハード整備は当然国交省、国がやるべきことだと思いますし、

実質的に水辺空間、いわゆる親しみ、交流、こういったものを考えた場合に、やはりソフト

の事業とすれば地域の皆さんが考えてやるべきことだと思うんですよね。 

そういうものに対して、本来的にどんな推進をしていくかということが１つあるんですけれ

ども、計画的にやられるんですか。お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。今、松本委員おっしゃられるとおり、菊川かわま

ちづくり計画というのを平成31年にできまして、国が、おっしゃるとおり、ハード整備、河

川管理用通路、階段、坂路、浸水護岸、休憩施設等の基盤整備を行う。それに対して市は何

をするかというと、看板、休憩施設、広場、植樹、散策路を整備するということで、今進め

ていて、先ほど言ったように国がハード整備をやっていただいた後にベンチを置いたり、桜

の木を植えるかどうかとかっていう空間を作って。それに対して、どう進めていくかという

のをまずエリアマネジメントっていうところに登録している３名の方がいて、そこを国と市

とエリアマネジメントの方でご相談して。今あるところがアエルの前ですとか防災ステーシ

ョンの前ですとかミネラルグランドゴルフ場とか、そういうところが拠点としてあって、新

たに下内田川のところができれば広場もできるというところで、そういうところがちゃんと

整備されて、コロナも明けて、前みたいに流しそうめんとかサップとかそういうことができ

ればというところで。ちょっとコロナで３年ぐらい滞っていた部分と国のハード整備が遅れ

ているというところもありますけど、コロナが終わって、ハード整備もやっていって、市も

それに補助して、あとはエリアマネジメントさんと話をして、じゃあ何をやっていくかとい

うことを今後検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番。 

 いろんなことが考えられるかと思うんですけれども、実質的に小笠のグランドゴルフ場が

ありまして、その当時ですけれども、国交省のほうから階段護岸、要するにグランドゴルフ

を見るための階段護岸をいろいろ計画してくれるというお話も聞いていますので、やはり整

備の推進に関しまして、また市のほうの要請、要望も含めて、活発的なこの事業の推進をお

願いしたいと思いますけれども。よろしくお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  御意見ということで。関連質疑ございますか。 
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         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、最後の質問を私からさせてもらいます。 

 ８款３項３目で菊川流域治水対策事業ということで、資料で30ページです。公共施設貯留

施設検討業務として中央公民館駐車場部の測量設計とあるが、内容について伺う。また、こ

の業務の費用は、ということで。そして、工事請負費１億5,000万円の内容についても伺う。 

 答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。西下議員の質疑にお答えします。 

 初めに「中央公民館駐車場部の測量設計の内容」についてですが、整備の検討及び測量、

詳細設計に必要な業務の費用を計上しております。整備の内容は、公共用地である中央公民

館の駐車場周囲を小堤で囲み、その場に降った雨水を貯留するオンサイト貯留施設を検討し

ております。 

 なお、業務の費用は、入札案件に係るため説明を控えさせていただきます。 

 続いて、「工事請負費の内容について伺う」についてですが、市立岳洋中学校の校庭貯留

施設整備費であります。黒沢川流域の内水被害の低減を図ることを目的としたものです。 

 整備面積が学校グラウンド１万2,215平方メートル、貯留量は2,480立米を計画しており、

校庭を浅く掘り込み、周囲を土留壁又はゆるやかな法面で囲むことで降雨時に雨水を一時的

に貯留する構造を予定しています。請負工事費については、土工・排水施設工・周囲の土留

め壁設置費等を計上しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑として、中央公民館の駐車場部の貯

留施設ということで、壁で囲むみたいなことを言われたんですけど、掘り込みみたいな感じ

にしなくてもいいのか。あそこはそんなに低いわけじゃなかったなという意識はありますの

で、もしくは、あと１万立米ぐらい貯めれるようなことを考えているのか、お伺いします。 

 答弁を求めます。松本係長。 

○建設課整備係長（松本   君）  整備係長です。 

 中央公民館部分につきましては、地理情報等を見ますと、周囲より地盤高が高いことにな

っておりますので、掘り込み式ではなくて、周囲を小堤で囲むことの貯留を検討していると

ころでございます。 

 また、貯留量につきましては、現状駐車場ということもありますので、利用に影響のない

深さであったり、詳細な測量をした上で決定していく、その整備も検討を進めたいと考えて
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おります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 ちょっと、私、理解できないんですけど、高いところに水を貯めるというのは、壁をぐっ

と本当に囲って、ポンプで吸い上げてそこに貯めるような感覚でいいのか。そこら辺が分か

らなかったので、そこら辺の説明をお願いいたします。 

 答弁を求めます。松本係長。 

○建設課整備係長（松本   君）  貯留の方式につきましては、その場に降った雨を貯めて、

降雨時のピークを抑えてから、降雨がやんだ後ゆっくり流すというような貯留の方式がオン

サイト貯留というものでございます。そのほかに掘り込み式のものにつきましては、周囲よ

り低い箇所、周りからの水をため込むというところでありますので、今回中央公民館のほう

で計画しているものについては、その場で降った雨を一時的に貯留をして、流すことによっ

て効果を得ようというものでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。 

 ２種類あって、岳洋中学校周辺はオフサイトという掘り込み式、なぜそれを選ぶかという

と岳洋中学校周辺のグラウンドを小堤で囲むと、逆に岳洋地区の水、岳洋中学校グラウンド

には、岳洋中学校の水が入ってきているので浸水被害が大きくなってしまうということで公

共用地として掘り込み式のほうがいいんじゃないかという選択をしました。 

 中央公民館の駐車場は先ほど言ったように地盤高が高いこともあって、囲んで、中央公民

館の駐車場に降った雨を一時的に貯めて雨が止んだり水位が下がった後にゆっくり流すとい

う方式で２種類あるかと思いますので、それぞれ地盤高とか現況の状況に応じて使い分けを

しているということで。岳洋中学校と中央公民館では違う方式で貯留をするようにと考えて

おります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  もう１個。小堤の高さと何立米かって、何立米と言ったかどうか

分からなかったんですけど、中央公民館の部分で量が分かればと思いますが。 

 答弁を求めます。松本係長。 

○建設課整備係長（松本   君）  整備係長でございます。 
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 貯留量の関係でございますけれども、これは他市の技術支援においては車のブレーキドラ

ムとの高さの中で安全性を考慮して10センチ程度が妥当ではないかというふうに考えており

ます。ただ、一番低いところで10センチにしなければいけないということもありますので、

駐車場のどの部分にどの程度ためれるかという部分につきましては詳細な測量をしないと貯

留量が出ませんので、現時点では計画の貯留量というものは持ち合わせておりません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。私からは以上です。 

 関連質問で、17番が先でしたので、お願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番です。中央公民館のとこは南側に広場がありまして、さらにそ

の南の端に、あれは多分調整池があったと思うんです。あの調整池というのは一般的に開発

行為のときの調整池なると思うんですけれども。 

 今言われた北側のほうの駐車場までの貯留を賄っていない調整池と、既存の調整池はとい

うことなんでしょうか。そこは、元々が駐車場の部分は調整池は設計に入っていなくて造ら

れたということなんでしょうか。どうなんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。中央公民館自体は、その開発行為に対して調整池

で賄っていると思います。 

 今の流域治水の考え方の中で公共用地をさらに使いたいということで、雨がたくさん降る

ようになったもんですから、中央公民館としてはもう間違いないんですが、それ以上にため

たいということで考えていて。 

 あと、調整池はもう調整池で完成しているんで、あと芝生広場を下げれないかという検討

もしましたけど、現在できている芝生広場は利活用しておりますので、あまり影響の少ない

ほうで駐車場の周りを囲むという方法で、駐車場の部分に降った雨だけをちょっとピックア

ップしたいということで今考えている、そういう状況です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。最初この言葉を聞いたとき、駐車場を掘って、何か地下

貯留みたいな形を考えていると思ったもんですから、それならそこまで金かけるならどっか

もう少し近くの田んぼみたいなところを公共用地として買ってぱっとためたほうが量的にも

十分行けるんじゃないのかなと。それでちょっと費用対効果はどうかというようなことを聞
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こうかなと思っていたんですけども。ちょっと考え方は違うんですね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  今おっしゃるとおりで、地下貯留には額が膨大になっていて、都

市部でもう田んぼみたいなようなないところでもう選択肢としてそれぐらいしかないところ

は地下貯留を選んでいるかと思いますが、そういうとこでもないんです。 

 おっしゃるとおり、駐車場を掘ってためるよりは、小堤を10センチぐらい縁石みたいにし

てアスカーブみたいに囲むほうが全然お金が安いし、多少なりとも効果はあるというところ

で、地下貯留よりもちろん、今、棚草川の下流左岸で予定している田んぼを買ってためたほ

うが全然費用対効果があると思いますので。 

 地下貯留という選択肢は、今、菊川市では持ち合わせていないというか、予算的にもちょ

っと難しいかなと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑で16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。関連すると思いますが。 

 この地域にこういった治水対策が取られるということは、非常に私どもも期待しているわ

けですけど。 

 今少し出ましたけども、志瑞から棚草の志瑞に近いところ、田園地域がありますよね。今

回担当課でやる治水対策事業とは別に、前から出ている、西下君もよく言っていましたが、

田んぼのダムとか、ああいったものとのジョイントというんですか、併設というんですか、

言い方分からんですが、考え方として、そのほうが効果もあるように思うんですが。担当課

は違いますが、その辺の話というのは出ていないんでしょうね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。それこそ、まず流域治水プロジェクトの中で、黒

沢川江川が菊川市で一番浸水に対して弱い地区ということで指定されました。 

 短期的に何ができるかというところで一番最初に考えたのが、公共用地を活用し雨水貯留

施設、用地買収が必要なくて学校との調整とかがあればということで、今年度の詳細設計し

て来年工事ということで、短期的な取組としてやります。 

 もちろんそれだけでは全ての浸水、床上床下、令和元年、昭和57年に対して対応できませ



－238－ 

んので。 

 まず、最初に、二、三年前に田んぼ貯留をやったらどうかというふうに、自分と建設課、

都市計画課で田んぼにためたらどれぐらいという、黒沢川流域の田んぼを田んぼ貯留したら

どれぐらいということで効果を出しました。 

 そしたら、１センチか２センチしか下がらないということで、床上床下もう全然減少され

ない。もともと雨が降ったら田んぼにたまっていくというとこで、田んぼが効くところ、も

っと上流部とかでは効くのかもしれないんですが、あとは効かないということで、貯留施設

を造るという方向になったので、田んぼ貯留の検討は黒沢川流域では実際にいたしました。 

 だから、水位低減効果が低かったというのが現状です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。関連質疑ございますか。 

 １点、すいません、自分から確認で、委託料で、これ5,599万円出ていて、２つ多分業務が

あると思うんです。棚草川の雨水貯留施設と公共施設の中央公民館の部分で。これ、それぞ

れの金額がもし分かれば教えていただければと思います。 

 金額出せないですか。分かりました。 

 ほかに、では関連質疑があれば。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。一応、これで事前による質疑が終了で、その他、

建設課予算について質疑のある方は挙手にてお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、前に戻っちゃって申し訳ないんですが。 

 社会資本整備総合交付金事業、赤土高橋線ですけど、これは２億5,600万ですか計上されて

いますが、この事業は市施工についてはこれが最終年になるかどうかという点と、この工事

にあっては一昨年ですが埋蔵文化財でしたか、何か出ましたですね。それで工期が少し延び

たということがありますよね。そういったことも含めて最終年になるかどうかという点と、

それと課題というんですか、あるかどうかちょっとお聞きしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。先ほどちょっとご答弁と重複する部分もあります

が、令和６年度予算で最終、合併特例債の期限に使える20年の期限、令和６年度。ただ、行

政のやることですんで、令和６年度の繰越しということもあるので、県としてやるのは、先

ほど言いましたように大東菊川線との交差点までできるのは令和７年度中です。予算的には
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令和６年度予算で。 

 以上です。 

 あとは、課題としては、施工区間は令和６年度予算、令和６年度と令和７年度による繰越

し、先ほどちょっと申し上げました残土処分を、今、掛川の防潮堤に持っていっていますん

で、そことの調整というか、そこの都合でちょっと多少工期も変わってくるかと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。関連質疑はございますか。ほかにあとこの

課について質疑のある方は挙手にてお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。それでは、以上で質疑を終了いたします。 

 ここで執行部は退席となります。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委

員間の自由討議を行います。 

 休憩室のことがあったり、ほか社会資本整備の話、あと河川維持とかわまちづくり、最後

に治水対策、そういったことが質疑で出ましたので、ご意見のある方は挙手の上、発言をお

願いいたします。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番、草刈りの問題なんですけども。 

 いろいろ、いつも聞くと答弁で、私、河川の維持管理よりも改修とかそういったものが先

に優先されるものがあって、維持管理のほうにお金を、草刈りのほうにお金を回す余裕がな

いと、地元の要望もやっぱり改修というものを先にやってもらいたいということなんですけ

れども。 

 多分、これ、改修しても年月がたてばまた河川洗掘されたり何とかということでもういた

ちごっごで、ずっと改良というのはついて回ると思うんです。 

 そうしますと、維持管理と草刈りのほうに回ってくる予算がいつになったら確保できるか、

ちょっと確保できないんじゃないかなと思うんですけど。やっぱり維持管理と河川改修とい

うのは別の予算立てみたいな形の中で組み立てていっていただかないと草刈りの問題は解決

しないなと、こんなふうに感じています。 

 ぜひ、維持管理費ということで、別枠で河川の予算を取っていただくということを、市も

そうですし、県のほうにもお願いすることも大切じゃないのかと、こんなふうに思います。 
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○分科会長（西下敦基君）  16番。 

○１６番（横山隆一君）  河川の維持管理、特に今でいう河川美化について、堤防草刈りです

けど。 

 何が問題かというと、大型機械、制度に加入して、資材ですか、備品というか、そういっ

たものを調達してもらったりとか手当てをしてもらったりとかいうことあるんでしょうけど

も、あと大型草刈り機の貸出しとかという対策は確かに取ってくれていますけど。 

 そんなことよりも、まず問題は、まず河川美化活動において、参加者がもう毎年毎年減っ

ていって、うちの地区も、陽仁議員もいますけど、もう当時の半分くらいになっちゃってい

るんです、参加者が。もう請負じゃない、それが我々ができる範疇ではなくなってきている

という状況なんです。 

 やっぱり河川流域の皆さんだけがそれを請け負うというか、やるのではなくて、やっぱり

市全体の問題としてやっぱりこれは扱っていくべきだと私は思うんです。 

 その方法は、対案というか、私なりに持ってはいますけども、やっぱりそうした総合的な

保全というか河川の維持管理というような美化活動については、やっぱりもう全市民でやっ

ぱり責任持って対応するというようなことにしていかないと、非常に大変だなというふうに

思っています。 

 改修委員長もここにいますんで、内容的には分かると思うんですが、やっぱりお金の問題

もあって、それに河川整備活動に出れないときには出不足料が発生したり、稲荷部川が今一

番大変だと言っていますが、御門地区とかあるんですけど、個々の世帯における負担もある

わけです。こういった不公平感というのはやっぱりどこかでは改善をしていかないといかん

なと、本当に強く思います。その実態をぜひまた議会としても共有していただきたいなとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見がある方は。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  今、横山隆一委員が言われたように、現状の問題点というのは重々

承知しております。 

 リバーフレンドシップで、それこそ20万最初もらって、それで草刈り機を買ったりそうい

うこともできるんですけど、実際にはもう本当高齢化してきて、いわゆるこれをどうするん

だと。 

 今500万というのは、それは500万でどの程度できるかという金額ですので、本当に業者に
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頼めば少なくともその10倍は必要になる。結局そういうお金がかかるものを、今のところど

うしてもそのお金をかける、金がないから地元で頼むという状況が現実なんです。 

 ですから、そこの板挟みというのは重々承知しておりけれども、まだこれという解決方法

はありません。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見は、３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番です。草刈りの話ですけど、現在、袋井土木のほうから指示あり

まして、天端から１メーター、道路敷から１メーターまで刈ればいいということで、木等が

生えてきたら県のほうでそれは伐採しますということで、そういう刈り方で河川の流土面積

とか体積、損なわずに流化能力も低下しない、木が生えなければ低下しないということで、

草刈りの面積が減っております。 

 以前、草刈りをやった場合にと試算をしていただいたら１回で3,500万円かかるという話な

んですけど、現在の刈り方でしたらもっと安い費用で刈ることできると思いますので、市民

の皆さんの負担なしにもしかしたらできるのが近い時期にできるような気がします。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見がある方は、２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。仕方は、今リバーフレンドシップの話で頂いて、地元

の方が刈ってくださっています、西方川。 

 皆さんおっしゃられたように、高齢化をしていて、もうなかなか、先ほど部長もおっしゃ

ったように草刈り機もないと。それから、袋井土木事務所から自動の草刈り機をお借りして

のり面を刈っているという形で一生懸命やってくださっているんですが。 

 もう私どもの地域は、やはり川を周辺の住民が管理するという考え方ではなくて、やはり

河川をきれいにするということは、やはり地域というか菊川を大事にすることと、菊川市民

の安全、安心につながるんではないかという考え方に今なっております。 

 ですから、やはりそういう考え方を、即ということではないけれども、安全、安心の菊川

市民の生活を支えるのが地元の川の周辺住民ではなくて、多くの市民の方の利可を得るとい

う考え方にシフトしていただくといいんじゃないかなと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見があれば、今草刈りの話になっていましたけど、貯

留のこととかもほかにもありますので、ご意見があればお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  草刈りのみということでよろしいでしょうか。 
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 では、以上で建設課予算に関わる審査を終わります。 

 ただいま出されました意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会に

て報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては正副分科会長に一任願いしま

す。 

 

休憩 午前１０時４２分 

 

開会 午前１０時４５分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、再開をして、都市計画課の予算審査を行います。 

 初めに、星野都市計画課長、出席者の紹介をお願いします。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。隣にいるのが専門監の萩田。 

○都市計画課専門監（萩田  君）  萩田です。 

○分科会長（西下敦基君）  その隣が都市計画課の都市計画係の主幹兼係長 笹瀬。 

○都市計画課主幹兼都市計画係長（笹瀬  君）  よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  こちらにいらっしゃるのが住宅建築係の係長の稲垣。 

○都市計画課住宅建築係長（稲垣  君）  稲垣です。よろしくお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  私の後ろにいるのが都市整備係の野口になります。 

○都市計画課都市整備係長（野口  君）  野口です。よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  以上、よろしくお願いします。 

 それでは、質疑を行いますが、初めに事前通知を出された委員からお願いします。 

 とりあえず１つ目を、山下委員からお願いします。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下です。８款４項１目土地利用等対策費ということで、大

規模盛土造成地の抽出で公表されている地域はどこか。また、第二次スクリーニングにより

地盤調査が実施され、地震時の盛土すべりの安定性について検討されると思うが、該当する

地区住民への周知はどうするのかということでお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。第一次スクリーニングで公表されている

地域と二次スクリーニングの実施による地区住民への周知方法についてでございますが、第

一次スクリーニングで公表されている地域は、市内で８か所あります。場所は、西方の中小
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家畜研究センターの敷地、加茂の富士工業株式会社駐車場、目木の日本パーカーライジング

（株）南側宅地、川上の川東になりますが、山岡建設株式会社東側宅地、河東の南天園周辺

宅地、平尾の住宅団地、横地の星ヶ丘住宅団地、川上の花水木団地の８か所であります。 

 令和６年度から２年かけて、第二次スクリーニング計画を策定することとしており、令和

６年度については、公表された市内８か所についての基礎資料の収集や現場踏査、令和７年

度は実施すべき箇所の優先順位を決めていきます。 

 該当する地区住民への周知については、令和９年度以降の第二次スクリーニングによる地

盤調査の時点で、自治会長等に協議し、進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  自治会への周知なんですけども、調査を始める前に、こういう調査

をしますよという周知をするという意味で、調査の結果が出て、危ないですよとかそういう

話なんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。調査といいますと、やはりボーリング調

査が主になると思いますので、それをやる段階で、やる前に、こういう目的で調査をします

ということを周期をさせていただく予定でおりますので、第二については現場調査等で行い

ますので、ちょっとあまり大々的にやっちゃうと、ちょっと住民に不安を与えるおそれもあ

りますので、そこら辺、ちょっと慎重にやっていきたいと考えています。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  そのまま、また結果が出た後に、結果があまりよろしくないという

ようなことになれば、また報告という形になるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。当然、ボーリング調査をやりますと、そ

このところがいい悪いという結果が出てきますので、その結果については報告をするつもり

でおります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。もし地盤が悪かったりとかした場合は、市から
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何か対策をしていくとか、そういった方向性で、また協議は出てくるかな。答弁を求めます。

星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。地盤調査した結果、何がどういうふうに

悪いのかというような結果が出ると思います。それに対して、どうしなくちゃいけないかと

いうのも、そこの時点で検討せざるを得ないと思いますので、悪い箇所については、方向性

を定めて、それを対策する方法とかを考えなくてはいけないと思っています。 

 ただこれは、全額、市費でやるわけではございませんので、地元負担等も発生するものに

なりますので、そこら辺は、ちょっと慎重に扱わなくてはいけないと思っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。私からは、以上です。 

 関連質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番。ちょっと単純なあれなんですが、質問ですけど、この336万

6,000円のうち、県ですか、これ、国もあるのか、この補助というのですか、どうなっている

んですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹瀬係長。 

○都市計画課主幹兼都市計画係長（笹瀬  君）  都市計画係長 笹瀬です。国が３分の１、

県が３分の１の費用を行うということでなっています。 

○１６番（横山隆一君）  了解しました。 

○分科会長（西下敦基君）  いいですか。ほかに関連質疑がないようでしたら、２番目を、陽

仁委員からお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  次のページ、35ページです。８款４項１目駅北整備事業費、委託料

691万9,000円、内容説明を。今後の県支出金ほか財源確保はということです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。委託料については、駅北まちづくり研究

会の勉強会と、地権者を対象とした全体説明会の運営や資料作成のほか、地権者全員の合意

形成を取りまとめるとともに、行政手続で必要な事前事業計画案等の資料作成を行う費用を

計上させていただいております。 

 次に、財源確保策については、令和５年度から令和７年度までの３年間については、行政

が実施すべき業務等に対する費用については、「ふじのくにフロンティア形成事業」の県費

補助２分の１でございますが、それを受けて業務を実施しており、財源は確保できると見込
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んでおります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  ない。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、３つ目を、坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。３つ目です。街路事業推進費ということで、無電柱

化を検討された地区はありますかという質問です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。無電柱化を検討された地区はあるかとい

うご質問なんですが、現在、菊川市で既に無電柱化されている場所は、菊川駅の駅南の駅前

広場、同広場に隣接する主要地方道吉田大東線、グリーンモールであります市道の本通り線

があります。これらは、菊川駅南土地区画整理事業により実施したものとなります。 

 また、今後予定している場所については、駅北駅前広場を整備していきますが、このとき

につきましては、この広場内に入る引込柱のみを設置して、そこから出る配線については全

部地下埋で行こうかなということで考えておりまして、令和６年度で設計をしたいというこ

とで考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  この無電柱化というところで、防災を考えた、そこら辺を観点とした

エリアというんですか、そういうものはございますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。今、市内で無電柱化防災ということで、

特別補助したものはございませんが、主要地方道の掛川浜岡線のバイバスにつきましては、

電柱を道路の敷地内に入れない、建てさせない、占用させないということで、民地側にお願

いをして、なるべく避けるというような形をとっています。 

 ただ、今後、やはり電柱というのは普通に建柱をして線を引こうが、やっぱり安いのは確

かに事実ですけど、防災対策とか緊急道とか避難路については、やはりそういう対策をとっ

ていかなくてはいけない路線になってきますので、それぞれ今後は無電柱化というのも国の
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ほうに対して要望等かけておりますので、昔みたいに高いやり方、ＣＣボックスみたいな形

でコンクリートにボックスで配管じゃなくて、普通に埋めてしまう配管のやり方に、今変え

てきているということもありますので、そういうところで、もう少し前に進めていけばなと

いうふうには思っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

○３番（坪井仲治君）  なし。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、４つ目を、横山隆一委員からお伺いします。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。８款４項２目の社会資本整備総合交付金事業青葉通り嶺

田線でございますが、タブレットは36ページです。ごめんなさい、38ページか。委託料1,311

万2,000円、内容説明と、この路線というのは非常に交通量も多いわけですが、課題と対策と

いうことで説明をお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。青葉通り嶺田線の委託料の内容と課題対

策ということで、委託料の内容ですが、補償費の算定に必要な物件補償建物調査ということ

で３棟、附帯工作物調査４か所、建物再算定調査４棟、附帯工作物再算定調査６か所となり

ます。加えて、牛淵川に架かる小松洗橋に架け替えに伴う国土交通省との河川協議資料作成

業務が主な内容でございます。 

 次に課題ですが、事業期間が令和15年度まで現在予定しておりますが、長期間になってし

まうことが課題となっております。小松洗橋の架け替えだけでも最短５年程度は必要となっ

ていることが課題ということと、この５年必要という理由は、どうしても水の、大雨が降ら

ない渇水期ということで10月から５月しか工事ができないということになると、半年ぐらい

しか、実際、川の中はいじれないということになりますので、そういう制約がある中で長期

間になっていくということでございます。 

 橋の工事の安全対策については、現在、普通でいくと、堤防を切って橋台を建てて埋める

ということをやるんですけど、さすがに最近の雨を考えますと、堤防を切ったままにしてし

まいますと、やはり２月でも結構大雨が降ったりするときに、民地側に水が入ってしまうこ

とが考えられますので、今回の橋梁の箇所については、堤防の外側に仮堤防を設置してから
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安全を確保して実施していきたいと、こういうことで考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を終わります。再質疑はございませんか。 

○１６番（横山隆一君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、５番のほうの質問を山下委員からお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下です。８款４項６目都市公園管理費ということで、都市

公園で自治会への除草作業委託17公園とあるが、委託方法は、どのように規定されているの

か、また、都市公園以外の公園では、どのような状況かということです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。都市公園の自治会管理委託の方法という

ことなんですけど、これは単純に、都市計画課の職員が年度初めに自治会長のところにお伺

いさせていただいて、そこにある公園についての維持管理の継続をお願いするというような

形を毎年とっておりますので、そういうことによって自ら管理をしていただくと、やっぱり

愛着を持ってやっていただけるということが生まれますので、単純にお願いしに行って受け

ていただけるかいただけないかというような形になっています。 

 あと、都市公園以外の公園ですが、都市計画課では、その他公園というのを管理しており

ますが、一自治会一公園の管理を行っていただいておられるのが現状でございまして、やり

方については、都市公園と全く同じになります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番。草刈りについては、それは年に何回とかそういったことを指

定されないのか、あと刈った草の処理についてはどうなのか、こういう規定も設けていない

ということになりますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。基本的には年３回、除草などの清掃をし

ていただいたりとか、トイレのあるところについてはトイレ清掃がお願いしている。あと木

なんかについては、低木ですね、ツツジとかサツキとか低い木だけの剪定をお願いしている

という状態になります。 



－248－ 

 それで、あと出た草とか枝ですけど、こちらについては、市の指定袋を自治会のほうに毎

年、配布をしておりまして、それに自治会の名前を書いて、ごみステーションに出していた

だくというような方法をとっています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  はい、結構です。17番。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、６番目の坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ６番目です。建築物等耐震改修促進事業費ということで、ブロック塀

等耐震改修促進事業補助金、耐震補強補助金が減額されているが、令和６年能登半島地震の

影響は考えられないかということです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。能登半島地震の影響ということで補助申

請が増えるのではないかということでございますが、当初予算の策定段階では、当然、能登

半島地震の発生前でありました。過去の実績の下に件数のほうを出させていただいて、本会

議で採決のほうをさせていただいているのが現状でございます。 

 能登半島地震の発生後に、市民から耐震に関する問合せが10件ほど、ブロック塀に関する

問合せが５件ほどありました。補助対象となる案件は、そのうち耐震が４件、ブロックが

５件ということになっております。 

 令和６年度は、令和５年度に比べて減額をさせていただいておりますが、補助対象で申請

のあったものは、全て採択をする予定で考えておりますので、随時、補正で対応して、全て

採択していきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○３番（坪井仲治君）  ない。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  いいですかね。そうしたら、７番目の質問を松本委員からお願い

します。14番。 
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○１４番（松本正幸君）  14番です。８款５項１目空家等対策推進事業費、タブレットのほう

が51ページになります。空き家の実態調査の委託内容と本調査を活用したプランは何か、ま

た、特定空家等に認定される家屋数の予想はということで初めにお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。空き家の関係の実態調査の委託内容と活

用プラン、特定空家の認定の予想件数ということなんですが、委託する実態調査は、市内全

域の空き家全てを目視や過去の地図データから確認するもので、基本的に市内全域の空き家

調査となります。空き家の状況を確認し、管理不全の空き家と将来管理不全となる可能性の

ある空き家が市内に何件あるか把握を行うことを目的としております。 

 その後の活用については、危険性のある空き家や、将来、管理不全となると思われる空き

家については、所有者を調査し、是正対応を実施していきたいと考えております。 

 特定空家の認定予想件数については、調査後、特に危険で問題のある空き家については、

所有者に指導、勧告を行った上で、改善いただかなかった場合については、菊川市空家等対

策検討委員会に諮問してから特定空家に認定するものとなりますが、特定空家に認定する件

数については、現時点では把握してございませんが、可能性は十分あると考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番。改正空き家対策措置法、こういったものが施行をされており

ます。そんな中で、実質的に管理不能、不全な空き家等の指導、勧告の措置とか、固定資産

税の関係ですけれども、住宅特例の解除、こういったものがされ、また相続に関する土地家

屋、こういったものに関しましても、要するに届出しなくてはならない、この４月から、そ

ういうような形の法律が施行されますけれども、そんな面で、本来的にこういうものを全て

ということではなくて、要するに、法改正の中で予算計上されたもの、こういったものがあ

るかどうかお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。相続の関係につきましては、３年以内に

実施しなくてはいけないということになっていると思うんですけれども、これについては市

のほうで予算を計上するということはなくて、ＰＲをしていくということで、司法書士会の

ほうと今年度、協定を結びまして、空き家の関係とかの相談とか、それに伴う相続のＰＲと

かというのをするために、そういう協定のほうを結ばさせていただきましたが、これに対す
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る予算措置のほうはしておりません。 

 もう一つの空き家改正法が改正されて、管理不全のやつについては特定空家に認定したり

については、今回は全数調査を実施します。今までは３地区ぐらいを地区ごとに３年かけて

ローテーションを組んで調査をしていたんですけれども、やはりその調査というのは、精度

の問題もありますので、今回、今年、全て１回、令和６年度の予算で、全ての建物を調査を

させていただきたいと思っています。 

 ただ、この調査費って金額的に大分小さな金額が計上させていただいておりますが、こう

いう、何で小さくなったかというのは、やっぱり住宅地図を作っているメーカーは２年に

１回、必ず菊川市内の全数調査をして、それで住宅地図を作っているという基礎データを持

っていますので、それに空き家のことを、空き家台帳的なやつを作ってもらうというのを、

今年６年度に予算を取って、菊川市の空き家と思われるものを全てピックアップさせていた

だきます。そのピックアップを見た中で、管理不全なのか適正に管理されているのかの仕分

けをさせていただきたいと思っています。 

 その後に、管理不全につきましては、うちのほうで所有者等を調べさせていただいて、そ

の方について、草刈りをやってくださいとか、屋根を直してくださいとかというのを個別に

指導して、なおそれを指導したにもかかわらず、従わない者につきましては、管理不全の空

き家、将来管理不全になる空き家ということで、固定資産税の６分の１を外す手続で、次に

進んでいきたいということで考えていますので、これにつきましては、また税務課との協議

をしながら進めていきたい。 

 課税の関係は、毎年１月１日が基準日になりますので、８年１月１日を目標に進めていき

たいなと基本的に考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  この法律改正によって、非常に取り組みやすくなってきたと、そう

いうふうに思うんですよね。空き家の対策実態。なもんですからね、特定空家の関係も、何

も認定が、指定がされていないということもあるんですけれども、本来的に特定空家はある

んですよね、実質的に。 

 うちの地区なんかも、この前、自治会長会議がありまして、いろいろ空き家問題について

意見交換をさせてもらってあります。そんな中で、今現状、うちの地区だけで19件、19戸、

完全なる空き家があるということでありますし、その中でも、もう完全に居住の用に供され
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ない基本的な空き家、建物、こういったものは３つ、４つあるということで伺っております

ので、何となく市の空き家対策が進んでいないように僕は感じるんですよ。 

 だもんですから、計画も作られているということもありますし、そんな関係で、できるだ

け取組の推進を、ぜひお願いしたいと思いますけれども、現在、管理不全な空き家、どれぐ

らい基本的にあるか、市内にあるか、調査の結果というものが、まだ出てないかもしれませ

んけれども、実態としてどうでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。松本委員が言われたとおり、空き家に組

み込むことができる法改正がありましたので、今回これは全数調査ということで、しっかり

数字のほうを把握して、それで、いい悪いというのを判断していきたいということで進めて

いきたいと考えております。 

 嶺田のほうにもたくさん空き家があるということをご存じで、今週も中嶺田の方が３人ほ

どで見えていただいて、空き家の関係でどうなっているんだということで説明を求められま

した。その空き家については、当然、我々は把握しておりまして、ただ相続が非常に複雑で

ございまして、前妻、後妻と２回ほど結婚していて、それぞれに子どもがいて孫がいてとい

うことで家系図作っていきますと、ものすごい人数になってきます。 

 ただ、やっぱりそういう関係がありますので、その方々は、もうこんな家なら要らないと

いうことで、みんな相続放棄ということが結構ありまして、そういう悩ましいような、調べ

るだけで半年ぐらいかかるような説明させていただいて、こんなになっているんだろうねと

言って帰っていきましたけど。そういうのも、やっぱり相続放棄するなら、ちゃんとしてく

ださいと。相続放棄した後、もう全員放棄したら、相続財産精算なりをなさっていただいて、

それで市が最終的にお金を使って取り壊して残地については必要経費として売らなくてはい

けないというような形のものが、幾つかもう既にありますので、そういうのは、ちょっと時

間かかりますけど、進めていきたいと思っています。 

 あと件数のほうについては、係長がお答えします。すみません。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。稲垣係長。 

○都市計画課住宅建築係長（稲垣  君）  住宅建築係長です。参考にということになるんで

すが、件数なんですが、今年度の指導実績というか、訪問等、通知等をしている、その辺り

の件数についてご紹介させていただきたいなと思います。 

 今年度なんですけれども、通知、行政指導の通知を１年間に13件ほど、市内全域ですけど
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も、嶺田だけじゃなくて恐縮なんですが、13件ほど出させていただいております。 

 それから、空き家の所有者の方、相続の権利を持っている方等々になるんですが、そちら

の方についても、県内にいらっしゃる方で管理ができそうな方でということで訪問した件数

なんですが、こちらが16件実施をさせていただいておりますので、ご参考いただければと思

います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１４番（松本正幸君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますが。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、この中で、18節の負担金の補助金交付金ですが、その

中で、空き家ワンストップ相談会負担金ということで、静岡県のワンストップ相談会への参

加ということになっていますが、この仕組みというんですかね、市の対応と、それと県との

連携というんですか──であるとか、こういった相談することによって、どういったところ

が解消されていくのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。令和４年度までは、県のワンストップ相

談会のみ開催していた。あとは個別に市の関係者が来客者対応で相談を受けていたのが現状

でございます。 

 令和５年度からは、一応ワンストップ相談会は２年に１回しか誘致できない、県内全員で

やっているものですから。５年度については、市単独で相談会のほうを実施しております。

これ年３回ということで土曜日の午後ぐらいでやらせていただいて、ちょっとコロナの関係

もあったものですから、完全予約制ということで６組１回ということでやらせていただいて

おります。 

 今回のやつは、やはりこちらが相談されて弱いところというのが、相続とかそういうこと

は大体法律を読めば、大体分かるんですけど、ちょっとその建物を処分したい、売りたいと

いうところが一番弱いものですから、宅建士を招いて、宅建士に相談をしてもらって、それ

を売買を促すというか、これなら売れるから売ったほうがいいよとか、壊して空き地にして

土地だけ売った方がいいよとかというような話のやつをやっていまして、３回やりました。 

 ちょっと、その後の追跡調査を今年度してみて、どういうふうになったかというのを調べ

ていきたいというふうに思っています。聞くところによっては、この前の相談件数で、もう
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片付きましたよという不動産屋さんが電話くれたりしているのもありますので、これをちょ

っと追跡調査をしていきたいと思います。 

 来年度については、市単独の相談会を２回予定しております。それとワンストップの県の

相談会のほうは、県のほうから切り出してやっていただけるということで、いけそうなもの

ですから、そちらの分の予算要求をさせていただいて、県のほうは、フルメンバーという言

い方はあれなんですけど、宅建士が来たり、司法書士が来たりとか建築士が来たりとかとい

う形で、空き家に関連する相談員になれる人がたくさん来ていただける。市のほうは、宅建

士に、今度は司法書士とかそういうのも協定を結んだ関係があるものですから、可能な範囲

でちょっと組み入れていくということで、やり方についても、今まで６組だったのを、もう

少し、内容がメニューが違えば、プラスできるかなということで、ちょっとそれは工夫して

いきたいなということで考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を終わります。再質疑、よろしいですか。 

○１６番（横山隆一君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑。８番。 

○８番（鈴木直博君）  空き家現地調査の件ですが、全戸を回るという、その全戸というのが、

ある程度、空き家というのが分かっているところを回るのか、本当に全戸回るのか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。まだ委託する会社が、ちょっと決まって

いないものですから、入札してからになりますが、基本的に、今、予算を取ってあるものに

ついては、住宅地図を作る業者さんが…… 

         〔「ゼンリン」と呼ぶ者あり〕 

○都市計画課長（星野和吉君）  うん。回るんですよね、確実に。ここ住んでいる、住んでい

ないと確認しながら、標識見たり、チェックしながら回っていますので、基本的には全件見

ていただけるということを考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  水道をストップしているというのが、そういうお宅というのは、ほと

んど空き家になっていると思うんですが、そういうやつの調査というのもできるんじゃない

かと思うんですが、もうそんなことをする必要はなく、ゼンリンに任せちゃったほうがいい
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というお考えですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。今まで水道の閉栓情報を下に回ったとい

うこともあるんですけど、ただ開栓のままにして空き家の住宅もあるのが現状でございます

ので、そこら辺のノウハウが住宅地図を作っているメーカーのほうがしっかりしているかな

ということで、お任せしたいと思っていますが。参考にまで言うと、我々が昔、滞納整理で

借り出されて、よく回ったんですけど、そのとき僕が確認したのが、ガスが置いてあるか、

電気のメーターが回っているのかとか、そういうのを見える範囲で確認して、基本的にガス

が置いていなくて電気のメーターが回ってなければ、多分住んでいないねというふうな現況

です。それでも多分、あの方々はノウハウを持っているのではないかと思っていますので、

ちょっとそういうのはお任せしたいなと思っています。 

 以上です。 

○８番（鈴木直博君）  分かりました。ありがとうございます。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに関連質問ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。この空き家等の定義の中に、倉庫ですとか空き店舗

というのは入っているのでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。稲垣係長。 

○都市計画課住宅建築係長（稲垣  君）  住宅建築係長です。これまでの空き家の調査、今

年度も含めてやってきたわけですけれども、そちらについては、店舗系の空き家については

入れておりません。来年度につきましては、全域で実施するものですから、その辺りも含め

て把握していきたいなと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  坪井です。ぜひ道路に面したところで、倉庫が朽ち果てそうな倉庫も

ありますので、そういうところを調査必要かと思いますんで、よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  ということで、ほかに関連質疑ございますか。なければ、８番目

の質問を、陽仁議員からお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。８款５項１目、59ページ、若者世帯定住促進補助

事業費のところで2,700万円、令和５年も同額ということで、これ１世帯当たり幾らで年にど

のくらいを見込んでいますか。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。若者世帯定住促進補助事業の関係なんで

すが、基本的には満40歳未満の方が住宅を取得した場合、居住した世帯に対して、一般世帯

というのが、普通の子どもがいて親がいる世帯なんですけど、そういう方につきましては25

万円を予定しております。件数としては、76件分を予算確保していると考えております。た

だ、補助対象者が実家で３世代住宅を建てるとか、あとは敷地の横っちょに隣接して家を建

てる場合は３世代同居ということになりますので、こちらについては40万円の補助金を支給

したいということで考えておりまして、20件分の予算を確保したいと思っております。合計

では96件分の予算で総額2,700万ということで予算要求のほうをさせていただいております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。５年度の実績はどうでしたか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。稲垣係長。 

○都市計画課住宅建築係長（稲垣  君）  住宅建築係長です。今年度は、昨日時点ですけど

も74件の申請を受け付けております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  これまでで74件ということですけれども、一般住宅と３世代の比率

は分かりますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。稲垣係長。 

○都市計画課住宅建築係長（稲垣  君）  申し訳ございません。その部分は、まだこちらの

ほうでも集計中ですので、今年度の数字だけということにさせていただきたいと思います。

お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。補足で星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。すみません、ちなみに４年度の実績は持

っていますので、それを報告させていただきます。 

 ４年度は全体で101件、2,674万1,530円と、101件の2,674万1,530円のほうを支給しており

ます。割り振りですけど、一般世帯が91件、３世代同居・隣接が10件ということになってお

ります。 

 以上です。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を終わります。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  一応確認ですけど、それこそ４年度のほうをさっきにおっしゃって

いただいた。そうすると、今回の予算としては４年度の実績を見て、大体このぐらいだとい

う予算になっているということでいいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。平成29、30、令和元年ぐらいは、139、

116、123、その後が令和２年度が100件で、令和３年度が102件、令和４年度が101件というこ

とでございますので、今のままだと2,700万が足りるかなということで考えていますが、皆さ

まご存じのとおり、結構、小規模な開発が多々出ています。西方の運動公園の下のところだ

と51戸の分譲を今、造成している。そのほかにも10戸ぐらいの分譲があったりとか相談があ

りますので、状況によっては、ちょっと足りなくなる可能性はあるかなと思っていますが、

それについては、可能な限り、ちょっと補正で対応していきたいということで考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑はよろしいですか。 

○１１番（横山陽仁君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。ちょっと確認をさせてください。本市に定住する、市

内に住宅を取得した若者世帯ということなんですけれども、この場合、例えば、家を建てた、

１年以内でなきゃ駄目だとか、３年以内でなきゃ駄目だという期間というのはあるんでしょ

うか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。基本的に、市内で居住の方については、

賃貸住宅に住んでいる、アパートとかに住んでいる方が永住をするという見込みの中で、

１年以上アパートに住んでいたという実績があるのが基本のルールとなるのと、あと市外の

方については、よそから入ってきますので、どこに住んでいても構わないというような形で

補助対象になります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を終わりました。再質疑ございますか。２番。 

○２番（東 和子君）  すみません。そうしたら、申込みに、もしそれが対象者であって申込

みするのは、別に２年後でも３年後でもいいというふうに理解すれば。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 
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○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。普通の補助金だと、こういうふうに何々

したいからと補助申請をして交付決定をもらって、いいですね、それではやりましょうとい

う話になるんですけど、住宅の場合は、やっぱり造るのに最短でも６か月とかかかるという

ことを考えると、交付決定をして補助金を交付するまでに、多分年度をまたいでしまいます

と、そうすると、４月に交付決定して年度内に造ってというのは、ちょっとできませんので、

基本的に自己申請みたいな形で申請を受け付けていますので、建物を建てて、居住して６か

月以内までに申請してくださいというような形でやっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

○２番（東 和子君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、最後の質問を須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。18款１項６目、歳入についてお伺いいたします。駅

周辺整備事業寄附金で、ページ数は145ページ、タブレットで149ページになります。 

 昨年度実績と、この算定根拠、また、人数、金額等の目標は定めているかお伺いいたしま

す。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。駅周辺の整備事業寄附金の５年度分の実

績と算定根拠、６年度の人数、金額等の目標についてですが、駅周辺の寄附事業については、

令和５年度から３か年実施予定で、４種類の寄附を実施しております。議員の質問は、その

うちの一般寄附に関することでの回答とさせていただきます。 

 ３月７日時点ですが、今年度分ですが、法人、団体、個人からの寄附は40件、1,152万

1,100円でありました。 

 令和６年度の人数や金額等の目標についてですが、目標のほうは特別定めておりませんが、

多くの市民の皆さまに生まれ変わる菊川駅及び南北自由通路に関心を持っていただけること

と、市内外の個人や企業からの支援をいただきたいことを目的としているため、金額等の目

標設定はしていないのが現状でございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 
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○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。そうしますと、当初予算額で1,000万計上、100万で

すね、計上されているの。これは実績を基にしているわけではなく、どういった形で決定さ

れたものなのでしょう。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。令和５年度のほうの予算の一般寄附も120

万ということで、そういうような形で、特に何件、幾らもらいましょうというのはなくて、

４つの種類の寄附金をやっております。今説明させていただいたのは一般寄附、もう一つは

企業版ふるさと納税、あとクラウドファンディング、あとふるさと納税の４種類ということ

で、市がやれる範囲はこの４つしかないかなというふうに考えています。４つでそれぞれや

っております。だから、５年度も、この４つ合わせて320万しか当初予算の中には出てござい

ませんでした。 

 結果としては、今現在ですけど、３月７日時点で3,346万7,000円ほど入金のほうはありま

すので、非常に多額な寄附金を受けているのが現状でございます。 

 市内は別として、掛川駅とか御厨駅なんかで言いますと、あちらのほうが人口規模的には

大きいところなんですけど、１人当たりの金額でいくと500円未満ということになりますけど、

3,000万頂いているということは、１人当たりの寄附金額に換算すれば500円を超えています

ので、大分大きな金額を頂いている。 

 ただ、これ一番大きいのが企業版ふるさと納税という制度があって、企業のほうが、市外

の企業が協力していただいているというのが一番大きかったなというふうに思っていますの

で、なかなかこれは予算を取るために金額設定をするのは、非常に難しいかなということで

ございますので、あまり、大風呂敷を広げるのではなくて、ちょっと小さめにしといて、た

くさん後で入ったという結果にしたいなということで考えてございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連もないようですから、以上で事前による質疑は終了となりま

す。 

 その他に、都市計画課の皆さんについて質疑のある方は挙手をお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、通告なしで申し訳ないですが、ちょっと前に戻ります
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が駅南北自由通路整備ですが、今年度は30億ほど計上されておりますですけど、この入札工

事においても、よく言われているんですが、建築資材の高騰が大分あるということで、この

30億というのは、そういうところが、やっぱり加味されたものというんですか、勘案された

というか、そういったような数字になっているかどうかという点と、それと、この年度の資

金計画の中で、資金計画、工事というんですかね、中で、予定どおりのこの推移で、金額で

すよ、金額が行っているかどうか、ちょっとお聞きしたいと思いますが。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 

○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。資材高騰というのが非常に多く出ている

のと、あと人件費も実質的には伸びているということになっています。 

 ただ、今のところはＪＲとの協定を結んだ額の中では収まりますということで、今、毎月、

定例会の中でお話をさせていただいています。その中でも、やはり途中でも実施設計は去年

終わっているんですけど、少し削れるところは削っていただく努力をしつつ発注をしていた

だいておりますので、今現在は収まっているということで、大丈夫だと思います。 

 あと計画ですね、令和７年後末に自由通路、供用開始ですが、工事の予定としては順調に

おおむね進んでいるということで考えていますので遅れのほうは発生しておりません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

○１６番（横山隆一君）  はい。いいです。 

○分科会長（西下敦基君）  いいですか。ほかに、この都市計画課について質疑のある方は挙

手にてお願いします。よろしいですね。 

 そうしたら、以上で質疑を──ありました。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。先ほど来、建設課のほうで急傾斜地崩壊対策事業の関係

で、要するに、国の事業、県の事業があって、本来的に人数の関係が、戸数ですよね、何戸

というものが条件になっておりますけれども、実質的に、そこから外れたお宅の関係、そう

いったものが、都市計画課のほうの、がけ条例の関係からいって、崖地近接移転事業という

ものがあるかと思うんですけれども、そういったものでクリアできるかできないかというの

が一つあるかと思うんですけれども、これは基本的に30度でしたら、崖地の関係がね、そう

いったものがありますので、ここら辺の含みを捉えて、できるかできないかの関係について

お伺いしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野課長。 
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○都市計画課長（星野和吉君）  都市計画課長です。崖近の事業につきましては、がけ地近接

危険住宅移転事業というのが、県のほうでやっていただいている事業がありまして、それが

市が絡んでいるというような形になります。急傾斜地10件だと国の補助対象になりますよ、

５件だと県の県単補助対象になりますよということになっていて、普通でいくと皆さん合意

をされれば、まとまった地域で中継地をつくったりとか、のり面補強したりとかということ

をやっていただいて、崖地に住める状態になっている。 

 ただ、５件未満で件数が少なくて１件しかないとかというのは、崖を背負っていても自分

で何とかするのは大変だということになりますと、移転事業ですので、益を作ります補助金

ではなくて、そこから新しい場所、危険ではないところに移っていただくということになり

ますので、基本的には、50メーターというルールがありますので崖から、のりの高さの２倍

離れた位置か、もしくは50メーター離れた位置に建物を移転していただく、全然違うところ

でもいいんですけど、そういった事業で見ますと、１戸当たりの補助限度額とかっていろい

ろあるんですけど、除去をする費用、今ある建物を除去する費用、あと住宅の建設費用、土

地の購入費用、敷地造成費用ということがそれぞれ定められておりますので、これは国が

２分の１、県が４分の１、市町村が４分の１を出すというような事業もございますので、よ

く急傾斜の説明をするときに、それに対象にならなかったらどうするのというので、また紹

介していただいているとこありますので。 

 ただ、二、三年前に１軒やりたいという話があったんですけど、途中でやめると言われて、

ここ何年かは今実績がない状態です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  たまたま、横山委員が質疑をされまして、基本的に外れたお宅って

困るよねというような話になったもので、それじゃあ崖近の関係が該当するんじゃないかと

いうことの中で、建設課のほうに質疑をさせてもらったら、都市計画課だということだった

もんで、ありがとうございます。分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに質疑のある方いらっしゃいますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。以上で質疑を終了します。 

 ここで執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委
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員間の自由討議を行います。 

 空き家のことも結構話になって、ブロック塀も何か補正対応してくれたりはしてくれると

いう話があったんでよかったなと思いましたし、あと駅北の話があったりとかしましたので、

ご意見のある方は挙手の上、発言をお願いいたします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  空き家の関係を僕も質疑したもんで、空き家について少し意見を申

し上げます。 

 実質的に、空き家に関しては、長い間いろいろと対策を練ってやってくれているなと思っ

て、いろいろ見せてもらったら、あまり計画的にやられてないというのが事実だと思います。

各議員も、一般質問なんかかなりやっているんです、空き家対策についての。いわゆる条例

まで制定しようといったような質問もあったように、管理条例、そういったものもあったよ

うに記憶しております。 

 全国的にもう増加傾向、止まらないんです。実質的に。そのために、基本的に改正された

のが空き家対策措置法、今回改正がされたもんですから、これを契機にやっぱり進めてほし

いなと思うんです。 

 ここ数年、予算を見るとあんまり変わっていない予算がずっと続いていたということもあ

りますけれども、今回は、先ほど言った家のマップ、そういったものにかけた実態調査を行

うということで、この予算だけが本来的な今年の主な予算なんです。 

 そういうことでありますんで、もう少しやはり本当に市民そのものが１軒の空き家に対し

て不快を感じるというのがかなり多いと思うんです。いわゆる安全対策、いわゆる火をつけ

られたら火災も考えられますし、環境の関係、衛生の関係、全てここありますんで、やっぱ

りそのためには対策の推進、こういったものをしていただかないと、なかなかこれからの時

代で、もう数年でまだ倍近くになるという可能性もありますんで、やっぱり予算をつけなが

ら計画的にスケジュールを、計画はスケジュールなんですけれども、スケジュールを組んで

しっかりとした政策をつなげてほしいなと、そういうふうに思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、この空き家問題というのは全国的に問題ではあるんで

すが。 

 一般質問でも出されたとおり、実態がやっぱりつかめていないというのが一番大きいと思

うんです。うちの地区でも同じなんですけども、実際もう跡取りがいなくて、１年間出入り
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がほとんどないであるとか、電気・ガスというよりも、契約はされていても、そういった認

定をされるかされないかというボーダーラインにあるような空き家というのもかなりあって。 

 その空き家における、あくまでも個人の財産なもんですから、これを利活用するとかイノ

ベーションをするとか、いろいろ方策はあるんでしょうけども、本当にもう社会的にも大き

な問題で、もう少し具体的な取組というんです、今聞いていてもちょっと判然としない部分

があるんです。もう少し明確に、やっぱり積極的に、所有者とコンタクトを取りながら鋭意

やっていかないと、危険ということもあるんでしょうけど、景観の問題もありますので、も

う少し積極的な対応が必要だということをすごく強く感じております。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方は。 

 １件、７番 西下で、相続の関係で、大分枝葉が別れちゃって、もうそれが全部権利があ

るというのは、そこはちょっと国の管轄にはなってくると思うんですけども、自分の財産が

一切分からない人って権利ないような気がするんです。ある程度そこら辺はもう切って、主

なとこだけに話ができて、手続が進めれるとか、そういったことがやっぱり必要ではないか

なと私は思いました。 

 以上です。 

 ８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番です。今の続きなんですが、私も13人相続人がいて、その相続人

からそれぞれ相続放棄というのを頂いて、それで登記ができたんですが、なかなか人それぞ

れ考え方も違って、２年くらいかかりました。 

 そのときに、市役所が何をしてくれるかというと、何もしてくれないという。その辺の何

か情報を提供してもらったり、全国に広がっちゃってんです。相続人が。そういったやつの

情報をくれたりというか、そういった支援というのも必要じゃないかなと思いました。 

○分科会長（西下敦基君）  14番。 

○１４番（松本正幸君）  それなら、法務局のほうが親切です。相続の関係については。手続

の関係から、いろいろ４月１日から改正された形があるもんで、届出の事務化がされるもん

ですから、そこへ行くと細かく教えてくれる。相続の関係は。 

 そんなもんで、行政書士というか、そちらのほうへ出さなくても、基本的には自分ででき

るようになった。できるもんですから、本当に優しいです。僕行ってきたら、親切に教えて

くれて僕でも分かった。理解できた。 

○分科会長（西下敦基君）  ８番。 
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○８番（鈴木直博君）  磐田なんだよね。磐田市。法務局にも10回ぐらい通ったんですけど、

親切は親切なんですが、手続上の足りない部分は教えてくれるんですが、戸籍抄本とか何か

それぞれを取り寄せてやるのは全部こっちでやらないと。 

○１４番（松本正幸君）  くれます。 

○８番（鈴木直博君）  情報を。 

○１４番（松本正幸君）  掛川は。 

○８番（鈴木直博君）  磐田も法務局にはおじいちゃんがいるんで、おじいちゃんはすごい親

切に教えてくれたんです。やっと２年間でできたというのはあれなんですが。大変だと思い

ます。 

○１４番（松本正幸君）  空き家に関係するもんで。 

○分科会長（西下敦基君）  関係するものでまたご意見があれば、なければまた別で、３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。 

 特定空家認定が非常に難しいということで、なかなか認定できないということで、認定す

る段階では多分相続とかそこら辺が、関係が極薄な状態になって、地権者からどの辺までと

いうか、たどるのも大変な状態になりますんで、もうちょっと早い断面、特定空家になる、

朽ちる前に早い断面で、空き家の処置について早めに処置ができれば、こういうふうな放置

された状態にならないと思いますので、そのあたりで早めの処置というのはお願いしたいと

思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見があれば。 

         〔「別でいいですか」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  別でも結構です。２番。 

○２番（東 和子君）  すいません、２番 東です。ブロック塀の件なんですけれども、私の

うちの近くもやっぱりブロック塀が壊れ、住んでいらっしゃるんですけれども、危ないとこ

ろがあって、しかもそこが子どもたちの通学路になって、そのお宅の前が横断歩道になって

いるんです。地主というか持ち主は、何か車で外国人の人がぶつかって塀が壊れたという形

で、明らかに壊れているんだけれども、それを修理するのは自分は被害者だから修理しない。

でも、何かあったら困るんだよねというふうに相談されて。 

 個人の所有で、そういう状態だと私たち動けないし、一応学校も通学路だから学校のほう

にも言ったらどうですかって話もしたんですけども。 

 そういうケースの場合は、ぜひ第三者として市のほうから言っていただくと非常にありが
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たいなというケースがあって。ちょっと、また皆さんもしそういう事例があったら教えてい

ただきたいなと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ブロック塀の関係で、うちの地区でも、やっぱり壁が古いアパー

トなんですけど、もう斜めになっているんです、道側に。もう絶対地震があったら倒れるな

というのも、やっぱり費用負担があるからやらないという感じで、自治会からお願いしても

やっぱりなかなか動いてくれないというのがあるので、そこら辺はやっぱり指導してもらっ

て、何かしらちょっと進めていただくようなことをまた考えていただければなと私も思って

おります。 

 やっぱり危ないし、道も通れんでも問題あるというか、人もいたら危ないですしというこ

とがありますので、そこら辺も私も感じました。 

 14番。 

○１４番（松本正幸君）  通学路の安全点検というのを教育委員会のほうでやっているじゃん

ね。道路を含めて。そういったのが危険箇所のチェックということでやるもんで、そこのと

ころへ何らかの形で説明できるような形にしておくと、そこで乗るような形になると、おそ

らく担当課、そういったところへ来て指導をしてくれると思います。よく夏休みぐらいにや

りますよね。そこのところへ。それは通学路といったもんね。余計に、それは回答するもん

で、大丈夫でだと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見は、６番。 

○６番（須藤有紀君）  ブロック塀の関係で、逆に私のところは、小学校の敷地に隣接といい

ますか、本当に30メートル先に小学校があって通学路に隣接するお宅のブロック塀に対して、

市から補助金が出るのでブロック塀を撤去していただけませんかという通知が来たそうなん

ですけど。ちゃんと知り合いの建築士さんに確認を取ったら、耐震的にも大丈夫だから撤去

の必要はないと言われた。市から通知が来たので泡食ったけれども、全然心配ないと言われ

てどういうことなんだと言われまして。 

 この基準がどうなっているのかなというのがちょっと不思議に思いまして。 

         〔「それは基準はあるの。基準があるの。段数とか、鉄筋が入っている

とか。」と呼ぶ者あり〕 

○６番（須藤有紀君）  だから、そこら辺が、ブロック塀は危険は危険で、去が必要なものは

積極的にやっていくべきだと思うんですけれども、市のほうで危険と判断して通知をしたも

のでも、実際専門家が見たら安全だという判断になる場合もあって、そこら辺の整合性の取
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れなさがちょっと今後どうしていったらいいかなというのを感じました。 

         〔発言する者あり〕 

○６番（須藤有紀君）  そこね。 

○分科会長（西下敦基君）  では、ご意見、ブロック塀に関連する方。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ブロック塀ですけど、今、専門家の方に見てもらってということで、

本当かうそかというところですけど、行政指導をしてもやってくれないのが現状でございま

す。行政代執行でしか、多分これはやれないと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ということでよろしいですか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。建築の耐震化ということで、この間、参議院の質問だか

見ていましたら、東京都の元猪瀬知事だったですか、あの人が言っていたんですけども、東

南海地区というんですか、この辺の発生地区というのは、もう70％だ、80％だって、30年間

でというのを、非常に、盛んに意識の高揚を図ったみたいなとこがあって、それによって予

算もずっとついてきたと。 

 それが日本全国見ると、例えば能登半島とか違う地域ではそういう対応が進んでいないと

いうような形で、これ見直さなきゃいけないんじゃないかなという発言していたんです。 

 だから、本当にあと30年で70％から80％の地震が発生するか、それは検証したほうがいい

ぞというような見方もあるということであります。 

 ここら辺は、そういうおかげがあって93％ぐらいの耐震がなっているんだけれども、それ

ではなくて外れたとこではそういうふうに進んでいない。ここら辺が逆に耐震対策が優遇さ

れているというか、特にお金をつぎ込んでもらっているという状況があるみたいな、そうい

う発言があったんですが。 

 今後、逆に、さらに継続してずっと予算がついてくるのかどうなのかとちょっと心配にな

ったという部分がありますので、日本全国を見るとそういう感覚があるんじゃないのかなと

思います。 

○分科会長（西下敦基君）  地震についての、耐震化についての話、ほかにご意見あれば。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上でよろしいですか。 

 以上で、都市計画課の予算に係る審査を終わります。 

 ただいま出されました意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会に

報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては正副分科会長に一任願います。 
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 ここで、１時まで休憩することといたします。 

 

休憩 午前１１時４７分 

 

 

再開 午後 ０時５７分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、休憩を閉じて会議を再開し、商工観光課の予算審査を

行います。 

 初めに、笹松建設経済部参事兼商工観光課長、出席者の紹介をお願いいたします。笹松参

事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 本日は、産業振興係のほうから太田係長と、商工観光係のほうから高木係長が出席してお

ります。よろしくお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  それでは質疑を行いますが、事前に質疑を出された方から順にお

願いします。ということで、１つ目を坪井委員からお願いします。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。午後もよろしくお願いします。 

 就労支援事業費ということで、女性就労・就業支援事業の託児業務委託用の減額理由は、

また、令和５年度の委託の成果はどうであったか、お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 まず、減額利益につきましては、託児業務委託が必要となる女性就労支援、就業支援事業

そのものを見直したことによるものでございます。 

 女性就労支援事業は、国から事業費の２分の１の補助を受けながら、女性の就労につなが

る事業を実施してまいりました。 

 事業の内容といたしましては、就業に必要な知識習得のセミナーですとか、企業訪問、合

同企業説明会というのが事業内容になっております。 

 令和５年度の委託事業は、約140万円程度でございましたが、成果といたしましては、参加

者が延べ45名、このうち、託児を利用された方も７名、就業者数も７名と、全体としては事

業効果があるように見受けられるんですけれども、我々といたしましては、参加者の多くは



－267－ 

知識習得セミナーのほうに偏ってまして、企業訪問とか合同企業説明会への参加というのは

少なくて、就労を目指す女性のニーズに基づいた事業内容の見直しというのが必要だという

ふうに考えております。要は、セミナーを受けに来るような事業になってしまっている部分

が感じられるというところでございます。 

 このため、令和６年度は毎月実施しておりますなでしこワークの場を活用して、ハロー

ワークと連携しながら、就業に係るセミナーとか個別相談というのを強化して、統合のよう

な形で実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。よろしいですか。関

連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、２番目を横山委員からお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。 

 ７款１項１目産業振興推進費、説明資料59ページ、具体的にどのようなことをして、どの

ような成果が出ているのか。また、この推進費の支出目的は何か。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 産業振興推進費は、農商工業や観光等の地域産業の育成、発展と関係事業者の連携強化を

推進するということで、地域産業の活性化を図ることを目的とした事業となっております。 

 就業支援や企業誘致、観光振興など、こういった個別の特定な事業目的というよりは、そ

ういったことが一体で事業効果として見込まれるようなものをこの中で事業として進めてお

ります。 

 具体的には、３つの事業がこの中に入っております。 

 １つ目は、地域経済活性化推進会議というものの事務局をやっております。 

 この会議は、今週金曜日にオープンする菊川市の「産業支援センターＥｎＧＡＷＡ」の開

設に向けた提言なども、この会議の中で議論していただいた上で提言いただいて、この産業

支援センターの開設につながっているとかというような効果になっております。 

 ２つ目は、イベント出展に要する経費の中になります。 

 イベントの中でも、主に誘客のようなものは観光のほうの事業に入れているんですけれど

も、この中に入っている事業としましては、農業とか商工業など、広く市内産業の認知度向
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上などの効果が見込まれるイベント等への出展についてはこの事業の中で実施しております。 

 例えば、今年度でありますと、愛知県の金山駅で実施したイベントでは、市内の農産品と

か、ふるさと納税返礼品など、こういった市内の産業一体となって紹介させていただいて、

ブースに立ち寄っていただいた方が市内にお越しいただいたりとか、市内の特産品を購入し

たりとかというような事例も伺っておりまして、こういった交流人口の増加にもつながって

いると考えております。 

 ３つ目は、御前崎港の整備促進期成同盟会の負担金でございます。 

 こちらは、県西部及び中部の12市町が連携して、御前崎港の拡張ですとか老朽化対策とか

に、国への要望等を一緒に取り組んでいるという事業です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。 

 というのは、内容的にはすばらしいものですけれども、これ、予算的に18万6,000円しかな

い中で、そこまでやれるのかという心配はしております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 基本的なそれぞれの事業目的、就労支援であれば就労のほうですとか、観光であれば観光

のほうが本体的な事業としまして、ここに事業を計上しているものは基本的に会議の報償費

ですとか、期成同盟会の負担金ですとか、そういったものになっているものですから、そう

いった意味で事業費は少ないんですけれども、本体の事業としてはそれぞれの事業の中で実

施させていただいております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  ありません。関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、３番目を同じように横山委員、お願いします。マイク

をつけてください。 

○１１番（横山陽仁君）  ７款１項１目ふるさと納税事業費、説明資料60ページ、ふるさと納

税の目標額と、どのようなものを返礼品として含まれているかです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 



－269－ 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 令和６年度の寄附目標額は、歳入予算に計上しましたとおり１億6,500万円としております。

これは、返礼率が現行制度と同様となった平成30年度以降、寄附の実績を統計的に見ると、

毎年1.2倍ずつぐらい伸びていくことから、本市においても同じような伸びを想定しながら計

上している、想定しているというような額になっております。 

 また、本市で好まれている返礼品につきましては、ゴルフ場の利用割引券が寄附額で行き

ますと2,000万円余りいただいております。また、枕及び布団類というのが、大体1,000万円

程度いただいております。その他、駅舎整備のクラウドファンディングで170万円近くと、メ

ロンでも160万円ちょっとぐらいの、こういったものが本市における好まれている返礼品にな

っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  掛川は、イチゴで何億か入っていたという話を聞いているんですけ

れども、菊川はイチゴは、全然そういう希望がなかったんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 イチゴも、実は返礼品のほうには入っているんですけれども、ロットが小さいんです。本

市の農産品は、やはりこの課題としましては、一つ一つのロットが小さくて返礼品として入

っているんですけれども、そういった大きな額にはならないというのが現状でして、そこの

生産向上を図っていただくのが先なのか、先に寄附をたくさんいただく、需要見込みが先な

のかというのは非常に難しいところなんですけれども、そこはロットの課題というのがどう

してもありまして、返礼品には計上されておりますけれども、額としてはそれほど高くなっ

ていないというのが現状です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  工業系の会社で製作活動なんかもやっているところもあるんですが、

そういう工業の関係でオリジナルなものを作っていったらどうかというような働きかけとい

うのをやってもいいんじゃないかなと思うんですけれども。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 実際、昨年ですと、市内の松下金属工業様、金属加工をしている会社でございまして、Ｅ
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ｎＧＡＷＡでも看板を作っていただきました。そのように、実際にいろんな加工とかをオリ

ジナルでできる事業者様がいらっしゃいまして、例えばアイフォンのスピーカーを作られた

りとか、たき火台を作られたりしているんですけれども、返礼品として提供するときに、そ

れを梱包したり、説明書を作ったり、そういったところがなかなかできなくて、なかなか返

礼品になり得なかったというのがございます。 

 そういったところは、逆に今後、いろんな事業者との連携にもよるんですけれども、そう

いったことができる事業者とおつなぎするなりして返礼品にしていけるような、そういった

ものを、例えば今度の産業支援センターのようなところでも担えるのかなというのは考えて

おります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  目標金額が１億6,500万なんですけれども、やっぱり16億ぐらい欲し

いですね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 本市の返礼品の課題は、先ほどのイチゴも同じなんですけれども、１つ１つのロットが小

さい。今度、来年度途中からになるんですけれども、中間事業者というのを変えようと今、

我々しています。 

 それは、１つは、今の中間事業者は寄附を受けて、そのまま手続をするだけなんですけれ

ども、今度、そういった中間事業者に市内の返礼品の新しい商品を作ってもらったりとか、

もう少し、サイトの充実を図っていただいたりということをさらに業務として入れていこう、

そういったことが得意な事業者と組んでいこうというふうに考えております。 

 そうすることによって、例えば農産品も、例えば加工品とつなげることによって製品とし

ては非常に増えてくる。そうすると、返礼品としても手に取っていただける機会ですとか、

農産品ですと季節が限られているものが、もう少し長い期間、寄附として出せるというよう

なものもできると考えていますので、そういった方向で今、考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。３番。 
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○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。 

 関連で、菊川市の人気ランキングで行きますと、イチゴなんかは３位で、ロットが小さい

ということで、もうちょっとすれば金額的に上がってくると思うんですけれど、この人気ラ

ンキングなんかを重点に、その辺りを推していくという、そういう施策はございませんか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 今のご質問、例えば人気のあるものをもっと増やしていくという意味でよろしいでしょう

か。 

 例えばゴルフ場の利用券というのは、やはり、こういう言葉が適切かどうか分かりません

けれども、ふるさと納税寄附というのは３割までの返礼品と決まっています。その３割に、

例えばそのものを送るときには送料がさらに加わったりすると、例えば重いものですと送料

がもっとかかったりとかということで、意外とこう、そのいただいた寄附に対して経費がど

んどん増えてくるんです。 

 ただ、例えばゴルフ場の割引券を、今年度自動販売機を現地に設置したんですけれども、

ゴルフ場の割引券、そのままそこで寄附いただいて、３割ですと、そのまま郵送料もかから

ないし、手間もかからないもので、その分、すごく割がいいんです。あとは、寄附していた

だく額が非常に大きいというのがあります。 

 実際、うちのスタッフが現地で営業することによって、自動販売機の使い方とかもだんだ

ん浸透してきまして、そういったもので今、すごくゴルフ場の割引券が増えているというの

が今の現状です。 

 これは、まだまだ伸びる余地があると思っていますので、これはしっかり、１つはこのゴ

ルフ場の利用券というのをもっと増やしていこうというふうには今、考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  手数料含めて返礼品30％というのに変わりまして、それで枕なんかは

ちょっと引っかかったかと思いますけど、焼津なんかも同じですよね。魚介類ですから、決

してこのゴルフ場の利用券じゃないと思うんですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事です。 

 そのとおりでございます。例えば、１億円の寄附の中で、基本的に一般的には３割が返礼
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品として、その中に、残りの２割の中で先ほどのクレジットカードの手数料ですとか、返礼

品の配送料とかを出していくんですけれども、１億だと事務費使えるのが5,000万円までとい

うことで、残りこの2,000万円で僕ら手数料とか全てを補わないといけない。 

 でも一方で、焼津さんは、例えば80億ありますので、40億の中で手数料と郵送費。郵送費

は40億から見ると小さく見えるんです。だから、海産物とかをどんどん出しても、寄附額が

増えればそういったものができるし、広報もできる余地があるんです。 

 ですから、僕らは１億をまず増やして、まずは一旦、この１億を２億とか３億に増やして

いかないと、ここの事務費が広がらないんです。広がらないと広報もできないし、例えば、

配送料とかに回す経費も引っかかってきてしまうというのが大きくて、そこをまずは、この

１億を少しずつでも上げていくというのが今の我々のやり方。そうすると、単価の高いもの

をまずはできるだけ多くいただいて、ここの事務費の隙間を広げていきたいというのを今の

やり方として考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。関連質疑ございます

か。 

 なければ、４番目の質問をまた陽仁委員からお願いします。 

○１１番（横山陽仁君）  ７款１項２目商業活動支援事業費、62ページ、経営改善普及事業補

助金支出の成果はどうでしたか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 経営完全改善普及事業費補助金というのは、市の商工会の経営指導とか企業相談に係る人

件費に対する助成になります。 

 商工会では、講習会を年５回、相談会を年40回以上、個別の巡回指導など240日以上、

3,100事業者以上にこういったものを提供していただいておりまして、ここ数年の新型コロナ

ウイルス感染症の拡大とか物価高騰、最低賃金の引上げとかインボイス制度の導入とか、こ

ういったものの相談に対応していただいております。 

 これによって、市内事業者の経営維持に大きな役割を果たしているというふうには考えて

おります。 

 実際、この経営窓口指導相談自体というのは、商工会の会員の方以外にも提供していただ

いておりまして、こういった相談をきっかけに商工会の新規加入というのが今、増えており
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まして、そういったことも考えると、事業者にとって実りのあるアドバイスがされていると

いうふうに考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、５番目をまた、陽仁委員からお願いします。 

○１１番（横山陽仁君）  ７款１項３目工業活動支援事業費、63ページ、商工会は、この事業

費をもらって、具体的にはどのような活動をしている。また、成果はどうであったかという

ことです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 こちらの補助金は、先ほどの人件費の補助とは違いまして、それぞれの活動に関する補助

になっております。 

 市内企業の経営安定を図ることを目的に商工会が行う産業の育成指導ですとか、技術改善

発達ですとか、異業種間の交流促進、こういったものの経費に対して補助を出しております。 

 例えば、製造系事業者の工業部会に先進的な技術を導入している工場とか展示会の視察で

すとか、セミナー等の開催というのに対して、各社の業務効率化や生産性向上に結びつけて

いるというところとか、また、建設業者の建設部会では、建築技術を磨くために優良建築物

件を視察に行ったり、担当者、事業者同士の意見交換等を実施して技術力向上とかに結びつ

けていただいたりということの事業に対して補助しています。 

 このような先進情報の取得などというのは、なかなか中小企業が個々に情報収集とかとい

うのは難しいということになりますので、こういった研修会の実施とかを商工会が取りまと

めて実施していただいている。こういうことに対して補助させていただいて、そういったも

のがそれぞれの業界の技術向上等に結びついているというふうに考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  80万円という金額ですけれども、工業部会としては、１回行くとこ

のくらい使い切っちゃうという程度の金額ではないかと思うんですけれども、実際に工業部
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会、商工会が欲しいと言っているのかどうかですが、要らないんじゃないかと思っています。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 補助率は２分の１でございまして、半分は商工会の独自経費の中で実施していただいてお

ります。 

 ただ、毎年商工会からはこういった予算の要望もいただいておりまして、我々市としまし

ては、市内事業者の支援につながるものというふうに判断をしながら、この補助制度は今、

続けているというところがございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

 なければ関連質疑の方。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番です。この80万というのは、イノベーション推進機構に出してい

る年会費みたいなのとは違うのですか。浜松。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 これは、あくまでも市の商工会に対して出している補助金でございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

 関連質疑もないようでしたら、次は、６番目の須藤議員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。７款１項３目企業立地推進事業費について伺います。

説明資料は64ページになります。 

 今年度の補助金の該当企業について、また企業融資の進め方の２点をお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 この補助金は、令和６年度は、菱電旭テクニカ株式会社さんが、工場の拡張によって交付

対象となっておりますので、こちらが対象となっております。 

 企業誘致の進め方については、すいません、少し長くなるのをご容赦ください。 

 まず、企業誘致の進め方といたしましては、市内に拠点を有する企業の定着、これがまず

１つあります。もう１つは、市外から新しい企業を融資する。もう１つは、工業用地の確保、

インフラ整備等、この３つが基本的な柱になっております。 
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 この３つの柱を推進するために、また３つの手法でやっておりまして、１つは企業の投資

案件の収集、どういったところが参入してくるとか、どういったところが拡張しようとして

いるとかという情報を一生懸命我々は確保しようと、取りにいこうとしています。市内の事

業者を訪問したり、県内外の不動産仲介とか金融機関とか、建設会社、デベロッパーの方々、

こういった様々なところに顔を出して、情報収集に行っているというところが１つあります。 

 もう１つは、用地情報の収集です。これも、基本的には先ほどの企業投資案件と同じなん

ですけれども、今度は用地のほうで情報収集に努めているというのが１つあります。 

 この１つ目の引き合い情報と２つ目の用地情報を掛け合わせることで、誘致を促進させて

いるというのが１つです。 

 これに加えて、３つ目としまして、工業用地の確保、要は工場が来る用地をつくるという

ことを行っております。平成30年度には可能性調査を行って、そのうちの１か所、西方の加

茂工業団地隣地にて、現在、民間開発による工場新設工事というのを行っております。 

 また、令和２年度も可能性調査を行って、開発可能な用地について、地主や地元との調整

を重ねる中で、民間開発による投資を促進したいと考えております。 

 こういった情報は、人脈の中から収集していきますので、そういったところに力を入れな

がら、積極的な情報収集に努めて、用地づくりを行いながら誘致をしていくというのが我々

の企業誘致の進め方となっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

 取りあえず、もう１つ、松本委員から同じところで質問がありますので、そちらをまず、

お願いします。７番 松本委員お願いします。 

○１４番（松本正幸君）  14番の松本です。 

 今、企業誘致の方針まで伺ったもので、あまり聞くことはないなとも思っているんですけ

れども、実質的に長期財政計画において、新たな歳入の創出として、企業誘致による税収入

の向上というのが示されております。 

 基本的に、今、述べられたような形で、企業のいわゆる制度、こういったものを心がけて

いるということなんですけれども、実質的に、戦略としてどのように本来考えるべきかとい

うのがあるかと思うんですけれども、そこでちょっと、一番初めはそこで聞きます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 
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 将来的には、税収向上にこの企業誘致が寄与しないといけないというのは、非常に我々と

しては大きなプレッシャーではございますが、まず企業誘致をする土地というのを、しっか

り我々のほうでは皆さんに、外に情報を出して、皆さんに選んでもらうような営業というの

が、一つ大事なところでございます。 

 それについては、そういった土地の情報をしっかり整理したものをつくらせていただいて、

それを活用して営業に行くわけなんですが、例えば、我々はやっぱり人員も限られています

ので、例えば県の東京事務所ですとか、あとはディベロッパーさんに情報を流して、そちら

から引き合いをいただくとか、そういったものをしながら、我々、直接行けない部分も多い

ものですから、そういったネットワークをできるだけ広めて情報を出していく、選んでもら

えるような機会をつくっていくというのは、一つ大事なところだと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。セールスに行くときには、やっぱり基本的に、こちら側

のいわゆる団地の環境もそうなんですけれども、いわゆる支援策、こういったものも必要か

と思うんです。 

 要するに支援の状況、先行投資の関係も出てくる話であるかとは思うんですけれども、や

っぱり何らかにセールスポイントを持ちながらいく方法のほうが望ましいと思うんですけれ

ども、そのセールスのポイントとして、今、挙げられる菊川市の有利性、それを少し述べて

いただければありがたいなと思っています。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 本市の有利性は、１つは交通の便でございます。インターを中心に、ＪＲ等も含めて、交

通の便としては西にも東にも行きやすい部分がございます。ですから、ターゲットとしては

西も東も考えられる部分と、あとは西や東に物流を提供するような事業者が対象となり得る

ところでございます。 

 もう１つは、温暖な気候の部分でございます。やっぱり雪が少ないとか、温暖だというこ

とになると、よく言うのはエアコンのコストが少ないとか、電気代が少なくなりますよとか

というところも１つ売りだというふうに、自然環境が売りだと思っています。 

 もう１つは、やはり農業の分野が非常に多くあるということなので、工業もそうなんです

けれども、今、農業を活用した工業の部分の事業者さんに対しても、非常にフィールドとし
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て提供しやすい部分がたくさんあるという部分がございます。 

 こういったものが今のところでございます。 

 あとは、県内同じような部分にはなってしまうんですけれども、静岡県のほうが、企業誘

致に関しての補助制度が充実している部分がございまして、そういって参入していただいた

方への初期投資ですとか、用地を購入する、設備を増やすということに対する大きな財政的

支援がありますと、こういったところが我々の今、強みになっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。インフラの関係についてはよく理解はしておりますけれ

ども、先ほど電気料の関係、いわゆる温暖化によっての電気の関係なんですけれども、そう

でなくて、原子力発電所の関係の電気の、いわゆる電気を主流とする企業の本来の還元する

ものがありますので、これは小笠地域は該当するんじゃないかなと思うんですけれども、菊

川のほうが少し距離の関係であれなんですけれども、それも１つの大きなメリットであると、

そういうふうに考えております。 

 東京事務所のほうにやっぱり、実は僕も行ってきたことがあるんです。だけど今、菊川市

の方から派遣はしているわけですか。そこの点を少し。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 今は派遣していません。いないです。２年前まで太田が行っておりまして、向こうの東京

の事務所との、まだ人とのつながりというのがあって、そういったものが我々のセールスの

優位性にはつながっておりますが、おっしゃるとおりだんだんと、やっぱり異動もあります

ので、本当はそういったものも必要な部分だとは感じておりますが、そこはちょっと、総務

部のほうと相談になります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番。また、産業センターの審査もありますので、要するに企業立

地との連携というのが非常に重要な、新しい企業の関係が出てくると思いますので、またそ

ちらのほうでお聞きをしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。ご意見ということで。 

 関連質疑はございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、この企業立地推進事業費の中の事業の概要のところで
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すか、新たな工業用候補地の検討ということですが、その検討する組織というんですか、ど

ういうような形で進めていくかという点と、実際、そういう候補地が目ぼしいものがあるか

ないかという点も含めてです。 

 それともう１点、これに関して、３年くらい前ですか、小笠高校の圃場、農地の話があり

ましたが、その後の状況はどうかとお聞きしたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 まず、市内の工業を誘致するための組織というのは、具体的にはない。それに特化して検

討する組織というふうなものを持っているわけじゃなくて、あくまでも産業振興係を中心に、

情報を集めて整理しているというのが今の現状です。 

 もう少しオープン、なかなかオープンできるものとできないものがどうしてもありますの

で、そこは係内とか課内で共有する中でとどめるものって非常に結構多くあります。 

 一方で、もう少し外に出してもいいような情報になってきたときには、産業界の皆さんが

集まっているような地域経済活性化会議とかの中で議論というか、協議することはあります

が、それはもう、オープンできるような状況になったときになります。 

 もう１つ、ご質問にありました、小笠高校の圃場の件でございますけれども、令和４年10

月に議員の皆さんの勉強会で状況についてお話をさせていただいたかと思います。 

 その後は、今、まだ県の土地でございまして、県が令和７年度に用地を売却するような形

で準備を進めているということで、県の予算で行くと、来年度は売却価格を決定するような

イメージです。僕らはその売却価格、予定価格なりを見ながら、想定内であれば購入したい

と考えていますし、あまりにも高過ぎるとちょっと難しい部分はございますが、いずれにし

ても、そういったところは議員の皆さんにお諮りしながら決めていきたいと思っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

 ちょっと１点、気になったんですけど、こういった土地を買う場合に土地取得会計が活用

されるということになるのでしょうか。 

 答弁を求めます。太田係長。 

○商工観光課産業振興係長（太田  君）  産業振興係長です。 

 現状では、一般会計のほうで購入を検討しているんですが、今回、特に先行取得とかでも

ないですから、土地取得については活用しないような方法で検討しております。 
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○分科会長（西下敦基君）  分かりました。ほかに関連質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。ちょっと確認と単純な質問なんですけれども、先ほ

ど地域産業立地事業費補助金の内訳として、菱電の工場の拡張とご答弁いただいたと思うん

ですけれども、1,220万円全部が菱電１社に対する補助なのかというところの確認をさせてい

ただきたいのが１点。 

 あと、普通旅費が９万円減額になっていらっしゃいますけれども、この首都圏への企業誘

致活動について、次年度の展望があればお伺いできればと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 企業立地推進事業費に計上しています1,245万円のうち……。 

○６番（須藤有紀君）  1,245万、20万ではなくて。 

○分科会長（西下敦基君）  事業書だと、1,220万です。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  失礼しました。1,220万のうち、これがその

まま菱電旭テクニカさんへの補助金になります。 

 その下の６万7,000円は、県と一緒に企業誘致をするときに、一緒に事業をやっていますの

で負担金をその分、出している。我々のこの紹介できる、営業できる土地によって、市の負

担率が変わってくるというような形になります。 

 もう１つは、普通旅費のほうで20万弱程度計上させていただいていますが、これが来年度、

首都圏を中心に営業に行くための経費になっております。この中で頑張ってまいりますとい

うところです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。ちょっと減ってらっしゃるので大丈夫かなというの

もありまして。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 今回、産業支援センターができまして、少し企業への営業も今回、こっちの事業では、こ

こに掲載している18万程度は企業誘致に関するもので、残り、この減っている分は、実は産

業支援センターのほうに行っておりまして、こちらは本当にビジネス誘致も含めて、企業誘

致だけじゃなく、そういったものも入っているものですから、ちょっと組織がもう１つ増え

るものですから、ちょっと案分しております。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

 なければ、関連で17番。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下です。 

 企業誘致で、１つの条件として、笹松さんは工業用水の関係はいつも出席してもらってい

るんですけれども、もう少し工業用水の確保ができれば、もう少し変わってくるんだけどと

いう、そんな感じというのはないでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 おっしゃるとおり、水が弱いもんですから、我々企業誘致するときも、食品みたいな水を

たくさん使うような企業というのは、なかなか対象になれないところがございます。 

 一方、委員おっしゃったような、東遠工業用水というのは農業用水を中心に使うことがで

きます。幾つかの事業者からも、実は使うような話をいただいたこともありますが、やっぱ

り量の問題がありまして、それほどたくさん使わないのであれば、工業用水も水利権の中で

使えるんですけれども、それほど量がもともとないものですから、今のような、先ほど申し

上げたように、水をたくさん使うようなところは結局使えなくて、なかなか水を使える場所

として僕らも営業はしづらくなっているというのが本当のところです。 

 かといって、全く使えないわけではないものですから、必要に応じては工業用水のほうを

ご案内することができますが、ちょっと底が深いです。ポンプアップをしないといけないと

か、結構、経費がかかる部分があって、事業者が使えなかったという事例もございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番です。情報を集めるのに銀行を利用するという手もあると思うん

ですが、そう辺のことは、例えば静銀が持っている情報、企業が出ていきたいという希望が

あって探しているとか、そういったもののマッチングをするという、そういう情報の集め方

というのもあると思うんですが、その辺はいかがですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 当然、金融機関は、我々、よくお話をしておりまして、そういった情報があったときには
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我々のほうでも収集には頑張っております。 

 正直言いますと、なかなか出てこない部分がありまして、そこはやっぱり人との関係をも

っとつくっていくというのが大事になってくるところでございますので、金融機関も担当者

から支店長までよく、随時お話をする機会はつくっておりますので、そこら辺の情報は常に

やり取りしているんですが、なかなか出てこない部分もございます。 

 以上です。 

○８番（鈴木直博君）  ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございませんね。 

 関連質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  今、盛り上がっていますが、私も。 

 先ほど、金融融資で菊川の利点ということで、インターとか農業利用だとか、あと気候で

すか、そのあたりをおっしゃっていただいたんですが、決して藤枝から、車で考えますとイ

ンターもありますし、逆にここは１号線からも遠いということで立地等、地盤はいいという

ところは袋井には、いいと思いますけど、その他金額の面で、例の圃場のところをやったと

きに10万ぐらいの金額を出されたような気がします。そのときに藤枝が12ぐらいで出してい

るはずです。掛川は、もちろん安く出していますんで、そのあたりしか勝負しようがないと

思いますけど、そのあたりについてどうお考えですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事です。 

 確かに、土地が安ければ安いほど有利にはなります。今回、小笠高校についてはどうして

も県なもんですから、僕の知っている限りですが、県は県なりにやっぱり、価格調査士にオ

フィシャルで出していただいた金額を変えることができない。値下げとかそういうことはで

きないとは思っています。 

 ただ、我々が取得した後、それをお安く売るかどうかというふうなところは、また議員の

皆さんとも相談させていただきながら、お伺いさせていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

 関連質疑はよろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  そうしたら、８番目の質問、坪井委員からお願いします。 
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○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。 

 ８番目の火剣山のキャンプ場の管理費ということで、運営委員会設置の目的と期待する規

模はということでよろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 運営委員会は、菊川市野外宿泊施設火剣山キャンプ場の指定管理者の管理運営状況、指定

管理者が行う管理運営状況が、その管理者を選定したときの期待どおりに継続的に実施され

ているかどうか、こういったものを定期的にモニタリングするために設置いたします。 

 このため、運営委員には、指定管理者を選定したときに選定委員となっていただいた方で

すとか、その組織とか団体とかを基本として運営委員というのを選定していきたい、選考し

ていきたいと考えています。 

 そういった方々の立場とか観点から、その指定管理者の経営状況とか、今後の事業展開で

すとか、施設の有効活用など、こういったもののご意見いただいて、火剣山キャンプ場がよ

りよい運営管理ができるようにつなげてまいりたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ということは、委員の皆さんのご意見を指定管理者にお伝えして改善

を図ってもらうということもあるわけでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 基本的に運営委員会のやり方といたしましては、指定管理者のほうが出席しまして、運営

状況、収支状況なりを説明いたします。それに対して委員の皆さんから頂いて、それをでき

るだけ改善につなげていくというのは、この目的ですので、でき得る改善はしていただく方

向で調整していくというのが、我々、施設管理者のほうとしても必要なことと考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ９番目を、また坪井委員のほうからお願いします。 
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○３番（坪井仲治君）  すいません。引き続きお願いします。 

 観光情報の発信事業費ということで、観光パンフレットの作成部数と配布箇所はについて

お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 観光パンフレットでございますが、令和５年度に２万部つくりまして、２月末現在で１万

8,000部は配布し終わっているような状況です。 

 令和６年度においても、同様に２万部作成する予定でおりまして、配布箇所といたしまし

ては、コロナ以降、非常に増えているものもございますが、市とか観光協会が出展するよう

なイベントはもちろんですが、ＪＲ東海のさわやかウォーキングとかでお配りしたりとか、

富士山静岡空港とか県の関連施設もあります。あとは中部電力さんの各施設ですとか、広く

いろんなところに配布を、今、しておるところです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  配布箇所は県内に限りということですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  これは空港の、富士山静岡空港の就航先に

も配布しております。あちらの空港ですとか旅行会社の方々にもお配りするような形で、旅

に行く前に見ていただけるような形を、できるだけ取るようにしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

○３番（坪井仲治君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑、こちらについてありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、同じところで私のほうから、観光情報発信事業費とい

うことで、令和５年11月に市長宛てに提出した令和６年度当初予算編成に対する提言書にあ

る、近隣市と官民で連携協力する観光事業促進組織の検討はどのように行うのか、このこと

についてお伺いします。 

 答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  近隣市と官民で連携協力する観光事業促進
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組織というのをつくるためには、まずは関連する自治体同士で意識を共有することが重要で

あると考えています。 

 その後、その市町の所管するというか、管内の観光協会ですとか商工会のような公的団体

との協力体制を構築して、その後、観光事業者とか宿泊事業者のような民間事業者の方々に

連携を広げていくような取組をしていかないといけないというふうには考えております。 

 ただ、現状では遠州広域観光協議会という自治体の担当課長が、観光担当課長が集まる会

議がございまして、協議しては、協議する場はあるんですけれども、言いづらいんですけど、

なかなか市町ごとに相当な意識の隔たりがございまして、うちは例えばイベントだけやれば

いいよとかになると、本当に、もう自分ところの自治体だけで完結してしまうもんで、なか

なか議論としては温度差があるというのは、非常に感じております。 

 ただ、やはり中東遠地域全体として、旅行目的地になるというのが難しい部分である場所

だと感じていますので、もう少し専門的なマーケティングとかをしながら、どういったとこ

ろに本当にニーズがあるかというのを考えていかないといけないというふうには認識してお

ります。 

 そういったところを、まず自治体の観光担当課長なりが意識共有できないと、なかなかそ

この管内に進まないというのが、今の現状でございまして、まずはこういった担当課長です

とか担当者が会う機会ごとに、一緒に、じゃあ、その誘客事業をやりましょうという話題を

するたんびにこの話をしながら、意識の共有に努めているというのが現状です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。特に再質問はございません。 

 関連質疑ある方は挙手にてお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。そしたら11番目を、坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  すいません。小菊荘の管理費ということで、バス２台の売却の理由に

ついてお聞かせください。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 小菊荘の所有しているバスというのは、42人乗りの中型バスと26人乗りの小型バスの２台

がございまして、いずれも30年以上、30年前後が経過している。しておって、老朽化が進ん

でいるバスでございます。 
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 実際、使用状況も令和２年度には２台合わせて大体5,000キロぐらい走っていたんですけれ

ども、コロナもあって、その後、令和４年度にはほとんど実績、使われた実績がないという

のが現状でございます。 

 所有していることによって、当然、車検ですとか保険料がかかりますので、２台合わせて

50万円ぐらいはどうしてもかかります。こういったことを考えると、やはり老朽化した車両

を維持していくよりも、処分することで施設全体の維持管理経費の削減とか、やっぱり経営

のスリム化などにつなげるほうがメリットがあるというふうに考えておりますし、来年度以

降、指定管理者等を募集しようとしておりますので、その管理費の軽減にもなるとは思って

おります。ということで売却を、今、考えておりました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりますが、再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  今は、仮にあれ運用していますと、ああいうところで、ああいう営業

をしますと、当然、送迎というのは必要になってくるかと思いますが、この後、指定管理に

なられる方は、そのバスまで用意してということになるんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事です。 

 実態としまして、なかなか大人数で食事をされたり、お酒を飲まれたりという機会という

のが、実態として減っている部分がございます。仮にそういった必要があった場合には、こ

の年間50万円を支払うよりも、その少ない回数はどこかにバスをお願いしたりという形で運

営するほうが、全体的な経費は下げられるというふうに考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、12番目を須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 ７款１項４目交流促進事業費についてお伺いいたします。説明資料は74ページ、タブレッ

トで78ページになります。 

 こちらの補正でも説明があったかとは思うんですけれども、ちょっと地域おこし協力隊の
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報償費、活動負担金が皆減されていらっしゃる理由、今年度の起用についてお考えを伺いま

す。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 地域おこし協力隊につきましては、令和５年度に公募を行ってまいりました。それととも

に、さまざまな企業に相談を持ちかけて、隊員として活動いただける方を探してきたんです

けれども、やっぱり報酬等の課題もあって任用することができなかったというのは現状です。 

 一方で、かといって、じゃあ全国的にはといいますと、地域おこし協力隊が活躍している

自治体というのも多くあります。こういった方は、そうなると報酬だけじゃなくて、やっぱ

りやりがいのような、この方がそれでも働きたいというか、やりたいというような気持ちを

付加することで、改めて地域おこし協力隊に活躍いただけるようなこともできると考えてお

ります。 

 そういった意味で、これまでは観光分野で前任もいたもんですから、そのまま踏襲的に観

光分野で募集をしてしまったんですけれども、そういったことに関わらず、限らず、例えば

新しくできるＥｎＧＡＷＡでのビジネス誘致なども含めて、新しい広い活動分野を視野に、

報酬ややりがいなどの折り合いがつく方を探していきたいとは思っています。 

 まずはそういった中で、めどがつきましたら、例えば補正予算なりで報酬費等の予算要求

等をさせていただければと思っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしければ、関連質疑をお願いします。ないですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次は13番目を横山陽仁議員からお願いします。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。 

 ７款１項４目市観光協会連携事業費、78ページです。 

 観光協会運営事業費の内容はどのようなものですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 観光協会運営事業費というのは、市の観光事業の振興と地域の文化産業の充実を図る目的
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で、市の観光協会への活動に対して補助を交付している事業でございます。 

 この観光協会の補助金の中で、観光協会の人件費ですとか事務経費、または、例えば今度、

堤防で行います菊川桜マルシェですとか、蓮池公園で行っていたようなおひざもと市みたい

な、こういったイベントとかの実施事業についても補助対象としておりまして、これを補助

することによりまして、観光協会が独自に様々なイベント等を実施していただいているとい

うような内容になっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  観光協会へ派遣しているという、観光協会に頼んでいる人数ですけ

れども、何人を頼んでいますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 この補助金の中で算定しているものは、事務局長と、あとは職員２名なんですが、これま

で、令和５年度までは５時間の方が２人という形で計上しておりました。 

 ただ今年度から、レンタサイクル事業なども始めまして、これをすることによって、普段、

通常の観光の紹介だけじゃなくて、レンタサイクルの貸出しとか維持とかという業務も増え

てきておりまして、令和６年度からは５時間ではなく７時間45分を２人という形で、少し時

間は増やさせていただいたんですけれども、人数としては同じ２人は対応としております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 そうしますと、この300万円増額の主な理由としては、時間が増えたので人件費がかさんで

いるから増えたという認識でよろしいんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 基本的な考え方としましては、そのとおりで結構です。 

 ただもう一つ、賃金がベースアップしておりますので、その分も含まれておりますけれど

も、基本的には人件費の増によるものが多くなっております。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連質疑がある方は挙手お願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、14番を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  14番です。県立自然公園の管理事業費ということで、トイレの洋式へ

の変更は検討されていますかです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 トイレの洋式化につきましては、多くのお客様が訪れる観光施設とか、滞在時間が長い観

光施設というものは、順次、様式化を進める必要があるというふうに考えております。 

 しかし、市内の観光施設については、全体的に老朽化が進んでおりまして、様々な場所の

補修とか公園等の植栽管理とか、維持管理のための経常的な経費というのが、物価高騰もあ

るんですけれども、年々増加傾向にございます。 

 このため、県立自然公園におきましても、横地城跡とか丹野池公園などには、多目的トイ

レが設置されていることから、どうしても洋式化の優先度というのが下げざるを得ない状況

にはなっております。 

 いずれにしても看板ですとかその他の施設の修繕とか更新と併せて、総合的に改修とかを

考えていかないといけないというふうには考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  考えていかなければならないということ。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 そうです。やりたいというのはあります。どうしても、やはり優先度的には、正直言いま

すと、やっぱり何か対応できているようなところ、対応できているというか、支障が表れて

いないところについてが後回しになってしまっているというのは本当のとこでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 
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○３番（坪井仲治君）  ぜひ、高齢者が、多分要求する部分だと思いますので、ぜひよろしく

お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  ご意見ということですね。 

 関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次のページに行って15番目の質問、松本委員からお願

いします。次のページになります。14番、マイクをお願いします。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。 

 ７款１項４目観光施設修繕事業ということで、タブレットのほうが82ページ。 

 新たな維持管理手法を目的とした事業費だと考えますが、今後の維持管理、改修補修、修

繕計画策定のスケジュール、こういったものについてお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 この観光施設修繕事業費といいますのは、令和６年度予算から新たに創設させていただい

た予算でございますが、予算事業でございますけれども、要因といたしましては、先ほど申

し上げた市内の観光施設のほうが全体的に老朽化しておりまして、定期的な設備更新のほか

に、思わぬ故障みたいなものが非常に多くなっていまして、想定外のタイミングで修繕など

が必要となってくるものが増えてきているということが要因でございます。 

 したがいまして、各施設において定期的な設備更新等につきましては、従来どおり施設ご

との修繕計画に基づいた計画的な修繕を、これからも実施していくんですけれども、一方で、

これまでの観光施設とか看板の修繕計画については、緊急の修繕が発生していたりとか、物

価高騰などによって実施時期が結局遅れてしまった、遅らせたというものもあったりして、

実態と大分かけ離れてきているものが実は多くあります。 

 これによって、令和６年度からは、改めて施設ごとに修繕の箇所の洗い出しとか、修繕費

の目安を把握して、施設ごとの修繕計画の見直しというのを図っていこうというふうに考え

ています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１４番（松本正幸君）  別にありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑は。16番。 
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○１６番（横山隆一君）  すいません。ちょっと気になったんですけれど、今のところで修繕

事業ですけど、事業費で蓮池公園の浄化槽、それと小菊荘って出ていましたけども、これと

いうのは前のほうの節の部分で、蓮池公園と小菊荘の管理費というのは、項目があるわけで

すよね。そちらのほうへ該当するようなものではないんですか。別のものなんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 今までの予算の計上の仕方ですと、今おっしゃったように、小菊荘の部分は小菊荘の管理

費、蓮池公園には蓮池公園の管理費のほうで修繕の計上をしていたんです。 

 ですが、その予算、当初予算を計上していたときの想定から、実際、翌年度で事業が始ま

ったら違うところが壊れたりとか、全く、先に直さないといけないものが現れたりしたもの

ですから、設備更新みたいな計画的にやるもの以外は、一旦こちらのほうにまとめさせてい

ただいて、想定はこういったものがありますと。でも一方で、もし何か発生したときには、

融通が利きやすいように需用費でできるような修繕については、こちらにまとめさせていた

だいたというのが今回の予算の計上の仕方です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問、16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、そうすると仮にですけど、新しく小菊荘のほうが指定

管理者が仮になったというときには、これまでの協定ですと100万円という境があって、それ

をオーバーしたものについてはどちらの負担かというような考え方があったわけですよね。 

 そうすると、今年度については需用費でこうして上がってきていますが、指定管理者が、

仮に決定したときには、この辺の考え方というのがまた変わってくるということですか。変

わらん。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 まず、その指定管理者の公募に当たって、以前100万円だったものを、来年度というか今度、

やっぱり30万円に、ほかの施設と併せて30万円にしようと考えております。 

 ただ30万円以上の修繕については、市で実施するような協定の内容になると思うんですけ

れども、ここでの考え方自体は、この予算の計上の仕方自体は変わらない。あくまでも、そ

の30万円未満であれば指定管理者だし、30万円以上は市でやりますけれども、あくまでも全

体的な修繕見込みの需用費でできるような簡易的な工事については、ここで載せときながら
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対応していきます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

○１６番（横山隆一君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質問はほかにございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、最後の質問、須藤有紀さんからお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  18款１項２目歳入の駅周辺整備事業に関する寄附金についてお伺いい

たします。説明資料が142ページ、タブレットで149ページになります。 

 この昨年の実績と算定根拠はということで、先ほど、都市計画課のほうから４つ合わせて

寄附金3,346万7,000円の実績だったというふうに伺ったんですけれども、ちょっと別のもの

と考えたらいいのか、あと235万5,000円が予算額で計上されていますけれども、この根拠を

お伺いできればと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 都市計画課から報告のあった事業、すみません。聞いていなかったもので分からないです

が、答弁を聞いていなかったものですから分からないですけれども、駅周辺整備事業に関す

る寄附金全体が報告されたんじゃないかと思います。 

 例えばガバメントクラウドファンディングとかも含めて、全部、駅周辺に寄附、対象とな

った寄附が報告されたんじゃないかと考えます。 

 そう考えると、これは少し、また別といいますか、それの内訳のうちの一つですという意

味です。 

 ふるさと納税の、いわゆるふるさと納税で寄附していただいた中で、令和５年度実績とし

ては、３月７日時点ですと199万1,000円になります。これは全体の2.2％くらいのシェアにな

ります。ふるさと納税としてのシェアとしては2.2％くらいになります。 

 令和６年度の算出方法につきましては、まずは令和６年度のふるさと納税の寄附目標額と

いうのが、先ほど答弁でもさせていただいた１億6,500万円がございます。それを、予算要求

時にはこの2.2％、２％だったものですから、その２％分をこの駅周辺整備事業に関する寄附

金だと分配すると、大体330万円ほどになるんです、金額だと。１億6,500万円だと、2.2％だ

と330万円ほどになります。すみません。これ、しゃべると難しいですね。 
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 駅周辺整備事業というのは、でも今度、ふるさと納税ではなく、駅周辺事業には、そもそ

も国庫の補助金ですとか、市債ですとかほかの財源というのがたくさんあります。 

 ほかの財源、もう決まった別のものが充てられる財源を、どんどん取っていきますと、こ

の330万円だと多すぎるんです。そういったことで、仮に事業費が、この駅の周辺整備事業費

が多少変動しても、この財源フロー、財源オーバーにならない額として財政課と調整した額

が235万円になるので、基本的には本当は割合として充当するというのが、基本的なやり方で

予算計上しているんですけれども、この駅周辺事業においては、そのままの割合で充当しち

ゃうと、財源のほうが支出額より多くなってしまうもので、ちょっとその分を調整したとい

うような形で計上していますということです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。よろしいですよね。 

○６番（須藤有紀君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

 特によろしいですね。 

 これで商工観光課の事前質疑が終わったんですけれど、その他に商工観光課の予算につい

て質疑のある方は、挙手にてお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  すいません。16番ですが、この通告なしで申し訳ないです。ちょっ

と分からないんで、ちょっと教えてもらいたいんですけれど、蓮池公園のところと小菊荘の

ところありますけど。 

○分科会長（西下敦基君）  ページ、どれくらいですか。ページ、予算書のページ。 

○１６番（横山隆一君）  予算のページ、ごめんなさい。70ページと71ページに、ちょっとか

けてなんですけど。 

         〔「説明資料だね」と呼ぶ者あり〕 

○１６番（横山隆一君）  説明資料の70ページと71ページなんですけど、この蓮池公園のとこ

ろで、要求内容のところ、需用費ですけれども、グラウンドナイターの電気料が計上されて

います。200万円ぐらい、198万円。 

 ここっていうのは、グラウンドの使用については、施設利用については教育委員会のほう

でやられているんじゃなかったですか。そうですよね。それで、ちょっと分かりが悪いのが、

ここで使用料が、電気料の使用料が出ていて、収入は教育委員会のほうになっているわけで

すよね、これが。この辺が、ちょっと分かりにくいなという点と、もう一点は、この小菊荘

と蓮池公園って隣接しているわけで、そのグラウンド利用において、ナイター設備ですか、
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そこの管理というのは小菊荘でやっているって聞いていたんですが、それともう一点は、小

菊荘、今、休館していますけれども、休館前、あるいは今後についても宿泊を、もし仮にこ

れまでどおりやるということになると、その収入源の多くは、多くかどうかは分かりません

けれども、特徴としては、小菊荘の特徴としては合宿というのが非常に多かったわけですよ

ね。 

 そういうことを考え合わせると、また、その合宿を復活させるというんですか、大学等に

働きかけてというのが、ちょっとブランクがあるので、その辺の呼び込みがどうかというの

は、ちょっと気になっているんですが、ちょっと分かりが悪いのは、今、言うように、管理

は蓮池公園や小菊荘がやって、収入が教育委員会であるとか、この辺がちょっと分かりが悪

いなという気がしたものですから、その辺の整理というんですか、考え方というんですか、

ちょっとお聞きできればと思ったんですが。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 指定管理者制度で指定管理者による管理を行ってきたときには、この小菊荘とグランドと

蓮池公園を一体として指定管理による管理をしておりました。 

 今年度から指定管理者がいなかったものですから、市の直営管理にしているんですけれど

も、ただ我々としましては、いつでもこの指定管理を、できるだけ早く復活させるというか、

新たに民間管理に戻すというのが休館をしたときに皆さんにお約束したところかと思います。 

 そういった意味で、今までどおり管理は商工観光課のほうで、管理といいますか運用は、

我々のほうですることにいたしました。そういった意味で、電気料も我々のほうでお支払い

しております。 

 ただ収入は、確かに教育委員会に入るんです。僕らは取られているだけなんですけども、

ただ、同じ市の中なんで、そこら辺は財源を戻してもらいながらというのはできますので。 

 一方で、先ほどおっしゃられたような、今度指定管理になるときは、最初は休館にすると

きは、今までの運営方法も別に変えてもいいような運営提案があった場合には、また、それ

もできるような形で、いろいろ事業者も回ってきたんですけども、実態としましては、やっ

ぱり保養施設として建てられているもので、どうしても研修に使いたいよとか、いろんな声

はあったんですけども、やっぱり一番、年間的に使っていただくのが、やっぱり保養施設と

いうか宿泊施設とか、飲食施設として使っていただくしかなかったが一番可能性があって、

そういったものであれば、少しめどが立ってきたというのが本当のところでございます。 
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 その中で、今後の管理についても、小菊荘とグラウンドと蓮池公園を一体として来年度、

指定管理者の公募を出そうと考えております。 

 あそこは、電気は、実は本当は外でできる仕組みはあるんですけれども、壊れてしまって

いまして、老朽化で、それで小菊荘の中でしかオン・オフができないということがあります。 

 そういったこともあって、今、今年度も小菊荘の運営には地元の方が入っていただいて、

夜使うときには、オン・オフをしにきてもらっています。 

         〔発言する者あり〕 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  そうなんです。そこも修繕ができるような

詳細設計まで実施しているんですけども、指定管理者が決まらないと、なかなか先に修繕す

るよりはということもあって、先に公募をかけさせていただきながら、公募の管理者のめど

が立ったときに、また修繕等についてはこの範囲までやろうと思いますというのはお諮りし

たいというふうに考えています。 

 あと合宿ですが、合宿も減ってきてはいます、全体的に。小菊荘は特に宿泊ができなくな

ったことによって、今年度、合宿っていうのはできなかったんですけども、全体として合宿

自体が減ってきている部分はございます。 

 というのは、合宿をしても泊まるところと練習するところは、もう完全に、今、分けて来

られる方が多くなったというか、合宿だからといって一緒の同部屋で泊まるんではなくて、

合宿でもビジネスホテルのような個室で泊まられるような合宿が増えてきているというのも

あります。 

 いずれにしても、新しい管理者による運営の方法によって、また合宿を中心とするようで

あれば、そういったところの営業っていうのも強化していかないといけないし、そうでなけ

れば、また違うような運営の仕方もあるかもしれないというふうには考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問はございますか。 

○１６番（横山隆一君）  いや、いいです。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑、また、この商工観光課内の予算で質疑のある方は挙手

にてお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。 

 タブレットのほうが61ページになります。労働費労働諸費の関係で就労支援税事業費の関

係で質疑をさせていただきますけれども、ここに小笠地区の雇用対策協議会というものが、
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負担金として出ているんですけれども、一応組織として伺っているかと思うんですけれども、

今現状、地元の菊川市の中小企業の雇用実態、雇用実態について、少しお伺いをしたいと思

います。どうですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 菊川市の雇用実態と申しますのは、市の、例えば高校生、大学生のですか。それとも市の

企業。 

○１４番（松本正幸君）  市の企業の中で不足しているとか、雇用の関係で困っていること。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 市内に関わらず、今、人手不足がすごく多くて、特にどこの企業も、今年、募集したけれ

ども採れなかった。特に高校生については、すごく顕著に現れております。 

 今、そういったものをどういうふうに軽減できるか、もっと、例えば市として、高校生の

就労を増やすというのは、今、なかなか策としては難しくなっています。 

 というのは、やはり、進学率が非常に増えておりまして、高校自体で就労するという方自

体が非常に減っている部分がございます。そういった意味では、なかなかそこは難しい。 

 でも一方で、首都圏とか別の県外とかの大学に行かれた方を、例えば菊川市内の事業者に

就労させる、していただくというような取組というのは、まだまだ考える余地があるかなと

は思っていますので、我々としては、そういったものをもう少し考えていく必要があるとは

考えています。 

 ただ、なかなかお金を出せば、そこに企業に働いてもらえるというわけにはいかないとい

うのがあります。簡単に言うと、やっぱり働いた後、ミスマッチが起こって辞めていかれる

ということもすごく多くて、簡単に就職に結びついちゃうと、逆に簡単に出ていく、出てい

かれるという方が非常に多くなっている部分もございますので、少し制度を、その入り口だ

けで対応するということではなくて、もう少し就労を長く続けられるような施策というのが

我々に必要かというふうには考えているような状況です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。14番。 

○１４番（松本正幸君）  移住対策の関係でも、少し質問をさせてもらったんですけれども、

ＵターンとかＩターンとかＪターンというのがあるかと思うんですけれども、そうした人た
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ちも巻き込んだ中で、雇用を考えていくという手法もあるかと思うんです。 

 そんな中でありますけれども、そういった一つの方法あるんですけれども、外国人が多い

ということから、いわゆる海外就労、こういったものの関係は、今、菊川市の中で実質的に

雇用関係においてやられている部分というのはあるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 あんまりないです。実態としては、なかなかないところがあります。 

 企業さんによっては、独自に、やっぱり外国の方の就労を増やしていただいている部分と

いうのは非常にあるんですけれども、我々で何かそれがサポートできているかというか、そ

れを促進していいものかどうなのかというのも半分あったりして、なかなかできていないの

は現状です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問はありますか。 

○１４番（松本正幸君）  最後にします。申し訳ございません。 

 この小笠地区雇用対策協議会の中で、雇用関係、就労関係そういったものの対策、こうい

ったものの関係を何かやられているということはあるかと思うんですけれども、どのような

形でやられているか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 この対策協議会は、掛川市と御前崎市と菊川市で３市で一緒になって、あとはハローワー

クさんが一緒になって雇用対策をしているところですが、主にターゲットは、メインは高校

生です。高校生に対して企業紹介をしたり、バスツアーをしたりというのが、この協議会の

中でお互い負担金を出し合いながら実施しているというのがこの事業になります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

○１６番（横山隆一君）  ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに質疑がある方いらっしゃいますか。よろしいですね。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で質疑を終了します。 

 ここで執行部が退席となります。 
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         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議

案について審議し結論を出す場合、委員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとす

るとの規定に基づき、委員間の自由討議をお願いします。 

 質疑としては、ふるさと納税があったり、あと企業立地の関係とかが主に話があったのか

なと思いました。あと人手不足の最後のお話です。 

 ご意見があれば、また挙手にてお願いいたします。 

 じゃあ、７番 西下です。 

 ふるさと納税で、やっぱりここが伸びていただくと、税収としては市の自由に使えるお金

が全体として多くはなってくるということで、本当に焼津なんか、物すごく税収が入って、

あれでその後、いろんな施策が回せるということで、やっぱり他市町に比べるとやっぱり少

ないので、菊川は、これだというものが、もうちょっと外に知られるようになって、じゃあ

そこで何か買おうねというものが、もう一歩欲しいのかなと私は思いました。 

 ゴルフは、結構人気があるみたいなんですけど、なかなかほかのものが、なかなか少ない

ということで、そこら辺、ちょっと努力が市全体として必要かなと私は感じました。 

 以上です。 

 ほかにご意見のある方はお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  ふるさと納税の関係だけが、静岡県で一番だったのが、やっぱり焼

津市であるんだけれども、焼津市のほうが、やっぱり品数が物すごく多いんです。1,500以上

品数があって、その中から要するにマグロとか、そういった関係の加工品、こういったもの

を選定するということだもんで、大きな、本当にあれになるんじゃないかと思う、財政力に

なるんじゃないかなと思うし、いろんな市民会館みたいなものも、一応、そのふるさと納税

の中でやりましょうとか、そういう計画が立てられているみたいなもんで、やっぱり大きな

力だなと思っているんですけれども、菊川市にしては、基本的に１億6,000万円……。 

         〔「目標として」と呼ぶ者あり〕 

○１４番（松本正幸君）  これぐらいの額でということなんですけれども、やっぱり先ほど説

明があったように、サイトの充実とか商品開発、こういったものを基本的に、もう少し商品

も開発していただいて、多く、皆さんの目にとまるようなものにしていけば、少しは増えて

くるような感じもするんじゃないかな、そういうふうに思います。 

 返礼品の充実というものは重要だと思いますので、ぜひ商品開発もしていただきたい、そ
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ういうふうに思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。 

 ちょっと関連で、今、拝見したんですけれども、マグロの何とかとか、結構、食が多いん

です。私、これ見ていて思ったのは、多分、これ選定する人が、私、大体ふるさと納税って、

見ると女性が買う、納税するというか、見て、注文すると思うんです。男性もいると思うん

ですけれども、例えばゴルフの券だったら、男性がいるんだけれども、多分、女性がもし買

いたいなと思うような、視線が女性目線だと、身近に食べるものだったり、生活に密着した

食品というふうになるので、いろんな立場の人に、その納税品、品物というのかな、それを

やっていただくと、もっと幅が広がるんじゃないかと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  11番。 

○１１番（横山陽仁君）  11番です。 

 それこそ食品の場合でも、野菜なんかが安いわけです。要はそうじゃなくて、イチゴだっ

たら安いけれども、それをジャムにして、いわゆる加工品にして……。 

         〔「ブルーベリー」と呼ぶ者あり〕 

○１１番（横山陽仁君）  ブルーベリー、ブルーベリーは高い。30円ぐらいする。だから１万

円取るにはブルーベリーとか、ああいう加工品にして、もっと知恵を出して、例えばイチゴ

ジャムとかブルーベリーをセットにして、３本くらいで5,000円ぐらいとか、そういうのを出

せばいいんだよ。 

 だからもっと、やっぱり工夫が足りんと、もうけようという意識がないんだよ。金取るぞ

という意識がない。やっぱり加工品だと思う。 

 それと、いわゆる工業系でいうと、切り出しの芸術品みたいなものを作ってもらって、こ

ういうのできたよというものを、会社から募集して、それを売るとか。 

         〔発言する者あり〕 

○１１番（横山陽仁君）  出しているじゃん。 

         〔「出しているね」と呼ぶ者あり〕 

○１１番（横山陽仁君）  菊川の場合は、もともと鋳物屋の街だもんで、それこそ古い鋳物の

街なんです。堺と川口と並ぶ、日本の古い鋳物の街。 
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 だから、そういう鋳物の造形品ももう一度作ってもらって、鋳物の商品頑張ってもらうと

か、そういうとこ（    ）。 

 あれも、だから田中鋳造というのが、あれが発祥だもんで。 

○分科会長（西下敦基君）  すいません。会議録が困ってしまうので、それぞれが発言を。 

○１１番（横山陽仁君）  加工品で工夫しましょう。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見は。じゃあ、それ以外でもいいですけど。16番。 

○１６番（横山隆一君）  いいですか。16番です。 

 先ほど私もしたんですが、企業誘致については当然、用地は必要だということなんですが。

掛川市なんかも、今、大東地区のあそこの土方ですかね、大きくなった、造成をしたりとか、

非常に積極的にやられている。 

 菊川市の場合、そうした大規模な工業用地がなかなか整形されてこないっていうのがあっ

て。市のホームページを見ても、今、ちょっと見ているんですが。友田の変電所の東農地で

すか、もう規模も小さくて。もう本当に今、五、六か所あるんですが、転在しているような

状況で、なかなか大規模なところがないですね。 

 これを見たら、さて、どうするかっていったときに、市のほうも当然、可能性があるとこ

ろを探しては当然いるんでしょうけれども。一つＰＲとして、ホームページに出ているのが、

「遊休地情報の募集について」っていうのが出ているんです。 

 こういったところのＰＲが、私はちょっと足りないんじゃないかなって思うんです。1,000

平米以上の用地で、農振地域とかそれに関わらない、用途地域にかからないところだったら、

可能性があるとするならば、もう少し、やっぱりＰＲをして、そういう候補地を提供しても

らうっていうか。そういう情報を、やっぱりどんどん取っていく必要があると、私は思うん

ですが。その辺がちょっと弱いなっていうのは、気がいたします。 

         〔「ＰＲします」「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに、また、これに関連した意見とかがあればお願いします。 

 今の企業誘致の話、結構、質疑では出ると思うんですけど。３番。 

○３番（坪井仲治君）  戻って申し訳ないですが、例のふるさと納税ですけど。 

 加工品とか野菜とか、芽ベツなんかを出しているんですけど、期間がありまして。短期間

でしか栽培できないものですから、非常にロットとして小さくなっちゃうんでしょうけど。

加工品という意味では、加工品を作れば長期間、年中、受注できますので、いいかと思いま

す。 
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 ただ、ＰＲの部分で、309品目も、実は菊川市内にありまして。それがなかなか売れないと

いうことで、やっぱりＰＲの部分がちょっと足りないかなと思います。 

 それと、もう一点ですけど、就農支援事業費ということで、宅地業務を減らしたというこ

とで、これは事業内容をしっかり見直した結果、そういうことに至ったということで、これ

は要望事例として、私は上げたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見があれば。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 すみません、戻ったのを戻って、戻ってしまうの、申し訳ないんですが。 

 最近、菊川市内の大企業に勤めていらっしゃる方で、そうした企業に関しての誘致を会社

内で担当されていた方が、十数年前に菊川に物流拠点の誘致をしたいっていうことで相談を

したときに、なかなか誘致が難しくて逃してしまったっていうことで、「これから菊川も、

物流拠点の誘致にもう少し力を入れて、その方向で工業用地の造成を考えてほしい」という

ことを言われたことがありました。 

 隆一委員もおっしゃったように、農振地域がちょっとネックになっているところもあるっ

ていうことで、そうした物流拠点の誘致っていうのを考えたときの用地の取得っていうとこ

ろを、これからも重点的に考えていただけたらなというのも感じました。 

 あと、その農振地域に関して、工業地帯だけじゃなくて、加茂の、今、家がたくさん増え

ている地域でも農振地域に指定されていて、家が建てられないっていうことで、ご相談いた

だいたこともありましたので。ちょっと、区画のところを考えていただけたらなというのを

感じました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  すみません、１点、自分関連してになるんですけど。 

 土地が必要になってくる、企業を誘致するには。この前、能登の地震で、結局、住宅を建

てるところが、臨時の。そういったところの空き用地を、ある程度、確保をしとくっていう

考え方も必要なのかなと思いました。企業が来たらそこに入れてもいいし、実際に、あれだ

ったら、そこに仮設の住宅を建てる用地とかっていう感じに。何か、空き地を取っておくの

は、そういったことも検討できないかなと、私は思いました。 

 以上です。 

 ほかにご意見あれば。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で、商工観光課の予算に係る審査を終わります。 

 ただいま出されましたご意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会

にて報告させていただきます。 

 分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任願いします。 

 このまま続けてで、よろしいですよね。同じメンバーとなりますので、お願いいたします。 

 

休憩 午後 ２時３２分 

 

 

再開 午後 ２時３３分 

 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいでしょうか。それでは、産業支援センターの予算審査を

行います。 

 初めに、笹松建設経済部参事兼商工観光課長、出席者の紹介をお願いいたします。笹松参

事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 本日は、産業振興係の太田係長と商工観光係長の高木が出席しております。改めて、よろ

しくお願いいたします。 

         〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  それでは質疑を行いますが、事前に通知を出された方がいますの

で、山下委員から１つ目をお願いいたします。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下です。 

 ７款１項１目の、創業・事業承継等支援事業費ということで、ビジネスコンテストの委託

内容、開催時期、委託先、委託内容等の説明をお願いします。 

 また、財源における応援寄附金の募集方法は。 

 創業支援事業、経営基盤事業、サテライトオフィス設置事業費等それぞれの業務は、全て

産業支援センターで行うものでしょうか。ということで、お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 ビジネスコンテストの委託内容でございますが、本業務は、市内において、商工業とか農
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林水産業、環境など、地域支援を活用して、新たに事業を展開するスタートアップを全国か

ら呼び込んで、定着支援を行うことによって、市内事業者との連携等による地域産業の活性

化を図ることを目的としております。 

 委託期間は、５月から２月末までを予定しておりまして、５月から事業提案を募集して、

８月頃に書類審査、９月に最終審査というか、ピッチっていいましてプレゼンテーションを

行う予定でいます。 

 委託先は、今のところ、産業支援センターＥｎＧＡＷＡを運営管理しているＣｉｅｎを、

委託先として設定したいとは考えております。 

 また、この事業は、県のふじのくにフロンティア地域循環共生圏形成事業というのを位置

づけて実施しておりますので、これを財源としながら実施しております。 

 そうすると、少し縛りがありまして、募集するテーマを１次産業とか環境にフォーカスし

て、実施していくということを考えております。 

 応援寄附金の募集方法なんですけれども、これは、事業に賛同いただく企業を市内企業の

中から募集していくことを考えておりまして。今回、ＥｎＧＡＷＡの開設に当たっても、多

額の寄附金を頂いた事業者もございますし、ＥｎＧＡＷＡの入り口の看板を寄附いただいた

事業者もいらっしゃいますので、こういったことを市内の事業者を広く募集して、寄附金を

お願い、協力いただこうというふうに考えております。 

 また、創業支援事業とか経営基盤事業、サテライトオフィス設置事業等は、これ全て産業

支援センターで行うのかということなんですけれども、そのとおりでございます。大変な量

でございます。 

 これは、産業支援センターを開設して事業者の相談を強化することで、必要となる助成事

業も新設しながら、経営の安定化を図って、産業の活性化を図るものです。 

 こういった事業者支援を一体的にできる体制を構築することが、事業者支援のワンストッ

プで行う体制づくりにもなると考えておりますので、一体的に実施していきたいと考えてい

ます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。 

 今、ＥｎＧＡＷＡの開設について、多額の寄附金を頂いたというのが。これは、名前は上

げられないんですか。 
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○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  大丈夫です。 

○１７番（山下 修君）  大丈夫ですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 フジオーゼックス様から300万円の寄附を頂きまして、200万円を、この産業支援センター

の開設に係るものに充当いただけるように。100万円は、駅のほうの整備っていうことで寄附

を頂きました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。 

 この部分についての関連質疑のある方は、挙手にてお願いします。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 このビジコンの委託料500万の中に、周知を含んでの500万なのか。このビジコンの周知方

法をお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 この500万円の中に周知の経費も含んでおります。 

 周知につきましては、この委託事業者に全部任せるだけではなくて、例えば、首都圏では、

ＮＥＸＴ Ｔｏｋｙｏっていうような、スタートアップを集めている、会員にしているとこ

ろとも我々、連携しております。 

 そういったところからも周知をさせていただきますし、県のＳＨＩＰも一緒に周知いただ

くとかという形で、県内・県外を問わず、同じようなビジネス誘致をしているところと、

我々、連携を組もうとしておりまして。そういったところと協力して、そういったネット

ワークを活用して、広く周知していきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 
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○分科会長（西下敦基君）  なければ、同じところで、松本委員からもう一つ質問が出ていま

すので、お願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。 

 創業・事業承継等支援事業費ということで。 

 補助金の関係なんですけれども、創業・事業承継等に支援する上で重要となる補助制度と

思いますが、特に重要と考えている補助制度は何か、伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  難しいです。（笑声）基本的に、行政が創

設する助成制度、補助金制度っていうのは、その補助対象者にどのような行動を促したいか

っていうことを目的、施策誘導といいますが、こういったことによって制度を設計いたしま

す。 

 この観点で申し上げますと、令和６年度に創設する創業支援ですとか、経営強化支援に関

する助成制度については、いずれの助成制度も、その対象となる事業者が創業なり経営強化

に一歩踏み出す、こういったことを行政が背中を押す効果としては、重要なものであるとい

うふうに考えております。 

 しかし、助成制度としては重要であっても、活用した助成制度は、我々が期待する効果を

もたらすかっていう点においては、創業補助金を受けた方が創業できて、安定的な経営がで

きたかとか、経営強化補助金を受けた方が、継続的な経営できる体制に転換できたかとか、

そういった効果が発揮できたかどうか、こういったことが重要であるっていうふうに考えて

います。 

 このため、創業とか経営強化に関する助成制度を創設するだけでなく、我々は、今年度の

農商工業の分野において、国や県とか、それぞれの関係機関の主な助成制度を取りまとめま

して、相談者にとって、専門家派遣も含めて、どういったものが一番効果的な支援なのかっ

ていうことを考えた上で、提供できるようにしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。 

 今、補助制度について説明を頂きましたけれども、融資制度もあるんじゃないかなと思う

んですけれども。ここに少し、見当たらないもんですから、少し伺いたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 
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○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 おっしゃるとおり融資制度もございまして。説明資料でいきますと88ページ、タブレット

だと……。 

○１４番（松本正幸君）  88。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  説明資料だと88ページ、89ページとかに、

経営安定資金利子補給等支援事業費みたいなものがございます。そのほか、経済変動対策貸

付金利子補給事業費、こういったものが融資制度でございまして、融資制度の利子補給なよ

うなものでございます。こういったものも、産業支援センターの事業として加えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  この融資制度また補助制度の中で、市が認定する、いわゆる補助制

度と融資制度っていうものは、何か考えられているんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 補助制度は市のほうで決定いたしますので、先ほどの創業される方に対する助成金ですと

か、経営強化を図るための助成金っていうのは、市のほうで決定してまいります。 

 ただ、利子のほうは要件が、こちらのほうで、「こういう要件を満たす人であればいいで

すよ」っていうような枠組みだけをつくって、金融機関のほうがその方に対して提供するっ

ていう形で、あくまで制度設計は我々のほうで実施しているっていう。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁はよろしいですか。 

○１４番（松本正幸君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番。 

 融資制度の中に、中小業庁がやっている、ものづくりサービス何とかという、その融資を

する制度がありますが。結果をホームページで見ると、志願者が非常に少ない。掛川とか焼

津とか近辺の中小企業が非常に多く、そういう制度を使って融資をしてもらっているという

のは分かるんですが。 

 もう少し、菊川もＰＲをして、中小企業の皆さんにそういうものを活用していただくよう

にしたらいいかと思うんですが、いかがでしょうか。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 今、議員がおっしゃった制度も確かに重要な制度でございまして、先ほど答弁の中で、私

のほうで、今年度、農商工業の分野において、国の補助金とか県の補助金とか、その他関係

団体の助成制度とかを取りまとめて、事業者を主体として考えて、この方が一番よくなるた

めの支援をしていくのが、今度の産業支援センターでございますので。 

 今おっしゃっていただいた制度も、こういった制度の紹介の中に入れさせていただいて、

紹介をしていきたいっていうふうに考えています。 

 以上です。 

         〔「お願いします」「どうぞ」「結構です」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、１点、自分。 

 ビジネスコンテストの関係で、賞金が200万円ということで、上位者にというと、割り振り

とかと。 

 あと、前も松戸市で似たようなビジネスコンテストをやったと思うんですけど、何社ぐら

いが入ってくるのかなっていう希望もあるのと、予想と。 

 あと、何かテーマを決めるのか。農業部門でこういったのか、テーマを分けてやるのか。 

 そこら辺が、もし、もう少しイメージが湧くような説明を頂ければと思います。 

 答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 200万円の報奨費については、全額を市場の方にお渡しするっていうことではなくて、ある

程度、上位を何社か。これは、ちょっと審査してみないと分からないんですけど、最大、例

えば10社程度ぐらいまでは対象になり得るというふうに考えています。 

 それはなぜかっていいますと、ただ、今回の我々の行うビジネスコンテストっていいます

のは、一番いいところを選ぶっていうのが目的っていうよりも、市内の事業者の課題解決に

つながる、もしくは市内の経済発展につながる、経済の活性化につながるとかいうふうに、

市に対して何らかの利益をもたらす事業かどうかっていう観点を中心に選考したいと考えて

おりますので。そう認められるものに対しては、初期的な投資に当たりますようなイメージ

で、報奨費っていうのを提供しようというふうに考えています。 
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 ですから、何社っていうふうに、しっかりときっちり決めるよりは、10社程度ぐらいが上

限ぐらいかなっていうふうに、今は考えているっていうのが現状です。 

 あとは、テーマなんですけれども、先ほども申し上げたとおり、少し、今回の事業費につ

いては、県の補助金を財源としようとしております。それによって、テーマにも少し制限が、

県の補助金に合わせたテーマも必要となってきておりますので。基本的には１次産業、お茶

を中心とした、農業を中心としたものが一つのテーマになるんですけれども。もう一つは、

カーボンニュートラルに寄与する事業展開っていうのを、今回の提案テーマとして考えてお

ります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ありがとうございます。 

 あと、ちょっと自分が思ったのは、アイデアだけ出して、事業者は、また別にするとか、

全部やる事業者、アイデアを出して、「私、これをやっていきたい」っていうコンテストに

するのか。それこそ若い、会社じゃないけど、子どもたちが何かアイデアを出して、「これ、

いいんじゃないか」って、そういったアイデア的なコンテストも受け入れるのかどうかにつ

いて、お伺いします。 

 答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事です。 

 アイデアだけだとなかなかビジネスにつながらないので、夢は夢で語っていただくのは別

にいいんですけれども。（笑声） 

 選考上は、審査としては、なかなか上位には上がってこないとは思います。出していただ

くのは別にいいんですけれども、我々の審査としては実効性を少し審査項目には入れたいと

いうふうに考えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。私からは以上です。 

 関連質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  言葉尻を捉えて申し訳ないです。16番ですが。 

 この審査員っていうのは、どういう立場の方なんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 審査員は、まだ決めてはいないんですけれども、少し、農業とかカーボンニュートラルっ
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ていうのをテーマにしますと、やはり、そこの事業をやっている方々ですとかっていうのは、

少し、審査員に入れないといけないかなあっていうふうには思っています。 

 ただ、新しい企業、スタートアップ的な新しい発想を持ったところを、やっぱり重要視し

ているところもございますので。少し、そういったスタートアップ企業の活動とかに詳しい

方々が、審査の中に入ってくるものと、今は想定しています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 ちょっと、今のところと、あと別のところと２点お伺いしたいんですけれども。 

 例えば、川崎なんかだと、金融機関が連携して優先的に融資を受けられるようにっていう

のが特典になっていたり、品川区だと、30万円がグランプリとして賞金になっていたりって

いうことで、インセンティブが、結構、お金の額だったり、金融機関との連携だったりって

いうところで、やっているみたいなんですけれども。 

 こうした金融機関との関わり、ビジコンにおいては、どのように考えていらっしゃるのか

っていうのが１点と。 

 あと、もう一点、別のところで。こちら、普通旅費７万7,000円計上されていますけれども。

１回、フジキチに見学に行かせていただいたときに、東京でマッチングの活動をされている

ということで、課題をプレゼンして、藤枝に関心のある方に集まっていただいて、課題解決

につなげていく活動をされていたっていうふうに伺ったんですけれども。そうした活動の想

定はされているのか。この２点、お伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 

 金融機関との連携といいますか、やはり、あくまでもビジネスを維持していくというか、

経営していくものですから、やはり金融機関のバックアップっていうのは重要となっており

まして。 

 日本全体の中で、日本がスタートアップが進まないっていうのは、やはり、この金融機関

というか、バックアップするところの金融機関との関連がどうしても全国的に薄い部分があ

ります。そういうところは、やっぱり課題ではありますので。 
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 ただ、一方で、まだ我々が始めたときに金融機関さんに、まず、じゃあ、「バックアップ

お願いします」というのは、なかなか今は言いづらいところがございまして。まずは我々で

実施しながら、そのバックアップというか、資金の部分とかの支援等をつなげていくってい

うのは、今後、広げていく中で、やっぱり重要となってくるっていうふうな考えはあります。 

 当然、この産業支援センターの活動自体は、金融機関も一緒に、こういった運営をしてい

きますというような共有をしていきながら行っておりますので、そういったビジネスコンテ

ストの事業自体も、金融機関は十分承知はしていただきながら。 

 ただ、どこまでの支援をお願いしていくかっていうのは、我々がやりながら、少しずつ高

めていかないといけない部分の一つのテーマにはなっています。 

 もう一つ、藤枝市さんが行っているような首都圏での活動というのは、非常に効果的だと

思っています。我々もやりたいとは思います。 

 ただ、今のところ具体的にどうするかっていうのは、まだまだ検討まで進んでいないのは

本当なんですけれども。先日、営業戦略課が応援大使の皆さまを集めていただいて、首都圏

のほうで菊川市の紹介をされた。 

 実は、それは、本当は僕も行って、事業者様方にＥｎＧＡＷＡの説明をしようというふう

に思ってはいたんです。準備はしていたんですけれども、集まる方がなかなか事業者の方が

いなくて。それで、一旦、あちらのほうだけでお願いしたというのはあります。 

 そういった意味で、産業支援センターだけじゃなくて、今度の商工観光課の産業振興係は

企業融資の部分もありますし、これからの市長公室である営業戦略係とか移住の部分もあり

ますので、そういったところと一緒に、営業活動っていうのをこれから強化していくってい

うのは大事かと思っておりますので。 

 新しい組織の中で、そういったものも一緒に話をしながら考えていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 再確認なんですけれども。そうしますと、ビジコンのほうって、審査員の中に金融機関を

入れるとか、そういった活動については、今後の検討材料にされていく感じでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事でございます。 
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 まだしっかりと固めていなかったもので、先ほど金融機関のお名前は出さなかったんです

けれども、当然、候補には上がっております。 

 当然、入っていただかないといけない部分ではあると思っているんですけれども、まだ

我々の中で候補を固めていなくて、外にお願いしていないもので、金融機関っていうと、ち

ょっと、まだ外に出していないなって思っただけなんで。検討はしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、産業支援センターのところで質疑がある方は、挙手に

てお願いします。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。 

 ちょっと教えてもらいたいんですけれども。産業支援っていうことなので、幅広いことな

んですけれども。 

 今、いろいろな新聞・雑誌とか何とか見ますと、非常にコロナ倒産とかそういった形のあ

れが起きるんですね。それこそ、その辺りの支援とかそういった部分に関しても、この産業

支援センターっていうのは、事業者の相談に乗っていただけるような部分があるのか、ない

のか。その辺はどうですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。笹松参事。 

○建設経済部参事兼商工観光課長（笹松光普君）  建設経済部参事です。 

 結論から言いますと、対象となりますので、市内の事業者であれば何なりと、どんなご相

談であってもお受けいたしたいっていうところがございます。 

 コロナ倒産につきましては、コロナのときに、いろんな補助金とかいろんな支援がたくさ

んあったんですけれども、それが今、もうどんどんなくなっておりまして。融資も含めてそ

うですが。一気にそれがなくなると、倒産してしまっているっていうところが、やはり支援

が減ってきている部分がありますので、そういったことの状況になっている部分がございま

す。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。ほかに質疑のある方は、挙手にてお願いし
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ます。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、以上でよろしいですかね。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で質疑を終了します。 

 ここで執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

         〔産業支援センター退室〕 

         〔「委員長、この後１回、休憩を入れますか」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  休憩するんですか。 

         〔「もしあれなら、再開時間、スタートを決めていただければ」と呼ぶ

者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  自由討議が、だから入るので。自由討議が、またどれだけしゃべ

るかが、ちょっと分からないので。自由討議が終わってから10分休憩するような感じで。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  いや、自由討議があるもんで。 

         〔「分かりました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  すみません。15分ぐらいから。 

         〔「大体そのぐらいですね」「そうですね」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の「市長提出

議案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものと

する」との規定に基づき、委員間の自由討議を行います。 

 ２人から、創業・事業承継計等支援事業費のこととか、あと、産業支援センターの機能に

ついての話があったと思いますので、ご意見のある方は挙手の上、発言をお願いいたします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、７番 西下です。 

 最初、ビジネスコンテストのことについて質疑をさせていただきましたが。こういうこと

をやって、「何かやろうぜ」っていう意識を盛り上げる、そういったことは、やっぱり必要

かなと思います。 

 これ、今回単発なのか、何年かに一度やるとか、そこまでは、ちょっと質疑はしていなか

ったんですけど。外から来るだけじゃなくて、やっぱり、中の方が「ちょっとやってみよう
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かな」っていう、そういった機運を盛り上げてやっていただければなと、私は思いました。 

 簡単になってしまいますが、以上となります。 

 ほかにご意見のある方は。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。 

 今のビジネスコンテストですけど、これ、県が主に提案してやっている事業だと思うんで

すけれども。ちょっと、皆さん聞いていて、ビジネスのアイデアが、上位者に賞金を出すか

っていう話ですが。何か現実的じゃないなっていうような印象を、私は受けているんですけ

ど、その辺がどうかなっていうふうに感じました。 

 だから、これからスタートアップしよう、あるいはベンチャー企業とか、これからスター

トしようという人が、いろんな意味で新しいアイデアを出したり、そういったことによるコ

ンテストであれば、現実的かなっていう気がしたんですが。皆さんがどう思われたかですけ

れども。 

 今、言うように、創業とか支援とかっていう話になってきたときに、スタートアップ企業

のデータの取り方によっても違うかもしれませんが、１年後の生存率っていうのは、大体

70％くらいだって言われているんです。 

 そうしたときに、やっぱり、いかにビジネスマッチングであったり、この商業支援セン

ターではなくて、商工観光課が扱う支援事業、こういうものを最大限生かせる仕組みをつく

らないと、やはり、スタートアップ企業の生存率は上がっていかないのかなって、そんなよ

うな気がいたしました。 

 ですから、商業支援センターの役割っていうのは、非常に大きいなということを感じてい

ます。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見がある方は、挙手にてお願いします。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。 

 これ、審査をした後、結果を発表するのに、公開して発表するということになるんじゃな

いかと思いますが。そういうものを、採用されたものはいいんですが、採用されないもので、

もし、それが公開されるんであれば、自分だったらここをこう直せばいいビジネスになるな

っていう、そういうことで、パクリって言ってはあれなんですが、そういうことが起こり得

ると思いますので。何かその辺の発表の仕方を、やっぱり考えていただいたほうがいいんじ

ゃないかなと思います。 

 以上です。 
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○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見がある方は、挙手にてお願いします。じゃあ、３番。 

○３番（坪井仲治君）  産業支援センターＥｎＧＡＷＡは、そのものの機能というところで、

コワーキングのあたりのスペースを、これは後づけみたく、実はこれも来たような感じなん

ですけど。 

 コワーキングスペースの利活用っていうことで、僕は多分、企業のマッチング等々も生ま

れるかと思いますので、このあたりの利用を促進をさせることが重要だと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見があれば。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ終わってしまいますけど、よろしいですか。 

         〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、以上で、産業支援センターの予算に係る審査を終わりま

す。 

 ただいま出されました意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会に

て報告させていただきます。 

 分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任、お願いいたします。 

 ここで10分から15分ぐらいまでの休憩ということで。また、集まり次第、再開というこｒ

とでお願いします。 

 

閉会 午後 ３時０３分 

 

 

再開 午後 ３時１２分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、休憩を閉じて会議を再開し、農林課の予算審査を行い

ます。 

 初めに、大浦地課長、出席者の紹介をお願いします。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。出席者を報告させていただきます。農林課長の

大浦地です。隣にいるのが農業振興係長の山本、その隣が農地利用係長の住川、右に移るん

ですけど、土地改良係長の横山です。 

 以上です。よろしくお願いします。 
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○分科会長（西下敦基君）  それでは、質疑を行いますが、事前通知の出された委員からお願

いします。 

 １つ目は、須藤委員からお願いいたします。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。６款１項１目農業委員会総務費について伺います。

説明資料は95ページ、タブレットで99ページになります。耕作放棄地システム負担金の内訳、

また、システムの内容についてお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。須藤委員のご質問にお答えします。 

 最初に、負担金の内訳ですけれども、システムの利用料としまして115万5,000円及び、こ

のシステムの契約とかシステムの操作研修会、改修要望などを行う静岡県荒廃農地調査ＤＸ

化推進研究会、こちらへの負担金として６万円となっております。 

 次に、システムの内容につきましては、衛星画像をＡＩ解析をしまして、農地の荒廃度を

判定するもので、荒廃度が高い農地は、毎年実施している農地パトロールの現地調査の省略

につなげるなど、作業の効率化を図っていくものです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑はございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。ＡＩでの衛星画像の分析ということなんですけれど

も、これは、今年度から菊川市としても同じように反映させていくお考えということでよろ

しいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。住川係長。マイクをぽちっとして、お願いしま

す。 

○農林課農地利用係長（住川晃英君）  須藤委員の言うとおりでございまして、今年度よりＡ

Ｉ画像による判定を行っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。そうしますと……。 

         〔「マイクがついていないです」と呼ぶ者あり〕 

○６番（須藤有紀君）  失礼しました。すいません。６番 須藤です。そうしますと、午前中

に茶業振興課で耕作放棄地の茶園を利活用する事業を始められるということで伺ったんです

けれども、そうした茶業振興課とも連携して、こうしたデータを活用されていくようなお考
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えはありますでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。住川係長。 

○農林課農地利用係長（住川晃英君）  当然、お茶関係を農地の田んぼと畑を主にＡＩによる

画像判定をいたしまして、農地パトロールを実施していきたいと思っておりますので、お茶

も含まれた感じで市内をＡＩによる画像判定をしていきたいと考えております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  一点自分から質問で、これ磐田かどこかで先に使われていたシス

テムになるのか、あと、この画像判断は年に１回なのか、どれくらいやっていくのか、そこ

ら辺のちょっと説明をお願いします。答弁を求めます。住川係長。 

○農林課農地利用係長（住川晃英君）  画像判定につきましては、年１回ですね。荒廃農地の

パトロールについて毎年７月から８月に行っている農地パトロールのときに活用をしていき

たいと思っております。 

○分科会長（西下敦基君）  あと、他市での活用とかはあったのか、お願いします。 

○農林課農地利用係長（住川晃英君）  Ｒ５年度に沼津市と三島市、島田市、牧野原市、菊川

市の５市で実証実験ということで、このＡＩによる判定をしてみて、どのような体制になる

かというのを実証実験を行いました。菊川市も一部地域を使って実証実験を行っております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりましたでいいですね。 

○農林課農地利用係長（住川晃英君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに質疑のある方はお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  すいません。14問の質問があって、最初にあんまり長引いちゃいか

んと思いますけど、今のこの荒廃農地の件ですけど、端末から利用料から含めると、実際こ

れが運用をされるのに幾らかかって、そして、あと都道府県の支出金なんかもありますが、

実際ここに関わるのは、どのぐらいの経費がかかって、県の支出金もあったり、実際市から

のこれに関わる持ち出しというのは、持ち出しというか、経費というのはどのぐらいかかる

んでしょうかね。このシステム全体の運用費についてですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。住川係長。 

○農林課農地利用係長（住川晃英君）  先ほどの当初の段階で115万5,000円については、最適

化の交付金を利用をするため、全額要望はさせていただくんですが、この額が満額つくかは

ちょっとまだ定かではない状態です。６万円については、市の単費分となる予定です。 
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○分科会長（西下敦基君）  補足説明で大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。少し補足をさせていただきますと、このシステ

ムというのは、農業委員会のタブレットというのを昨年導入しまして、そちらを活用します。

このタブレットに係る通信料の料金というのも一つかかってきますので、まず、それが一つ

かかります。それから、今、係長からも話のありましたシステムの利用料としまして115万

5,000円、それプラス、先ほどの研究会というのをちょっと立ち上げますので、その研究会へ

の負担金として６万円という経費になります。このうちのタブレットの端末の利用料につき

ましては、国費より100％一応頂けるということで考えております。それと、システムの利用

料につきましても、基本的には一応対象になるものですから、100％頂けるように要望してい

るんですが、最近、この補助金のほうがちょっとつきが悪いという部分もありまして、何と

かたくさん頂けるようには話はしておきますけど、そこを一応見込んでいるというような形

になっています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、結局この運用を始めるに当たって、国から、県ですか、

拠出金とかあるわけですが、実際幾ら市が負担を支出すればいいのかというとこなんですよ。

だから、利用料とか通信料とか、利用料は一緒か。とか、幾つか分かれているもんで、委託

料とかですね。ちょっと分かりが悪いんで、このシステムを全体を、これを菊川市が導入し

て運用していくのに幾らかかり、国・県から今言った補助金がどのぐらいあり、運用するの

にどのぐらいかかるかということです。分かりやすくちょっと説明いただければと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。今ちょっと内示のまた関係するかもしれません

けれども、答弁を求めます。住川係長。マイクを。 

○農林課農地利用係長（住川晃英君）  農地利用係長の住川です。まず115万5,000円、これは

先ほどの額なんですけど、これはもう100％補助率としてありますので、そこについては満額

要望をさせていただいた中で、満額つけばですね。そこについては、実際は補助で満額つき

ます。実際市の負担としては、６万円という形になります。６万円につきましては補助対象

外となりますので、単費分が６万円という扱いです。 

○分科会長（西下敦基君）  補足説明で大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。総額でいきますと、まず、タブレットの端末の

利用料、それから、システムの利用料、それと、先ほどの研究会の運営費の負担金という、
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３つの部分で予算が必要になってきます。そのうちのタブレットの利用料とシステムの利用

料につきましては、国費を一応100％頂けるというような状況になっています。６万円の負担

金については、どうしてもちょっと対象にならないもんですから、単独費という形になりま

すので、総額で139万780円という事業費に対して、133万780円を国費、６万円を単独費とし

て見ております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑大丈夫ですか。 

○１６番（横山隆一君）  大丈夫です。分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、２つ目の質問を山下委員からお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下。農業振興地域管理費ということで、担い手の高齢化、

減少の中で耕作放棄地が増加しているが、農振整備計画定期変更により農業振興地域面積は

どのように変化していく方針なのか伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。山下委員のご質問にお答えします。 

 農業振興地域整備計画の変更につきましては、国の食料・農業・農村基本計画や県の農業

振興地域整備基本方針、こちらに則するとともに、本市を取り巻く農業情勢や総合計画など

の関連計画と整合を図りつつ見直しを行っていきます。 

 国は食料の安定供給のため、食料自給率の向上を目指しており、県も優良な農地は維持・

保全し、その有効利用を図ることが重要であるとしていることから、本市では、農業振興地

域は現行の範囲を維持する方針で変更していく予定となっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  すいません。今後の計画の中で、多分農業振興地域になると思うん

ですけれども、例えば、棚草の治水事業のあそこの辺とか、それとか、駅北の茶園があった

りするようなところ、こういったところが今後変わっていくんじゃないかと思うんですけれ

ども、そうすると、維持するとなると、新しい農業振興地域をつくるとか、それとか、若干

は減るということで考えておられるのか、お聞きします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 
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○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。今、ご質問にあったとおり、駅北ですとか、あ

と（ダルサガマ）というプロジェクトというものがございます。そういった中でも、青地で

指定している以上、どうしても除外をするための理屈づけというのはしなければいけません

ので、そこを考えつつ、どのように除外していくかというとこが一つあります。そういった

ことで考えますと、全体面積とすると、やはり少し減ってくるというような状況になります

けれども、それ以外の農地につきましては、基本的に青地になっている部分は、やはり維持

していくということで考えていくしかないかと思っています。それ以外には、やはりどうし

ても農地に復元することができないようなところにつきましては、非農地化ということも行

っていますので、やむを得ずもう青地から外すというものもあると考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。なければ……。関連。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ごめんなさい。６番 須藤です。素人質問で申し訳ないんですが、加

茂の宅地で住宅が増えているところに農振地域が１か所ぽっかりありまして、そこもちょっ

と外してもらえたら開発ができるんだけどというお声を住民から頂いているんですけれども、

そうした要望があるようなところも農振地域のまま進めていかれるご計画ということでよろ

しいんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。基本的に農振地域がいわゆる青地に指定をされ

ていますと、６要件というちょっとクリアしなければいけない要件がありますので、それを

クリアする必要があります。その中にやっぱり実現性というものがあるもんですから、将来

のために除外をしてくれという状況ですと、ちょっとなかなかその除外というのは厳しいの

で、例えば、もう開発者がついて、そこが宅地分譲となり、開発をしていきたいんですよと

いうことになれば、もうその６要件をクリアしてくださいということで除外に進めるとは思

いますけど、想定とか計画があるとか、そういったとこではちょっと厳しいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 
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○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連もなければ、３つ目の質問を松本委員からお願い

します。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。 

○分科会長（西下敦基君）  どうぞ。 

○１４番（松本正幸君）  地域特産物推進事業ということで、タブレットのほうが97ページに

なります。地域特産物として推進する作物の産地化・ブランド化の取組の進捗状況と、本事

業に対する課題の分析、この関係についてお伺いをいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。松本委員のご質問にお答えします。 

 地域特産作物の産地化・ブランド化につきましては、その作物の生産により安定した収益

を得る生産者を一定数確保することを目指しております。また、地域特産作物を産地化・ブ

ランド化することで、基幹作物である茶や水稲との複合経営により、所得向上につなげてい

きたいと考えております。 

 取組の進捗につきましては、令和４年度にチャマメ１名、オリーブ３名、令和５年度はチ

ャマメ１名、オリーブ１名、シロネギ３名と生産者が少ない状況で、この生産者を増やして

いくという必要がございます。 

 販路の確保や栽培、収穫にかかる作業量の多さ、地域特有の強風による影響、病害虫退策

など生産の課題はございますが、収益性はあるとお聞きしており、所得向上につながるもの

の生産者が増えていかないことに課題があると考えております。 

 今後、生産者が増えていかない課題がどこにあるのか、生産者に協力をいただき、栽培や

販売の状況などをさらに深く掘り下げをさせていただいて、課題認識や解決を図っていきた

いと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。チャマメ、ソラマメというものがかなり長く特産品とし

ていつも上がってくると、僕はこれを言いたくなっちゃうもんで申し訳ないですが、著しく

進展しているということがあまりないんですよね。ですんで、もう特産品として本当に見切

りをつけるかどうか、そういった形になっとるかと思うんですけれども、どうですか。商品

化につながる道というのんが、道筋が見えるかどうか。すいません。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 
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○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。今、松本委員に言われたとおりで、ちょっと今

までずっと何とかチャマメ、ソラマメに対してはやっていこうということで、いろんな努力

をしてきましたけども、先ほどちょっと答弁をさせていただいたところではあるんですけど、

やはり収益性というのは、実際に生産して販売すると、やっぱりお金の部分でいけば少し高

くなっているということは聞いているんですが、やはりその栽培にかかる手間、そこと儲け

の部分と両てんびんにかけたときに、どうしてもそっちに行けないというような状況もあり

ますので、その辺をしっかり生産者に、じゃあ、なぜそういうふうにならないんだというと

ころを確認しながら話をさせていただいて、どうしてもそこにクリアできない課題というも

のがございましたら、その作物に関しましては、もう一応やめていくような方向でせざるを

得ないかなと思っています。でも、そういう中でも、やはり複合経営というのは大事なもん

ですから、それに次にチャマメ、ソラマメに代わるような新しい作物というのは、やっぱり

探していかなければいけないと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。ここに特産物と書いてあるんですけれども、基本的に加

工品は含まれないという形の考え方であるのか伺いたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。山本係長。 

○農林課農業振興係長（山本綾乃君）  農業振興係長です。基本的には、加工品は含んでは考

えておりません。やはり６次化等の考えになってくるものですから、まずは、生産の部分を

支援していきたいと考えているところです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  特産物と特産品と違うんですよね、考え方。違う質問ですけれど、

特産品となると、販売できる農産物と加工品というような形になるもんで、ここで言っとる

のは農産物ですので、基本的にはそういうことで。分かりました。ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁はよろしいですね。 

○１４番（松本正幸君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑のある方、挙手してお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、今の関連ですけども、紺屋のチャマメ、ソラマメもそ

うなんですけど、ＪＡとの連携というのは非常に重要だと思うんですが、その辺の状況です
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から、ＪＡさんとの関係ですね。 

 それと、中内田で何年か前にレモンの、何ていうか、お茶畑の後の改植をして始めたんで

すけど、聞いたところ、国だか県だか分かりませんですが、補助を受けてやっているという

話を聞いているんですが、こういった新しいものに改植をするとかということに対する補助

体系と今回の特産物というものとは違うかどうか、その辺をちょっとお聞きしたいと思いま

すが。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。山本係長。 

○農林課農業振興係長（山本綾乃君）  農業振興係長です。１つ目のＪＡとの連携なんですけ

ども、令和４年に一度作物の見直しをかけておりまして、その際、ＪＡともやはり連携を強

化していきたいと考えておりましたので、意見交換をさせていただいた上で、ＪＡの推奨す

る作物として、まずイチジクとシロニンニクを加えている状況です。このような形で、今後

もＪＡさんの情報共有も進めながら、連携して進めたいと考えています。 

 レモンの関係ですけども、改植に係る補助体系がどうなっているかということでよろしい

でしょうか。まず、改植に係るところ、まず、荒廃農地を別の作物にする場合の補助金は、

市と県とで認定農業者の場合は100％になるような補助金が一つございます。ただ、荒廃農地

じゃない場合は、すいません、茶園を改植するといったところで、ちょっと自分のほうで、

すいません、細かいところがはっきりしないんですが、一つ補助事業があったかと思ってい

ます。それに合わせて、土壌改良として、茶園からの土壌変換に対する土壌改良が農林課の

ほうで補助事業を一つ持っています。加えて、ここのところで、その次の苗代と種苗代です

ね。ここに対しての補助をしているところです。レモンに対しては今回対象作物としてはお

りませんので、種苗代については補助が出ていないかと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。 

○１６番（横山隆一君）  ないです。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、４つ目の質問を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。４つ目です。複合経営推進事業ということで、水田

高収益作物生産転作推進事業補助金及び農地転換費用軽減支援事業費補助金の補助率とその

妥当性は。また、県の産地交付金では、交付対象作物にブロッコリーが指定されているが、
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菊川市ではご予定はないかの質問です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。坪井委員のご質問にお答えします。 

 最初に、補助率とその妥当性についてですが、水田高収益作物生産転作推進事業補助金は、

10アール当たり１万円の定額補助となっております。この事業は、米の供給過多を抑制し、

価格の安定を図るため、自主的な生産調整により減少する収入を複合経営により補うもので、

同様の目的である県の産地交付金単価の平均を参考に設定しております。 

 また、農地転換費用軽減支援事業費補助金は、１アール当たり2,500円で、上限25万円とな

っております。この事業は、茶畑から転換する土壌改良の経費を補助するもので、茶園の転

換に当たっては、10アール当たり500キログラムから700キログラムの苦土石灰の使用により

ペーハーの矯正がされるという文献がございますので、この最大値である700キログラムを使

用した際に約５万円ほどかかりますので、その２分の１と設定をさせていただいております。 

 また、県の産地交付金対象作物であるブロッコリーの予定につきましては、令和５年度に

水稲生産者がブロッコリーを生産している実績がなく、県の産地交付金に本市の生産者から

申請がされていない状況ですので、現時点では対象作物として追加する予定はございません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井ですが、それぞれの今年度で、今までで結構ですので、補

助金の申請の実績というのはお分かりでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。山本係長。 

○農林課農業振興係長（山本綾乃君）  農業振興係長です。水田高収益作物転作事業費補助金、

こちらにつきましては、現在動いている状況ではありますけども、令和５年度の申請として、

８名の方の申請を予定しております。 

 農地転換費用軽減支援事業費補助金につきましても、こちらにつきましても現在申請を受

けている状況ではありますが、２名の方の申請を予定しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  この部分で関連質疑のある方は、挙手にてお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。指定産地の関係で少し質問させていただきたいと思いま
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すけれども、今、全国で890ばかり指定産地があるんですけれども、菊川市の野菜の指定産地

としての、恐らく今、指定産地になっていないと思うんですけれども、今後、指定産地とし

て考えられる作物、こういったものはあるかどうか伺いたいと思いますけれども、先ほどブ

ロッコリーの関係が出ましたけれども、これが15品目めかな。そういうことで指定の野菜に

されたということであるんですけれども、菊川市としての考え方、やっぱり所得安定のため

には、指定産地になることが一番いいことやないかなと思うもんで、最低保証というか、そ

ういったものが保証されるということが言われているもんで、そういった面でお伺いいたし

ます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。山本係長。 

○農林課農業振興係長（山本綾乃君）  農業振興係長です。指定産地なんですけども、農林水

産省が指定しているという形でよろしいでしょうか。生産者がまとめて出しているものがあ

りまして、農協のほうで指定しているものがあるかと思ったんですが、たしか冬レタスです

とか、あとトマト、冬のトマトが産地指定されていたと、すいません、自分の中の記憶では

あります。先ほどのブロッコリーの指定の関係なんですけども、これは水田で使われるもの

に対して……。 

         〔「そうですね。この関係はね」と呼ぶ者あり〕 

○農林課農業振興係長（山本綾乃君）  これが指定されているものだとは思っています。やは

りブロッコリー自体産地として大きくなれば、高い単価で売れるよということで農協さんか

らは聞いているんですけども、今の時点で大規模な法人さんは大きく売ることができるんで

すけども、今、夢咲のほうであそこまで産地が大きくないもんですから、個々で作ると少し

単価が下がってしまうということを伺っています。もしこれから先、こういった形で指定、

菊川市のほうで指定していく場合は、夢咲さんなんかとも連携で大きな産地をつくっていく

かどうかを検討しなければいけないかなとは考えています。 

 以上です。 

         〔「ありがとうございます」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、５番目を須藤委員からお願いします。 
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○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。６款１項３目担い手確保育成推進事業について伺い

ます。タブレットページが99ページになっているんですけれども、書いてあるのは100ページ

になっております。新規就農者育成総合対策事業費補助金減額の理由は、また、令和５年の

実績は、お伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。須藤委員のご質問にお答えします。 

 最初に、減額の理由についてですが、新規就農者育成総合対策事業費補助金は、新規就農

者に対する経営発展支援事業と経営開始資金事業、この２つがありまして、令和５年度は、

経営発展支援事業を１名、経営開始資金事業は２名見込んでおりました。令和６年度は、経

営発展支援事業の活用見込みがございませんので、減額となっております。 

 次に、令和５年度の実績につきましては、経営発展支援事業により新規就農者１名の機械

導入について、機械導入に750万円を補助しました。また、経営開始資金事業により新規就農

者２名に対し225万円を交付をしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、６番目の質問を陽仁議員からお願いします。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。６款１項３目農業活動推進費、ページは101ページ

です。今の次のページですね。この中の102ページのところになるんですけれども、上から

５段目ぐらいに静岡県農業共済組合負担金、これ結構大きな負担金を毎年払っているんです

けど、こんなのを払う必要があるかということをお聞きします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。横山陽仁委員のご質問にお答えします。 

 国は、国民に対し食料を安定的に供給するため、自然災害の影響を受けやすい農業におい

て、被災した農業者の損失を補填する農業共済事業を行っており、農業共済組合はその実務

を担っております。組合の運営に対し、国は、農業災害補償法第14条の規定により、事務費

の一部を負担をしております。 

 この静岡県農業共済組合は、静岡県における先ほどの農業共済事業、こちらの実務を担う
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組織でありますので、本市でも事業運営に係る費用の一部を負担をしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  私は、この共済組合の負担金というのは、農業をやっている人が払

う、何で行政が払うのかなというところが不思議でしょうがないということで質問させても

らったんです。 

○分科会長（西下敦基君）  回答は要りますか。 

○１１番（横山陽仁君）  お願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。法律とかいろんな定めの中に、地方公共団体が

負担することというような明記はございませんが、国が行っている農業者に対する補填事業

ということで、公益性のある事業だもんですから、本市としましても、そこに対しては負担

をして、農業者がしっかりその共済事業を活用できるようにする必要があると思っています。

また、県もこちらのほうに負担をしていますし、県下全市町がそちらに拠出しておりますの

で、そういった意味でも公益性があると考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、７番目を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。７番目です。農業経営基盤強化推進費ということで、

荒廃農地再生集積促進事業費補助金の減額理由についてお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。坪井委員のご質問にお答えします。 

 令和５年度は、補助事業活用見込者４名分を計上しておりましたが、令和６年度は、補助

事業活用見込者が２名となりまして、その取組面積も減少したことによるものです。また、

田んぼや畑、荒廃の状況などにより整備に係る費用が異なりますので、令和６年度は、面積

当たりの事業費が少なくなっていることも減額の要因となっております。 

 以上です。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○３番（坪井仲治君）  以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、８番目の質問を鈴木委員からお願いします。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。７款１項３目水稲振興費、タブレットは104ページで

す。18節に農作物危害生物駆除事業費補助金70万に減額になった理由は。それから、ジャン

ボタニシの防除用薬剤、これの効果というのは範囲がないのかお聞きします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。鈴木委員のご質問にお答えします。 

 最初に、減額の理由についてですが、令和５年度は、市内の薬剤販売店等の薬剤販売実績、

こちらを基に積算をしておりましたが、令和６年度は、過年度の実績を基にした積算へ変更

したことによるものとなっております。 

 次に、効果につきましては、農業共済の被害面積は、令和元年、２年に比べ令和３年以降

減少しております。また、薬剤散布を実施した農業者へお聞きしたところ、被害が減少して

いると伺っておりまして、この薬剤散布によりまして、圃場への侵入は防げているものと考

えております。 

 以上です。 

         〔「分かりました。ありがとうございました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○８番（鈴木直博君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の質問を須藤委員から９番目をお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。６款１項４目畜産振興総務費についてお伺いいたし

ます。タブレット107ページ、説明資料107ページのタブレット61ページになります。新食肉

センター整備事業費負担金の算定根拠についてお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。須藤委員のご質問にお答えします。 

 新食肉センター整備事業費負担金は、令和２年度に算出された概算総事業費70億6,800万円
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に対し、国庫補助金を差し引いた残額の３分の１を事業実施主体となる県が負担をしまして、

残りの３分の２について県が５分の４、市町が５分の１の割合で負担することとされました。

この市町負担の総事業費の約6.6％となります４億6,400万円を、乳用牛、肉用牛、豚の出荷

頭数と飼養頭数で案分をしまして、各市町の負担割合が算出をされています。本市は、総額

で市町負担額の1.1％となる510万円となります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の10番目の質問を山下委員からお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番です。６款２項２目の県費補助安全施設整備事業費ということ

で、子どもたちの遊び場として、ため池等に隣接した公園があり、ガードパイプ等で転落対

策がされているが、隙間から転落の可能性がある。ネットフェンスの設置による対策が必要

と思われるため池があるが、行政の把握状況はどうでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。山下委員のご質問にお答えします。 

 市内にある農業用ため池95池のうち、ネットフェンスやガードパイプ等を設置しているた

め池は74池ございます。 

 残りの21池につきましては、幹線道路や民家から離れていること、また、車で容易に近づ

くことができない場所にあり、関係者以外が近づく可能性が低いため、フェンス等の設置は

ございません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  ちょっと具体的なお話で申し訳ないですけども、前岡池という、山

の谷間の池ではなくて、住宅に近接しているようなところのため池があるわけですけれども、

あそこに公園も設置していただいたわけですけども、やっぱり子どもたちの遊び場というこ

とが近くであるもんですから、そういう墜落防止の関係の対策というのが必要があるんじゃ

ないのかなと、私の意見ですけれども、そこら辺のお考えはどうでしょう。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。横山係長。 
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○農林課土地改良係長（横山貴彦君）  土地改良係長です。ガードパイプ等の隙間の考えはと

いうような形になると思います。隙間にはロープやネット等の簡易的なものや、あとは、活

用できるといっては、今ある施設に対してメッシュネットというものをくくりつけるような

ことで対策というのは考えられます。また、現地等行った中で、また必要なものかどうかを

判断した中で、今後の対応というのを考えていきたいと思っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。それこそ農業用のため池じゃないですけれども、国の重

要文化財のお代官様の周りに堀がこうありましたよと。小学校の近く。そこに擬木のフェン

スが植えられて、やっぱり転落防止というような形の中で、今、言われたようなネットを張

って、転落防止みたいな対策を取られているところがあろうかと思います。そういうことが

できればまた、そんなにお金が掛かることではないのかなと思うもんですから、安全のため

に検討をいただければなと、こんなふうに思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は……。ご意見ということでよろしいですね。 

○１７番（山下 修君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、11番目を陽仁議員からお願いします。 

○１１番（横山陽仁君）  ６款２項２目大井川右岸土地改良区事業推進費、112ページですけど、

これは、市長が交代すれば理事長が交代するという規約になっていなかったのかどうか教え

てください。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。横山陽仁委員のご質問にお答えします。 

 大井川右岸土地改良区に確認をしましたところ、当該改良区の定款第21条第１項に、「理

事は、理事長１人を互選するものとする」との規定により、理事長は理事の中から選出され

るとのことです。また、同定款第25条第１項の規定により、役員の任期は４年とされていま

す。 

 現理事長は、任期満了による令和５年５月15日執行の役員選挙で理事に再任をされまして、

令和５年６月12日の臨時理事会で互選をされ、理事長に再任されておる、そういった状況で

す。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。 

○１１番（横山陽仁君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑よろしいですか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  次は、12番目も陽仁議員からお願いします。 

○１１番（横山陽仁君）  11番 横山です。６款２項３目農業施設維持管理費、114ページ。こ

の農業施設はどこということですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。横山陽仁委員のご質問にお答えします。 

 農業施設ですが、潮海寺地内の加茂井堰、本所地内の八王子ポンプ、目木地内の目木揚水

ポンプ場、西方地内の馬場井堰仮設ポンプ、神尾地内の八幡井堰、高橋地内の道路第13号幹

線、潮海寺地内の調整池・道路、嶺田地内の用排水路となっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

○１１番（横山陽仁君）  わかりました。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、13問目を山下委員からお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下です。６款２項４目水利施設整備事業費ということで、

川西地区用水整備負担金が計上されています。パイプライン化による用水というのが計画さ

れていると思うんですけれども、下流域への用水の安定供給への対応はどのように検討され

ているのか、ちょっと伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。山下委員のご質問にお答えします。 

 川西地区とその下流域には、大井川用水川上分水工から用水が供給されておりまして、用

水整備事業に伴い、川西地区と下流域への用水を分水をしまして、両区域へ用水を供給する

計画となっております。 

 現在、この分水の構造を検討をしておりまして、川西地区及びその下流域の受益や耕作の

状況、こちらを確認をしまして、用水の必要量というのを整理をしている状況です。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  なかなか取水口から流域までが長いということで、また、なかなか

水が届かないというようなことがあるようですので、そこら辺をいろいろ考慮して、今後の

水稲栽培に支障のないようにお願いしたいなと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ご意見ということでよろしいですね。 

○１７番（山下 修君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  14番質問、横山陽仁委員からお願いします。 

○１１番（横山陽仁君）  ６款３項３目森林整備費、123ページ、モデル林はどこか。また、管

理と整備作業の内容は。そして誰に委託するのか。また、令和５年の実績はどうであったか

ということを教えてください。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。横山陽仁委員のご質問にお答えします。 

 最初に、モデル林はどこかについてですが、西方地区の龍雲寺西側、丹野地区の丹野トン

ネル周辺、半済地区の天神社周辺、本所地区の六郷小学校北側、三沢地区の工業団地西側、

沢水加地区の沢水加公会堂周辺の森林となっております。 

 次に、管理と整備作業の内容についてですが、本事業は、森林の公益的機能を守るための

森林整備や普及啓発等の事業を行うもので、森林経営管理業務としては、森林所有者への整

備意向調査や現地調査を行うほか、整備手法の検討や、事業成果のＰＲ資料の作成等を行い

ます。令和６年度においては、沢水加地区県道南側の再意向調査を予定しております。 

 森林整備作業は、森林整備を行うもので、令和６年度は、沢水加地区県道北側において、

人工林整備10.18ヘクタール、竹林整備0.03ヘクタールを予定をしております。 

 次に、誰に委託するのかにつきましては、森林経営管理業務は、森林経営管理法をはじめ

とした森林業務に係る法制度及び実務への深い知識を有することや、地域森林の実情を把握

していることを条件として事業者を選定いたします。 

 また、森林整備作業は、県森林整備工事競争入札参加資格者であること、菊川市入札参加

資格者であること、過去５年以内に市内で県森の力再生事業等の公共の森林整備実績がある

ことを条件に業者の選定を行います。 



－331－ 

 最後に、令和５年度の実績につきましては、森林経営管理業務委託により、沢水加地区県

道北側の再意向調査及び現地調査を実施しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑はございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  誰に委託するのかというところなんです。結構、何か今、複雑なお

話だったんですけれども、菊川市内でこういう業者、あるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。山本係長。 

○農業振興係長（山本綾乃君）  農業振興係長です。市内に委託先となり得る事業者がいるの

かというところなんですけども、過年度に設定した委託先の要件を満たす業者は、やはり市

内にはございませんので、ただ森林整備の促進においては、林業経営体の育成確保も大事な

ところだと考えています。 

 そのため、令和４年度なんですけども、三沢地区の森林整備を実施しています。このとき

に森林整備ができる事業者を育成するために、造園業者さんですとか土木業者さんにお声を

かけさせていただいて、研修会も実施させていただいております。そういった形で発注の機

会ができるように考えているところです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  事業者として掛川なんかは森林組合がしっかりしているもんで、山

が多いところは。菊川は森林組合つくるほどのボリュームがないもん、土木業者、造園業者

ということになろうかと思うんですが、やっぱりこれはそういう、結構その地区ごとに見る

んで、場所も多いし、やっぱり一つ、１社だけじゃなくて、何社かできるようなのを菊川で

育成していく必要があろうかと思います。そんな形で業者がなければ、業者を育てるという

意味で考えていただきたいと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁はよろしいですか。 

○１１番（横山陽仁君）  いいです。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑はございますか。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。すみません。整備作業の実施はいつ頃になりますか、

教えてください。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。山本係長。 

○農業振興係長（山本綾乃君）  農業振興係長です。森林整備作業の実施の時期ということに
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なりますと、契約等の関係もありますので、契約等が整っていた後の実施にはなってきます

が、すみません、はっきりしたことはお答えできないんですが、夏以降になるのかなとは思

っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、事前通知による質疑を終了いたします。 

 その他に農林課の予算について、質疑のある委員は挙手にてお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。これも事前通知してなくて申し訳ないです。湛水防除施

設の管理費なんですが、これは私のところの地域なんですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  何ページになりますか。 

○１６番（横山隆一君）  ごめんなさい。タブレットの113ページなんですが、ここで設備、点

検委託料と出ておりますが、設備についてはやっていただいてよかろうと思うんですけども、

あそこのプールがあるんです。貯水池があって、そこから水を水位が上がったときにポンプ

で引き出すんですけど、計器を見て稼働させるバロメーター、それはあるんですけども、主

には目視で機械を動かさないというのを決めているのがほとんどなんですけど、実際、プー

ルの土砂の堆積が大分あって、水位が非常に上がりやすい状況になっているんですが、設備

そのものについては、点検はしているんでしょうけど、してもらっているんでしょうけども、

堆積土等については、国にしばらくやってもらっていないような気がするんですが、この辺

の点検というのも、この中でやられているんでしょうか。点検委託料とか出ていますけど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。横山係長。 

○農林課土地改良係長（横山貴彦君）  土地改良係長です。今、沈砂池のところだと思います。

昨年度、台風のときにも、進入路の沈砂池の一歩手前のところなんですが、そこについても

大量の土砂のほうが堆積したということで、そこについて台風のことということでさせても

らいました。 

 そのときに操作員の方から、そちらの沈砂も考えてくれということで、お話は受け取って

いるところです。今年、業者に簡易的な見積りを取ったところで今話しています。まだ来年

度とか、そこまでの予算化というのは出てないので、今後の時期とか状況を見ながら、本当
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に危ないような状況でしたら、要望のほうをかけていきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。ほかに関連質疑とか、ほかのところで質疑があ

れば。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。すみません。先ほどの関連でお伺いすればよかった

んですが、104ページ、水稲振興費と107ページ、畜産振興総務費についてお伺いさせていた

だきます。 

 まず、水稲振興費のほうなんですけれども、答弁の中でジャンボタニシ、減っているので

薬剤購入費、減額されたということでいただいたんですけれども、昨年の補正４号のときに、

上限緩和についても、多分議員の中から意見が出ておりまして、上限５万円を超えて使いた

い方もいるんじゃないかということで意見があったかと思うんですけれども、ここの検討は

なされたのか。上限５万円のままでも大丈夫なぐらいタニシが減っているっていう判断なの

か。ここの検討の様子をお伺いしたいのが１点。 

 畜産振興総務費、107ページのほうに関して、頭数割で1.1％となり、510万円の負担という

ことでお伺いしたんですけれども、この頭数、菊川市の頭数が実際何頭いたのかという、そ

この数字の確認をさせていただければと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。山本係長。 

○農業振興係長（山本綾乃君）  農業振興係長です。１つ目の水稲振興費のジャンボタニシの

被害防除の関係ですけども、上限額の緩和というところでご意見いただいていたところだと

思いますが、今年の状況も含めて、いろいろ聞きながらという形では進めていきたいとは考

えています。 

 薬剤が不要なくらい、そういった形が不要なくらい減っているのかというところなんです

けども、やはり気温とかの影響はすごく大きいのかなとは思っていますので、一概に減って

いるから大丈夫というものでは、正直ないとは思っています。 

 ですので、まずは皆さんに使っていただけるように周知を進めながら、まだ活用もされて

いないところについては、何で活用されないのかというところも聞きながらと、あと多く使

われている方のところも、どんな意見が出てくるのかというのも、いろんな防除事業を進め

ていく中で、いろいろご意見聞きながら考えさせていただきたいなと思っています。 

 ２つ目の畜産のところの頭数になります。すみません、資料を確認しますので、少しお待

ちください。 
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○分科会長（西下敦基君）  もし時間がかかりそうだと、後で資料でもよろしいと思うんです

けど、面倒ですか。 

         〔「大丈夫です」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  また、事務局の方に流していただいて、メールでいただいても結

構だと思いますので、また数字の細かいものになりますので、後で資料提供いただければと

思います。そういった対応でお願いします。 

 ほかに関連質疑とか質疑がある方は、挙手にてお願いいたします。３番。 

○３番（坪井仲治君）  今のタニシのところで、たくさん使われる方はそれなりの補助金が出

るからいいんですけど、小さいところが、申請の手間の割には見返りが少ないということで、

申請せずに買われているという方が多いと、前回、話が出たと思いますんで、そのあたりの

改善をしていただければいいような気がします。 

○分科会長（西下敦基君）  ご意見ですね。 

○３番（坪井仲治君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに質疑ある方。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。資料はないんですけども、農林課で管理している基金が

あるかないか、お伺いをいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。今年度つくった森林環境の基金と、もう一つ、

加茂井堰の関係の基金と２つ、基金はございます。 

○１４番（松本正幸君）  今年つくった、令和５年度。 

○農林課長（大浦地明久君）  令和５年度に創設させていただいた、12月です。 

○分科会長（西下敦基君）  14番。 

○１４番（松本正幸君）  ふるさと・水と土基金というのが農林課のほうにありませんか、以

前から。 

         〔「ある」と呼ぶ者あり〕 

○１４番（松本正幸君）  ありますね。この目的、分からない。この目的についてお伺いいた

します。 

         〔発言する者あり〕 

○１４番（松本正幸君）  もしあれならいいですよ。後でまた。 

○分科会長（西下敦基君）  手が挙がりましたんで、横山係長。 
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○農林課土地改良係長（横山貴彦君）  土地改良係長です。菊川市ふるさと・水と土基金の条

例の設置につきましては、設置条例、設置として、条例第１条に、土地改良施設等の地域資

源の多面的な利活用の促進を通して、農村地域の活性化を図る地域住民の活動を支援するた

め、菊川市ふるさと・水と土基金というのを設立をしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。運用したことはありますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。横山係長。 

○農林課土地改良係長（横山貴彦君）  土地改良係長です。今運用はしておりません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「よかです」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに農林課含めて、全体含めて質疑のある方は挙手、17番。 

○１７番（山下 修君）  一つ教えてくださいということで、すみません。耕作放棄地とか荒

廃農地が増えているということなんですけれども、農地として平野部の水田というのがあり

ますし、牧之原台地の茶畑の畑があるわけですけども、菊川市の中でも中山間地って指定さ

れているところがあるわけですけども、そこの面積がどのくらいあって、その中では荒廃農

地とか耕作放棄地がどのくらいあるか。そういった数値というのは出るんですか。中山間地

だけ、その数字がどうのこうのっては出るんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。中山間の指定がある地域がございまして、その

中の耕作放棄地はどのぐらいあるかという、把握まではしていないという状況です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  特にそこの地、最初に牧之原台地の平らな部分は、中山間地に入る

わけですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。山本係長。 

○農業振興係長（山本綾乃君）  農業振興係長です。中山間地自体は地域で設定されてまして、

河城地区と旧小笠町全体が指定されているものですから、牧之原、平らなところだからとい

う意味では、今把握はしてないですので、なので牧之原のところは全て中山間地に指定がさ

れているところです。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  平たんな部分で集積がしやすいとかいうようなところは中山間地か

ら外れるのかなと思ったんですけど、そうじゃないということで、分かりました。結構です。

すみません。 

○分科会長（西下敦基君）  予算に関わるところで質疑があれば、挙手にてお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で質疑を終了します。 

 ここで執行部は退席となります。お疲れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委

員間の自由討議をお願いいたします。特産品のこととか、水稲のこととか、ご意見のある方

は挙手の上、お願いしますということで、16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。特産品はいいやという意見もありましたけど、あえてこ

だわって言いますけど、菊川市農業の実態を見ると、どうしても疲弊をしていて、後継者が

いない。これによって荒廃農地が増えている、そうした悪循環になっているなというように

思うんですが、そこで今回出たのが、今回質問の中で出てる、地域特産物推進事業であると

か複合経営推進事業、これは目指すところは同じだと思うんですけど、やはりＪＡがどうし

てもこういった農業に関しては主導権を持っていて、そうした中でやっぱり経済面、大きな

組織があって、そうした流通等を考えていったときに、やっぱり菊川市行政もそうですし、

ＪＡもそうですし、生産者もそうでしょうし、消費者も含めてですけども、やっぱり一体と

なって、最終的には農家がもうからなければならないというのが大前提なんです。 

 そうしたときに何をやったらいいんだというところで、今言うように行政区分でいけば特

産物であるとか、あるいは複合経営というのを分けていますが、一般財源で見れば同じなん

です、これって。ですから、複合経営であろうと、あるいは特産物であろうと、私は目指す

ところは同じだと思うんで、私はもっと一体となって菊川市農業、農家が生き残っていける

戦略というのをやっぱりやらにゃいかんなって本当に思うんですよ。それを早くにやらない

と、さらに状況は悪化してくるということになるんで、これについては早急に取り組んでい

ただきたいなというふうに思います。思いですけど、以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方は挙手にてお願いします。２番。 



－337－ 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。先ほど横山陽仁議員のほうから、森林整備費の話がさ

れました。掛川は森林組合があるということなんですけれども、菊川はないということで、

土木とか造園業者の方に、ほかの業者を頼むんだと思うんですけれども、やはり森林が多い

ということで、森林の作業というのは、普通の土木や造園とは違うと思います。 

 ですから、そういう方たち、まだまだこれからこの森林の整備っていうのは続くと思いま

すので、そのような方たちにぜひ教育をしていただいて、幅広い森林の整備をしていただき

たいと私は思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方は挙手にて。17番。 

○１７番（山下 修君）  すみません。17番です。先ほどブロッコリーの話、出たんですけど

も、国が非常に重要な野菜だということで指定されたということなもんですから、これで作

り過ぎても、そういった値崩れが起きたときは国の補助が入ったり、少なくても補助が入る

というような形になっていますので、2026年から完全にそれが指定されるということなもん

ですから、それまでにはやっぱしこれは市のほうとしても特別な、指定野菜という言葉じゃ

なくて、推奨する野菜として登録すべきだと、こんなふうに思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方は。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。ＡＩを使った荒廃農地ですね。調査して、その後、

対応しようという、非常に期待できるところだと思います。茶園とか竹とか、水田も含めて。 

 その反面、農振除外をするのに６項目、項目があるんですけど、そういうのは結構厳しい

項目でして、土地利用を推進できない。今宅地にしたいようなところでもできないというこ

とですんで、時代にこれ合わせる必要があると思いますんで、バックアップという面ですね。

ぜひ農振除外をもうちょっと推進していただけるほうに行っていただけると、よい土地利用

ができるかと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方は。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。農振については激しく同意でございまして、荒廃農

地のところなんですけれども、ＡＩによる分析、すごく期待ができるなと感じております。

ぜひ、この茶業振興課でも荒廃農地、耕作放棄地の茶園を使って新しい事業をしようとして

いますし、ビジネスコンテストでも農業をテーマにして今回されるということで、こうした

耕作放棄地をＡＩで分析して、その分析結果を基に新たなビジネスにつなげられるように、

ぜひ横串連携を強化していただいて、新規事業の創出というところを目指していただければ、
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大変ありがたいかなと感じました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ７番 西下です。自分が思ったのは、もうかる農業がいいかなと

思いますけど、施策としては、新規就農の方とか、そういった支援が多いのかなと思ったん

ですけど、出口戦略、茶業のように海外に売っていくとかシステムをつくるとか、ああいっ

たことができていたので、みんなが野菜を食べよる、自分は野菜を頑張って食べよるつもり

ですけど、測ったら半分ぐらいしか数値がなくて、もっと食べなきゃいけないんだって、そ

う思ったんですけど、もっと市外の方に市内の農作物を食べていただく。そういった消費も

喚起していくような、そういった施策をまた頑張っていただければなと、私はちょっと思い

ました。 

 以上です。 

 ほかにご意見ある方は。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ジャンボタニシの件、こないだテレビ見てましたら、コウノトリが非

常に有効だって、テレビで、くちばしがとがって、真ん中が隙間があって、それを持ってく

るっていうわけにいかないと思います。それに代わる鳥みたいなのがあれば。 

         〔「サギだったらいっぱいいますけど」と呼ぶ者あり〕 

○８番（鈴木直博君）  はあ。 

         〔「サギだったらめちゃくちゃ、たくさんいますけど、消防署の前に」

と呼ぶ者あり〕 

○８番（鈴木直博君）  はい。やっぱりジャンボタニシに困って。この辺にいるコウノトリと

は違うと書いてあったんですけど。 

○１７番（山下 修君）  ジャンボタニシの天敵はスッポンなんです、スッポン。スッポンを

たくさん放して養殖すると、ジャンボタニシ取るんじゃなくて、スッポンを取るやつがいる

んです。人間です。そういう話があります。 

○分科会長（西下敦基君）  今は17番の発言でしたが、発言をするときは番号言ってください。 

 意見は大分出たということでよろしいでしょうか。 

         〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、農林課の予算に係る審査を終わります。 

 ただいま出されました意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算特別委員会に

て報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任を願い
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ます。 

 以上で、予定しておりました令和６年度当初予算の審査は全て終了しました。 

 坪井副委員長、閉会の挨拶をお願いします。 

○副分科会長（坪井仲治君）  どうも、３日間、長きにわたる審査、お疲れさまでした。あり

がとうございました。 

 この後、３月25日に一般会計予算決算特別委員会の分科会の報告ですが、３月27日の本会

議での委員長報告、その辺をまとめてまいりますんで、その辺もよろしくお願いします。 

 あと、今週末にエンガワがスクーリング入りますんで、そのあたりのこれからウオッチン

グというのをこの委員会の中でしていかなきゃいけないと思いますので、ぜひともよろしく

お願い申します。以上でございます。 

 

閉会 午後 ４時２７分 

 

 


